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一
　
神
道

■
一
．
明
治
以
降
の
神
社

　

神
道
の
祈
り
は
神
社
と
い
う
信
仰
の
場
、
加
え
て
神
社
か
ら
頒
布
さ
れ
る
神
符
を
祀
る
神
棚
を
通
じ
て
行
わ
れ
て
き
た
。
基
本
的
に
は

神
社
が
そ
の
核
と
な
っ
て
い
る
。

　

明
治
以
降
、
神
社
が
辿
っ
て
き
た
道
は
、
明
治
初
年
か
ら
の
国
家
的
保
護
の
時
代
か
ら
、
昭
和
二
十
年
の
敗
戦
に
よ
っ
て
国
家
管
理
が

解
か
れ
、
殆
ど
の
神
社
が
宗
教
法
人
と
し
て
存
続
し
今
日
に
至
っ
て
い
る
。
現
在
、
大
村
市
内
で
宗
教
法
人
の
資
格
を
も
つ
神
社
は
、
表

2
︱
1
の
よ
う
に
二
五
社
が
あ
る
。

　

昭
和
十
七
年
（
一
九
四
二
）
に
大
村
市
制
が
誕
生
す
る
以
前
は
、
現
大
村
市
域
は
大
村
藩
時
代
の
三
浦
・
鈴
田
・
大
村
（
旧
大
村
分
）・

西
大
村
（
旧
池
田
分
）・
竹
松
・
福
重
・
萱
瀬
・
松
原
の
村
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
た
。
江
戸
時
代
か
ら
の
歴
史
由
緒
に
基
づ
き
、
前
記
の

各
村
に
は
村
の
氏
神
と
し
て「
村
社
」が
定
め
ら
れ
た
。
そ
の
各
村
社
は
表
2
︱
1
中
の
旧
社
格
欄
に
そ
の
旨
を
明
記
し
た
。

　

村
の
安
寧
や
豊
作
、
秋
の
収
穫
を
感
謝
す
る
秋
祭
り
、
個
々
の
人
生
儀
礼
な
ど
は
村
の
氏
神
に
祈
願
し
て
き
た
。
し
か
し
昭
和
二
十
年

（
一
九
四
五
）
の
敗
戦
に
よ
っ
て
大
き
く
社
会
構
造
が
変
わ
る
な
か
で
、
神
社
の
国
家
管
理
も
終
わ
り
、
全
国
の
神
社
に
定
め
ら
れ
て
い

た
社
格
制
度
も
廃
止
さ
れ
た
。
当
然
、
村
の
氏
神「
村
社
」の
社
格
も
な
く
な
っ
た
。

　

し
か
し
今
日
の
神
社
と
地
域
と
の
関
わ
り
は
、
従
来
の
村
と
村
社
の
関
係
が
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
に
維
持
さ
れ
て
い
る
。
前
章
で
も
触
れ
た

諏
訪
や
水
田
の
郷
事
録
に
見
え
て
い
た
豊
作
を
祈
る
郷
願
成
就
、
秋
祭
り
、
戦
没
者
を
祀
る
慰
霊
祭
等
、
正
月
の
初
詣
、
個
人
の
祈
願
で
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あ
る
幼
児
の
初

宮
参
り
、
厄
入

り
、
厄
祓
い
と

い
っ
た
祈
願
は
、

地
域
の
氏
神
、

か
つ
て
の
村
社

に
詣
で
て
い
る
。

ま
た
か
つ
て
の

村
が
当
該
神
社

の
氏
子
地
域
と

な
っ
て
い
る
。

　

収
穫
を
感
謝

す
る
秋
祭
り
を「
く
ん
ち
」と
称
す
る
が
、
松
原
く
ん
ち
、

竹
松
く
ん
ち
、
西
大
村
く
ん
ち
と
い
え
ば
、
松
原
の
八

幡
神
社
、
竹
松
の
昊
天
宮
、
西
大
村
の
富
松
神
社
の
秋
祭
り
で
あ
る
。
今
日
で
も
戦
前
の
村
・
村
社
の
単
位
で
祭
り
が
行
わ
れ
て
い
る
こ

と
か
ら
、「
村
社
」の
言
葉
は
忘
れ
ら
れ
て
い
る
も
の
の
、
村
単
位
氏
子
地
域
の
意
識
は
残
り
今
日
ま
で
生
き
続
け
て
い
る
。

　

村
に
は
村
社
以
外
に
村
内
の
一
地
域
で
祀
っ
て
き
た
神
社
も
あ
っ
た
。
表
2
︱
1
中
に
無
格
社
と
し
た
神
社
が
そ
れ
に
当
た
る
。
例
え
ば

西
大
村
地
域
で
は
村
社
は
富
松
神
社
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
地
域
内
に
は
池
田
に
熊
野
神
社
、
秋
葉
神
社
、
諏
訪
に
諏
訪
神
社
、
水
計
に
琴

平
神
社
等
が
並
存
し
、
周
辺
の
郷
、
今
で
い
う
町
内
で
祀
ら
れ
て
き
た
。

　

旧
村
社
の
氏
神
神
社
の
例
祭
・
秋
祭
り
は
大
方
に
お
い
て
十
月
に
行
わ
れ
る
。
た
だ
松
原
地
区
の
八
幡
神
社
は
十
一
月
で
あ
る
。
大
村

表2-1　大村市内の神社
№ 神社名 祭神名 旧社格 鎮座地
1 八幡神社 品陀和気神外2柱 村社(松原村) 松原本町
2 松尾神社 大山咋神 村社(福重村) 草場町
3 大神宮神社 天照皇太神 村社(福重村) 今富町
4 大神宮神社 天照皇太神 無格社 重井田町
5 昊天宮 伊邪那岐大神外9柱 村社(竹松村) 宮小路
6 今津神社 大己貴命外3柱 無格社 竹松本町
7 氷川神社 健速須佐之男命外3柱 村社(萱瀬村) 田下町
8 琴平神社 大物主命 村社(萱瀬村) 原町
9 富松神社 天児屋根命外6柱 村社(西大村) 三城町
10 熊野神社 建速須佐之男命外2柱 無格社 池田
11 秋葉神社 宇迦之御魂命 無格社 池田
12 諏訪神社 建御名方神・八坂刀賣命 無格社 諏訪
13 琴平神社 大物主命外1柱 無格社 水計町
14 八幡神社 品陀和気命 無格社 東本町
15 皇大神宮神社 天照皇太御神外6柱 郷社 西本町
16 稲荷神社 宇迦之御魂命外1柱 無格社 片町
17 大村神社 大村直澄外56柱 府県社 玖島
18 春日神社 健御雷之男命外1柱 村社(大村) 玖島
19 大村護国神社 戦没者英霊 玖島
20 市杵島神社 市杵島姫命外2柱 無格社 久原
21 野田神社 健御雷之男命外1柱 無格社 木場
22 熊野神社 建速須佐之男命外2柱 無格社 久原
23 熊野神社 健速須佐之男命外2柱 無格社 久原
24 大神宮神社 天照皇太神 村社(鈴田村) 大里町
25 宮崎神社 大穴牟遲命 村社(三浦村) 日泊町

写真2-1　富松神社の秋祭り・くんち　昭和27年
（富松神社所蔵）
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藩
政
時
代
に
編
纂
さ
れ
た
「
郷
村
記
」
に
よ
る
と
、
各
社
の
例
祭
日
は
殆
ど
九
月
と
あ
る
。
重
陽
の
節
句
の
九
月
九
日
に
行
わ
れ
る
こ
と

が
多
か
っ
た
た
め
、
秋
祭
り
の
こ
と
を
そ
の
日
取
り
の
九
日
に
因
ん
で
「
く
ん
ち
」
と
い
う
説
と
、
年
間
最
大
の
祭
礼
に
多
く
の
品
々
を

供
え
る
か
ら
、
そ
の「
供
え
る
日
」か
ら「
く
ん
ち
」と
表
現
し
た
と
の
両
説
が
あ
る
が
、
未
だ
解
決
し
て
い
な
い
。

　

明
治
六
年
か
ら
の
太
陽
暦（
新
暦
）の
採
用
に
よ
っ
て
、
太
陰
暦（
旧
暦
）を
新
暦
に
換
算
し
て
、
九
月
の
秋
祭
り
が
十
月
に
変
更
さ
れ
、

今
日
の
祭
り
日
と
な
っ
た
。

　

い
ず
れ
に
し
て
も
当
地
方
の
秋
祭
り
を
「
く
ん
ち
」
と
い
う
。
竹
松
の
昊
天
宮
と
西
大
村
の
富
松
神
社
で
は
、
氏
子
地
区
へ
の
御
輿
の

巡
行
が
あ
る
。
ま
た
当
地
方
の
秋
祭
り
の
特
徴
は
奉
納
相
撲
が
行
わ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
松
原
の
八
幡
神
社
、
萱
瀬
の
氷
川
神
社
、
昊
天

宮
、
富
松
神
社
で
は
、
境
内
に
常
設
さ
れ
た
土
俵
に
お
い
て
相
撲
が
奉
納
さ
れ
る
。

　

中
世
・
近
世
か
ら
の
歴
史
を
継
承
し
て
き
た
神
社
が
多
い
な
か
で
、
大
村
神
社
と
大
村

護
国
神
社
は
明
治
以
降
に
創
建
さ
れ
た
神
社
で
あ
る
。
大
村
神
社
は
文
化
二
年
（
一
八
〇

五
）
に
藩
主
大
村
純
昌
が
、
大
村
氏
の
遠
祖
と
い
わ
れ
る
藤
原
純
友
と
そ
の
親
族
の
神
霊

を
池
田
山
山
中
に
「
御
霊
宮
」
と
し
て
祀
っ
た
こ
と
に
始
ま
る
。
明
治
三
年
（
一
八
七
〇
）

に
は
常
盤
神
社
と
改
称
さ
れ
た
。
更
に
廃
城
と
な
っ
て
い
た
玖
島
城
（
大
村
城
）
跡
地
に
、

明
治
十
七
年（
一
八
八
四
）に
常
盤
神
社
が
遷
さ
れ
大
村
神
社
と
改
称
さ
れ
た
。

　

大
村
護
国
神
社
は
春
日
神
社
横
の
草
場
の
丘
に
鎮
座
す
る
。
明
治
元
年（
一
八
六
八
）に

円
融
寺
跡
地
に
戊
辰
役
戦
没
者
二
三
柱
を
旌せ

い

忠ち
ゅ
う

塋え
い

と
し
て
祀
っ
た
こ
と
に
始
ま
る
。
そ
の

後
、
日
清
・
日
露
・
日
独
の
戦
役
で
没
し
た
大
村
・
西
大
村
出
身
者
の
二
七
柱
、
更
に
昭

和
十
二
年（
一
九
三
七
）以
降
の
日
中
戦
争
・
太
平
洋
戦
争
で
没
し
た
大
村
・
西
大
村
出
身

者
七
五
二
柱
を
祀
っ
て
い
る
。
そ
の
社
名
も
明
治
七
年（
一
八
七
四
）に
大
村
招
魂
社
と
改

称
さ
れ
、
次
い
で
昭
和
十
四
年
（
一
九
三
九
）
に
は
大
村
護
国
神
社
と
改
め
ら
れ
今
日
に

写真2-2　池田山鎮座当時の常盤神社
（長崎歴史文化博物館収蔵「神社明細調帳　第十一大区／東彼杵郡」）
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至
っ
て
い
る
。

■
二
．
葬
儀
後
に
行
う
後あ

と

祓ば
ら
い

　

大
村
地
方
で
は
葬
儀
が
終
わ
っ
た
後
に
、
神
社
の
神
職
に
よ
っ
て
後
祓
と
い
う
清
め
の
宗
教
行
事
が
行
わ
れ
て
き
た
。
今
日
で
は
ど
の

地
域
で
も
専
用
の
葬
儀
場
が
で
き
た
か
ら
、
自
宅
で
の
葬
儀
は
少
な
く
な
っ
た
が
、
自
宅
や
葬
儀
場
で
葬
儀
が
営
ま
れ
出
棺
し
た
後
、
亡

く
な
っ
た
人
物
の
家
を
祓
い
清
め
る
こ
と
を
後
祓
と
い
う
。
そ
れ
は
神
道
で
の
葬
儀
に
限
ら
ず
、
仏
葬
で
行
わ
れ
た
場
合
で
も
行
わ
れ
る
。

　

出
棺
が
終
わ
る
と
神
職
が
死
者
の
家
に
出
向
き
、
神
棚
の
前
で
祓
い
の
詞
を
上
げ
、
そ
の
家
の
家
族
、
神
棚
、
台
所
の
竈
神
、
室
内
、

少
な
く
は
な
っ
た
が
葬
儀
に
用
い
た
道
具
類
や
隣
家
な
ど
を
順
次
に
祓
っ
て
い
く
。

　

更
に
後
祓
が
終
わ
る
と
、
神
職
に
は
生
の
豆
腐
と
燗
を
つ
け
て
い
な
い
冷
や
酒
が
振
る
舞
わ
れ
る
。

　

こ
う
い
っ
た
葬
儀
後
の
祓
い
が
、
な
ぜ
行
わ
れ
て
き
た
の
か
。
葬
儀
に
参
列
し
た
場
合
、
自
宅
の
玄
関
口
で
塩
に
よ
っ
て
身
体
を
清
め

る
慣
習
が
あ
る
。
死
に
伴
う
穢
れ
を
清
め
る
の
で
あ
る
。
死
者
が
出
た
家
で
は
玄
関
口
で
の
清
め
塩
に
留
ま
ら
ず
、
神
職
に
よ
っ
て
家
人

や
清
浄
で
あ
る
べ
き
神
棚
、
竈
（
今
で
は
コ
ン
ロ
な
ど
の
火
器
）
が
丁
寧
に
祓
い
清
め
ら
れ
る
、
い
わ
ば
玄
関
で
の
塩
に
よ
る
清
め
を
、

更
に
大
規
模
に
し
た
祓
い
が
後
祓
と
い
え
よ
う
。

　

更
に
祓
い
の
後
に
神
職
に
出
さ
れ
る
豆
腐
と
冷
や
酒
は
何
を
意
味
す
る
の
か
。
台
所
の
竈
、
今
で
い
う
コ
ン
ロ
は
、
命
の
糧
と
な
る
食

物
を
煮
炊
き
す
る
場
で
あ
る
か
ら
、
特
に
そ
の
火
は
清
浄
で
あ
る
こ
と
を
心
掛
け
て
き
た
。
竈
に
盛
り
塩
を
す
る
こ
と
は
そ
の
現
れ
で
あ

る
。
し
か
し
死
者
の
家
の
竈
は
不
浄
が
生
じ
た
と
い
う
観
念
か
ら
、
清
浄
で
あ
る
べ
き
神
職
に
は
そ
の
家
の
竈
で
は
煮
炊
き
し
な
い
物
、

す
な
わ
ち
火
を
通
し
て
い
な
い
生
の
物
で
接
待
す
る
と
い
う
配
慮
か
ら
、
生
の
豆
腐
、
燗
を
つ
け
て
い
な
い
酒
が
選
ば
れ
た
も
の
と
考
え

ら
れ
る
。

　

こ
の
後
祓
が
い
つ
の
頃
か
ら
始
ま
っ
た
の
か
、
僅
か
に
記
録
に
残
る
。
天
保
元
年
（
一
八
三
〇
）
十
月
三
日
の
条
に
、
光
明
院
と
い
う

修
験
者
が
藩
か
ら
茶
湯
料
の
畠
一
反
を
貰
っ
た
こ
と
に
続
け
て
次
の
よ
う
に
記
す（
1
）。

　
　

依
願
郡
七
懸
り
死
跡
祓
馬
庭
清
祓
等
致
来
候
得
共
取
続
難
相
成
趣
ニ
而（
後
略
）
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光
明
院
か
ら
の
願
い
に
よ
り
、
当
院
は
郡
地
域
で
の
死
跡
祓
や
、
春
冬
の
馬
湯
洗
い
（
2
）
を
務
め
て
き
た
が
、
今
後
、
引
き
続
い
て
行

う
こ
と
は
困
難
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
光
明
院
が
行
っ
て
い
た
「
死
跡
祓
」
と
い
う
も
の
が
見
え
て
い
る
。
用
字
は
現
在
の
「
後
祓
」

と
異
な
る
が
、「
死
跡
祓
」す
な
わ
ち
、
死
者
の
亡
き
跡
の
家
な
ど
清
め
る
祓
い
と
解
釈
さ
れ
、
今
日
の
後
祓
と
同
様
で
あ
る
。

　

こ
の
記
録
が
今
日
の
後
祓
の
文
献
上
で
の
初
見
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
天
保
年
間
（
一
八
三
〇
～
四
四
）
に
は
修
験
者
に
よ
っ
て
、
葬
儀

後
の
跡
祓
が
行
わ
れ
て
い
た
。
光
明
院
は
こ
の
祓
い
を
引
き
続
き
行
う
こ
と
を
願
い
出
た
が
、
こ
の
と
き
は
許
さ
れ
な
か
っ
た
。

　

本
編
第
一
章
の
疱
瘡
予
防
の
習
俗
で
も
触
れ
た
が
、
大
村
城
下
の
町
横
目
役
の
田
崎
斧
右
衛
門
が
書
き
留
め
た
「
諸
願
届
伺
事
之
控
」

に
は
、度
々
疱
瘡
が
町
中
に
流
行
っ
た
こ
と
を
記
録
し
て
い
る
。
そ
の
疱
瘡
患
者
が
発
生
し
た
場
合
に
、必
ず
行
わ
れ
る
の
が「
跡
祓
清
め
」

で
あ
っ
た（
3
）。
疱
瘡
患
者
の
家
に
生
じ
た
疱
瘡
の
穢
を
祓
い
清
め
、
病
の
蔓
延
を
防
い
だ
の
で
あ
る
。

　

先
に
見
え
た
死
跡
祓
も
疱
瘡
の
と
き
の
跡
祓
清
め
も
、
死
や
病
と
い
う
尋
常
で
は
な
い
事
態
に
生
じ
た
穢
れ
を
祓
い
清
め
る
と
い
う
点

で
は
酷
似
し
て
い
る
。
双
方
の
祓
い
の
う
ち
、
ど
ち
ら
が
先
に
始
ま
っ
た
の
か
は
不
明
で
あ
る
。
し
か
し
い
ず
れ
に
し
て
も
人
が
亡
く
な

り
、
ま
た
疱
瘡
患
者
が
出
る
と
祓
い
清
め
が
行
わ
れ
て
い
た
。
こ
の
祓
い
を
行
っ
た
の
は
、
氏
神
神
社
の
神
職
で
は
な
く
、
前
述
の
光
明

院
の
よ
う
な
修
験
者
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
加
え
て
水
神
社
を
祀
っ
て
き
た
渋
江
家
に
は
、
こ
の
死
跡
祓
の
と
き
に
唱
え
た
と
思
わ
れ

る
祓
い
詞
が
現
存
す
る（
4
）。
渋
江
氏
も
死
跡
祓
を
行
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

　

今
日
、
後
祓
が
行
わ
れ
る
の
は
大
村
市
域
か
ら
彼
杵
・
川
棚
ま
で
で
あ
り
、
か
つ
て
の
大
村
藩
領
の
う
ち
で
あ
る
。
他
地
に
は
見
ら
れ

な
い
こ
の
後
祓
が
、
こ
の
大
村
地
方
と
一
部
の
周
辺
部
で
何
故
行
わ
れ
て
き
た
の
か
。
疱
瘡
患
者
の
跡
祓
清
め
の
視
点
か
ら
考
え
る
と
、

第
一
章
第
一
節
の
疱
瘡
予
防
の
習
俗
で
も
触
れ
た
が
、
大
村
を
通
っ
た
シ
ー
ボ
ル
ト
も
司
馬
江
漢
も
、
ま
た
そ
の
他
の
旅
人
た
ち
が
口
を

揃
え
て
、
大
村
と
い
う
所
は
殊
の
ほ
か
疱
瘡
を
嫌
い
、
家
の
木
戸
口
に
注
連
縄
を
張
り
、
香
を
焚
い
て
予
防
策
を
取
っ
て
い
る
、
一
旦
患

者
が
出
る
と
直
ぐ
に
山
中
の
小
屋
に
収
容
す
る
と
述
べ
て
い
る（
5
）。

　

疱
瘡
を
警
戒
す
る
土
地
柄
で
あ
っ
た
た
め
に
、
患
者
を
山
揚
げ
し
た
後
の
患
者
宅
を
清
め
る
祓
い
が
始
ま
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ

れ
は
山
伏
等
が
行
う
呪
術
的
な
も
の
で
あ
っ
た
が
、
今
日
で
い
え
ば
患
者
の
家
を
消
毒
す
る
こ
と
と
同
等
の
意
味
を
も
っ
て
い
た
。
疱
瘡
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に
対
し
て
行
っ
て
い
た
祓
い
が
、
や
が
て
人
の
死
亡
に
際
し
て
も
、「
死
跡
祓
」と
し
て
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

■
三
．
空
港
と
な
っ
た
箕
島
に
も
あ
っ
た
金
刀
比
羅
講
・
伊
勢
講

　

昭
和
五
十
年
に
海
上
空
港
と
な
っ
た
箕
島
に
は
江
戸
時
代
か
ら
人
々
の
営
み
が
あ
り
、
空
港
と
し
て
開
発
さ
れ
る
と
き
に
は
一
三
戸
の

生
活
が
あ
っ
た
。
蜜
柑
、
大
根
な
ど
の
生
産
を
行
い
、
戦
前
に
は
中
国
大
陸
に
沢
庵
漬
け
を
樽
で
出
荷
す
る
な
ど
、
霜
が
降
り
な
い
土
地

柄
か
ら
良
質
の
農
産
物
に
恵
ま
れ
た
。

　

島
の
中
央
に
は
海
の
神
で
あ
る
市
杵
島
神
社
が
祀
ら
れ
た
。
そ
の
氏
神
へ
の
信
仰
に
加
え
て
、
島
民
た
ち
の
間
に
は
伊
勢
神
宮
、
四
国

の
金
刀
比
羅
神
社
、
鹿
島
の
祐
徳
稲
荷
神
社
、
地
元
の
今
津
神
社
へ
の
篤
い
信
仰
が
あ
っ
た
。
い
ず
れ
も
伊
勢
講
・
金
比
羅
講
と
い
っ
た

講
が
あ
り
、
講
金
を
積
み
立
て
て
順
繰
り
に
参
詣
し
た
。
箕
島
の
市
杵
島
神
社
が
昭
和
四
十
七
年
（
一
九
七
二
）
に
富
松
神
社
境
内
に
遷

座
し
た
関
係
か
ら
、
そ
の
一
連
の
講
の
記
録
が
富
松
神
社
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。

　

そ
の
う
ち
で
最
も
古
い
記
録
は
、
明
治
四
十
年
（
一
九
〇
七
）
春
の
「
讃
岐
金
刀
比
羅
神
社

参
詣
帳
」で
あ
る
。
次
の
よ
う
な
定
め
で
あ
っ
た
。

　
　

一
、
廻
座
之
事

　
　

一
、
代
参
ハ
二
人
ヅ
ヽ
ニ
シ
テ
鬮
取
ノ
事

　
　

一
、
神
酒
料
ハ
一
人
宛
五
銭
ヅ
　ヽ

　
　

一
、
御
初
穂
金
ハ
一
度
ニ
ツ
キ
一
人
前
金
貳
拾
銭
也

　
　

一
、
御
守
受
金
一
度
ニ
ツ
キ
一
人
前
金
拾
銭
也

　
　
　
　
　
　
　

大
正
十
五
年
五
月
十
日
決
定

　
　

一
、
講
繋
金
一
度
ニ
ツ
キ
金
三
円

　
　
　
　

但
御
初
穂
金
御
守
受
金
ハ
講
繋
金
中
ニ
含
ム

　

金
刀
比
羅
講
の
寄
合
は
講
員
一
三
戸
の
廻
り
持
ち
で
行
い
、
代
参
の
順
番
は
鬮
取
り
、
す

写真2-3　箕島島民 昭和初期集合写真� （個人蔵）



377民俗編 第二章 信仰と芸能

な
わ
ち
籤
引
き
で
決
め
て
い
た
。
金
刀
比
羅
宮
へ
の
納
め
金
は
大
正
十
五
年
（
一
九
二
六
）
に
改
め
ら
れ
た
が
、
一
戸
宛
て
講こ

う

繋つ
な
ぎ

金き
ん

三
円
、

神
酒
料
五
銭
、
初
穂
料
二
〇
銭
、
御
守
料
一
〇
銭
と
、
講
員
一
三
戸
分
の
合
計
は
四
三
円
五
〇
銭
と
な
る
。
こ
の
ほ
か
に
代
参
役
二
人
の

旅
費
を
加
え
る
と
一
度
の
代
参
に
は
か
な
り
の
出
費
を
伴
っ
た
。
金
刀
比
羅
講
一
度
の
繋
ぎ
金
が
三
円
と
あ
っ
て
高
額
で
あ
る
が
、
一
回

で
の
代
参
の
出
費
額
か
ら
す
る
と
、
こ
れ
ほ
ど
の
繋
ぎ
金
が
必
要
で
あ
っ
た
。

　

続
け
て
参
詣
帳
に
は
一
三
戸
の
戸
主
の
名
前
が
記
さ
れ
、
名
前
の
上
部
に
は
、
丸
で
囲
ん
で「
参
」「
座
」と
記
さ
れ
た
星
取
り
表
が
あ
る
。

こ
れ
に
よ
っ
て
家
毎
の
座
元
、
代
参
の
回
数
が
分
か
る
。
代
参
の
順
番
は
籤
引
き
で
決
め
る
こ
と
と
な
っ
て
い
た
が
、
特
定
の
家
に
偏
る

こ
と
も
な
く
三
回
～
四
回
と
万
遍
な
く
代
参
役
を
務
め
て
い
る
。

　

参
詣
帳
の
末
尾
に
は「
大
正
十
六
年
度
参
詣
人
名
」が
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
る
。

　
　

済　

一
、
山
口
勇
一
郎

　
　

済　

二
、
田
中
好
松

　
　
　
　

三
、
大
島
喜
三　

　
　
　
　

四
、
松
尾
一

　
　
　
　

五
、
尾
崎
栄
作

　

こ
の
と
き
に
は
籤
引
き
で
一
番
目
か
ら
五
番
ま
で
右
記
の
五
名
が
選
ば
れ
、
結
果
と
し
て
一
・
二
番
目
の
山
口
勇
一
郎
と
田
中
好
松
が

金
刀
比
羅
宮
へ
参
拝
し
た
。
二
名
の
代
参
と
決
め
な
が
ら
も
諸
事
情
で
代
参
役
が
果
た
せ
な
い
場
合
を
配
慮
し
て
、
余
裕
を
も
っ
て
五
名

を
選
ん
で
い
た
。
籤
引
き
と
い
い
な
が
ら
、
こ
う
い
っ
た
選
定
方
法
に
よ
っ
て
偏
る
こ
と
な
く
順
番
が
廻
っ
て
き
た
。

　

同
様
に
「
昭
和
三
年
度
代
参
人
名
控
」
に
も
、
大
島
東
十
・
大
島
喜
三
・
松
尾
一
・
山
口
亀
作
・
尾
崎
栄
作
の
順
番
で
記
さ
れ
る
。
こ

の
決
定
後
に
五
名
の
う
ち
か
ら
二
名
が
選
定
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

更
に
は
昭
和
七
年（
一
九
三
二
）の「
伊
勢
神
宮�

金
刀
比
羅
神
社
参
詣
帳
」と
し
た
帳
簿
が
残
る
。
巻
頭
に
は
そ
れ
ぞ
れ
講
の
定
め
が
次

の
よ
う
に
記
さ
れ
る
。
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定

　
　

一
、
代
参　
　

二
人　

籤
ニ
テ
極
ム
ル
コ
ト

　
　

一
、
神
座　
　
　
　
　

廻
リ
座
ノ
コ
ト　

　
　

一
、
神
酒
料　

一
戸　

拾
銭
宛

　
　

一
、
講
金　
　

一
戸
六
圓
也
宛

　
　
　
　
　

伊
勢
神
宮

　
　

一
、
御
神
楽
奉
奏
料　

七
圓
也

　
　

一
、
劍
先
料　
　
　
　

一
戸　

五
銭
宛

　
　
　
　
　

金
刀
比
羅
宮

　
　

一
、
御
初
穂
料　
　
　

弐
圓
也

　
　

一
、
御
守
料　
　
　
　

一
戸
拾
銭
宛

　
　

一
、
御
初
穂
料
、
御
守
料
、
御
神
楽
奉
奏
料
、
剣
先
料
ハ
講
金
中
ニ
含
ム
モ
ノ
ト
ス

　
　

一
、
代
参
者
ハ
出
発
一
週
間
前
ニ
講
社
中
ニ
通
告
ス
ル
コ
ト

　
　

一
、
講
金
ハ
代
参
出
発
ノ
前
日
迠
ニ
代
参
者
ノ
許
ニ
届
ク
ル
コ
ト

　
　
　
　

若
仝
時
刻
迠
ニ
届
ケ
ナ
キ
時
ハ
、
代
参
者
ヨ
リ
請
求
ニ
行
ク
コ
ト　

　

代
参
人
数
や
座
元
の
廻
り
も
ち
は
従
前
と
変
わ
ら
な
い
が
、
時
代
の
経
過
に
よ
り
神
酒
料
と
講
金
は
、
明
治
四
十
年
額
の
二
倍
と
な
り

一
〇
銭
と
六
円
が
集
め
ら
れ
て
い
る
。

　

伊
勢
神
宮
の
項
に
見
え
る
劍
先
料
と
は
、
剣
の
先
の
よ
う
に
尖
っ
た
神
符
の
初
穂
料
の
こ
と
で
あ
る
。
金
刀
比
羅
宮
の
場
合
は
、
前
掲

の
大
正
十
五
年
の
初
穂
料
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
り
、
代
参
出
発
に
当
た
っ
て
講
員
へ
の
連
絡
、
講
金
納
め
時
期
な
ど
が
定
め
ら
れ
て
い
た
。

　

こ
こ
に
伊
勢
神
宮
と
金
刀
比
羅
宮
と
の
代
参
が
同
時
に
記
さ
れ
る
の
は
、
両
宮
同
時
に
参
詣
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
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参
詣
帳
に
加
え
て
「
金
刀
比
羅
神
社
崇
敬
講
加

入
名
簿
」「
昭
和
七
年
起
代
参
帳�

伊
勢
講
中
」の

記
録
を
重
ね
る
と
、
各
年
の
金
刀
比
羅
宮
と
伊

勢
神
宮
へ
の
代
参
者
が
分
か
る
。
次
の
表
2
︱
2

の
と
お
り
で
あ
る
。

　

金
刀
比
羅
宮
へ
は
昭
和
五
年
か
ら
同
十
八
年

ま
で
毎
年
、
定
の
と
お
り
二
名
ず
つ
代
参
が
行

わ
れ
た
。
参
詣
帳
講
員
名
簿
の
戸
主
が
殆
ど
代

参
を
務
め
る
が
、
と
き
に
は
息
子
な
ど
の
家
人

が
代
わ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。

　

昭
和
十
九
年
に
も
籤
引
き
に
よ
り
一
松
本
祐

吉
・
二
尾
崎
減
作
・
三
山
口
亀
作
・
四
岩
永
秀

雄
・
五
山
口
万
作
・
六
山
口
章
の
代
参
順
を
記

し
た
紙
片
が
添
付
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
年
に

果
た
し
て
代
参
が
あ
っ
た
か
は
不
明
で
あ
る
。
太
平
洋
戦
争
末
期
で
も
あ
り
、
そ
の

紙
片
の
裏
面
に
は
大
き
く
×
印
が
さ
れ
て
い
る
の
で
実
行
さ
れ
な
か
っ
た
可
能
性
が

高
い
。

　

金
刀
比
羅
宮
へ
の
代
参
に
加
え
て
昭
和
十
三
年
と
同
十
七
年
に
は
伊
勢
神
宮
へ
の

代
参
が
あ
っ
た
。
昭
和
十
三
年
に
は
四
月
十
六
日
の
金
刀
比
羅
宮
に
続
い
て
、
伊
勢

へ
は
四
月
十
八
日
に
詣
で
て
い
る
。
同
十
七
年
に
は
五
月
二
十
三
日
の
伊
勢
参
宮
を

表2-2　箕島衆の金刀比羅宮・伊勢神宮代参者一覧
参詣年 参詣日 金刀比羅宮代参者 伊勢神宮代参者 伊勢参詣日

昭和５年 不明 岩永米吉 山口力松
昭和６年 不明 尾崎栄作 山口熊次郎
昭和７年 5月27日 尾崎栄作 大島東十
昭和８年 4月17日 松尾 一 山口亀作
昭和９年 4月12日 山口藤造(康蔵) 山口熊次郎
昭和10年 8月2日 山口 章 山口力松
昭和11年 12月12日 山口 章 山口亀作
昭和12年 4月25日 松本祐吉 松尾 一
昭和13年 4月16日 山口順一(勇一郎) 大島好雄(東十) 山口順一(勇一郎) 大島好雄(東十) 4月18日
昭和14年 不明 山口力松 山口熊次郎
昭和15年 4月16日 岩永米吉 大島喜三
昭和16年 4月13日 大島東十
昭和17年 5月25日 山口順一(勇一郎) 大島界カ(喜三) 山口順一(勇一郎) 大島界(喜三) 5月23日
昭和18年 不明 山口藤造(康蔵) 松尾一

【註】(　)は父親名

写真2-4　昭和7年の伊勢講・金刀比羅宮講の記録、及び籤のこ・よ・り・

� 　（個人蔵）
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済
ま
せ
た
二
日
後
に
金
刀
比
羅
宮
へ
と
廻
っ
て
い
る
。

　

伊
勢
へ
の
代
参
が
ど
の
程
度
の
周
期
で
行
わ
れ
た
か
は
不
明
で
あ
る
。

　

代
参
の
と
き
の
金
刀
比
羅
と
伊
勢
定
宿
も
記
さ
れ
、
金
刀
比
羅
参
り
に
は
琴
平
山
大
門
前
の
高
松
屋
源
兵
衛
の
乕
丸
旅
館
で
あ
っ
た
。

現
在
で
も「
と
ら
丸
旅
館
」と
し
て
経
営
し
て
い
る
。
伊
勢
で
は
内
宮
前
の
鮓す

し

久き
ゅ
う

水
月
楼
で
あ
っ
た
。
現
在
も
赤
福
直
営
の
食
事
処「
す
し

久
」と
し
て
健
在
で
あ
る
。　
　

　

昭
和
二
十
年
の
終
戦
後
も
行
わ
れ
た
が
、
山
口
清
美
は
昭
和
三
十
年
代
の
中
学
生
の
頃
に
父
親
の
代
理
と
し
て
伊
勢
代
参
を
務
め
た
経

験
を
も
つ
。

　

遠
隔
地
の
金
刀
比
羅
・
伊
勢
両
宮
へ
の
参
詣
に
加
え
て
、
地
元
の
琴
平
神
社
・
大
神
宮
、
ま
た
鹿
島
の
祐
徳
稲
荷
神
社
参
詣
の
た
め
の

講
も
あ
っ
た
。
琴
平
神
社
は
原
町
の
琴
平
岳
に
鎮
座
し
て
十
月
十
日
、
大
神
宮
は
旧
伊
勢
町
（
現
西
本
町
）
に
鎮
座
し
一
月
十
一
日
、
祐

徳
稲
荷
神
社
は
四
月
八
日
と
十
二
月
八
日
と
、
そ
れ
ぞ
れ
代
参
者
が
参
詣
し
た
。

　

竹
松
今
津
に
あ
っ
た
黒
山
神
社
に
代
参
す
る
習
慣
も
あ
り
、
古
い
記
録
で
は
大
正
十
三
年
（
一
九
二
四
）
の
「
黒
山
神
社
講
参
詣
扣
帳
」

が
残
る
。
四
月
十
五
日
と
十
二
月
十
五
日
の
年
二
度
の
祭
礼
日
に
は
二
人
が
代
参
し
、
箕
島
郷
代
参
者
氏
名
ほ
か
一
二
名
と
記
さ
れ
た
護

符
を
受
け
て
く
る
の
が
慣
例
で
あ
っ
た
。

　

黒
山
神
社
は
今
津
神
社
と
も
い
わ
れ
る
が
、
赤
痢
の
予
防
神
と
の
信
仰
が
あ
り
、
西
彼
杵
方
面
か
ら
の
講
参
り
も
多
か
っ
た
。
昭
和
三

十
四
年（
一
九
五
九
）に
海
上
自
衛
隊
大
村
航
空
隊
の
敷
地
と
な
っ
た
た
め
に
、
現
在
は
竹
松
駅
通
り
に
遷
座
し
た
。　
　

　

箕
島
衆
は
こ
う
い
っ
た
講
、及
び
講
参
り
に
よ
っ
て
親
睦
を
含
め
地
域
の
絆
を
作
り
上
げ
て
き
た
。し
か
し
海
上
空
港
へ
の
変
容
に
よ
っ

て
、
昭
和
四
十
七
年
に
は
島
民
全
て
が
移
転
を
余
儀
な
く
さ
れ
講
組
織
も
解
体
し
た
。
島
内
に
祀
ら
れ
て
い
た
市
杵
島
神
社
は
富
松
神
社

境
内
に
遷
さ
れ
た
が
、
五
月
二
十
日
と
十
月
二
十
日（
近
い
土
・
日
曜
日
に
変
更
）に
は
島
民
が
集
ま
り
春
・
秋
の
祭
礼
が
行
わ
れ
る
。

�

（
久
田
松
和
則
）
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仏
教

　

江
戸
時
代
の
仏
教
は
寺
請
制
度
の
浸
透
に
よ
っ
て
先
祖
を
祀
る
宗
教
と
し
て
存
在
し
て
き
た
。
全
て
は
家
単
位
で
一
寺
院
の
檀
家
と
な

り
、
檀
那
寺
・
檀
家
と
い
う
関
係
を
結
ん
だ
。
い
わ
ゆ
る
檀
家
制
度
で
あ
る
。
家
人
が
死
亡
す
れ
ば
檀
那
寺
に
そ
の
届
け
を
な
し
、
寺
の

過
去
帳
に
死
亡
の
旨
が
記
録
さ
れ
、
檀
那
寺
に
よ
っ
て
葬
儀
が
営
ま
れ
た
。
神
道
に
仕
え
る
神
社
の
神
職
家
に
あ
っ
て
も
こ
の
寺
請
制
度

は
適
用
さ
れ
、
檀
那
寺
を
も
ち
、
亡
く
な
れ
ば
檀
那
寺
か
ら
戒
名
を
も
ら
い
仏
葬
が
行
わ
れ
た
。

　

今
日
で
も
一
般
の
家
庭
の
多
く
は
、
江
戸
時
代
の
ま
ま
に
こ
の
檀
那
寺
・
檀
家
の
関
係
を
継
承
し
て
い
る
。
そ
う
い
っ
た
意
味
で
は
、

江
戸
期
の
檀
家
制
度
が
今
日
ま
で
生
き
続
け
て
い
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

　

家
庭
に
お
い
て
仏
教
で
の
先
祖
を
祀
る
場
が
仏
壇
で
あ
る
。
仏
教
の
信
仰
は
そ
の
家
庭
の
仏
壇
、
檀
那
寺
、
そ
し
て
先
祖
が
眠
る
墓
所
、

こ
の
三
域
を
通
し
て
保
た
れ
て
き
た
。
大
村
市
内
の
仏
教
諸
宗
旨
は
、
後
掲
の
表
2
︱
3「
大
村
市
内
の
寺
院
」で
も
分
か
る
よ
う
に
、
日
蓮

宗
、
浄
土
真
宗
、
浄
土
宗
が
大
勢
を
占
め
、
こ
の
三
宗
旨
の
檀
家
が
多
い
。
そ
れ
は
江
戸
期
大
村
藩
時
代
か
ら
の
宗
勢
が
そ
の
ま
ま
に
引

き
継
が
れ
て
い
る
。
た
だ
今
日
で
は
、
既
存
の
宗
旨
以
外
で
は
曹
洞
宗（
禅
宗
）の
寺
院
も
存
在
す
る
。

　

仏
教
信
仰
の
重
要
な
一
域
で
あ
る
仏
壇
は
、
い
つ
の
頃
か
ら
家
庭
に
祀
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
江
戸
時
代
に
仏
教
が
浸
透
す
る

こ
と
と
な
る
檀
家
制
度
は
、
一
度
に
整
っ
た
も
の
で
は
な
い
。
寛
永
十
二
年
（
一
六
三
五
）
に
起
こ
っ
た
島
原
の
乱
を
教
訓
に
、
江
戸
幕

府
は
キ
リ
シ
タ
ン
を
極
度
に
警
戒
し
人
々
を
寺
の
檀
家
と
な
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
キ
リ
シ
タ
ン
の
再
発
防
止
策
と
し
た
。
島
原
の
乱
が
終

結
す
る
寛
永
十
五
年（
一
六
三
八
）頃
か
ら
全
国
的
な
檀
家
制
度
を
意
図
し
て
い
く
。

　

そ
の
後
、
江
戸
幕
府
は
万
治
二
年
（
一
六
五
九
）
と
寛
文
二
年
（
一
六
六
二
）
に
、
檀
那
寺
で
葬
式
を
行
う
こ
と
の
幕
法
を
発
し
、
貞
享

四
年
（
一
六
八
七
）
に
は
檀
那
寺
へ
の
参
詣
、
父
母
の
忌
日
法
要
の
義
務
を
明
示
し
て
い
る
。
更
に
は
一
七
〇
〇
年
代
に
入
る
と
、
檀
那

寺
へ
の
常
時
の
参
詣
、
年
忌
・
命
日
法
要
の
施
行
、
釈
迦
涅
槃
日
・
釈
迦
の
誕
生
日
・
盆
・
春
秋
彼
岸
の
寺
参
り
な
ど
を
強
化
し
て
い
く
。

こ
の
頃
に
年
忌
・
命
日
法
要
を
行
う
た
め
の
寺
の
台
帳
と
し
て
、
檀
家
の
死
亡
年
月
日
を
記
し
た
過
去
帳
が
作
ら
れ
て
い
く
。
こ
う
い
っ

た
一
連
の
幕
府
の
施
策
を
通
し
て
檀
家
制
度
が
整
え
ら
れ
て
い
っ
た（
6
）。

二
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家
々
の
仏
壇
も
こ
う
い
っ
た
経
緯
の
な
か
で
祀
ら
れ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
一
般
に
そ
の
時
期
を
絞
り
込
む
の
は
困
難
で
あ
る
が
、

大
村
藩
の
場
合
、
家
庭
に
仏
壇
を
祀
り
始
め
た
時
期
を
明
ら
か
に
で
き
る
。
当
地
で
は
明
暦
三
年
（
一
六
五
七
）
に
、
郡
崩
れ
と
い
う
潜

伏
キ
リ
シ
タ
ン
発
覚
事
件
が
起
き
る
。
藩
の
存
亡
に
関
わ
る
重
大
事
件
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
の
宗
門
予
防
策
と
し
て
村
々
の
監
視
を
強
化

し
て
い
く
。

　

事
件
か
ら
三
年
後
の
万
治
三
年
（
一
六
六
〇
）
に
、
藩
は
小
目
付
役
の
楠
本
七
郎
左
衛
門
に
藩
内
諸
村
の
宗
教
事
情
を
調
査
さ
せ
、
そ

の
調
査
結
果
が「
見
聞
集
」に
記
録
さ
れ
る
。
例
え
ば
外
海
地
区
の
天
窪
村
・
面
高
村
の
様
子
が
次
の
よ
う
に
報
告
さ
れ
て
い
る（
7
）。

一
、
村
中
浦
懸
り
共
ニ
信
心
第
一
仕
候
由
、
宿
々
ニ
仏
段
拵
へ
花
柴
を
立
不
召
置
所
一
軒
も
無
御
座
候
、
随
分
異
儀
無
御
座
候
様
ニ

相
見
申
候

　

天
窪
・
面
高
を
見
分
し
て
廻
っ
た
と
こ
ろ
、
村
人
は
神
仏
へ
の
信
心
を
第
一
と
し
て
、
家
々
に
は
全
て
仏
段
（
仏
壇
）
を
祀
り
花
柴
を

飾
っ
て
い
る
、
藩
か
ら
の
布
達
に
違
っ
た
様
子
は
見
ら
れ
な
い
と
い
う
。
こ
の
目
付
役
の
観
察
は
、
ま
ず
家
中
に
仏
壇
が
あ
る
か
ど
う
か

で
あ
っ
た
。
殆
ど
の
村
の
報
告
に
は「
仏
段
拵
え
」と
記
録
さ
れ
る
。

　

大
村
藩
は
郡
崩
れ
の
反
省
か
ら
、
家
庭
に
仏
壇
を
祀
る
こ
と
に
よ
っ
て
仏
教
を
定
着
さ
せ
、
潜
伏
キ
リ
シ
タ
ン
の
再
発
を
予
防
し
た
の

で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
万
治
三
年
に
は
藩
内
家
中
に
は
こ
と
ご
と
く
仏
壇
が
祀
ら
れ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。
他
地
域
と
す
る
と

比
較
的
早
い
時
期
に
祀
ら
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

死
者
を
弔
う
と
い
う
仏
教
信
仰
の
な
か
で
、
家
人
の
死
後
、
七
日
お
き
に
七
度
法
要
を
行
い
死
者
を
冥
土
に
送
る
法
要
が
行
わ
れ
る
。

そ
の
間
は
喪
中
と
さ
れ
、
表
だ
っ
た
行
動
を
控
え
る
こ
と
が
多
い
。
そ
の
七
度
目
の
法
要
日
、
す
な
わ
ち
四
九
日
目
に
墓
所
へ
の
納
骨
を

行
い
、
家
中
に
祀
っ
て
い
た
仏
壇
を
解
き
、
ま
た
玄
関
に
張
っ
て
い
た
「
忌
中
」
と
の
張
り
紙
も
取
り
外
す
こ
と
が
慣
習
と
な
っ
て
い
る
。

い
わ
ゆ
る
忌
明
け
の
日
を
迎
え
る
。

　

こ
う
い
っ
た
今
日
で
も
行
わ
れ
る
仏
教
供
養
は
、
寺
請
制
度
が
整
う
な
か
で
江
戸
時
代
に
は
既
に
各
家
庭
で
行
わ
れ
て
い
た
。
そ
の
こ

と
は
前
述
の
よ
う
に
江
戸
幕
府
の
法
令
の
な
か
に
も
見
え
て
い
た
。
こ
の
七
日
毎
の
供
養
の
早
い
例
を
、
大
村
市
内
松
原
の
東
光
寺
跡
に
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残
る
当
寺
住
職
の
墓
石
に
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
次
の
金
石
銘
で
あ
る
。

　
　

奉
為
東
光
院
阿
闍
梨
性
元　

正
和
五
年
丙辰
十
二
月
八
日
建
立
之　

前
十
一
月
初
四
日
丑
剋
逝
去

　
　

七
十
六
年
而
已

　

住
職
性
元
は
正
和
五
年
（
一
三
一
六
）
の
十
一
月
四
日
に
亡
く
な
り
、
十
二
月
八
日
に
墓
石
が
建
立
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
亡
く
な
っ

て
か
ら
三
五
日
目
に
当
た
る
。
七
日
お
き
の
供
養
の
五
度
目
、
す
な
わ
ち
五い

つ

七な
ぬ

日か

忌
に
墓
碑
が
建
て
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
場
合
は
七
度
目

の
四
九
日
で
は
な
い
が
、
鎌
倉
時
代
末
期
の
中
世
の
時
期
に
七
日
お
き
の
供
養
の
実
例
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
こ
れ
は
仏
道
に

あ
る
僧
侶
の
例
で
あ
っ
て
、
庶
民
ま
で
こ
の
周
期
的
な
供
養
が
浸
透
し
て
い
た
か
は
不
明
で
あ
る
。

　

中
世
の
末
期
に
来
日
し
た
キ
リ
ス
ト
教
の
宣
教
師
・
ル
イ
ス
・
フ
ロ
イ
ス
は
、
母
国
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
日
本
の
習
慣
の
違
い
を
克
明
に

比
較
し
て
い
る（
8
）。
そ
の
四
章
の「
仏
葬
、
お
よ
び
そ
の
風
習
に
関
し
て
」の
中
に
日
欧
の
葬
儀
の
違
い
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
記
す
。

わ
れ
ら
の
司
祭
は
、
死
者
の
葬
儀
を
教
会
で
お
こ
な
う
。
仏
僧
は
そ
れ
を
幾
度
も
幾
度
も
死
者
の
家
で
お
こ
な
う
が
、
そ
の
狙
い
は

そ
こ
で
飲
み
食
い
す
る
こ
と
に
あ
る
。

　

こ
こ
に
見
え
る
葬
儀
を
死
者
の
家
で
「
幾
度
も
幾
度
も
」
行
う
と
い
う
の
は
、
前
述
し
た
七
日
目
毎
の
法
要
を
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
江
戸
期
以
前
に
も
既
に
庶
民
の
家
庭
で
も
初
七
日
・
二ふ

た

七な
ぬ

日か

・
三み

七な
ぬ

日か

と
い
っ
た
慣
習
が
定
着
し
て
い
た
こ
と
を
物
語
っ
て

い
る
。
続
け
て
そ
の
狙
い
は
「
飲
み
食
い
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
」
と
記
す
の
は
、
法
要
後
の
お
斎と

き

の
こ
と
を
指
し
て
い
る
。
こ
れ
は
フ
ロ

イ
ス
の
異
文
化
理
解
の
不
足
で
あ
る
。

　

寺
院
の
檀
家
組
織
は
、
現
在
で
も
隣
接
す
る
同
宗
派
の
数
軒
か
ら
一
〇
軒
程
の
単
位
で
講
組
を
組
織
し
、
各
講
に
は
取
り
ま
と
め
役
の

講
頭
が
置
か
れ
、
檀
那
寺
と
檀
家
と
を
取
り
も
っ
て
い
る
。
今
日
で
は
少
な
く
な
っ
た
が
、
講
毎
に
月
に
一
・
二
度
お
経
を
唱
え
る
題
目

講
（
日
蓮
宗
）、
念
仏
講
（
浄
土
真
宗
）
が
行
わ
れ
て
き
た
。
当
番
を
務
め
る
座
元
に
は
曼
荼
羅
が
祀
ら
れ
、
そ
の
曼
荼
羅
は
次
の
座
元
へ

と
持
ち
回
り
が
原
則
で
あ
る
。　

　

こ
の
題
目
講
、念
仏
講
は
、既
に
江
戸
時
代
初
期
か
ら
行
わ
れ
て
い
た
。
大
村
藩
は
明
暦
三
年（
一
六
五
七
）の
キ
リ
シ
タ
ン
発
覚
事
件
・
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郡
崩
れ
を
教
訓
に
、
領
民
へ
の
神
仏
信
仰
強
化
策
を
進
め
て
い
く
。
そ

の
一
つ
と
し
て
、
村
横
目
に
当
該
村
の
村
況
を
月
毎
に
詳
し
く
報
告
す

る
こ
と
を
命
じ
て
い
る
。
そ
の
報
告
書
を「
月
書
上
」と
い
う
が
、
そ
こ

に
は
村
人
の
信
仰
生
活
が
詳
し
く
報
告
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
千
綿
村

の
万
治
二
年（
一
六
五
九
）十
月
の
月
書
上
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
る（
9
）。

　
　
　
　
　
　
　
　

千
綿
町

一
、
町
中
法
花
宗
題
目
講
、
男
女
一
人
も
不
相
残
、
一
ヶ
月
二
十

二
日
、
廿
八
日
、
一
月
ニ
弐
度
慥
ニ
つ
と
め
申
上
候

一
、
浜
法
花
宗
た
い
む
し
か
う
、
一
ヶ
月
ニ
十
二
日
、
十
五
日
、

廿
八
日
慥
ニ
勤
申
上
候
、
一
ヶ
月
ニ
三
度
、
以
上

　
　
　
　

亥
ノ
十
月
五
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

村
横
目　

八
郎
左
衛
門（
花
押
）

　

浄
土
真
宗
地
帯
で
あ
る
大
村
藩
領
の
中
浦
村
、
三
重
村
の
報
告
に
も
次
の
よ
う
に
見
え
る（
10
）。

一
、
念
仏
講
十
四
日
、
廿
七
日
両
度
慥
ニ
仕
候（
中
浦
村
）

一
、
村
中
之
者
、
毎
月
念
仏
講
坊
主
招
請
打
寄
無
油
断
仕
候
事（
三
重
村
）

　

日
蓮
宗
、
浄
土
真
宗
の
檀
家
た
ち
は
相
寄
っ
て
、
月
に
二･

三
度
の
題
目（
日
蓮
宗
）や
念
仏（
浄
土
真
宗
）を
唱
え
る
寄
合
を
行
っ
て
い

た
。
こ
う
い
っ
た
身
近
な
講
組
織
に
よ
り
仏
教
信
仰
の
定
着
を
図
り
、
キ
リ
シ
タ
ン
の
再
発
を
予
防
し
た
の
で
あ
る
。

　

今
日
、
途
絶
え
つ
つ
あ
る
も
の
の
集
落
の
講
単
位
で
行
わ
れ
て
き
た
題
目
講
・
念
仏
講
の
発
祥
は
、
江
戸
初
期
の
「
村
書
上
」
に
報
告

さ
れ
て
い
る
こ
の
講
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

現
在
、
大
村
市
内
に
所
在
す
る
宗
教
法
人
格
を
持
っ
て
い
る
仏
教
寺
院
は
、
表
2
︱
3
の
と
お
り
で
あ
る
。

写真2-5　下諏訪（楠の本）の題目講お曼荼羅�
� （個人蔵）
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市
内
寺
院
の
仏
教
宗
旨
と
し
て
は
、
前
述
の
よ
う
に
日
蓮
宗
・
浄
土
真
宗
・
浄
土
宗
が
江

戸
時
代
か
ら
の
伝
統
的
宗
旨
で
あ
る
。
江
戸
期
か
ら
の
寺
院
に
加
え
て
、
真
楽
寺
の
浄
土
真

宗
、
禅
心
寺
の
曹
洞
宗
と
い
う
新
し
い
宗
旨
も
流
入
し
て
い
る
。

�

（
久
田
松
和
則
）

　
　
キ
リ
ス
ト
教（
11
）

　

か
つ
て
大
村
純
忠
に
よ
っ
て
キ
リ
ス
ト
教
が
導
入
さ
れ
た
こ
の
大
村
地
方
に
お
い
て
、
信

仰
の
自
由
が
許
さ
れ
た
明
治
以
降
に
、
キ
リ
ス
ト
教
が
ど
う
い
う
か
た
ち
で
復
活
し
た
の
か
、

興
味
あ
る
問
題
で
あ
る
。

　

明
治
六
年
（
一
八
七
三
）
に
明
治
新
政
府
に
よ
っ
て
全
国
的
に
キ
リ
ス
ト
教
禁
制
の
高
札
が
撤
廃
さ
れ
、
キ
リ
ス
ト
教
の
信
仰
は
自
由

と
な
っ
た
。
慶
応
元
年
（
一
八
六
五
）
か
ら
大
浦
天
主
堂
を
拠
点
に
活
動
を
始
め
て
い
た
パ
リ
外
国
宣
教
会
で
は
、
い
ち
早
く
か
つ
て
の

大
村
領
外
海
の
出
津
に
マ
ル
コ
・
マ
リ
・
ド
・
ロ
神
父
が
入
り
、
授
産
活
動
と
同
時
に
キ
リ
ス
ト
教
の
布
教
を
行
っ
て
い
る
。
明
治
十
五

年（
一
八
八
二
）の
こ
と
で
あ
る
。

　

大
村
地
方
へ
の
キ
リ
ス
ト
教
布
教
は
、
実
は
こ
の
ド
・
ロ
神
父
が
深
く
関
わ
っ
て
い
る
。
明
治
以
降
の
当
地
方
の
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
の

支
柱
と
な
っ
た
の
は
、
現
在
の
植
松
教
会
で
あ
る
が
、
そ
の
一
〇
〇
周
年
を
記
念
し
て
編
纂
さ
れ
た
『
琴
の
海
大
村
―
大
村
植
松
教
会
一

〇
〇
周
年
誌
』（
12
）に
基
づ
き
、
明
治
か
ら
昭
和
の
歩
み
を
見
て
い
こ
う
。

　
『
植
松
教
会
一
〇
〇
周
年
誌
』（
以
下
『
一
〇
〇
周
年
誌
』
と
略
称
）
は
、
大
村
地
方
で
の
キ
リ
ス
ト
教
復
活
の
経
緯
を
三
説
ほ
ど
引
用
し

て
い
る
。
そ
の
う
ち
で
も
、
植
松
教
会
の
前
身
で
あ
る
竹
松
教
会
付
属
の
孤
児
救
護
院
に
、
大
正
初
期
か
ら
一
〇
年
間
余
生
活
し
た
Ｈ
氏

の
証
言
は
重
要
で
あ
る
。

　

Ｈ
に
よ
る
と
、
ド
・
ロ
神
父
は
出
津
の
零
細
農
民
の
移
住
先
と
し
て
、
大
村
の
竹
松
に
土
地
を
購
入
し
た
。
し
か
し
時
の
司
教
ク
ー
ザ

三

表2-3　大村市内の寺院
寺院名 宗　旨 所在地
本経寺 日蓮宗 古町
妙宣寺 日蓮宗 福重町
法照寺 日蓮宗 竹松本町
正法寺 浄土真宗 杭出津
西教寺 浄土真宗 荒瀬町
誠証寺 浄土真宗 水計町
真楽寺 浄土真宗 木場
長安寺 浄土宗 武部町
無量寺 浄土宗 松原
専念寺 浄土宗 中里町
浄土寺 浄土宗 日泊町
禅心寺 曹洞宗 玖島
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ン
師
の
要
請
に
よ
っ
て
貧
孤
児
施
設
の
用
地
と
し
て
譲
ら
れ
た
と
聞
い
て
い
る
と
語
っ
て
い
る
。ド
・
ロ
神
父
は
明
治
十
七
年（
一
八
八
四
）

頃
か
ら
大
村
に
土
地
を
探
し
始
め
、
同
二
十
年
（
一
八
八
七
）
に
竹
松
に
一
町
歩
ほ
ど
の
野
畑
を
購
入
し
て
い
る
。
結
果
的
に
は
こ
の
地

に
は
ク
ー
ザ
ン
司
教
の
要
請
に
よ
っ
て
竹
松
教
会
と
孤
児
院
が
建
設
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

そ
の
場
所
は
旧
竹
松
村
原
口
の
聖
宝
寺
跡
付
近
で
あ
る
。
現
在
の
か
と
り
ス
ト
ア
に
隣
接
す
る
下
手
の
場
所
に
当
た
る
。
教
会
建
設
の

年
は
明
治
二
十
二
年
（
一
八
八
九
）
と
同
二
十
四
年
（
一
八
九
一
）
の
両
説
が
あ
っ
て
判
然
と
し
な
い
。
こ
の
竹
松
教
会
は
間
口
六
間
、
奥

行
一
二
間
、
面
積
に
し
て
約
七
〇
坪
の
大
き
さ
で
あ
っ
た
。

　

竹
松
教
会
が
献
堂
さ
れ
て
か
ら
程
な
い
明
治
二
十
六
年
（
一
八
九
三
）
に
、
信
者
以
外
の
者
と
の
諍
い
が
発
生
し
た
。
当
時
、「
耶
蘇
寺

事
件
」（
13
）と
い
わ
れ
た
次
の
よ
う
な
破
損
事
件
で
あ
る
。

　

明
治
二
十
六
年
四
月
に
旧
制
大
村
中
学
校
の
生
徒
た
ち
が
西
大
村
の
桜
馬
場
に
遠
足
に
出
か
け
た
。
近
く
の
原
口
に
竹
松
教
会
が
あ
っ

た
の
で
、
一
部
の
者
が
当
時
は
ま
だ
珍
し
か
っ
た
洋
式
の
竹
松
教
会
を
見
に
行
く
こ
と
と
な
っ
た
。
と
こ
ろ
が
見
学
を
め
ぐ
っ
て
管
理
人

と
言
い
争
い
が
起
こ
り
、
遂
に
は
生
徒
た
ち
が
教
会
の
ガ
ラ
ス
を
破
損
す
る
と
い
う
行
為
に
及
ん
だ
の
で
あ
る
。

　

中
学
生
多
数
が
警
察
に
召
喚
さ
れ
、
長
崎
地
方
裁
判
所
予
審
判
廷
で
一
四
名
が
有
罪
と
な
り
長
崎
監
獄
に
収
監
さ
れ
た
。
在
校
生
は
事

件
解
決
資
金
一
五
銭
ず
つ
を
集
め
て
裁
判
の
費
用
に
当
て
た
。
と
こ
ろ
が
中
学
生
が
、
暴
行
の
主
犯
は
同
行
の
高
等
小
学
校
生
で
あ
る
こ

と
を
証
言
し
た
こ
と
に
よ
り
、
一
四
名
は
五
月
に
無
罪
放
免
と
な
っ
た
。
一
行
は
時
津
港
か
ら
船
に
乗
り
、「
無
罪
放
免
」
の
旗
を
押
し
立

て
て
大
村
の
波
戸
に
帰
還
し
た
。
出
迎
え
の
生
徒
た
ち
も
旗
を
振
っ
て
喜
び
合
っ
た
。

　

こ
の
事
件
は
大
村
高
校
学
友
会
誌
の
『
玖
城
五
十
周
年
記
念
誌
』
に
記
録
さ
れ
る
が
、
そ
の
中
で
は
竹
松
教
会
の
創
建
年
代
を
明
治
二

十
四
年
と
記
し
て
い
る
。

　

こ
う
い
う
事
件
は
あ
っ
た
も
の
の
、
竹
松
教
会
の
献
堂
は
県
内
各
地
の
信
者
の
知
る
と
こ
ろ
と
な
り
、
教
会
周
辺
に
は
浦
上
・
出
津
・

黒
島
出
身
者
で
住
ま
い
を
構
え
る
信
者
も
出
て
き
た
。
明
治
三
十
三
年
（
一
九
〇
〇
）
に
は
二
五
〇
名
、
大
正
七
年
（
一
九
一
八
）
に
は
六

七
〇
名
と『
一
〇
〇
周
年
誌
』は
記
す
。
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更
に『
一
〇
〇
周
年
誌
』は
図
2
︱

１
の
よ
う
に
、
明
治
三
十
年
頃
の

教
会
周
辺
の
信
者
宅
の
配
置
図
を

示
し
て
い
る
。
二
二
軒
を
数
え
各

家
の
出
身
地
を
も
記
す
。
黒
島
出

身
が
一
一
軒
、
出
津
が
五
軒
、
五

島
が
一
軒
、
五
件
は
記
載
が
な
く

地
元
の
者
で
あ
ろ
う
か
。
黒
島
は

佐
世
保
市
相
浦
の
沖
に
浮
か
ぶ
キ

リ
シ
タ
ン
の
島
で
あ
る
が
、
そ
の

殆
ど
は
外
海
出
津
辺
り
か
ら
の
移

住
者
と
い
わ
れ
る
。
竹
松
に
居
住

し
た
信
者
は
、
こ
の
黒
島
か
ら
の

移
住
者
が
最
も
多
い
。

　

早
い
時
期
の
キ
リ
ス
ト
教
で
の
埋
葬
の
実
例
と
し
て
明
治
三
十
年
代
の
次
の
三
基
の
キ
リ
ス
ト
教
墓
石
が
残
る
。

　

①　

ミ
カ
エ
ル　

○
○
○
○
之
墓　

明
治
三
十
年
十
二
月
二
十
一
日　

年
四
才

　

②　

ミ
カ
エ
ル　

○
○
○
○
○
○
之
墓　

明
治
三
十
三
年
十
二
月
九
日　

年
一
才

　

③　

○
○
平
市
之
墓　

明
治
三
十
七
年
五
月
八
日
逝
去　

行
年
四
十
四
才

　

墓
石
①
②
は
並
ん
で
建
ち
、
同
じ
洗
礼
名
の
「
ミ
カ
エ
ル
」
が
刻
さ
れ
て
い
る
。
同
姓
、
そ
し
て
同
型
の
墓
石
で
あ
る
こ
と
か
ら
こ
の

二
人
は
兄
弟
と
思
わ
れ
る
。
①
が
四
歳
で
亡
く
な
っ
た
た
め
に
、
②
に
も
同
名
の
洗
礼
名
が
付
け
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

（出津）

今津

（出津）

（出津）

（黒島）

（黒島）

（出津）

国道 34 号

佐世保

（出津）
（黒島）

（黒島）

教
会

（
五
島
）

（
黒
島
）

（
黒
島
）

（
黒
島
）

（
黒
島
）

（
黒
島
）

墓
地

長
崎

※

現
原
口
交
差
点

※

現
原
口
交
差
点

（黒島）（黒島）
（黒島）（黒島）

図2-1　明治30年頃　竹松地区信者宅
【註】大村植松カトリック教会編『琴の海大村－大村植松教会100周年誌』
　　  （大村植松カトリック教会　1988年）を改変し、作成。丸印は信者

宅を表し、そのうち●は移住者宅を、（　）には出身地を示す。
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墓
石
③
の
明
治
三
十
七
年
の
銘
を
も
つ
○
○
平
市
の
墓
石
は
、
キ
リ
ス
ト
教
様
式
の
伏
碑
で
あ
る
。

　

大
正
二
年
（
一
九
一
三
）
に
は
片
岡
與
吉
神
父
の
と
き
に
信
者
の
増
大
に
よ
っ
て
礼
拝
堂
が
拡
張
さ
れ
、
更
に
は
大
正
十
二
年
の
竹
松

村
今
津
へ
の
海
軍
航
空
隊
開
設
に
よ
っ
て
、
兵
士
の
な
か
に
は
カ
ト
リ
ッ
ク
信
者
も
多
く
、
礼
拝
堂
は
手
狭
に
な
る
ほ
ど
だ
っ
た
。
こ
の

片
岡
神
父
が
在
籍
し
た
昭
和
五
年
（
一
九
三
〇
）
頃
に
は
信
者
戸
数
一
五
〇
戸
、
信
者
数
は
一
〇
〇
〇
名
に
達
し
た
。
片
岡
神
父
は
孤
児

院
の
世
話
の
か
た
わ
ら
、
六
町
歩
の
耕
地
を
購
入
し
、
日
当
五
〇
銭
の
賃
金
で
信
徒
各
自
に
耕
作
さ
せ
、
そ
の
収
益
金
を
教
会
維
持
費
に

当
て
て
い
た
。

　

戦
時
色
が
強
ま
る
な
か
、
昭
和
十
二
年
（
一
九
三
七
）
に
は
日
本
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
が
中
心
と
な
り
、
国
に
飛
行
機
一
機
を
寄
贈
し
て

い
る
。
そ
の
寄
贈
式
は
同
年
五
月
二
十
三
日
に
大
村
海
軍
航
空
隊
飛
行
場
で
行
わ
れ
た
。
飛
行
機
名
は「
赤
城
」、全
幅
一
〇
㍍
、全
長
七
・

九
㍍
、
全
高
二
・
九
㍍
、
時
速
一
八
〇
㌖
、
金
属
と
木
材
を
混
用
し
、
外
面
は
布
張
り
で
あ
っ
た
。

　

寄
贈
式
に
は
教
会
関
係
者
、
神
学
校
生
徒
一
五
〇
名
、
地
元
の
信
者
、
国
防
婦
人
会
、
中
学
校
生
徒
な
ど
合
わ
せ
て
千
数
百
名
が
集
っ

た
。
処
女
飛
行
で
は
長
崎
市
上
空
へ
向
か
い
、
各
天
主
堂
上
空
に
感
謝
飛
行
を
行
い
、
各
天
主
堂
の
側
で
は
歓
喜
の
鐘
を
鳴
ら
し
、
煙
火

を
打
ち
上
げ
て
こ
れ
に
応
え
、
信
者
は
国
旗
を
打
ち
振
っ
て
感
激
の
鳴
動
は
暫
し
止
ま
な
か
っ
た
と
い
う
。

　

し
か
し
太
平
洋
戦
争
が
勃
発
し
た
昭
和
十
六
年
に
、
教
会
敷
地
は
軍
用
地
と
し
て
接
収
さ
れ
た
た
め
に
、
市
内
武
部
郷
の
田
ノ
平
に
移

転
し
た
。
内
田
川
上
流
の
か
つ
て
の
常
磐
旅
館
の
隣
地
で
あ
る
。

　

戦
後
、
昭
和
二
十
二
年
（
一
九
四
七
）
に
現
在
の
植
松
一
丁
目
の
地
に
移
転
し
、
植
松
教
会
と
な
っ
た
。
昭
和
五
十
年
に
は
三
二
二
戸
、

信
者
数
一
一
〇
〇
人
の
喜
捨
に
よ
り
現
在
の
植
松
教
会
に
建
て
替
え
ら
れ
た
。

　

な
お
、
昭
和
三
十
三
年
（
一
九
五
八
）
に
は
大
村
市
内
の
中
心
地
を
主
体
と
し
た
南
部
地
区
が
、
植
松
小
教
区
か
ら
水
主
町
小
教
区
と

し
て
分
離
独
立
し
、
同
町
内
の
丹
々
川
端
所
に
教
会
が
構
え
ら
れ
た
。

　

一
方
、
日
本
キ
リ
ス
ト
教
団
（
旧
日
本
メ
ソ
ジ
ス
ト
教
会
）
の
活
動
も
戦
前
か
ら
あ
っ
た
。
同
教
団
は
県
内
で
は
活
水
女
学
院
、
鎮
西

学
院
の
両
教
育
機
関
を
設
立
し
、
県
内
の
教
育
に
多
大
な
貢
献
を
な
し
て
い
た
。
同
教
団
は
教
会
を
拠
点
と
す
る
よ
り
、
む
し
ろ
聖
書
を
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通
じ
て
の
伝
道
に
重
き
を
置
き
、
そ
の
伝
道
活
動
は
こ
の
大
村
に
も
及
ん
で
い
た
。
し
か
し
太
平
洋
戦
争
に
よ
っ
て
活
動
は
ほ
ぼ
中
断
し

た
。
戦
後
、
長
崎
市
か
ら
大
村
へ
の
信
者
の
移
住
、
ま
た
市
内
信
者
の
熱
意
に
よ
り
、
昭
和
三
十
六
年
（
一
九
六
一
）
に
杭
出
津
二
丁
目

に
日
本
キ
リ
ス
ト
教
団
大
村
教
会
を
建
設
し
今
日
に
至
っ
て
い
る
。

�

（
久
田
松
和
則
）

　
　
馬
頭
観
音

■
一
．
馬
頭
観
音
と
は

　

馬
頭
観
音
の
信
仰
は
、
全
国
的
に
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

　

馬
頭
観
音
と
は
、
新
村　

出
編
『
広
辞
苑
』
第
四
版
に
よ
る
と
、
頭
上
に
馬
頭
が
あ
り
忿ふ

ん
ぬ怒
の
面
相
を
し
た
観
音
で
あ
る
。
馬
頭
明
王

と
も
い
い
、
八
大
明
王
の
一
つ
で
あ
る
。
江
戸
時
代
に
は
馬
の
守
り
神
と
し
て
広
く
信
仰
さ
れ
た
。
そ
の
ほ
か
、
種
々
の
呼
称
が
あ
り
、

馬
頭
菩
薩
、
馬
頭
尊
、
馬
頭
観
世
音
、
馬
頭
大
士
等
が
あ
る
。

　

馬
頭
観
音
の
面
相
は
、
三
面
の
場
合
に
は
頭
上
に
馬
頭
を
つ
け
、
逆
立
つ
髪
の
忿
怒
の
形
相
で
、
両
手
は
印
契
（
印
相
）
を
結
び
、
左

右
の
手（
臂
）に
は
仏
具
を
持
ち
、
手
の
数
は
種
々
あ
る
。

　

衆
生
の
苦
悩
を
喰
い
、
衆
生
の
救
済
に
専
念
し
、
馬
の
よ
う
に
駆
け
め
ぐ
っ
て
、
従
わ
な
い
者
を
け
ち
ら
し
て
邪
悪
を
踏
み
砕
く
と
も

い
わ
れ
、
馬
の
守
護
神
と
し
て
崇
拝
さ
れ
、
馬
の
供
養
・
馬
の
安
全
・
成
育
を
祈
り
、
祀
ら
れ
て
き
た
。

■
二
．
大
村
市
内
の
馬
数
の
変
化

　

馬
頭
観
音
に
関
わ
る
馬
の
頭
数
に
つ
い
て
み
る
と
、
江
戸
時
代
の
文
久
二
年
（
一
八
六
二
）
は
『
大
村
郷
村
記
』
に
よ
る
と
、
合
計
一
、

五
六
七
頭
、
村
別
に
み
る
と
松
原
九
六
頭
、
福
重
二
三
六
頭
、
萱
瀬
二
一
八
頭
、
竹
松
一
六
七
頭
、
大
村
三
九
〇
頭
、
鈴
田
二
七
九
頭
、

三
浦
一
八
一
頭
で
あ
る
。

　

昭
和
時
代
、
第
二
次
大
戦
後
は
、
大
村
市
史
編
纂
委
員
会
編
『
大
村
市
史
』
下
巻
に
よ
る
と
、
昭
和
二
十
二
年
二
三
七
頭
、
二
十
三
年

四
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一
二
〇
頭
、
二
十
八
年
一
二
〇
頭
、
二
十
九
年
九
二
頭
、
三
十
年
八
四
頭
、
三
十
一
年
五
二
頭
、
三
十
二
年
四
〇
頭
、
三
十
三
年
三
八
頭

で
あ
る
。

　

馬
の
利
用
に
つ
い
て
み
る
と
、
第
二
次
大
戦
前
は
、
馬
の
需
要
が
大
き
く
、
山
で
の
木
材
出
し
、
馬
車
に
よ
る
運
搬
、
農
耕
馬
、
乗
馬
、

軍
馬
等
が
あ
げ
ら
れ
る
。

　

軍
馬
に
つ
い
て
は
、
大
村
に
明
治
二
十
九
年
（
一
八
九
六
）
九
月
陸
軍
歩
兵
第
二
十
三
旅
団
司
令
部
開
庁
。
明
治
三
十
年
六
月
十
日
歩

兵
第
四
十
六
連
隊
の
放
虎
原
駐
屯
に
ち
な
む
。

　

第
二
次
大
戦
後
は
、
馬
の
需
要
は
急
激
に
減
少
し
た
。

　

そ
れ
は
、
軍
馬
を
必
要
と
せ
ず
、
ま
た
ト
ラ
ッ
ク
等
の
自
動
車
の
普
及
や
動
力
耕
運
機
等
の
農
業
の
機
械
化
が
あ
げ
ら
れ
る
。

　

そ
の
た
め
に
馬
の
飼
育
頭
数
は
急
速
に
減
少
し
た
。

■
三
．
馬
頭
観
音
の
各
町
別
数

　

江
戸
期
の
大
村
に
お
け
る
馬
頭
観
音
石
像
の
存
在
は
『
大
村
郷
村
記
』
に
よ
れ
ば
、
松
原
村
二
基
、
福
重
村
二
基
、
萱
瀬
村
二
基
、
池

田
分
二
基
、
久
原
分
三
基
、
鈴
田
村
一
基
の
計
一
二
基
が
存
在
し
た
。
そ
の
う
ち
、
建
立
期
が
古
い
も
の
に
寛
延
期
一
基
、
文
化
期
五
基

の
計
六
基
が
あ
る
。

　

現
在
ま
で
に
、
馬
頭
観
音
石
像
は
、
土
地
の
人
々
に
「
よ
か
神
様
」「
馬
頭
様
」
と
称
さ
れ
、
深
く
信
仰
さ
れ
て
き
た
。
そ
の
存
在
は
、

江
戸
期
か
ら
昭
和
初
期
頃
ま
で
、
大
村
に
お
け
る
馬
の
飼
育
が
重
要
で
あ
り
、
盛
ん
で
あ
っ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。

　

現
在
（
14
）
の
五
〇
町
内
に
は
、
馬
頭
観
音
総
数
は
七
三
基
、
こ
れ
を
各
町
別
に
み
る
と
、
最
多
は
四
基
の
中
岳
町
。
次
に
多
い
の
は
三

基
あ
る
野
岳
町
・
黒
丸
町
・
陰
平
町
の
三
町
。
次
に
二
基
あ
る
町
は
松
原
一
丁
目
・
今
富
町
・
竹
松
町
・
竹
松
本
町
・
小
路
口
本
町
・
荒

瀬
町
・
宮
代
町
・
池
田
二
丁
目
・
池
田
一
丁
目
・
水
計
町
・
赤
佐
古
町
・
須
田
ノ
木
町
・
木
場
二
丁
目
の
一
三
町
で
あ
る
。
一
基
だ
け
あ

る
町
は
武
留
路
町
・
松
原
三
丁
目
・
草
場
町
・
福
重
町
・
弥
勒
寺
町
・
立
福
寺
町
・
寿
古
町
・
沖
田
町
・
皆
同
町
・
宮
小
路
一
丁
目
・
鬼

橋
町
・
小
路
口
町
・
原
町
・
田
下
町
・
黒
木
町
・
諏
訪
一
丁
目
・
諏
訪
三
丁
目
・
水
田
町
・
杭
出
津
二
丁
目
・
上
諏
訪
町
・
三
城
町
・
武
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部
町
・
荒
平
町
・
玖
島
二
丁
目
・
久
原
二
丁
目
・
向
木
場
町
・
岩
松
町
・
東
大
村
一
丁
目
・
小
川
内
町
・
平
町
・
中
里
町
・
大
里
町
・
西

部
町
・
今
村
町
の
三
四
町
が
あ
る
。

■
四
．
馬
頭
観
音
の
鎮
座
場
所

　

馬
頭
観
音
像
は
、
地
元
石
材
の
玄
武
岩
・
安
山
岩
に
浮
彫
り
し
た
も
の
で
あ
る
。
七
三
基
の
鎮
座
場
所
は
従
来
の
場
所
か
ら
移
動
し
た

例
が
多
い
。
そ
の
原
因
は
、
新
道
路
の
開
通
・
拡
張
、
馬
頭
観
音
へ
の
信
仰
心
の
変
化
が
あ
げ
ら
れ
る
。

　

道
路
に
関
す
る
例
は
、
池
田
二
丁
目
の
秋
葉
神
社
の
馬
頭
観
音
、
池
田
一
丁
目
の
幸
天
神
社
の
馬
頭
観
音
が
あ
げ
ら
れ
る
。

　

信
仰
心
の
変
化
と
し
て
は
、
松
原
一
丁
目
の
梶
ノ
尾
の
馬
頭
観
音
⑵
、
水
計
町
の
誠
証
寺
の
馬
頭
観
音
が
あ
げ
ら
れ
る
。

　

寄
せ
集
め
ら
れ
た
馬
頭
観
音
と
し
て
、
一
ヵ
所
に
二
基
あ
る
も
の
が
、
梶
ノ
尾
馬
頭
観
音
二
基
。
小
路
口
本
町
公
民
館
の
馬
頭
観
音
二

基
。
竹
松
本
町
の
今
津
神
社
の
馬
頭
観
音
二
基
。
須
田
ノ
木
町
の
馬
頭
観
音
二
基
。
木
場
二
丁
目
の
馬
頭
観
音
二
基
。
陰
平
町
赤
水
の
馬

頭
観
音
二
基
の
六
ヵ
所
が
あ
げ
ら
れ
る
。

　

鎮
座
場
所
別
に
あ
げ
る
と
、
神
社
・
小
社
一
八
基
。
寺
院
・
小
堂
四
基
。
団
地
一
基
。
個
人
宅
八
基
。
道
路
脇
三
四
基
。
公
園
一
基
が

あ
る
。

　

馬
頭
観
音
が
な
ぜ
神
社
・
小
社
に
多
く
集
め
ら
れ
た
の
か
と
、
考
え
さ
せ
ら
れ
る
。

■
五
．
馬
頭
観
音
の
坐
像
と
立
像

　

大
村
市
内
の
七
三
基
の
馬
頭
観
音
の
像
形
は
、
坐
像
・
立
像
・
馬
乗
像
等
が
あ
る
。

　

坐
像
は
最
多
の
五
三
基
が
あ
る
。
立
像
は
一
四
基
が
あ
り
、
そ
れ
は
今
富
町
段
の
熊
野
神
社
一
基
、
皆
同
町
の
Ｋ
家
一
基
、
竹
松
町
蓮

華
寺
の
一
基
、
中
岳
町
南
川
内
の
一
基
、
水
田
町
の
Ｍ
家
一
基
、
杭
出
津
二
丁
目
の
一
基
、
水
計
町
の
一
基
、
荒
平
町
の
一
基
、
須
田
ノ

木
町
の
一
基
、
木
場
二
丁
目
の
一
基
、
岩
松
町
の
岩
松
権
現
一
基
、
小
川
内
町
の
一
基
、
中
里
町
の
一
基
、
陰
平
町
の
Ｆ
家
一
基
の
馬
頭

観
音
が
あ
げ
ら
れ
る
。
馬
乗
像
は
僅
か
に
四
基
が
あ
る
。
そ
れ
は
立
福
寺
町
の
六
社
大
権
現
一
基
、
中
岳
町
の
久
良
原
一
基
、
池
田
二
丁

目
の
宝
円
寺
跡
一
基
、
東
大
村
二
丁
目
の
一
基
の
馬
頭
観
音
が
あ
げ
ら
れ
る
。
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像
の
な
い
も
の
二
基
は
今
津
神
社
一
基
、
陰
平
赤
水
一
基
の
馬
頭
観
音
が
あ
る
。

■
六
．
馬
頭
観
音
の
総
高

　

観
音
像
の
あ
る
本
体
石
と
そ
の
下
の
台
座
を
含
め
た
総
高
は
次
の
と
お
り
。
一
六
〇
㌢
㍍
以
上
は
一
〇
基
。
一
四
〇
以
上
一
六
〇
未
満

㌢
㍍
（
以
下
○
～
△
と
略
す
）
は
九
基
。
一
二
〇
～
一
四
〇
㌢
㍍
は
一
〇
基
、
一
〇
〇
～
一
二
〇
㌢
㍍
は
一
二
基
。
八
〇
～
一
〇
〇
㌢
㍍

は
一
二
基
。
六
〇
～
八
〇
㌢
㍍
は
一
七
基
の
最
多
。
六
〇
㌢
㍍
未
満
は
三
基
が
あ
る
。

　

最
高
の
総
高
一
〇
基
を
順
に
あ
げ
る
と
、
一
八
三
㌢
㍍
武
留
路
町
の
三
社
大
権
現
馬
頭
観
音
。
一
七
五
㌢
㍍
小
川
内
馬
頭
観
音
。
一
七

〇
㌢
㍍
今
富
町
の
高
野
大
権
現
馬
頭
観
音
。
一
六
七
㌢
㍍
黒
木
町
の
岩
屋
前
馬
頭
観
音
。
一
六
六
㌢
㍍
草
場
町
の
松
尾
神
社
馬
頭
観
音
。

一
六
四
㌢
㍍
野
岳
町
の
野
岳
湖
馬
頭
観
音
。
一
六
二
㌢
㍍
赤
佐
古
町
の
赤
佐
古
池
バ
ス
停
前
馬
頭
観
音
。
一
六
二
㌢
㍍
久
原
二
丁
目
の
熊

野
神
社
馬
頭
観
音
。
一
六
一
㌢
㍍
杭
出
津
馬
頭
観
音
。
一
六
一
㌢
㍍
須
田
ノ
木
馬
頭
観
音
⑴
。

　

総
高
の
低
い
五
基
の
順
位
を
あ
げ
る
と
、
五
五
㌢
㍍
今
津
神
社
馬
頭
観
音
⑴
。
五
六
㌢
㍍
宝
円
寺
跡
馬
頭
観
音
。
五
六
㌢
㍍
陰
平
Ｆ
家

馬
頭
観
音
。
六
〇
㌢
㍍
今
津
神
社
馬
頭
観
音
⑵
。
六
〇
㌢
㍍
荒
瀬
町
の
久
森
大
権
現
馬
頭
観
音
。

■
七
．
馬
頭
観
音
の
石
組「
段
数
」

　

石
像
本
体
石
の
下
に
台
座
が
あ
り
、
本
体
を
含
め
て
石
組
「
段
数
」
を
あ
げ
る
と
、
そ
の
う
ち
に
は
、
切
石
や
自
然
石
を
含
む
馬
頭
観

音
が
あ
る
。

　

六
段
は
一
基
、
赤
佐
古
馬
頭
観
音
は
自
然
石
二
段
を
含
む
も
の
。

　

五
段
は
九
基
、
切
石
の
み
の
馬
頭
観
音
五
基
、
自
然
石
二
段
あ
る
も
の
二
基
、
自
然
石
一
段
あ
る
も
の
二
基
が
あ
る
。
切
石
の
み
の
例

に
黒
丸
町
の
石
塔
群
馬
頭
観
音
が
あ
る
。

　

四
段
は
一
八
基
、
切
石
の
み
の
馬
頭
観
音
七
基
、
自
然
石
三
段
あ
る
も
の
三
基
、
自
然
石
一
段
あ
る
も
の
八
基
が
あ
る
。
切
石
の
み
の

例
に
六
社
大
権
現
馬
頭
観
音
が
あ
る
。

　

三
段
は
一
七
基
、
切
石
の
み
の
馬
頭
観
音
六
基
、
自
然
石
二
段
あ
る
も
の
一
基
、
自
然
石
一
段
あ
る
も
の
一
〇
基
が
あ
る
。
切
石
の
み
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の
例
に
、
梶
ノ
尾
馬
頭
観
音
⑵
が
あ
る
。

　

二
段
は
二
二
基
、
切
石
の
み
の
馬
頭
観
音
は
一
六
基
、
自
然
石
一
段
あ
る
も
の
六
基
が
あ
る
。
切
石
の
み
の
例
に
弥
勒
寺
馬
頭
観
音
が

あ
る
。

　

一
段
は
四
基
、
台
座
な
く
切
石
の
馬
頭
観
音
の
例
に
宝
円
寺
跡
馬
頭
観
音
が
あ
る
。

　

そ
の
ほ
か
に
、
特
殊
な
石
組
と
し
て
、
石
造
祠
に
鎮
座
す
る
松
原
三
丁
目
の
無
量
寺
馬
頭
観
音
、
野
岳
町
の
大
切
間
馬
頭
観
音
二
基
が

あ
る
。

■
八
．
像
の
あ
る
本
体
石
の
高
さ
と
幅

　

本
体
石
の
高
さ
は
、
一
〇
〇
㌢
㍍
以
上
一
基
。
八
〇
以
上
一
〇
〇
未
満
㌢
㍍
（
以
下
○
～
△
と
略
す
）
一
基
。
七
〇
～
八
〇
㌢
㍍
六
基
。

六
〇
～
七
〇
㌢
㍍
一
七
基
。
五
〇
～
六
〇
㌢
㍍
二
六
基
の
最
多
。
四
〇
～
五
〇
㌢
㍍
一
七
基
。
三
〇
～
四
〇
㌢
㍍
五
基
。

　

最
も
高
い
本
体
石
と
し
て
、
高
さ
一
一
二
㌢
㍍
の
皆
同
Ｋ
家
馬
頭
観
音
。
高
さ
九
〇
㌢
㍍
の
杭
出
津
馬
頭
観
音
、
高
さ
七
七
㌢
㍍
の
今

富
熊
野
神
社
馬
頭
観
音
が
あ
げ
ら
れ
る
。

　

最
も
低
い
本
体
石
は
、
高
さ
三
〇
㌢
㍍
の
大
切
間
馬
頭
観
音
（
祠
）、
高
さ
三
四
㌢
㍍
の
諏
訪
二
丁
目
Ｋ
家
馬
頭
観
音
、
高
さ
三
五
㌢

㍍
の
松
尾
神
社
馬
頭
観
音
が
あ
げ
ら
れ
る
。

　

本
体
石
の
幅
は
、
五
〇
～
五
五
㌢
㍍
四
基
。
四
五
～
五
〇
㌢
㍍
一
基
。
四
〇
～
四
五
㌢
㍍
五
基
。
三
五
～
四
〇
㌢
㍍
七
基
。
三
〇
～
三

五
㌢
㍍
一
六
基
。
二
五
～
三
〇
㌢
㍍
二
五
基
で
最
多
。
二
〇
～
二
五
㌢
㍍
一
四
基
。
二
〇
㌢
㍍
未
満
は
一
基
。

　

最
大
幅
の
本
体
石
は
、
幅
五
五
㌢
㍍
の
須
田
ノ
木
馬
頭
観
音
⑵
。
幅
五
三
㌢
㍍
の
上
諏
訪
町
の
馬
頭
観
音
。
幅
五
〇
㌢
㍍
の
池
田
秋
葉

神
社
馬
頭
観
音
。
幅
五
〇
㌢
㍍
の
池
田
幸
天
神
社
馬
頭
観
音
が
あ
る
。

　

最
小
幅
の
本
体
石
は
、
幅
二
二
㌢
㍍
の
赤
佐
古
町
の
常
盤
団
地
馬
頭
観
音
。
幅
二
二
㌢
㍍
の
向
木
場
町
の
馬
頭
観
音
。
幅
二
三
㌢
㍍
の

福
重
町
の
薬
師
堂
馬
頭
観
音
。
幅
二
三
㌢
㍍
の
中
岳
町
の
萱
瀬
ダ
ム
南
馬
頭
観
音
が
あ
る
。
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■
九
．
光
背
の
形

　

馬
頭
観
音
像
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
光
背
が
付
き
、
そ
れ
に
は
種
々
の
形
が
あ
る
。

　

舟
形
は
五
六
基
の
最
多
で
あ
り
、
そ
の
う
ち
舟
形
Ｂ
は
三
〇
基
、
舟
形
Ａ
は
二
六
基
で
あ
る
。
次
に
、
卵
形
は
六
基
。
二
重
円
形
は
三

基
。
円
形
は
二
基
が
あ
り
、
次
の
宝
珠
形
、
板
碑
形（
駒
形
）、
角
形
、
唐
破
風
形
、
自
然
石
は
各
一
基
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
　

舟
形
Ａ　
　
　
　
　
　
　
　

舟
形
Ｂ　
　
　
　
　
　
　

卵
形　

　
　
　
　
　
　

二
重
円
形　
　
　
　
　
　

円
形　
　
　
　
　
　
　
　
　

宝
珠
形　

　
　
　
　
　
　

板
碑
形　
　
　
　
　
　
　
　

角
形　
　
　
　
　
　
　
　

唐
破
風
形　

■
一
〇
．
光
背
の
裏
の
形
と
厚
さ

　

光
背
横
断
面
の
裏
の
形
に
は
、
平
た
い
も
の
と
、
舟
底
の
よ
う
に
丸
み
を
お
び
た
も
の
が
あ
る
。

　

平
た
い
形
は
四
〇
基
あ
り
、
そ
の
う
ち
、
厚
さ
一
六
～
二
〇
㌢
㍍
は
二
基
。
一
一
～
一
五
㌢
㍍
は
一
基
。
六
～
一
〇
㌢
㍍
は
一
八
基
。

一
～
五
㌢
㍍
は
一
九
基
の
最
多
で
あ
る
。

　

舟
底
の
よ
う
に
後
ろ
に
丸
み
を
お
び
た
形
は
三
二
基
、
そ
の
う
ち
、
厚
さ
二
五
㌢
㍍
以
上
は
一
基
。
一
六
～
二
〇
㌢
㍍
は
九
基
。
一
一

～
一
五
㌢
㍍
は
最
多
の
一
二
基
。
六
～
一
〇
㌢
㍍
は
八
基
。
一
～
五
㌢
㍍
は
二
基
が
あ
る
。

　
　
　
　

平
た
い　
　
　
　

平
た
い　
　
　
　
　

舟
底
の
形



395民俗編 第二章 信仰と芸能

■
一
一
．
馬
頭
観
音
の
像
容

　

浮
彫
り
さ
れ
た
馬
頭
観
音
の
像
容
は
風
化
の
た
め
に
そ
の
彫
り
が
は
っ
き
り
し
な
い
も
の
も
あ
る
が
、
厚
肉
彫
り
が
殆
ど
を
占
め
て
お

り
、
像
容
は
は
っ
き
り
と
浮
き
出
し
、
そ
の
印
象
は
強
く
感
じ
ら
れ
る
。

　

薄
肉
彫
り
は
そ
の
数
は
少
な
く
、
像
容
は
浅
く
は
っ
き
り
し
な
い
。
そ
の
例
に
、
弥
勒
寺
馬
頭
観
音
、
田
下
町
の
氷
川
神
社
馬
頭
観
音

が
あ
る
。

　

馬
頭
の
形
は
、
馬
頭
観
音
像
の
逆
立
つ
髪
の
忿
怒
の
形
相
の
顔
の
上
に
、
浮
彫
り
が
あ
る
。
そ
の
数
は
、
馬
頭
観
音
七
三
基
中
六
二
基

で
あ
る
。
そ
の
う
ち
に
、
竹
松
町
の
Ｆ
家
馬
頭
観
音
に
は
二
つ
の
馬
頭
形
が
あ
る
。

　

馬
頭
形
が
馬
乗
り
の
姿
で
、
下
方
に
あ
る
も
の
が
あ
り
、
そ
の
例
は
四
基
。
六
社
大
権
現
、
中
岳
久
良
原
、
宝
円
寺
跡
、
東
大
村
馬
頭

観
音
が
あ
る
。

　

顔
上
に
馬
頭
形
の
浮
彫
り
が
な
い
も
の
三
基
。
そ
の
例
は
、
荒
瀬
町
水
ノ
頭
、
常
盤
団
地
、
玖
島
二
丁
目
日
向
平
の
馬
頭
観
音
が
あ
る
。

　

風
化
の
た
め
に
馬
頭
形
の
有
無
が
は
っ
き
り
し
な
い
も
の
二
基
。
そ
れ
は
、
沖
田
町
の
馬
頭
観
音
、
上
諏
訪
馬
頭
観
音
が
あ
る
。

　

自
然
石
に
文
字
銘
の
馬
頭
観
音
に
は
、
馬
頭
形
は
な
い
。
そ
の
二
例
は
、
今
津
神
社
馬
頭
観
音
⑵
。
陰
平
馬
頭
観
音
⑴
が
あ
る
。

　

馬
頭
観
音
の
面
に
は
三
面
と
一
面
が
あ
り
、
最
多
の
三
面
は
七
〇
基
が
あ
る
。
そ
の
う
ち
に
は
、
忿
怒
形
の
面
が
殆
ど
を
占
め
、
新
し

い
造
り
の
馬
頭
観
音
に
は
や
さ
し
く
慈
愛
に
み
ち
た
も
の
が
あ
る
。

　

一
面
の
馬
頭
観
音
と
し
て
は
沖
田
馬
頭
観
音
一
基
が
あ
る
。

　

臂
（
手
）
に
つ
い
て
は
、
馬
頭
観
音
の
像
容
は
○
面
○
臂ひ

・
ぴ

と
呼
び
、
大
村
市
内
の
三
面
八
臂
の
馬
頭
観
音
は
二
七
基
。
三
面
六
臂
は
三

六
基
の
最
多
で
あ
る
。
三
面
四
臂
は
五
基
。
三
面
二
臂
は
一
基
。
そ
の
例
に
木
場
馬
頭
観
音
が
あ
り
、
一
面
二
臂
は
一
基
の
沖
田
馬
頭
観

音
が
あ
る
。

　

大
村
市
内
の
馬
頭
観
音
に
は
、
種
々
の
印
相
が
み
ら
れ
る
も
の
の
、
風
化
や
浅
い
彫
り
の
た
め
に
、
印
相
の
判
断
は
困
難
で
あ
る
。

　

馬
頭
観
音
七
三
基
中
で
最
多
の
印
相
は
、
両
手
合
わ
せ
た
合
掌
印
相
で
三
〇
基
を
占
め
る
。
次
に
宝
鉢
を
も
つ
宝
鉢
定
相
系
が
一
一
基
。
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次
に
法
界
定
印
相
が
四
基
。
こ
れ
を
合
わ
せ
る
と
四
五
基
と
な
る
。
残
り
の
印
相
は
少
数
で
あ
り
、
一
四
種
類
が
あ
げ
ら
れ
る
。

　

馬
頭
観
音
の
持
物
仏
具
は
、
両
手
を
前
に
組
み
合
わ
せ
、
指
で
示
す
印
相
の
ほ
か
に
、
光
背
に
臂ヒ

ジ

を
浮
彫
し
て
お
り
、
そ
の
両
方
の
臂

（
手
）に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
持
物
と
し
て
の
仏
具
が
み
ら
れ
る
が
、
そ
の
臂
、
仏
具
も
風
化
が
進
み
、
仏
具
の
形
が
明
確
で
な
い
も
の
が
多
い
。

持
物「
仏
具
」の
多
い
順
に
あ
げ
る
と
、
斧
は
三
七
基
の
最
多
。
弓
は
二
五
基
。
輪
宝
は
二
四
基
。
矢
は
二
三
基
。
剣
は
二
三
基
。
無（
与

願
印
）は
二
〇
基
。
数
珠
は
一
五
基
。
錫
杖
七
基
。
紐（
羂け

ん

索さ
く

）は
四
基
。
鎌
は
二
基
。
稲
は
二
基
。
蓮
花
は
二
基
等
が
あ
げ
ら
れ
る
。

　

印
相
と
仏
具
の
例
を
あ
げ
る
と
、
三
面
八
臂
の
例
は
、
水
計
馬
頭
観
音
は
合
掌
印
相
、
輪
宝
、
矢
、
数
珠
、
斧
、
弓
、
無
（
与
願
印
）。

三
面
六
臂
の
例
は
、
池
田
一
丁
目
の
Ｙ
家
馬
頭
観
音
は
合
掌
印
相
、
鎌
、
剣
、
斧
、
紐
（
羂
索
）。
三
面
四
臂
の
例
は
、
小
路
口
本
町
公

民
館
馬
頭
観
音
は
合
掌
印
相
、
剣
、
斧
、
が
あ
る
。

■
一
二
．
馬
頭
観
音
の
銘

　

七
三
基
の
馬
頭
観
音
に
は
、
銘
の
あ
る
も
の
が
多
く
、
そ
の
銘
に
は
名
称
、
建
立
年
月
日
、
郷
名
、
組
名
、
願
主
名
、
石
工
名
等
が
あ

り
、
馬
頭
観
音
の
本
体
、
竿
石
、
台
座
等
に
み
ら
れ
る
。

　

馬
頭
観
音
の
名
称
銘
は
、
ま
ず
、「
馬
頭
観
世
音
」銘
は
三
五
基
の
最
多
。
次
に「
馬
頭
観
音
」銘
は
僅
か
に
五
基
あ
る
。
次
に
、
各
一
基

の
例
は
、「
馬
頭
観
世
音
菩
薩
」
銘
の
陰
平
馬
頭
観
音
⑴
が
あ
り
、「
南
無
観
世
音
菩
薩
」
銘
は
久
原
熊
野
神
社
馬
頭
観
音
、「
観
世
音
」
銘
は

弥
勒
寺
馬
頭
観
音
、「
馬
頭
」銘
は
原
町
の
熊
野
神
社
馬
頭
観
音
、「
戦
神
」銘
は
平
町
の
馬
頭
観
音
が
あ
る
。

　

建
立
年
月
日
に
つ
い
て
は
、
江
戸
期
七
基
、
明
治
期
二
九
基
、
大
正
期
一
〇
基
、
昭
和
期
三
基
の
合
計
四
七
基
が
み
ら
れ
る
。

　

江
戸
期
七
基
に
つ
い
て
順
に
あ
げ
る
と
、
寛
保
三
（
一
七
四
三
）
癸
亥
六
月
吉
日
中
岳
町
の
山
神
宮
馬
頭
観
音
。
寛
延
四
（
一
七
五
一
）

辛
未
十
一
月
十
七
日
中
里
馬
頭
観
音
。
明
和
元
（
一
七
六
四
）
甲
申
七
月
十
四
日
久
原
熊
野
神
社
馬
頭
観
音
。
寛
政
七
（
一
七
九
五
）
乙
卯

四
月
吉
祥
日
岩
屋
前
馬
頭
観
音
。
寛
政
十
一
年
（
一
七
九
九
）
己
未
十
一
月
吉
日
荒
平
馬
頭
観
音
。
文
化
二
（
一
八
〇
五
）
乙
丑
四
月
赤
佐

古
馬
頭
観
音
。
文
化
五（
一
八
〇
八
）戊
辰
十
二
月
高
野
大
権
現
馬
頭
観
音
が
あ
る
。

　

明
治
期
に
は
、
最
多
の
建
立
ブ
ー
ム
が
み
ら
れ
二
七
基
の
う
ち
、
元
年
か
ら
十
年
銘
は
二
基
。
十
一
年
か
ら
二
十
年
銘
は
八
基
。
二
十
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一
年
か
ら
三
十
年
銘
は
一
四
基
。
三
十
一
年
か
ら
の
銘
は
三
基
が
あ
げ
ら
れ
る
。

　

建
立
の
月
銘
に
つ
い
て
、
江
戸
期
か
ら
昭
和
期
に
か
け
て
み
る
と
一
月
は
三
基
、
二
月
は
二
基
、
三
月
は
一
〇
基
で
最
多
。
四
月
は
四

基
、
五
月
は
三
基
、
六
月
は
二
基
、
七
月
は
二
基
、
八
月
は
二
基
、
九
月
は
四
基
、
十
月
は
二
基
、
十
一
月
は
九
基
、
十
二
月
は
五
基
が

あ
る
。

　

建
立
の
日
銘
に
つ
い
て
み
る
と
、
一
日
は
一
基
、
二
日
は
一
基
、
六
日
は
一
基
、
十
日
は
一
基
、
十
二
日
は
一
基
、
十
四
日
は
一
基
、

十
五
日
は
二
基
、
十
七
日
は
一
基
、
十
八
日
は
一
基
、
十
九
日
は
一
二
基
の
最
多
。
二
十
一
日
は
一
基
が
あ
る
。

　

吉
日
は
四
基
。
吉
祥
日
は
二
基
が
あ
る
。

　

建
立
者
の
銘
と
し
て
、
個
人
銘
は
、
一
人
が
一
二
基
の
最
多
。
二
人
が
四
基
。
六
人
が
一
基
。
一
四
人
が
一
基
。
二
四
人
が
一
基
。
二

七
人
が
一
基
が
あ
る
。

　
「
寄
進
」銘
は
二
基
。
発
起
者
・
発
起
人
銘
は
二
基
。「
世
話
人
」「
世
話
方
」銘
は
四
基
。「
施
主
」銘
は
二
基
。「
願
主
」銘
は
一
基
が
あ
る
。「
建

主
」銘
は
一
基
。「
建
立
」銘
は
一
二
基
。「
建
之
」銘
は
三
基
。「
建
設
」銘
は
二
基
が
あ
る
。

　
「
郷
」銘
は
五
基
。「
郷
中
」銘
は
六
基
。「
村
」「
村
中
」銘
は
七
基
が
あ
る
。

　
「
馬
持
」
銘
は
一
基
。「
馬
持
中
」
銘
は
三
基
。「
馬
頭
仲
間
中
」
銘
は
一
基
。「
馬
頭
講
連
中
」
銘
は
一
基
。「
馬
庭
組
合
中
」
銘
は
一
基
。「
庭

組
中
」銘
は
二
基
。「
牛
馬
車
仲
間
」銘
は
一
基
が
あ
る
。

　
「
寺
」銘
は
一
基
。「
上
人
」銘
は
一
基
。「
行
者
」銘
は
一
基
。「
廿
九
番
」銘
は
一
基
が
あ
る
。

　

石
工
に
つ
い
て
の
銘
は
僅
か
に
四
基
あ
り
、
野
岳
湖
馬
頭
観
音
に
「
石
工
吉
田
若
松
」、
宮
代
町
の
朝
追
岳
橋
前
馬
頭
観
音
に
「
石
工
岩

永
□
□
」、
小
川
内
馬
頭
観
音
に「
石
工
宮
地
才
吉
」と
あ
る
。

■
一
三
．
付
属
の
石
造
物

　

馬
頭
観
音
に
付
属
す
る
石
造
物
と
し
て
は
、
石
灯
籠
、
石
花
入
、
石
水
入
、
石
米
俵
、
石
碑
等
が
あ
る
。

　

石
灯
籠
の
石
組
は
、
宝
珠
・
請
花
・
笠
・
火
袋
・
中
台
・
竿
・
基
礎
か
ら
な
る
。
そ
の
石
灯
籠
が
一
基
あ
る
馬
頭
観
音
は
一
八
基
が
あ
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り
、
石
灯
籠
一
対
が
あ
る
馬
頭
観
音
は
五
基
が
あ
る
。
こ
の
う
ち
、
銘
の
あ
る
も
の
が
五
基
あ
げ
ら
れ
る
。

　

石
花
入
・
石
水
入
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
石
花
入
の
一
対
あ
る
馬
頭
観
音
は
九
基
。
石
水
入
の
一
対
あ
る
馬
頭
観
音
は
一
基
。
石
水
入
の

一
つ
あ
る
馬
頭
観
音
は
一
七
基
。
石
水
花
入
の
一
つ
あ
る
馬
頭
観
音
は
二
基
。
石
花
線
香
立
が
一
つ
あ
る
馬
頭
観
音
は
一
基
が
あ
る
。

　

銘
の
あ
る
石
花
入
の
馬
頭
観
音
二
基
。
銘
の
あ
る
石
水
入
の
馬
頭
観
音
は
二
基
。
石
花
水
入
に
銘
の
馬
頭
観
音
は
一
基
。
石
花
線
香
立

に
銘
の
馬
頭
観
音
は
一
基
が
あ
る
。

　

ほ
か
に
、
石
米
俵
一
対
あ
る
も
の
は
、
鬼
橋
町
の
Ｍ
家
馬
頭
観
音
に
一
基
、
御
影
石
米
俵
二
俵
あ
る
も
の
は
、
小
路
口
町
の
Ｙ
家
馬
頭

観
音
が
あ
る
。
馬
歴
の
碑
が
あ
る
の
は
野
岳
町
の
Ｍ
家
馬
頭
観
音
に
一
基
が
あ
る
。

■
一
四
．
屋
根
の
あ
る
馬
頭
観
音

　

馬
頭
観
音
の
う
ち
、
屋
根
下
に
安
置
さ
れ
て
い
る
馬
頭
観
音
は
七
ヵ
所
の
八
基
が
あ
る
。

　

瓦
葺
の
小
堂
に
あ
る
も
の
は
、
武
留
路
三
社
大
権
現
の
馬
頭
観
音
、
諏
訪
Ｋ
家
の
馬
頭
観
音
、
今
村
町
硯
出
石
の
馬
頭
観
音
の
三
基
が

あ
る
。

　

ト
タ
ン
葺
祠
に
あ
る
も
の
は
、
宝
円
寺
跡
馬
頭
観
音
、
水
田
Ｍ
家
馬
頭
観
音
、
木
場
馬
頭
観
音
⑴
⑵
、
大
里
町
の
馬
頭
観
音
の
四
ヵ
所

五
基
が
あ
る
。

　

そ
の
ほ
か
に
石
祠
内
に
あ
る
も
の
は
、
無
量
寺
馬
頭
観
音
、
大
切
間
馬
頭
観
音
の
二
基
が
あ
る
。

■
一
五
．
祭
祀

　

過
去
の
祭
り
と
し
て
第
二
次
大
戦
前
に
は
、
各
村
、
各
郷
、
各
馬
仲
間
、
個
人
で
馬
頭
観
音
を
建
立
し
て
祀
っ
て
き
た
。

　

特
に
、
馬
の
守
り
神
、
馬
の
供
養
、
衆
生
の
救
済
等
の
意
味
か
ら
馬
頭
観
音
は
厚
い
信
仰
が
み
ら
れ
た
。

　

そ
の
行
事
の
一
つ
が「
馬
庭
」と
い
い
、
春
と
秋
に
二
回
実
施
さ
れ
た
。

　

馬
場
・
八
幡
・
南
上
下
郷
中
の
例
は
、
秋
の
馬
頭
観
音
の
馬
庭
は
馬
頭
観
音
の
前
庭
に
各
馬
主
が
馬
を
繋
ぎ
、
獣
医
が
一
頭
ず
つ
馬
足

の
古
い
血
を
取
る
た
め
に
切
開
し
、
針
の
治
療
、
爪
切
り
の
後
に
子
供
の
相
撲
が
あ
り
、
混
ぜ
御
飯
の
オ
ニ
ギ
リ
が
ふ
る
ま
わ
れ
た
。
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鬼
橋
の
例
は
、
馬
頭
様
の
お
祭
り
と
も
呼
び
、
十
二
月
十
九
日
、
矢
次
の
獣
医
宅
前
に
馬
を
集
め
て
、
獣
医
に
よ
る
馬
足
の
古
い
血
を

取
り
、
腰
を
暖
め
、
爪
を
切
り
、
そ
の
後
、
馬
仲
間
の
当
番
の
家
に
集
ま
り
、
酒
を
酌
み
交
わ
し
た
。

　

こ
の
よ
う
な
馬
庭
祭
り
は
各
所
で
み
ら
れ
た
。

　

文
書
の
例
と
し
て
、
須
田
ノ
木
馬
頭
観
音
は
「
昭
和
三
十
三
年
三
月
十
一
日
牛
庭
座
亭
人
、
別
表
須
田
木
庭
仲
間
」
に
、
庭
仲
間
へ
の

加
入
の
節
は
酒
一
升
持
参
の
事
、
馬
庭
毎
年
春
秋
の
二
回
実
施
の
事
、
馬
庭
酒
宴
出
揃
時
間
は
午
後
四
時
。
獣
医
庭
料
と
し
て
玄
米
一
升

五
合
宛
繋
ぎ
、
馬
頭
観
世
音
掃
除
順
番
は
春
は
後
平
、
夏
は
前
之
平
、
秋
は
日
向
平
と
あ
る
。

　

現
在
の
祭
祀
と
し
て
は
、
常
盤
団
地
馬
頭
観
音
は
、
祭
り
行
事
に
近
年
ま
で
宮
司
を
招
き
祀
っ
て
い
る
。

　

四
連
縄
か
ざ
り
の
あ
る
馬
頭
観
音
は
、
武
留
路
三
社
大
権
現
馬
頭
観
音
、
梶
ノ
尾
馬
観
音
、
野
岳
Ｍ
家
馬
頭
観
音
、
大
切
間
馬
頭
観
音
、

黒
丸
町
の
十
六
善
神
馬
頭
観
音
、
蓮
華
寺
馬
頭
観
音
、
竹
松
Ｆ
家
馬
頭
観
音
、
赤
佐
古
馬
頭
観
音
、
西
部
町
の
馬
頭
観
音
の
九
基
が
あ
る
。

　

御
幣
な
ど
の
か
ざ
り
あ
る
馬
頭
観
音
は
、
松
尾
神
社
馬
頭
観
音
、
梶
ノ
尾
馬
頭
観
音
⑴
⑵
の
三
基
が
あ
る
。

　

赤
い
前
カ
ケ
の
あ
る
馬
頭
観
音
は
、
氷
川
神
社
馬
頭
観
音
、
宝
円
寺
跡
馬
頭
観
音
、
大
里
馬
頭
観
音
、
今
村
馬
頭
観
音
の
四
基
が
あ
る
。

　

シ
バ
や
水
を
供
え
る
馬
頭
観
音
は
、
小
路
口
Ｙ
家
と
小
川
内
馬
頭
観
音
に
は
日
常
供
え
て
お
り
、
今
村
馬
頭
観
音
は
毎
月
十
五
日
に
供

え
る
。

　

花
と
水
を
供
え
る
馬
頭
観
音
は
、
水
田
Ｍ
家
馬
頭
観
音
は
毎
日
の
お
参
り
、
野
岳
Ｍ
家
馬
頭
観
音
は
よ
く
お
参
り
す
る
二
基
が
あ
る
。

　

餅
を
供
え
る
馬
頭
観
音
は
三
基
が
あ
る
。
池
田
Ｙ
家
馬
頭
観
音
は
正
月
に
餅
と
御
神
酒
を
供
え
る
。
諏
訪
Ｋ
家
馬
頭
観
音
は
正
月
と
お

盆
に
は
餅
を
供
え
る
。
彼
岸
に
は
ほ
か
の
所
か
ら
お
参
り
が
あ
る
。
西
部
馬
頭
観
音
は
四
月
十
八
日
、
十
二
月
八
日
各
戸
か
ら
餅
米
五
合

を
持
ち
寄
り
、
餅
搗
き
、
子
供
た
ち
に
餅
ま
き
を
す
る
。

　

馬
頭
観
音
に
供
え
る
米
俵
は
石
造
の
も
の
な
ど
い
く
つ
か
あ
り
、
表
に
は
記
し
て
い
な
い
が
小
路
口
本
町
公
民
館
馬
頭
観
音
⑴
⑵
は
一

対
、
梶
ノ
尾
馬
頭
観
音
⑴
に
は
三
個
の
小
さ
な
藁
製
の
米
俵
を
供
え
る
。

　

馬
頭
観
音
を
祀
る
器
具
に
は
、
次
の
も
の
が
あ
げ
ら
れ
る
。
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花
入（
ガ
ラ
ス
、
陶
器
、
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
、
竹
筒
等
）は
四
二
ヵ
所
に
あ
り
最
多
。
水
入（
ガ
ラ
ス
）は
七
ヵ
所
。
ロ
ー
ソ
ク
立（
陶
器
、

鉄
製
）
は
一
九
ヵ
所
で
数
多
い
。
線
香
立
（
陶
器
、
鉄
製
）
は
八
ヵ
所
。
湯
呑
（
陶
器
）
は
一
七
ヵ
所
で
数
多
い
。
盃
台
は
一
ヵ
所
。
カ
ン

ビ
ン（
陶
器
、
ガ
ラ
ス
）は
三
ヵ
所
。
小
皿
は
三
ヵ
所
。
小
鉢
は
一
ヵ
所
が
あ
る
。

　

祀
り
の
器
具
の
な
い
馬
頭
観
音
は
、
日
常
の
祀
り
が
殆
ど
な
い
と
思
わ
れ
る
も
の
と
し
て
一
一
ヵ
所
が
あ
げ
ら
れ
る
。

　

大
村
市
内
に
お
い
て
は
古
く
か
ら
馬
頭
様
と
尊
称
さ
れ
て
き
た
馬
頭
観
音
石
像
で
あ
る
が
、
ほ
か
の
市
町
村
に
は
あ
ま
り
見
受
け
ら
れ

な
い
。

　

馬
頭
観
音
の
忿
怒
の
形
相
で
睨
ま
れ
た
強
い
印
象
を
受
け
、
馬
頭
観
音
を
調
査
し
、
市
内
に
七
三
基
を
確
認
し
た
。

　

大
村
市
の
石
造
文
化
を
特
徴
付
け
る
一
つ
で
あ
り
、
道
祖
神
の
一
つ
で
も
あ
る
。

　

古
く
大
村
に
は
、
島
原
地
方
か
ら
子
馬
の
育
成
の
委
託
が
あ
り
、
竹
松
駅
の
近
く
に
は
馬
の
種
畜
場
が
あ
り
、
松
並
に
は
競
馬
場
も
存

在
し
た
。

　

馬
の
用
途
は
、
軍
馬
を
含
め
多
岐
に
わ
た
り
、
馬
の
増
産
を
含
め
て
、
各
農
家
で
は
馬
の
飼
育
が
盛
ん
で
あ
っ
た
。

　

馬
の
供
養
、
馬
の
守
神
と
し
て
の
馬
頭
観
音
七
三
基
の
存
在
が
、
こ
れ
を
物
語
っ
て
い
る
。

　

現
在
は
、
馬
を
飼
う
農
家
は
な
く
、
そ
の
た
め
に
馬
頭
観
音
へ
の
信
仰
や
行
事
も
消
え
つ
つ
あ
る
が
、
衆
生
を
救
済
す
る
と
い
わ
れ
る

馬
頭
観
音
を
、
道
祖
神
と
し
て
も
、
厚
い
信
仰
と
貴
重
な
文
化
財
と
し
て
も
次
の
世
代
へ
の
継
承
を
願
う
も
の
で
あ
る
。

�

（
野
本
政
宏
）
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図2-2　馬頭観音位置図
【註】国土地理院発行「諫早」「大村」5万分の1地形図から作成
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番
号 名　称 所在地 場所 総高

cm
組
石

本体石（光背） 像 銘 附属石造名と銘 備　考高 幅 厚 光背 像形 像容
1 三社大権現馬頭観音 武留路三社大権現 神社境内 183 4段 63 28 20 舟形A 坐像 3面8臂 馬頭観世音　大正六年正月十九日建立 瓦葺小堂
2 無量寺馬頭観音 松原3丁目無量寺 寺境内 113 3重 39 25.5 6 卵形 坐像 3面6臂 馬頭観世音　寺本久津馬頭講連中 石水入2 石祠

3 梶ノ尾馬頭観音（1） 松原1丁目梶ノ尾 大楠前 140 4段 48 26 35 舟形B 坐像 3面6臂 馬頭観世音　昭和三十六年十月吉日　八幡神社ヨ
リ移転郷拝　発起者(27名) 石灯籠1対銘

4 梶ノ尾馬頭観音（2） 松原1丁目梶ノ尾 大楠前 84 3段 51 28 8 舟形A 坐像 3面6臂 大正十年十二月二日　長崎県東彼杵郡福重村上野
兼次郎立主

5 野岳Ｍ家馬頭観音 野岳町 民家 93 3段 53 30 10 舟形B 坐像 3面6臂 馬頭観世音 馬歴碑島原産大正
六年八月没

6 大切間馬頭観音 野岳町大切間 道路脇 151 4重 30 17 7 卵形 坐像 3面8臂 石灯籠1基　石花入
1対

石 祠 銘 文 化 四 年
十一月吉日

7 野岳湖馬頭観音 野岳町野岳湖公園
管理事務所下 道路脇 164 5段 41 26 10 舟形B 坐像 3面6臂 馬頭観世音　昭和四年三月吉日　野田平原建立　

福重村　石工吉田若松
8 松尾神社馬頭観音 草場町松尾神社 階段脇 166 5段 35 30 6 家形 坐像 3面6臂 馬頭観世音　大正九年一月建立

9 薬師堂馬頭観音 福重町公民館 階段脇 140 4段 60 23 15 舟形B 坐像 3面6臂 馬頭観世音　明治三十九年旧十一月十九日　矢上
馬持中

10 弥勒寺馬頭観音 弥勒寺公民館 道路脇 71 2段 51 24.5 12.5 舟形B 坐像 3面4臂 観世音　明治廿年□旧三月十九日　諸願成就馬安
全為　石川善蔵建之

11 六社大権現馬頭観音 立福寺町六社大権現 神社境内 105 4段 59 25 10 舟形A 馬乗像 3面6臂 石灯籠1対
石水入の後ろには

「馬頭観世音　明
治十七年申十一月
十九日」の銘あり

12 高野大権現馬頭観音 今富町高野大権現 神社境内 170 3段 77 42 15 舟形A 坐像 3面8臂 文化五年戊辰十二月　天下泰平奉納大乗妙□日本
廻国国土安全　今冨村　行者安次郎

石灯籠1基銘　石水
入1

13 今富熊野神社馬頭観音 今富町段熊野神社 神社境内 81 2段 58 29 16 舟形A 立像 3面6臂 馬頭観世音　福重村段郷中　明治十七年申十月　
新規建之　世話方(2名)

「小路口ノ石屋左
十」の銘あり

14 好武馬頭観音 寿古町好武 道路脇 138 2段 68 26 15 舟形A 坐像 3面不詳 馬頭観世音　明治□□四月□日
15 沖田馬頭観音 沖田町桑原 道路脇 72 2段 54 25 25 舟形B 坐像 1面2臂

16 皆同Ｋ家馬頭観音 皆同町 民家 127 2段 112 33 20 舟形A 立像 3面6臂 馬頭観世音　明治六酉十月十九日　施主中尾末吉
兼吉

17 十六善神堂馬頭観音 黒丸町 神社境内 105 4段 41 20 3 舟形B 坐像 3面6臂 馬頭観世音　明治廿三年十一月十九日
18 黒丸釋迦堂馬頭観音 黒丸町釋迦堂 堂境内 97 2段 67 30 13 舟形B 坐像 3面6臂 馬頭観世音　大正二年旧一月建之　堀池津田木郷 石灯籠1対銘

19 黒丸石塔群馬頭観音 黒丸町 道路脇 124 5段 41 24.5 3.5 舟形B 坐像 3面8臂 馬頭観世音　明治廿三年十二月一日　馬場八幡南
上下郷中　世話人柿本米蔵

石花入1対銘　石水
入1銘

20 宮小路F家馬頭観音 宮小路1丁目 道路脇 127 3段 64 40 20 舟形A 坐像 3面8臂 馬頭観世音　明治二十三年十二月十日建設 石灯籠1基　石花入
　線香立1銘

21 蓮華寺馬頭観音 竹松町蓮華寺 基壇 120 4段 54 26 14 舟形A 立像 3面6臂 明治十五年九月十九日　福井右衛門

22 竹松F家馬頭観音 竹松町 民家 140 4段 55 32 15 舟形A 坐像 3面8臂 馬頭観世音　明治三十年旧九月十九日　福田伊右
衛門 馬頭形2

23 鬼橋Ｍ家馬頭観音 鬼橋町 民家 81 2段 55 25 6 舟形B 坐像 3面6臂 馬頭観世音　昭和十八年十二月六日　道添房雄他
由来記 石米俵1対

24 今津神社馬頭観音（1） 竹松本町今津神社 神社境内 56 2段 39 24 4 舟形A 坐像 3面8臂 明治廿四年三月立之　世話方中川 右エ門　松
□亀□谷山□郎　大川□馬持中

25 今津神社馬頭観音（2） 竹松本町今津神社 神社境内 60 1段 60 36 10 自然石 無 無名 馬頭観世音

26 小路口本町公民館馬頭観
音（1） 小路口本町公民館 道路脇 76 2段 66 35 6 舟形A 坐像 3面4臂 昭和十一年六月二十一日　山口東作建立 石花入1基　石水入

1

27 小路口本町公民館馬頭観
音（2） 小路口本町公民館 道路脇 76 2段 60 28 16 舟形A 坐像 3面6臂 馬頭観世音　明治廿八年八月吉日建立　福田鹿右

エ門
石灯籠1基　石花入
1対 米俵一対
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番
号 名　称 所在地 場所 総高

cm
組
石

本体石（光背） 像 銘 附属石造名と銘 備　考高 幅 厚 光背 像形 像容
1 三社大権現馬頭観音 武留路三社大権現 神社境内 183 4段 63 28 20 舟形A 坐像 3面8臂 馬頭観世音　大正六年正月十九日建立 瓦葺小堂
2 無量寺馬頭観音 松原3丁目無量寺 寺境内 113 3重 39 25.5 6 卵形 坐像 3面6臂 馬頭観世音　寺本久津馬頭講連中 石水入2 石祠

3 梶ノ尾馬頭観音（1） 松原1丁目梶ノ尾 大楠前 140 4段 48 26 35 舟形B 坐像 3面6臂 馬頭観世音　昭和三十六年十月吉日　八幡神社ヨ
リ移転郷拝　発起者(27名) 石灯籠1対銘

4 梶ノ尾馬頭観音（2） 松原1丁目梶ノ尾 大楠前 84 3段 51 28 8 舟形A 坐像 3面6臂 大正十年十二月二日　長崎県東彼杵郡福重村上野
兼次郎立主

5 野岳Ｍ家馬頭観音 野岳町 民家 93 3段 53 30 10 舟形B 坐像 3面6臂 馬頭観世音 馬歴碑島原産大正
六年八月没

6 大切間馬頭観音 野岳町大切間 道路脇 151 4重 30 17 7 卵形 坐像 3面8臂 石灯籠1基　石花入
1対

石 祠 銘 文 化 四 年
十一月吉日

7 野岳湖馬頭観音 野岳町野岳湖公園
管理事務所下 道路脇 164 5段 41 26 10 舟形B 坐像 3面6臂 馬頭観世音　昭和四年三月吉日　野田平原建立　

福重村　石工吉田若松
8 松尾神社馬頭観音 草場町松尾神社 階段脇 166 5段 35 30 6 家形 坐像 3面6臂 馬頭観世音　大正九年一月建立

9 薬師堂馬頭観音 福重町公民館 階段脇 140 4段 60 23 15 舟形B 坐像 3面6臂 馬頭観世音　明治三十九年旧十一月十九日　矢上
馬持中

10 弥勒寺馬頭観音 弥勒寺公民館 道路脇 71 2段 51 24.5 12.5 舟形B 坐像 3面4臂 観世音　明治廿年□旧三月十九日　諸願成就馬安
全為　石川善蔵建之

11 六社大権現馬頭観音 立福寺町六社大権現 神社境内 105 4段 59 25 10 舟形A 馬乗像 3面6臂 石灯籠1対
石水入の後ろには

「馬頭観世音　明
治十七年申十一月
十九日」の銘あり

12 高野大権現馬頭観音 今富町高野大権現 神社境内 170 3段 77 42 15 舟形A 坐像 3面8臂 文化五年戊辰十二月　天下泰平奉納大乗妙□日本
廻国国土安全　今冨村　行者安次郎

石灯籠1基銘　石水
入1

13 今富熊野神社馬頭観音 今富町段熊野神社 神社境内 81 2段 58 29 16 舟形A 立像 3面6臂 馬頭観世音　福重村段郷中　明治十七年申十月　
新規建之　世話方(2名)

「小路口ノ石屋左
十」の銘あり

14 好武馬頭観音 寿古町好武 道路脇 138 2段 68 26 15 舟形A 坐像 3面不詳 馬頭観世音　明治□□四月□日
15 沖田馬頭観音 沖田町桑原 道路脇 72 2段 54 25 25 舟形B 坐像 1面2臂

16 皆同Ｋ家馬頭観音 皆同町 民家 127 2段 112 33 20 舟形A 立像 3面6臂 馬頭観世音　明治六酉十月十九日　施主中尾末吉
兼吉

17 十六善神堂馬頭観音 黒丸町 神社境内 105 4段 41 20 3 舟形B 坐像 3面6臂 馬頭観世音　明治廿三年十一月十九日
18 黒丸釋迦堂馬頭観音 黒丸町釋迦堂 堂境内 97 2段 67 30 13 舟形B 坐像 3面6臂 馬頭観世音　大正二年旧一月建之　堀池津田木郷 石灯籠1対銘

19 黒丸石塔群馬頭観音 黒丸町 道路脇 124 5段 41 24.5 3.5 舟形B 坐像 3面8臂 馬頭観世音　明治廿三年十二月一日　馬場八幡南
上下郷中　世話人柿本米蔵

石花入1対銘　石水
入1銘

20 宮小路F家馬頭観音 宮小路1丁目 道路脇 127 3段 64 40 20 舟形A 坐像 3面8臂 馬頭観世音　明治二十三年十二月十日建設 石灯籠1基　石花入
　線香立1銘

21 蓮華寺馬頭観音 竹松町蓮華寺 基壇 120 4段 54 26 14 舟形A 立像 3面6臂 明治十五年九月十九日　福井右衛門

22 竹松F家馬頭観音 竹松町 民家 140 4段 55 32 15 舟形A 坐像 3面8臂 馬頭観世音　明治三十年旧九月十九日　福田伊右
衛門 馬頭形2

23 鬼橋Ｍ家馬頭観音 鬼橋町 民家 81 2段 55 25 6 舟形B 坐像 3面6臂 馬頭観世音　昭和十八年十二月六日　道添房雄他
由来記 石米俵1対

24 今津神社馬頭観音（1） 竹松本町今津神社 神社境内 56 2段 39 24 4 舟形A 坐像 3面8臂 明治廿四年三月立之　世話方中川 右エ門　松
□亀□谷山□郎　大川□馬持中

25 今津神社馬頭観音（2） 竹松本町今津神社 神社境内 60 1段 60 36 10 自然石 無 無名 馬頭観世音

26 小路口本町公民館馬頭観
音（1） 小路口本町公民館 道路脇 76 2段 66 35 6 舟形A 坐像 3面4臂 昭和十一年六月二十一日　山口東作建立 石花入1基　石水入

1

27 小路口本町公民館馬頭観
音（2） 小路口本町公民館 道路脇 76 2段 60 28 16 舟形A 坐像 3面6臂 馬頭観世音　明治廿八年八月吉日建立　福田鹿右

エ門
石灯籠1基　石花入
1対 米俵一対

表2-4　大村市内の馬頭観音一覧
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番
号 名　称 所在地 場所 総高

cm
組
石

本体石（光背） 像 銘 附属石造名と銘 備　考高 幅 厚 光背 像形 像容
28 小路口Ｙ家馬頭観音 小路口町 道路脇 66 2段 44 43 9 角形 坐像 3面6臂 明治九年子三月　山本初左エ門 石灯籠（火袋）1基 御影石米俵二俵
29 水ノ頭馬頭観音 荒瀬町水ノ頭 道路脇 69 2段 50 29 8 角形A 坐像 3面6臂 馬頭形無

30 久森大権現馬頭観音 荒瀬町久森大権現 神社境内 60 2段 55 43 6 卵形 坐像 3面6臂 明治十五年 月 石灯籠1基　石水入
1

31 原町熊野神社馬頭観音 原町熊野神社 神社境内 93 3段 60 26.5 17 舟形B 坐像 3面6臂 馬頭明治二十一年　原郷中

32 朝追岳橋前馬頭観音 宮代町朝追岳橋前 道路脇 91.5 2段 68 30 15 舟形A 坐像 3面6臂 馬頭観世音　明治十一年五月　茅瀬村竹松村池田
村古賀﨑森園馬持人建

石花入1対銘　石水
入1 石工岩永□□

33 矢房神社馬頭観音 宮代町矢房神社 神社境内 73 2段 51 33 16 舟形B 坐像 3面6臂 馬頭観世音　明治三十二年十一月十九日　菅無田
郷

34 氷川神社馬頭観音 田下町氷川神社 神社境内 106 3段 71 37 17 舟形A 坐像 3面6臂 馬頭観世音　明治廿五年旧十一月　権田馬頭仲間
中是立

35 山神宮馬頭観音 中岳町山神宮 神社境内 101 3段 44 35 9 卵形 坐像 3面8臂 奉建立馬頭観音　寛保三癸亥　六月吉日　施主中
岳郷中

石灯籠1基　石花入
1対銘　石水入1

36 久良原馬頭観音 中岳町久良原十一面観
世音 境内 76 3段 43 23 9 舟形B 馬乗像 3面6臂 明治廿一年子十一月　久良原上郷建立

37 萱瀬ダム南馬頭観音 中岳町久良原 道路脇 80 2段 56.5 27.5 15 唐破風形 坐像 3面6臂 馬頭観世音　大正三年旧三月十五日　茅瀬村西大
村今津牛馬車仲間中

石花入1対　石水入
1

38 南川内馬頭観音 中岳町南川内 道路脇 108 4段 60 24 4 舟形B 立像 3面8臂 馬頭観世音　大正九年旧九月十九日　南河内郷中 石水花入1銘「馬」

39 岩屋前馬頭観音 黒木町岩屋観音前 道路脇 167 5段 61 33 2.8 舟形A 坐像 3面6臂
馬頭観世音　寛政七乙卯四月吉祥日　開眼供養多
羅山十世　願主茅瀬山村中朝長□右衛門松尾□右
衛門□□山口□左衛門□

石灯籠1基

40 秋葉神社馬頭観音 池田2丁目秋葉神社 神社境内 91 3段 55 50 6 円形 坐像 3面6臂 石灯籠1基　石花入
1対　石水入1

41 宝円寺跡馬頭観音 池田2丁目金剛講 寺境内 56 1段 56 26 15 舟形B 馬乗像 3面6臂 トタン葺祠
42 池田幸天神社馬頭観音 池田1丁目幸天神社 神社境内 101 3段 53 50 6 二重円形 坐像 3面6臂 馬頭観音　廿九番若狭国松尾寺
43 池田Ｙ家馬頭観音 池田1丁目 民家 93 4段 42 21 4 舟形B 坐像 3面6臂 馬頭観世音　明治二十七年五月　山本亀太郎建立
44 諏訪Ｋ家馬頭観音 諏訪1丁目 民家 62 3段 34 27 10 舟形A 坐像 3面6臂 瓦葺小堂浄土寺跡

45 諏訪S家馬頭観音 諏訪3丁目 民家 116 4段 40 33 10 舟形B 坐像 3面6臂 馬頭観世音　明治二十一年旧三月十九日　寄進主
三根荘八庭仲間中 石水入1

46 水田Ｍ家馬頭観音 水田町 道路脇 93 3段 68 24 5 舟形A 立像 3面8臂 石灯籠1基　石花入
1対　石水入1銘 トタン葺祠

47 杭出津馬頭観音 杭出津2丁目 道路脇 161 3段 90 33 12 舟形B 立像 3面6臂 馬頭観世音　明治三十六年五月十九日立之　馬庭
組合中(14名) 石水入1

48 上諏訪馬頭観音 上諏訪町共立病院前 道路脇 124 4段 50 53 7.5 二重円形 坐像 3面6臂 馬頭観世音　上諏訪馬持中 石灯籠1基銘

49 三城馬頭観音 三城町 道路脇 156.5 5段 57 38 8 舟形A 坐像 3面8臂 明治二十一戊子三月十九日立之　大峯大佐古柴田
庭組中　寄進台石平野廣右エ門

石灯籠1基　石水入
1

50 武部馬頭観音 武部町配水池 道路脇 139 4段 58 26 5.5 舟形B 立像 3面6臂 明治十三年九月建立　武部小佐古郷世話人(6名) 石灯籠1対銘

51 水計馬頭観音 水計公民館 道路脇 145.5 4段 70 35 4.5 舟形B 立像 3面8臂 馬頭観世音　明治廿一年十一月　水計庭組中 石灯籠1対　石水入
1

52 水計誠証寺馬頭観音 水計町誠証寺 寺境内 72 1段 73 31 8 舟形B 坐像 3面8臂

53 荒平馬頭観音 荒平公民館下 道路脇 133 5段 53 47 4 宝珠形 坐像 3面8臂 馬頭観世音　寛政十一己未十一月吉祥日　(24名)

54 赤佐古馬頭観音 赤佐古池バス停前 道路脇 162 6段 43 42 4 円形 坐像 3面8臂 馬頭観世音　文化二乙卯四月十三日□井石茂一内
施主用右衛門 石水入1

55 常盤団地馬頭観音 赤佐古町常盤団地 団地 97 2段 57 22 5 舟形A 坐像 3面4臂 馬頭形無
56 日向平馬頭観音 玖島2丁目日向平 道路脇 64 2段 46 30 18 舟形B 坐像 3面8臂 馬頭形無
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番
号 名　称 所在地 場所 総高

cm
組
石

本体石（光背） 像 銘 附属石造名と銘 備　考高 幅 厚 光背 像形 像容
28 小路口Ｙ家馬頭観音 小路口町 道路脇 66 2段 44 43 9 角形 坐像 3面6臂 明治九年子三月　山本初左エ門 石灯籠（火袋）1基 御影石米俵二俵
29 水ノ頭馬頭観音 荒瀬町水ノ頭 道路脇 69 2段 50 29 8 角形A 坐像 3面6臂 馬頭形無

30 久森大権現馬頭観音 荒瀬町久森大権現 神社境内 60 2段 55 43 6 卵形 坐像 3面6臂 明治十五年 月 石灯籠1基　石水入
1

31 原町熊野神社馬頭観音 原町熊野神社 神社境内 93 3段 60 26.5 17 舟形B 坐像 3面6臂 馬頭明治二十一年　原郷中

32 朝追岳橋前馬頭観音 宮代町朝追岳橋前 道路脇 91.5 2段 68 30 15 舟形A 坐像 3面6臂 馬頭観世音　明治十一年五月　茅瀬村竹松村池田
村古賀﨑森園馬持人建

石花入1対銘　石水
入1 石工岩永□□

33 矢房神社馬頭観音 宮代町矢房神社 神社境内 73 2段 51 33 16 舟形B 坐像 3面6臂 馬頭観世音　明治三十二年十一月十九日　菅無田
郷

34 氷川神社馬頭観音 田下町氷川神社 神社境内 106 3段 71 37 17 舟形A 坐像 3面6臂 馬頭観世音　明治廿五年旧十一月　権田馬頭仲間
中是立

35 山神宮馬頭観音 中岳町山神宮 神社境内 101 3段 44 35 9 卵形 坐像 3面8臂 奉建立馬頭観音　寛保三癸亥　六月吉日　施主中
岳郷中

石灯籠1基　石花入
1対銘　石水入1

36 久良原馬頭観音 中岳町久良原十一面観
世音 境内 76 3段 43 23 9 舟形B 馬乗像 3面6臂 明治廿一年子十一月　久良原上郷建立

37 萱瀬ダム南馬頭観音 中岳町久良原 道路脇 80 2段 56.5 27.5 15 唐破風形 坐像 3面6臂 馬頭観世音　大正三年旧三月十五日　茅瀬村西大
村今津牛馬車仲間中

石花入1対　石水入
1

38 南川内馬頭観音 中岳町南川内 道路脇 108 4段 60 24 4 舟形B 立像 3面8臂 馬頭観世音　大正九年旧九月十九日　南河内郷中 石水花入1銘「馬」

39 岩屋前馬頭観音 黒木町岩屋観音前 道路脇 167 5段 61 33 2.8 舟形A 坐像 3面6臂
馬頭観世音　寛政七乙卯四月吉祥日　開眼供養多
羅山十世　願主茅瀬山村中朝長□右衛門松尾□右
衛門□□山口□左衛門□

石灯籠1基

40 秋葉神社馬頭観音 池田2丁目秋葉神社 神社境内 91 3段 55 50 6 円形 坐像 3面6臂 石灯籠1基　石花入
1対　石水入1

41 宝円寺跡馬頭観音 池田2丁目金剛講 寺境内 56 1段 56 26 15 舟形B 馬乗像 3面6臂 トタン葺祠
42 池田幸天神社馬頭観音 池田1丁目幸天神社 神社境内 101 3段 53 50 6 二重円形 坐像 3面6臂 馬頭観音　廿九番若狭国松尾寺
43 池田Ｙ家馬頭観音 池田1丁目 民家 93 4段 42 21 4 舟形B 坐像 3面6臂 馬頭観世音　明治二十七年五月　山本亀太郎建立
44 諏訪Ｋ家馬頭観音 諏訪1丁目 民家 62 3段 34 27 10 舟形A 坐像 3面6臂 瓦葺小堂浄土寺跡

45 諏訪S家馬頭観音 諏訪3丁目 民家 116 4段 40 33 10 舟形B 坐像 3面6臂 馬頭観世音　明治二十一年旧三月十九日　寄進主
三根荘八庭仲間中 石水入1

46 水田Ｍ家馬頭観音 水田町 道路脇 93 3段 68 24 5 舟形A 立像 3面8臂 石灯籠1基　石花入
1対　石水入1銘 トタン葺祠

47 杭出津馬頭観音 杭出津2丁目 道路脇 161 3段 90 33 12 舟形B 立像 3面6臂 馬頭観世音　明治三十六年五月十九日立之　馬庭
組合中(14名) 石水入1

48 上諏訪馬頭観音 上諏訪町共立病院前 道路脇 124 4段 50 53 7.5 二重円形 坐像 3面6臂 馬頭観世音　上諏訪馬持中 石灯籠1基銘

49 三城馬頭観音 三城町 道路脇 156.5 5段 57 38 8 舟形A 坐像 3面8臂 明治二十一戊子三月十九日立之　大峯大佐古柴田
庭組中　寄進台石平野廣右エ門

石灯籠1基　石水入
1

50 武部馬頭観音 武部町配水池 道路脇 139 4段 58 26 5.5 舟形B 立像 3面6臂 明治十三年九月建立　武部小佐古郷世話人(6名) 石灯籠1対銘

51 水計馬頭観音 水計公民館 道路脇 145.5 4段 70 35 4.5 舟形B 立像 3面8臂 馬頭観世音　明治廿一年十一月　水計庭組中 石灯籠1対　石水入
1

52 水計誠証寺馬頭観音 水計町誠証寺 寺境内 72 1段 73 31 8 舟形B 坐像 3面8臂

53 荒平馬頭観音 荒平公民館下 道路脇 133 5段 53 47 4 宝珠形 坐像 3面8臂 馬頭観世音　寛政十一己未十一月吉祥日　(24名)

54 赤佐古馬頭観音 赤佐古池バス停前 道路脇 162 6段 43 42 4 円形 坐像 3面8臂 馬頭観世音　文化二乙卯四月十三日□井石茂一内
施主用右衛門 石水入1

55 常盤団地馬頭観音 赤佐古町常盤団地 団地 97 2段 57 22 5 舟形A 坐像 3面4臂 馬頭形無
56 日向平馬頭観音 玖島2丁目日向平 道路脇 64 2段 46 30 18 舟形B 坐像 3面8臂 馬頭形無



406

番
号 名　称 所在地 場所 総高

cm
組
石

本体石（光背） 像 銘 附属石造名と銘 備　考高 幅 厚 光背 像形 像容

57 須田ノ木馬頭観音（1） 須田ノ木町 道路脇 161 5段 63 32 17 舟形A 立像 3面8臂 石灯籠1基　石水入
1

58 須田ノ木馬頭観音（2） 須田ノ木町 道路脇 125 4段 52 55 7 二重円形 坐像 3面8臂 馬頭観音　藤井寺
59 久原熊野神社馬頭観音 久原2丁目熊野神社 神社境内 162 5段 60 35 15 舟形A 坐像 3面4臂 南無観世音菩薩　明和元甲申七月十四日建立之 石灯籠1基
60 木場馬頭観音（1） 木場2丁目 道路脇 106 4段 47 25 4 卵形 坐像 3面2臂 馬頭観世音 トタン葺祠
61 木場馬頭観音（2） 木場2丁目 道路脇 68 1段 68 25 4 卵形 立像 3面8臂

62 向木場馬頭観音 向木場町住吉神社尾上
神社入り口 鳥居脇 147 5段 40 22 3 舟形B 坐像 3面6臂 向木場郷中

63 岩松権現馬頭観音 岩松町岩松権現 神社境内 109 3段 57 26 4 舟形B 立像 3面8臂 馬頭観音　大正六年七月吉日　岩松郷 石灯籠1基　石水入
1

64 東大村馬頭観音 東大村1丁目 休耕地 135 3段 72 34 7 駒形 馬乗像 3面8臂 馬頭観世音

65 小川内馬頭観音 小川内町配水池 道路脇 175 3段 50 24 4 舟形A 立像 3面8臂 馬頭観世音　大正七年旧三月十九日　小川内々建
設発起人(2名)石工(1名)

石灯籠1基　石水花
入1

石工宮地才吉
銘は旧土台のもの

66 平町馬頭観音 平町公園 公園 159 4段 48 24 5 舟形A 坐像 3面4臂 戦神

67 中里馬頭観音 中里町 道路脇 154 4段 72 26 5 舟形B 立像 3面8臂 馬頭観音　寛延四辛未天十一月十七日　開眼高岳
七世秀誉上人 石灯籠1基

68 大里馬頭観音 大里町内倉公民館 道路脇 105 3段 48 30 7 舟形B 坐像 3面8臂 明治二十二年旧八月十五日　鈴田村内倉郷中 トタン葺祠

69 陰平F家馬頭観音 陰平町 民家 56 2段 49 27 13 舟形B 立像 3面6臂 馬頭観世音　明治十七年甲申二月建立　建主福田
有平

70 陰平馬頭観音（1） 陰平町赤水農道改修の
碑背後 道路脇 67 2段 67 32 18 舟形A 無 銘 馬頭観世音菩薩　大正三年三月　田添氏建立 石灯籠1基

71 陰平馬頭観音（2） 陰平町赤水農道改修の
碑背後 道路脇 62 2段 47 25 4 舟形B 坐像 3面8臂 明治廿一年三月十八日建立 石灯籠1基

72 西部馬頭観音 西部町蔦川内 道路脇 106 4段 56 26 4.5 舟形B 坐像 3面8臂 大正七年四月之建
73 今村馬頭観音 今村町硯出石公民館横 畑地脇 64 2段 51 24 17 舟形B 坐像 3面8臂 明治二十□年二月十二日　森常左衛門 瓦葺小堂

【註】表2-4の銘は各面や意味合い等に応じて1字空白を入れた。□又は は判読不能部分である。銘、備考には平成28 年時点の状況を更新しているものもある。

写真2-6　�今富町の高野大権現馬頭観音
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番
号 名　称 所在地 場所 総高

cm
組
石

本体石（光背） 像 銘 附属石造名と銘 備　考高 幅 厚 光背 像形 像容

57 須田ノ木馬頭観音（1） 須田ノ木町 道路脇 161 5段 63 32 17 舟形A 立像 3面8臂 石灯籠1基　石水入
1

58 須田ノ木馬頭観音（2） 須田ノ木町 道路脇 125 4段 52 55 7 二重円形 坐像 3面8臂 馬頭観音　藤井寺
59 久原熊野神社馬頭観音 久原2丁目熊野神社 神社境内 162 5段 60 35 15 舟形A 坐像 3面4臂 南無観世音菩薩　明和元甲申七月十四日建立之 石灯籠1基
60 木場馬頭観音（1） 木場2丁目 道路脇 106 4段 47 25 4 卵形 坐像 3面2臂 馬頭観世音 トタン葺祠
61 木場馬頭観音（2） 木場2丁目 道路脇 68 1段 68 25 4 卵形 立像 3面8臂

62 向木場馬頭観音 向木場町住吉神社尾上
神社入り口 鳥居脇 147 5段 40 22 3 舟形B 坐像 3面6臂 向木場郷中

63 岩松権現馬頭観音 岩松町岩松権現 神社境内 109 3段 57 26 4 舟形B 立像 3面8臂 馬頭観音　大正六年七月吉日　岩松郷 石灯籠1基　石水入
1

64 東大村馬頭観音 東大村1丁目 休耕地 135 3段 72 34 7 駒形 馬乗像 3面8臂 馬頭観世音

65 小川内馬頭観音 小川内町配水池 道路脇 175 3段 50 24 4 舟形A 立像 3面8臂 馬頭観世音　大正七年旧三月十九日　小川内々建
設発起人(2名)石工(1名)

石灯籠1基　石水花
入1

石工宮地才吉
銘は旧土台のもの

66 平町馬頭観音 平町公園 公園 159 4段 48 24 5 舟形A 坐像 3面4臂 戦神

67 中里馬頭観音 中里町 道路脇 154 4段 72 26 5 舟形B 立像 3面8臂 馬頭観音　寛延四辛未天十一月十七日　開眼高岳
七世秀誉上人 石灯籠1基

68 大里馬頭観音 大里町内倉公民館 道路脇 105 3段 48 30 7 舟形B 坐像 3面8臂 明治二十二年旧八月十五日　鈴田村内倉郷中 トタン葺祠

69 陰平F家馬頭観音 陰平町 民家 56 2段 49 27 13 舟形B 立像 3面6臂 馬頭観世音　明治十七年甲申二月建立　建主福田
有平

70 陰平馬頭観音（1） 陰平町赤水農道改修の
碑背後 道路脇 67 2段 67 32 18 舟形A 無 銘 馬頭観世音菩薩　大正三年三月　田添氏建立 石灯籠1基

71 陰平馬頭観音（2） 陰平町赤水農道改修の
碑背後 道路脇 62 2段 47 25 4 舟形B 坐像 3面8臂 明治廿一年三月十八日建立 石灯籠1基

72 西部馬頭観音 西部町蔦川内 道路脇 106 4段 56 26 4.5 舟形B 坐像 3面8臂 大正七年四月之建
73 今村馬頭観音 今村町硯出石公民館横 畑地脇 64 2段 51 24 17 舟形B 坐像 3面8臂 明治二十□年二月十二日　森常左衛門 瓦葺小堂

【註】表2-4の銘は各面や意味合い等に応じて1字空白を入れた。□又は は判読不能部分である。銘、備考には平成28 年時点の状況を更新しているものもある。

写真2-7　��荒平公民館下の馬頭観音
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必
要
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
。

　

本
節
第
一
項
で
は
郡
三
踊
と
総
称
さ
れ
る
寿
古
・
沖
田
・
黒
丸
の
各
踊
り
、
第
二
項
で
は
浮
立
の
な
か
で
も
江
戸
時
代
に
由
来
が
求
め

ら
れ
る
荒
瀬
と
下
鈴
田
の
浮
立
、
そ
し
て
大
村
藩
領
域
を
代
表
し
て
太
田
和
浮
立
（
西
海
市
）
を
取
り
上
げ
る
。
ま
た
第
三
項
で
は
今
や

第
二
節
　
芸
能
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親
睦
行
事
と
な
っ
た
盆
踊
り
、
そ
の
言
葉
さ
え
聞

く
こ
と
が
な
く
な
っ
た
踏
歌
に
つ
い
て
復
元
し
て

み
た
い
。

　
　
郡
三
踊
　
各
踊
り
の
概
要
と
歴
史

　

大
村
市
北
部
の
郡
地
区
に
は
寿
古
踊
、
沖
田
踊
、

黒
丸
踊
と
い
う
芸
能
が
伝
わ
る
。
そ
の
発
生
は
い

ず
れ
も
中
世
の
時
期
ま
で
遡
る
と
思
わ
れ
る
。
竹

松
村
「
郷
村
記
」
の
黒
丸
踊
由
来
記
事
に
は
、
文
化

十
一
年
（
一
八
一
四
）
に
村
々
の
盆
踊
り
が
省
略
・

停
止
さ
れ
た
と
き
に
も
、
こ
の
三
踊
は
由
緒
あ
る

踊
り
で
あ
る
か
ら
残
さ
れ
た
と
記
す
。
し
た
が
っ
て
江
戸
期
に
も
こ
の
三
踊
を
特
別
に
扱
い
、「
三
踊
」
と
一
つ
の
括
り
で
見
て
い
た
こ
と

が
分
か
る
。
今
日
で
は
い
ず
れ
も
大
村
北
部
の
郡
地
区
に
伝
わ
る
こ
と
か
ら
、「
郡
三
踊
」と
総
称
し
て
い
る
。

　

米
倉
利
昭
に
よ
る
と
こ
の
三
踊
は
、
室
町
時
代
芸
能
の
序
・
破
・
急
の
基
本
を
伝
え
て
い
る
と
い
う（
2
）。
す
な
わ
ち
寿
古
踊（
祝
歌
・

恋
歌
一
番
）
―
沖
田
踊
（
恋
歌
）
―
黒
丸
踊
（
祝
歌
）
と
い
う
構
成
で
あ
る
。
個
々
の
踊
り
の
成
立
時
期
は
明
確
で
は
な
い
に
せ
よ
、
大
村

の
祝
事
芸
能
と
し
て
定
着
し
て
か
ら
は
、
静
か
な
祝
儀
物
の
寿
古
踊
に
始
ま
り
、
優
美
な
動
き
の
沖
田
踊
に
移
行
し
、
豪
華
勇
壮
な
黒
丸

踊
で
締
め
く
く
る
日
本
芸
能
の
基
本
的
形
式
を
備
え
て
い
る
。

　

平
成
二
十
五
年
に
は
三
踊
揃
っ
て
国
の
重
要
無
形
民
俗
文
化
財
に
指
定
さ
れ
た
。
各
踊
り
の
概
要
と
歴
史
を
述
べ
る
。

一

表2-5　大村地方の民俗芸能一覧
№ 芸能名 指定 地区 町名
1 寿古踊

国 福重 寿古町
2 沖田踊 沖田町
3 黒丸踊 竹松 黒丸町
4 今村浮立 三浦 今村町
5 下鈴田浮立 鈴田 陰平町
6 日焼浮立 中里町
7 荒平・水計浮立

大村

荒平町
8 大村獅子舞 東本町
9 水主町コッコデショ 水主町　　

10 大村龍踊 玖島
11 木場龍踊 木場
12 西大村浮立 西大村 乾馬場町
13 中岳浮立

萱瀬

中岳町
14 田下浮立 田下町
15 宮代鍬踊 宮代町
16 原町獅子舞 原町
17 荒瀬浮立 荒瀬町
18 小路口鍬踊 竹松 小路口町 
19 今富浮立

福重

今富町
20 重井田浮立 重井田町
21 野田新地節 野田町22 野田鍬踊
23 立福寺町龍踊 立福寺町
24 松原女相撲 松原 松原本町 
25 野岳龍踊 野岳町

（大村市教育委員会資料提供）
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■
一
．
寿
古
踊

　

大
村
市
北
部
の
寿
古
地
方
に
伝
わ
る
踊
り
で
あ
る
。
寿
古
集
落
は
郡
川
河
口
近
く
の
右
岸
に
位
置
し
、
歴
史
的
に
も
古
く
「
郷
村
記
」

は
大
村
純
治
が
こ
の
地
に
好
武
城
が
築
い
た
と
記
す
。
大
村
純
治
は
新
出
の
佐
賀
富
泉
院
所
蔵
の
大
般
若
経
奥
書
に
よ
っ
て
、
延
徳
四
年

（
一
四
九
二
）
に
は
存
在
が
確
認
で
き
る
大
村
領
主
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
寿
古
踊
を
継
承
し
て
き
た
寿
古
は
、
中
世
の
時
期
に
は
領
主

が
城
を
構
え
る
ほ
ど
の
歴
史
性
を
保
有
し
て
き
た
地
域
で
あ
っ
た
。

　

踊
り
の
構
成
は
中
央
に
舞
太
鼓
一
人
、
そ
の
両
脇
に
列
す
る
垣
踊
は
本
来
八
人
で
あ
っ
た
が
、
文
化
十
一
年
に
四
人
に
減
少
し
た
も
の

の
幕
末
の
弘
化
二
年
（
一
八
四
五
）
に
は
旧
に
復
し
、
終
戦
前
後
の
途
絶
え
た
時
期
を
経
て
昭
和
二
十
七
年
か
ら
は
一
〇
人
と
な
り
今
日

に
至
っ
て
い
る
。
歌
三
人
、
地
太
鼓
謡
い
手
九
人
、
笛
五
～
九
人
で
あ
る
。

　

主
君
に
見
立
て
た
舞
太
鼓
を
中
心
に
、
家
臣
役
の
垣
踊
り
が
主
君
を
守
る
よ
う
に
両
脇
に
列
し
、
祝
歌
と
恋
歌
に
合
わ
せ
、
単
調
で
あ

る
が
優
雅
な
舞
が
進
ん
で
い
く
。
用
い
る
鳴
り
物
は
笛
と
締
太
鼓
で
あ
る
。
踊
子
の
衣
裳
は
ネ
ズ
ミ
色
の
振
袖
、
姫
小
松
の
若
葉
の
模
様

を
染
め
抜
き
、
背
中
に
は
寿
の
紋
を
付
け
て
い
る
。
腰
に
は
印
籠
を
下
げ
る
。
舞
太
鼓
は
角
帯
に
袴
を
着
け
、
足
は
白
足
に
雪
駄
、
頭
に

は
顔
の
隠
れ
る
月
の
輪
を
被
り
、
大
小
二
本
の
太
刀
を
差
す
。
舞
太
鼓
や
月
の
輪
な
ど
肥
前
地
方
の
浮
立
の
形
態
を
色
濃
く
残
す
芸
能
で

あ
る
。

　

垣
踊
は
額
に
紫
の
鉢
巻
を
締
め
、
頭
に
は
鍋
形
笠
を
被
る
。
白
足
袋
を
草
履
に
履
き
角
帯
を
締
め
、
腰
に
は
脇
差
、
扇
一
本
を
持
つ
。

囃
子
方
は
平
方
の
菅
笠
を
被
り
、
黒
の
長
着
に
角
帯
を
締
め
黒
足
袋
に
雪
駄
を
履
く
。

　

こ
う
い
っ
た
芸
態
と
衣
裳
か
ら
す
る
と
、「
郷
村
記
」
に
記
す
形
と
ほ
ぼ
同
様
の
構
成
で
あ
り
、
江
戸
中
期
か
ら
の
芸
態
を
そ
の
ま
ま
今

日
に
伝
え
て
い
る
。
た
だ
今
日
の
垣
踊
役
は
子
供
で
あ
る
が
、「
郷
村
記
」
に
は
子
供
踊
と
の
記
載
も
な
く
大
人
の
踊
り
と
し
て
記
さ
れ
て

い
る
。
こ
の
点
か
ら
米
倉
利
昭
は
い
つ
の
時
代
か
に
大
人
踊
り
か
ら
子
供
に
変
容
し
た
可
能
性
を
示
唆
す
る（
3
）。

��

な
お「
郷
村
記
」は
江
戸
時
代
の
大
村
藩
の
参
勤
交
代
の
折
に
、
藩
主
陪
従
の
家
臣
達
が
鍋
形
の
菅
笠
を
被
る
の
は
、
こ
の
寿
古
踊
り
の

垣
踊
の
鍋
形
笠
に
倣
っ
た
も
の
と
も
記
す
。
こ
こ
に
も
藩
が
寿
古
踊
を
特
別
の
芸
能
と
し
て
注
視
し
て
い
た
態
度
が
う
か
が
え
る
。
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こ
の
踊
り
の
発
祥
・
伝
播
し
た
経
緯
に
つ
い
て
は
米
倉
の
詳
細
な
調
査
研
究
が
あ
る
。
長
崎
県
内
に
は
一
一
ヵ
所
に
須
古
踊
り
が
残
る

が
、
そ
の
内
容
は
祝
事
芸
能
、
ま
た
念
仏
踊
と
し
て
伝
承
さ
れ
て
き
た
。
そ
の
原
型
は
肥
前
国
須
古
邑（
現
佐
賀
県
杵
島
郡
白
石
町
須
古
）

の
須
古
踊
と
い
う
。
現
に
大
村
の
寿
古
踊
も「
郷
村
記
」に
は
肥
前
須
古
の
者
が
伝
え
た
と
記
す
。

　

し
か
し
本
場
の
佐
賀
地
方
で
は
、
当
地
の
領
主
・
平
井
氏
―
龍
造
寺
氏
―
鍋
島
氏
の
各
時
代
に
受
け
継
が
れ
な
が
ら
も
、
江
戸
初
期
の

寛
永
十
年
（
一
六
三
三
）
以
降
に
は
消
滅
し
た
と
い
う
。
佐
賀
地
方
で
は
消
滅
し
た
も
の
の
、
祝
事
芸
能
、
先
祖
供
養
と
い
う
二
つ
の
方

向
に
分
か
れ
て
各
地
に
伝
播
し
て
い
っ
た
。
そ
れ
が
現
在
の
長
崎
県
内
に
残
る
一
一
ヵ
所
の
須
古
踊
で
あ
り
、
そ
の
な
か
で
も
大
村
の
寿

古
踊
は
祝
事
芸
能
と
し
て
こ
の
地
に
定
着
し
た
の
で
は
な
い
か
、
そ
の
伝
播
の
時
期
も
芸
態
か
ら
し
て
充
分
中
世
ま
で
遡
り
得
る
と
米
倉

は
推
測
す
る
。

　
「
郷
村
記
」に
収
録
す
る
寿
古
踊
の
歌
詞
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
　
　

目
出
た
き
御
代
の
始
め
か
な　

目
出
度
御
代
の
は
し
め
か
な

　
　
　

��

千
代
に
や
千
代
ま
せ
国
重
り
て　

御
代
久
し
か
れ
御
代
久
し
か
り
久
し
か
り

　
　
　

��

目
出
た
き
御
代
の
は
し
め
か
な　

千
代
に
や
千
代
ま
せ
国
重
り
て

　
　
　

��

仰
か
れ
や
る
そ
め
て
た
か
り　

仰
か
れ
や
る
そ
め
て
た
か
り

　
　

笛

　
　
　

い
わ
い
め
て
た
の
若
松
よ　

い
は
い
め
て
た
の
岩
松
よ

　
　
　

枝
も
栄
ゆ
る
葉
も
茂
る　
　

　
　
　

千
代
に
や
千
代
も
幾
久
し　

千
代
に
や
千
代
も
幾
久
し

　
　
　

い
は
ひ
目
出
た
の
若
松
よ　

い
つ
も
替
ら
ぬ
常
磐
木
の

　
　
　

梢
栄
ゆ
る
緑
か
な　

梢
栄
ゆ
る
み
と
り
か
な

　
　

笛

写真2-8　寿古踊舞太鼓
� （大村市教育委員会提供）
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月
は
東
の
山
端
を
急
く　

月
は
東
の
山
端
を
い
そ
く

　
　
　

な
ひ
け
や
谷
の
姫
小
松　

な
ひ
け
や
谷
の
姫
小
松

　
　
　

東
窓
よ
り
月
う
ち
さ
へ
て　

東
窓
よ
り
月
う
ち
冴
て

　
　
　

二
人
り
の
枕
は
つ
か
し
や　

二
人
の
枕
は
つ
か
し
や　

■
二
．
沖
田
踊

　

沖
田
踊
を
伝
え
る
沖
田
集
落
は
、
郡
川
を
挟
ん
で
先
の
寿
古
集
落
の
対
岸
、
す
な
わ
ち
左
岸
に
位
置
す
る
。
こ
の
地
域
に
は
古
代
に
お

い
て
沖
田
条
里
が
敷
か
れ
て
い
た
。
班
田
収
授
の
法
（
4
）
に
よ
っ
て
人
民
に
口
分
田
を
支
給
す
る
耕
地
が
早
く
か
ら
開
か
れ
た
所
で
あ
っ

た
。
す
な
わ
ち
古
代
国
家
の
制
度
に
よ
っ
て
、
大
村
地
方
で
は
最
も
早
い
時
期
か
ら
稲
作
が
行
わ
れ
て
き
た
地
域
で
あ
る
。

　

沖
田
踊
は
長
刀
と
小
太
刀
を
持
つ
者
が
そ
れ
ぞ
れ
九
人
、
計
一
八
人
で
踊
る
。
円
陣
を
つ
く
り
小
太
刀
が
内
側
に
、
長
刀
が
外
側
に
位

置
し
、
向
か
い
合
っ
て
斬
り
合
い
な
が
ら
進
ん
で
い
く
。
別
名
「
な
ぎ
な
た
踊
」
と
も
い
わ
れ
る
。
踊
り
は
鉦
に
よ
っ
て
合
図
さ
れ
リ
ズ

ム
が
と
ら
れ
、
笛
に
よ
っ
て
具
体
的
な
演
技
が
リ
ー
ド
さ
れ
て
い
く
。
踊
り
に
山
場
は
な
い
が
、
か
け
声
や
所
作
に
武
術
的
な
動
き
を
残

し
な
が
ら
、
洗
練
さ
れ
た
演
技
の
型
を
も
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
沖
田
踊
が
江
戸
時
代
に
入
り
、
八
年
毎
に
城
内
で
公
開
さ
れ
て
き
た
公
式

祝
事
芸
能
で
あ
っ
た
た
め
に
、
洗
練
度
を
増
し
て
い
っ
た
と
米
倉
利
昭
は
指
摘
す
る（
5
）。

　

戦
後
中
断
し
昭
和
五
十
年
に
復
活
後
は
、
長
刀
一
〇
名
、
小
太
刀
一
〇
名
、
合
計
二
〇
名
と
変
化
し
、
長
刀
は
中
学
生
、
小
太
刀
は
小

学
生
が
演
じ
て
い
る
。
と
も
に
長
男
が
務
め
る
の
が
原
則
で
あ
る
。

　

踊
子
の
人
数
は
時
代
に
よ
っ
て
幾
分
変
化
が
あ
っ
た
よ
う
で
・
福
重
村
「
郷
村
記
」
に
は
本
来
は
一
八
名
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
が
一
六

名
に
減
じ
、
文
化
十
一
年（
一
八
一
四
）に
は
一
〇
人
に
省
略
さ
れ
た
と
記
す
。

　

小
太
刀
の
衣
裳
は
黒
衣
、
角
帯
、
鉢
巻
（
両
端
に
飾
り
房
）、
黒
足
袋
、
手
甲
、
黒
脚
絆
、
ワ
ラ
ジ
、
腰
に
は
印
籠
を
提
げ
る
。
長
刀

の
衣
裳
も
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
が
、
鉢
巻
の
か
わ
り
に
菅
笠
を
被
る
。

　

囃
子
方
は
締
太
鼓
六
人
、
横
笛
八
人
、
鉦
二
人
、
唄
い
手
四
人
、
い
ず
れ
も
菅
笠
を
被
り
、
黒
紋
付
き
、
白
足
袋
で
あ
る
。
こ
の
ほ
か
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に
先
頭
を
行
く
傘
鉾
一
人
、
幟
二
人
の
出
で
立
ち
で
あ
る
。

　

衣
裳
の
変
遷
に
つ
い
て
も「
郷
村
記
」は
、「
装
束
以
前
は
裁
付
な
り
、
中
興
胖
天
と
な
る
」と
記
す
。
裁
付
と
は
立
付
と
も
書
き「
た
っ

つ
け
袴
」の
こ
と
、裾
を
紐
で
膝
に
括
り
付
け
、下
は
細
く
脚
絆
に
な
っ
た
袴
が
当
初
の
衣
裳
で
あ
っ
た
。そ
れ
が
後
に
江
戸
時
代
に
流
行
っ

た
半
天
に
替
わ
っ
た
と
い
う
。

　

さ
て
沖
田
踊
の
由
来
に
つ
い
て
は
、「
郷
村
記
」
は
文
明
年
中
に
法
養
と
い
う
中
国
の
浪
人
が
当
地
に
来
て
教
え
た
と
記
す
。
こ
こ
に
い

う
中
国
と
は
日
本
の
中
国
地
方
の
こ
と
で
あ
る
。
更
に
こ
の
法
養
は
「
黒
田
」
に
移
り
同
所
に
お
い
て
も
同
様
の
踊
り
を
教
え
、
そ
の
関

係
か
ら
か
以
前
は
沖
田
踊
に
は「
黒
田
」か
ら
も
加
わ
っ
て
踊
っ
て
い
た
、
八
年
毎
に
沖
田
の
定
踊
と
し
て
城
内
で
踊
っ
て
い
た
と
い
う
。

　

そ
の
八
年
毎
の
上
演
時
に
は
、
こ
の
沖
田
踊
だ
け
が
並
松
の
祇
園
社
で
踊
っ
た
と
も
記
す
が
、
そ
の
由
来
は
不
詳
と
い
う
。

　
「
見
聞
集
」に
も
こ
の
踊
り
の
由
来
が
見
え
、「
沖
田
之
長
刀
踊
は
関
東
之
虚
無
僧
法
要
と
申
す
者
教
え
し
な
り
」と
あ
り
、
こ
の
法
要
は

大
村
に
住
み
着
き
今
村
で
亡
く
な
っ
た
と
も
記
す
。
伝
授
者「
ホ
ウ
ヨ
ウ
」の
用
字
が「
郷
村
記
」と「
見
聞
集
」で
は
、「
法
養
」「
法
要
」と

異
な
り
、
そ
の
出
身
地
も
「
見
聞
集
」
で
は
関
東
の
虚
無
僧
と
す
る
。�

こ
の
相
違
に
つ
い
て
は
黒
丸
踊
と
の
関
わ
り
が
あ
る
か
ら
、
黒
丸

踊
の
項
で
後
述
す
る
。

　

沖
田
踊
の
歌
詞
は
極
め
て
難
解
で
あ
り
、「
郷
村
記
」に
よ
っ
て
記
せ
ば
左
記
の
と
お
り
で
あ
る
。歌
の
区
切
り
は
現
在
の
も
の
に
従
っ
た
。

　
　
　

こ
ち
こ
ろ
ふ
べ　

あ
い
の
し
や
く
は　

ね
夜
お
よ
れ
は　

か
た
の
い
た
ひ

　
　
　

く
れ
な
ひ
は　

濡
れ
て
色
ま
す　

や
よ
め
ご
は　

殿
と
寝
て
ま
す

　
　
　

寝
た
ね
ん
な　

枕
こ
そ
し
れ　

枕
に
も
の
を
と
は
は
や

　
　
　

う
ち
た
た
き　

も
の
を
と
へ
と
も　

枕
は
も
の
を
い
は
ば
や

　
　
　

こ
ば
こ
ひ
よ　

こ
ず
ば
な
き
さ
の　

よ
や
こ
ち
や
こ
て　

そ
の
夜
か
あ
け
ぬ
か

　
　
　

こ
ゝ
明
け
よ　

大
和
折
戸
夜
や
明
け
す
は　

の
ほ
り
は
ね
こ
へ
よ

　
　
　

は
ね
こ
ゑ
よ　

身
に
は
よ
も
こ
し　

こ
ち
よ
れ　

き
ぬ
の
妻
着
し
ゆ
ふ　
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着
も
初
ね　

絹
の
つ
ま
よ
り　

き
初
た
地
白
帷
子

　
　
　

着
も
き
た
り　

待
も
待
ち
た
り　

た
ふ
さ
に
露
の
う
く
ほ
と

　
　
　

茶
は
茶
屋
に　

酒
は
酒
や
に　

酒
代
は
殿
御
蔵
に

　
　
　

引
け
ひ
き　

引
ま
は
れ
小
茶　

う
す
は
ん
ば
と　

お
ろ
せ
小
葉
の
茶

　

こ
の
歌
詞
と
現
在
唄
わ
れ
て
い
る
歌
詞
と
を
比
較
す
る
と
、
相
当
の
相
違
が
み
ら
れ
、

永
い
年
月
の
う
ち
に
唄
い
回
し
に
変
化
が
生
じ
て
い
る
。

　

内
容
は
難
解
で
あ
る
が
、
大
意
と
し
て
男
女
が
一
夜
を
共
に
し
た
い
恋
心
を
唄
い
、

第
九
句
目
に
「
望
む
着
物
を
よ
く
着
て
き
た
も
の
だ
、
よ
く
も
今
ま
で
待
ち
続
け
た
も

の
だ
、
髪
の
毛
に
し
っ
と
り
涙
の
露
が
う
く
ほ
ど
に
」
と
、
熱
い
思
い
が
叶
っ
た
こ
と

を
切
々
と
唄
い
上
げ
て
い
る
。

■
三
．
黒
丸
踊

　

黒
丸
踊
は
前
述
の
寿
古
踊
、
沖
田
踊
と
同
様
に
、
大
村
北
部
の
郡
地
区
の
黒
丸
地
域
に
伝
わ
る
芸
能
で
あ
る
。
郡
地
区
に
は
中
世
の
時

期
か
ら
仏
教
信
仰
が
芽
生
え
、
郡
七
山
十
坊
と
総
称
さ
れ
る
一
〇
ヵ
寺
が
存
在
し
た
。
そ
の
う
ち
の
浄
宮
寺
は
黒
丸
津
田
木（
蔦
木
）郷
に
、

本
来
寺
は
黒
丸
堀
池
に
存
在
し
、
黒
丸
に
は
二
ヵ
寺
が
あ
っ
た
。
こ
う
い
っ
た
仏
教
信
仰
か
ら
も
、
中
世
の
人
々
の
営
み
が
活
き
活
き
と

確
認
で
き
る
地
域
で
あ
っ
た
。

　

踊
り
手
、
囃
子
方
の
構
成
は
大
花
輪
四
名
、
大
旗
二
名
、
小
踊
り
八
名
、
鉦
叩
き
四
名
、
鼓
二
名
、
笛
八
名
、
地
太
鼓
四
名
、
三
味
線

二
名
、
唄
二
名
で
あ
る
。

　

大
花
輪
が
四
隅
に
立
ち
、
左
右
の
大
花
輪
の
間
に
鉦
・
大
籏
・
鉦
が
位
置
す
る
。
こ
の
左
右
の
列
を
成
し
た
内
側
、
す
な
わ
ち
広
場
に

踊
り
子
八
名
、
囃
子
方
（
鼓
・
唄
・
三
味
線
・
地
太
鼓
・
笛
）
が
並
ぶ
。
こ
の
広
場
で
小
踊
が
舞
わ
れ
る
。
こ
う
い
っ
た
陣
形
を
成
す
こ

と
を
、
黒
丸
踊
で
は
場
所
取
り
と
い
っ
て
い
る
。

写真2-9　沖田踊傘鉾（大村市教育委員会提供）
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踊
り
は
入
羽
、
小
踊
、
三
味
線
踊
の
順
で
進
ん
で
い
く
。

　

入
羽
の
主
体
は
大
花
輪
で
あ
る
。
約
六
〇
㌔
㌘
の
大
花
輪
を
担
ぐ
四
名
が
、
太
鼓
を
打
ち
な
が
ら
両
足
を
踏
ん
張
り
、
腰
に
力
を
入
れ
、

左
右
に
傾
け
て
踊
る
。
大
花
輪
は
八
一
本
の
ブ
チ
竹
と
い
う
細
く
割
っ
た
竹
が
組
ま
れ
、
一
本
の
ブ
チ
竹
に
は
和
紙
で
作
っ
た
梅
の
花
が

一
四
枚
付
け
ら
れ
て
い
る
。
大
花
輪
の
直
径
は
五
五
〇
㌢
㍍
に
も
及
び
、
梅
の
花
で
飾
ら
れ
た
そ
の
大
花
輪
が
左
右
に
揺
れ
、
ま
さ
に
壮

観
で
あ
る
。

　

大
花
輪
の
意
味
に
つ
い
て
米
倉
利
昭
は
、
神
を
招
い
て
寄
り
付
け
る
依
代
、
す
な
わ
ち
神
が
宿
る
も
の
と
解
釈
す
る
（
6
）。
大
花
輪
の

一
本
の
ブ
チ
竹
を
丸
め
て
小
さ
な
花
輪
を
作
り
、
家
々
の
仏
壇
に
供
え
る
慣
習
が
あ
り
、
花
輪
自
体
が
信
仰
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
か
ら

で
あ
る
。
神
仏
習
合
時
代
の
習
性
と
し
て
、
神
の
依
代
を
仏
壇
に
供
え
る
こ
と
は
何
ら
不
思
議
で
は
な
か
っ
た
。

　

小
踊
は
陣
形
を
保
っ
た
ま
ま
、
前
に
進
み
後
ろ
に
退
く
と
い
う
所
作
を
繰
り
返
す
。
そ
の
間
、
陣
形
の
両
翼
で
は
大
花
輪
が
陣
を
取
り

囲
む
よ
う
に
し
て
、
小
踊
に
合
わ
せ
て
動
く
。
踊
り
手
の
子
供
た
ち
は
、
四
角
の
陣
形
か
ら
円
形
へ
隊
列
を
変
え
な
が
ら
踊
り
が
進
む
。

　

三
味
線
踊
は
や
や
テ
ン
ポ
が
速
く
、
基
本
的
に
は
小
踊
を
改
良
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
三
味
線
自
体
が
近
世
に
な
っ
て
普
及
し
、
ま

た
こ
の
部
分
の
歌
詞
に
も「
三
味
線
」と
い
う
言
葉
が
唄
わ
れ
た
こ
と
か
ら
も
、
近
世
に
加
え
ら
れ
た
踊
り
と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
の
三
部
か
ら
成
る
黒
丸
踊
に
つ
い
て
、
米
倉
は
後
に
記
す
歌
詞
、
芸
態
か
ら
考
え
て
、
本
来
は
豪
華
な
祝
い
踊
り
の
入
羽
だ
け
で
あ

り
、
そ
れ
に
江
戸
時
代
中
期
頃
ま
で
に
色
歌
に
合
わ
せ
た
小
踊
、
三
味
線
踊
が
添
え
ら
れ
、
豪
華
さ
に
艶
っ
ぽ
さ
と
あ
で
や
か
さ
を
加
え

た
の
で
は
な
い
か
と
す
る（
7
）。　
　

　

歌
詞
は「
郷
村
記
」に
従
う
と
左
記
の
と
お
り
で
あ
る
。
段
落
の
区
切
り
は
筆
者
側
で
行
っ
た
。

　
　

入
羽

　
　
　
　

今
年
よ
り
し
て
み
路
く
と
し　

金
の
斗
か
き
に
こ
か
年
舛　

白
銀
た
は
ら
て
米
は
か
る

　
　
　
　

御
所
に
参
り
て
御
門
を
み
れ
は　

白
銀
御
門
に
黄
金
の
扉　

屋
ら
見
事�
見
事

　
　

小
踊�



417民俗編 第二章 信仰と芸能

　
　
　
　

曇
ら
ハ
曇
れ
か
し
ま
さ
き
、
晴
れ
た
と
て
久
し
き
が
見
ゆ
る
で
ハ
な
し　

見
ゆ
る
で
ハ
な
し

　
　
　
　

十
四
五
六
ハ　

寝
比
夜
の
梅
木
の
さ
か
り
し
枝
を
枕
に　

�　
　
　

　
　

三
味
線
踊

　
　
　
　

そ
な
た
お
も
ひ
ハ　

身
か
ほ
そ
る　

三
味
線
の
糸
よ
り
ほ
そ
る　

ほ
そ
る

　
　
　
　

�
さ
ま
ハ
源
家
の
白
木
の
弓
よ　

ソ
レ
サ
ン
サ
ヘ　

張
か
強
き
に
放
さ
れ
ぬ
ソ
レ
サ
ン
サ
ヘ

　
　
　
　

そ
な
た
お
も
ひ
は　

身
か
ほ
そ
る　

三
味
線
の
糸
よ
り
ほ
そ
り
ほ
そ
る

　

黒
丸
踊
の
起
源
に
つ
い
て
は
竹
松
村
「
郷
村
記
」
が
記
し
て
い
る
。
文
明
年
間
（
一
四
六
九
～
八
七
）
に
中
国
地
方
の
浪
人
法
養
と
い
う

人
物
が
、
初
め
は
福
重
村
の
桑
原
に
住
み
着
き
、
ま
ず
沖
田
踊
を
伝
え
、
更
に
は
竹
松
黒
丸
の
地
に
移
り
こ
の
踊
り
を
伝
え
た
と
記
す
。

そ
の
後
、
法
養
は
こ
の
地
で
没
し
た
た
め
に
同
所
の
百
姓
益
左
衛
門
の
屋
敷
内
に
墓
所
を
設
け
た
。

　

そ
の
墓
所
の
あ
と
に
は
今
に
「
法
養
之
碑
」
と
法
養
堂
が
建
ち
、
そ
の
命
日
と
さ
れ
る
十
一
月
二
十
八
日
に
は
妙
宣
寺
に
よ
っ
て
法
養

祭
と
い
う
法
会
が
行
わ
れ
る
。

　

ま
た「
見
聞
集
」二
八
巻
に
も
直
接
に
黒
丸
踊
と
の
文
言
は
見
え
な
い
が
、

　
　

御
領
内
毎
年
踊
御
座
候
儀
ハ
、
純
伊
公
御
代
ゟ
有
之
事
之
由

と
記
し
、
大
村
地
方
の
踊
り
が
大
村
領
主
純
伊
の
時
代
に
始
ま
っ
た
と
伝
え
て
い
る
。
更
に
そ
の
時
期
と
由
来
を
詳
し
く
記
す
の
は
、
前

述
し
た
福
重
村「
郷
村
記
」の
寿
古
踊
の
記
述
で
あ
っ
た
。
有
馬
氏
へ
の
敗
北
に
よ
り
領
地
を
追
わ
れ
た
大
村
純
伊
が
、
文
明
十
二
年（
一

四
八
〇
）に
大
村
の
地
を
奪
還
し
た
記
念
と
し
て
寿
古
踊
が
始
ま
っ
た
と
伝
え
る
。

　

こ
う
い
っ
た
一
連
の
記
録
か
ら
、
黒
丸
踊
も
大
村
純
伊
帰
還
を
祝
う
踊
り
と
し
て
始
ま
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
現
に
「
郷
村
記
」
に
は

黒
丸
踊
が
始
ま
っ
た
時
期
を
、
大
村
純
伊
が
帰
還
し
た
文
明
年
間
と
し
て
い
る
。

　

と
こ
ろ
が
佐
賀
市
の
富
泉
院
に
残
る
大
般
若
経
の
奥
書
に
よ
っ
て
、
大
村
純
伊
の
父
・
純
治
が
延
徳
四
年
（
一
四
九
二
）
に
は
生
存
し

て
い
た
こ
と
が
新
た
に
判
明
し
た
。
従
来
、
大
村
純
治
の
没
年
は
大
村
藩
政
記
録
に
よ
っ
て
文
明
三
年
（
一
四
七
一
）
と
さ
れ
て
き
た
が
、



418

実
は
そ
の
二
一
年
後
に
も
ま
だ
生
存
し
て
い
た
。
そ
う
な
る
と
、
次
の
代
の
大
村
純
伊
の
生
存

時
期
も
、
有
馬
氏
に
敗
北
し
た
中
岳
合
戦
も
時
代
を
下
げ
て
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
結
果
と
し

て
純
伊
の
大
村
奪
還
の
年
は
文
明
十
二
年
で
は
な
く
、「
橘
姓
渋
江
氏
由
来
」
な
ど
に
よ
っ
て
、

そ
れ
よ
り
二
七
年
後
の
永
正
四
年（
一
五
〇
七
）の
こ
と
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る（
8
）。

　

こ
の
永
正
四
年
と
深
く
関
わ
る
文
言
が
、
実
は
黒
丸
踊
の
入
羽
の
歌
詞
の
中
に
登
場
す
る
。

先
に
引
用
し
た
と
お
り
、
歌
詞
は「
今
年
よ
り
し
て
み
路
く
と
し
」と
始
ま
る
。
領
主
大
村
純
伊

の
帰
還
に
よ
っ
て
心
機
一
転
始
ま
っ
た
年
が
、「
み
ろ
く
年
」
で
あ
っ
た
と
の
意
味
が
込
め
ら
れ

て
い
る
。

　

こ
の「
み
ろ
く
年
」は
弥
勒
の
出
現
を
願
望
し
て
使
わ
れ
た
私
年
号
で
あ
る
。
久
保
常
春
に
よ

る
と
主
に
関
東
地
方
で
二
五
の
使
用
例
が
あ
り
、
弥
勒
元
年
は
正
式
年
号
の
永
正
三
年
か
四
年

に
当
た
る
と
い
う
（
9
）。
そ
う
す
る
と
弥
勒
元
年
（
永
正
三
・
四
）
と
、
大
村
純
伊
の
大
村
領
奪

還
の
年（
永
正
四
年
）と
が
ほ
ぼ
一
致
す
る
の
で
あ
る
。

　

大
村
純
伊
の
大
村
帰
還
の
年
が
私
年
号
で
い
う
弥
勒
元
年
で
あ
っ
た
た
め
に
、
入
羽
の
歌
詞
を
「
今
年
よ
り
み
路
く
と
し
」
と
唄
い
始

め
た
の
で
は
な
い
か
。
た
だ
関
東
地
方
で
限
定
的
に
使
わ
れ
て
い
た
弥
勒
の
私
年
号
が
、
な
ぜ
黒
丸
の
地
で
使
わ
れ
た
の
か
と
い
う
疑
問

が
残
る
。

　

そ
れ
を
解
決
す
る
の
は
「
見
聞
集
」
二
八
巻
に
、
沖
田
踊
を
伝
え
た
の
は
関
東
の
虚
無
僧
法
要
と
記
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
法

要
は
用
字
の
違
い
は
あ
る
も
の
の
沖
田
踊
、
黒
丸
踊
を
伝
え
た
法
養
と
同
一
人
物
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。
そ
の
出
身
地
は
関
東
で
あ
っ

た
た
め
に
、
こ
の
法
要
に
よ
っ
て
関
東
地
方
で
使
わ
れ
て
い
た
弥
勒
の
私
年
号
が
黒
丸
踊
の
歌
詞
に
歌
い
込
ま
れ
た
の
で
は
な
い
か
。

　

こ
う
考
え
る
と
、
法
養
を
中
国
地
方
の
浪
人
と
す
る
の
は
再
考
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

写真2-10　黒丸踊� （大村市教育委員会提供）
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浮
立

　

浮
立
は
長
崎
県
・
佐
賀
県
・
福
岡
県
の
一
部
で
行
わ
れ
て
き
た
笛
、
太
鼓
、
鉦
の
囃
子
に
合
わ
せ
て
演
じ
る
芸
能
で
あ
る
。
従
来
は「
風

流
」が
用
字
で
あ
っ
た
が
、肥
前
地
方
で
は「
浮
立
」と
記
す
。
表
2
︱
5
に
示
し
た
よ
う
に
当
地
方
に
伝
わ
っ
て
き
た
浮
立
は
一
〇
を
数
え
る
。

民
俗
芸
能
を
種
別
に
分
け
た
場
合
、
こ
の
浮
立
が
最
も
多
く
、
そ
れ
だ
け
に
市
民
に
は
最
も
親
し
ま
れ
て
き
た
芸
能
で
あ
る
。

　

浮
立
が
記
録
の
上
で
見
え
る
の
は
、「
九
葉
実
録
」の
寛
政
十
一
年（
一
七
九
九
）六
月
六
日
と
十
八
日
の
条
に
次
の
よ
う
に
あ
る（
10
）。

　
　

�

六
日　

是
ヨ
リ
先
キ
浮
立
ヲ
龍
神
堂
ニ
張
リ
、
以
テ
雨
ヲ
祈
ル
、
験
ナ
シ
、
是
ニ
至
リ
、
浮
立
ヲ
愛
宕
・
春
日
・
大
神
宮
・
大
黒
天
・

八
幡
・
稲
荷
・
富
松
・
観
音
寺
・
多
羅
山
・
幸
天
ニ
巡
り
張
ラ
シ
ム

　
　

�

十
八
日　

又
雨
ヲ
四
社
ニ
祈
リ
、
浮
立
ヲ
各
社
ニ
巡
張
ス
、
本
月
十
一
日
雨
微
ク
降
ル
、
以
テ
地
ヲ
潤
ス
ニ
足
ラ
ス
、
因
テ
挿
秧
ス

ル
事
能
ハ
サ
ル
モ
ノ
十
一
村
ニ
及
ヒ　

陸
田
ト
雖
、
亦
耕
ス
ル
ヘ
カ
ラ
ス
、
故
ニ
此
命
ア
リ

　

こ
の
年
は
旱
魃
が
続
い
た
よ
う
で
、
雨
乞
い
の
祈
念
と
し
て
ま
ず
龍
神
堂
、
そ
し
て
愛
宕
社
を
は
じ
め

と
す
る
一
〇
の
社
寺
、
更
に
は
四
社
と
三
度
に
亘
り
浮
立
が
打
た
れ
て
い
る
。

　

ま
た
大
村
藩
が
天
保
十
三
年（
一
八
四
二
）に
定
め
た
藩
法
に
は
、
浮
立
と
盆
踊
り
時
に
は
綿
服
を
着
す

る
こ
と（
11
）、
ま
た
翌
十
四
年
の
藩
法
で
は
、
浮
立
の
持
ち
物
の
印
形
と
新
規
に
道
具
を
調
え
た
時
の
心
得
、

更
に
浮
立
・
盆
踊
り
諸
社
祭
礼
の
節
に
は
、
道
筋
で
飴
・
お
こ
し
・
菓
子
の
店
を
出
し
て
商
売
を
し
て
も

良
い
と
い
う
（
12
）、
こ
う
い
っ
た
記
事
が
「
九
葉
実
録
」
に
散
見
さ
れ
る
。
た
だ
こ
れ
ら
の
記
事
に
よ
っ
て

芸
能
の
内
容
が
分
か
る
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。

　

し
か
し
寛
永
年
間
に
は
雨
乞
い
の
祈
願
芸
能
と
し
て
定
着
し
て
い
た
。
更
に
幕
末
の
天
保
期
に
は
、
浮

立
の
衣
裳
や
道
具
を
定
め
、
民
衆
の
集
ま
る
場
と
し
て
浮
立
が
登
場
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
日
頃
の
暮
ら

し
に
密
着
し
た
芸
能
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

　

さ
て
当
地
方
に
伝
わ
っ
て
き
た
一
〇
件
の
浮
立
の
う
ち
、
創
始
年
代
が
判
明
す
る
も
の
に
つ
い
て
一
覧

二

表2-6　大村地方浮立の創始時期と伝来地
浮立名 形態 創始時期

1 荒瀬浮立 浮立・舞太鼓 江戸時代初期
2 下鈴田浮立 浮立・総合 江戸時代末期
3 上鈴田浮立 浮立 明治初期
4 今村浮立 浮立 明治初期
5 田下浮立 浮立 明治初期
6 中岳浮立 浮立 明治初期
7 荒平水計浮立 浮立 明治中期
8 西大村浮立 浮立 明治末期
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に
す
る
と
、
表
2
︱
6
の
と
お
り
で
あ
る（
13
）。
本
項
で
は
江
戸
時
代
か
ら
の
由
来
を
も
つ
荒
瀬
浮
立
と
下
鈴
田
浮
立
を
取
り
上
げ
る
。

　

ま
た
大
村
藩
領
の
浮
立
と
し
て
、
大
名
行
列
の
形
態
を
よ
く
伝
え
る
太
田
和
浮
立
も
加
え
て
み
た
い
。

■
一
．
荒
瀬
浮
立

　

大
村
市
の
山
間
地
萱
瀬
地
区
の
入
口
に
当
た
る
荒
瀬
の
集
落
に
伝
わ
る
浮
立
で
あ
る
。

　

肥
前
杵
島
郡
の
潮
見
城
主
・
渋
江
公
師
は
有
馬
氏
に
敗
れ
て
大
村
純
忠
に
仕
え
る
が
、
そ
の
弟
の
渋
江
吉
右
衛
門
公
延
も
、
大
坂
夏
の

陣
に
豊
臣
方
に
つ
い
て
敗
れ
、
元
和
元
年
（
一
六
一
五
）
に
兄
を
慕
っ
て
大
村
藩
に
仕
官
し
下
荒
瀬
に
住
み
つ
い
た
。
そ
の
従
者
に
毛
利

左
兵
衛
と
い
う
渋
江
家
の
老
臣
が
お
り
、
こ
の
人
物
が
荒
瀬
浮
立
を
伝
え
た
と
い
わ
れ
る
。

　

江
戸
時
代
に
は
城
内
で
踊
る
場
合
な
ど
、
寿
古
・
沖
田
・
黒
丸
の
三
踊
に
次
い
で
こ
の
荒
瀬
浮
立
が
演
じ
ら
れ
た
ほ
ど
で
あ
っ
た
が
、

明
治
中
期
に
衰
退
し
た
た
め
に
、
同
系
列
の
川
棚
百
津
浮
立
の
要
素
を
取
り
入
れ
た
。
戦
後
、

一
時
中
断
し
た
が
、
昭
和
三
十
年
か
ら
復
活
し
た
。

　

構
成
は
笛
八
名
、
大
太
鼓
一
名
、
担
い
手
一
〇
名
（
交
代
制
）、
小
太
鼓
五
名
（
現
在
四
名
）

か
ら
な
り
、
踊
り
の
集
団
美
を
見
せ
る
下
鈴
田
浮
立
な
ど
と
は
異
な
り
、
一
人
ま
た
は
二
人
の

踊
子
に
よ
っ
て
演
じ
ら
れ
る
。
現
在
、
曲
目
は
七
曲
が
残
る
が
、
大
太
鼓
を
中
心
に
約
二
時
間

に
わ
た
る
演
目
が
続
く
。
七
曲
の
名
称
・
演
者
・
踊
り
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る（
14
）。

　

一
．
月
の
輪　

演
者
六
～
七
歳　

一
名

　
　
　
　

衣
装　

裃
に
白
足
袋
を
は
き
、
大
小
の
刀
を
差
し
、
月
の
輪
の
冠
を
被
る
。

　
　
　
　

�

踊
り　

�

太
鼓
の
バ
チ
を
両
手
で
持
ち
、
次
に
左
手
は
腰
に
固
定
、
右
手
を
肩
の
上
に

伸
ば
し
左
右
に
振
り
な
が
ら
ゆ
っ
く
り
前
進
す
る
。
太
鼓
の
表
と
裏
で
打
ち
、

正
面
に
戻
り
再
び
打
っ
て
終
わ
る
。
笛
は
太
鼓
表
曲
・
裏
曲
が
各
二
曲
、
計

四
曲
で
あ
る
。

写真2-11　荒瀬浮立
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二
．
天
人　

演
者
七
～
八
歳　

一
名

　
　
　
　

衣
装　

頭
に
天
冠
を
付
け
、
振
袖
で
天
女
を
装
い
懐
剣
を
持
ち
、
御
幣
を
背
に
付
け
る
。

　
　
　
　

�

踊
り　

�

両
手
に
太
鼓
の
バ
チ
を
持
ち
、
左
手
を
下
に
、
右
手
を
上
に
し
て
掌
を
重
ね
て
組
み
、
静
か
に
歩
く
。
太
鼓
の
表
で
一

回
、
裏
で
一
回
打
ち
、
表
に
戻
っ
て
再
び
太
鼓
を
打
ち
終
わ
る
。

　

三
．
奴や

っ
こ　

演
者
一
〇
～
一
一
歳　

二
名

　
　
　
　

�

衣
装　

�
頭
に
向
こ
う
鉢
巻
き
、
筒
袖
の
上
着
に
短
袴
、
小
刀
を
差
し
紅
白
の
練
帯
を
し
め
る
。
黒
の
手
甲
脚
絆
、
濃
紺
地
に
縁

取
り
の
飾
り
前
垂
れ
を
下
げ
、
大
き
な
鼻
髯
を
描
く
。　

　
　
　
　

踊
り　

�

両
手
に
太
鼓
の
バ
チ
を
持
ち
、
右
手
を
高
く
上
げ
る
と
同
時
に
左
足
を
前
に
腿
を
高
く
上
げ
て
踏
み
出
し
、
バ
チ
を
持

つ
手
を
先
に
高
く
逆
手
に
上
げ
、
同
時
に
「
サ
ヤ
サ
ヤ
」
と
か
け
声
を
掛
け
る
。
こ
の
動
作
を
左
右
繰
り
返
し
、
交
互

に
大
声
で
か
け
声
を
し
な
が
ら
前
進
す
る
。
一
人
は
表
場
、
も
う
一
人
は
裏
場
を
定
位
置
に
往
復
す
る
。
道
化
気
味
に

踊
る
。
表
の
曲
で
二
回
、
裏
の
曲
で
二
回
太
鼓
を
打
ち
、
最
後
は
表
と
裏
の
定
位
置
に
戻
り
、
二
人
同
時
に
打
っ
て
終

わ
る
。

　

四
．
岡
崎　

演
者
一
二
～
一
三
歳　

二
名

　
　
　
　

衣
装　

振
袖
、
膝
か
ら
下
を
細
く
し
た
伊
賀
袴
に
色
襷
を
掛
け
、
頭
に
は
白
毛
の
赤し

ゃ

熊く
ま

を
被
る
。

　
　
　
　

踊
り　

�

両
手
に
太
鼓
の
バ
チ
を
持
ち
、
中
腰
の
姿
勢
で
赤
熊
を
か
き
分
け
な
が
ら
両
手
で
交
互
に
舞
う
。
笛
は
各
表
で
二
回
、

裏
で
二
回
、
ど
ち
ら
も
二
回
目
が
複
雑
な
舞
で
あ
る
。
最
後
に
表
と
裏
の
最
初
の
定
位
置
に
戻
っ
て
同
時
に
打
つ
。

　

五
．
追
い
廻
し　

演
者
一
四
～
一
五
歳
二
名

　
　
　
　

衣
装　

振
袖
、
伊
賀
袴
に
色
襷
を
掛
け
、
頭
に
黒
毛
の
赤
熊
。

　
　
　
　

踊
り　

�

片
足
で
軽
く
跳
ん
で
片
方
の
足
を
半
歩
前
に
踏
み
出
す
、
両
手
で
交
互
に
赤
熊
の
毛
を
払
う
。
太
鼓
は
笛
の
表
で
一
回

ず
つ
打
ち
、
裏
の
曲
で
演
者
は
表
裏
交
替
す
る
。
一
回
宛
打
ち
終
わ
っ
て
、
元
の
場
所
へ
戻
り
二
者
同
時
に
打
っ
て
終
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わ
る
。
止
め
太
鼓
を
表
の
演
者
だ
け
一
回
打
っ
て
終
わ
る
。

　

六
．
派は

立り
ゅ
う

囃ば
や

子し　

演
者
一
七
～
一
八
歳
一
名

　
　
　
　

衣
装　

振
袖　

伊
賀
袴
に
色
襷
を
掛
け
、
頭
に
は
白
毛
の
赤
熊
。

　
　
　
　

踊
り　

�

膝
を
曲
げ
て
つ
ま
立
ち
に
軽
く
跳
ん
で
前
進
し
、
左
手
は
腰
に
当
て
右
手
は
左
右
に
振
る
。
太
鼓
を
打
つ
回
数
は
表
と

裏
で
各
二
回
宛
で
同
じ
な
が
ら
、
毎
回
打
ち
方
の
難
度
が
高
ま
っ
て
い
く
。　

　

七
．
鬼き

神じ
ん　

演
者
成
人　

一
名

　
　
　
　

衣
装　

�

赤
色
の
鬼
神
面
を
つ
け
る
。
上
衣
は
修
験
者
が
用
い
る
鈴
懸
の
黒
を
着
け
伊
賀
袴
を
は
く
。
胸
当
て
に
黒
毛
の
赤
熊
を

被
り
、
片
手
に
鈴
付
き
の
御
幣
を
持
つ
。
色
襷
に
白
足
袋
。

　
　
　
　

踊
り　

�

座
を
取
り
巻
く
観
衆
の
人
込
み
か
ら
突
然
に
現
れ
、
警
戒
心
を
も
っ
て
周
囲
に
恐
れ
お
の
の
き
な
が
ら
、
進
退
を
繰
り

返
し
次
第
に
大
太
鼓
に
近
づ
き
、
一
気
に
飛
び
つ
い
て
撫
で
ふ
る
え
る
、
一
の
バ
チ
を
打
っ
て
は
驚
き
鼻
で
嗅
ぐ
。
二

の
バ
チ
・
三
の
バ
チ
・
四
の
バ
チ
と
次
第
に
慣
れ
、
激
し
く
荒
々
し
く
大
太
鼓
を
表
裏
と
打
つ
。

　
　
　
　
　
　
　

入
場
の
時
は
御
幣
を
手
に
し
て
、
太
鼓
の
バ
チ
は
持
た
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　

笛
は
表
と
裏
が
各
二
回
、
最
後
は
表
に
戻
っ
て
一
回
打
っ
て
終
わ
る
。　

　

こ
の
七
曲
に
及
ぶ
荒
瀬
浮
立
を
調
査
し
た
米
倉
利
昭
は
、
演
目
の
五
番
目
に
岡
崎
が
あ
る
よ
う
に
、
三
河
国
岡
崎
に
発
生
し
た
岡
崎
栄

華
流
、
そ
れ
に
佐
賀
市
の
堀
江
神
社
に
始
ま
っ
た
玄
蕃
一
流
、
そ
の
他
の
舞
浮
立
の
流
派
、
こ
の
三
流
派
が
合
体
し
て
今
日
の
荒
瀬
浮
立

が
生
ま
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
指
摘
す
る（
15
）。

　

郡
三
踊
に
次
い
で
古
い
芸
能
で
あ
り
、
肥
前
浮
立
の
形
態
を
よ
く
伝
え
る
芸
能
で
あ
る
。

■
二
．
下
鈴
田
浮
立   

　

下
鈴
田
浮
立
は
大
村
市
南
部
の
鈴
田
地
区
の
な
か
で
も
、
陰
平
と
岩
松
の
両
地
区
で
伝
承
・
保
存
さ
れ
て
き
た
。
そ
の
来
歴
等
を
記
し

た
も
の
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、た
だ
昭
和
四
十
八
年
の
復
興
に
際
し
て
下
鈴
田
浮
立
保
存
会
が
組
織
さ
れ
、そ
の
会
長
の
冨
崎
八
重
光
に
よ
っ
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て
記
さ
れ
た
「
下
鈴
田
浮
立
」
と
題
し
た
記
録
が
残
る
（
16
）。
当
記
録
に
よ
っ
て
来
歴
・
踊
り
の

構
成
な
ど
を
見
て
い
く
。

　

ま
ず
そ
の
来
歴
に
つ
い
て
、
北
高
来
郡
宇
良（
現
諫
早
市
高
来
町
）や
佐
賀
の
太
良
方
面
か
ら

浮
立
に
堪
能
な
者
を
招
い
て
習
い
、
そ
の
流
れ
が
下
鈴
田
に
伝
わ
っ
た
と
い
う
。
時
期
は
明
治

維
新
の
数
年
前
と
記
す
か
ら
、
江
戸
時
代
の
末
期
で
あ
っ
た
。
伝
わ
っ
た
当
初
は
鉦
・
太
鼓
の

音
が
玖
島
城
に
届
く
こ
と
を
憚
り
、
三
浦
村
と
の
境
の
黒
田
の
辻
と
い
う
小
さ
な
谷
間
で
稽
古

し
た
と
い
う
。
毎
年
、
田
植
え
が
済
ん
だ
足
洗
祝
い
の
頃
か
ら
、
八
月
一
日
の
八
朔
祝
い
の
頃

ま
で
農
閑
期
の
娯
楽
と
し
て
行
わ
れ
て
い
た
。

　

昭
和
十
一
年
（
一
九
三
六
）
に
は
大
村
神
社
に
大
浮
立
を
奉
納
、
同
十
六
年
（
一
九
四
一
）
に

は
佐
世
保
市
の
招
き
で
公
演
、
同
十
七
年
に
は
長
崎
県
忠
霊
塔
に
大
浮
立
奉
納
と
実
績
を
残
し

て
き
た
が
、
戦
前
戦
後
は
鉦
な
ど
金
属
類
の
供
出
や
演
者
不
足
に
よ
っ
て
中
断
し
た
。
昭
和
二

十
七
年（
一
九
五
二
）に
忠
霊
塔
慰
霊
大
祭
へ
の
奉
納
依
頼
を
機
に
、
復
活
の
動
き
が
あ
っ
た
が

実
現
し
な
か
っ
た
。
そ
の
後
昭
和
四
十
八
年
（
一
九
七
三
）
に
十
一
月
三
日
の
大
村
祭
り
へ
の
出
場
依
頼
を
契
機
に
、
保
存
会
が
組
織
さ

れ
復
活
し
た
。　

　

行
列
の
構
成
は
幟
、
傘
鉾
、
毛
槍
二
本
、
カ
ラ
一
七
本
、
掛
打
三
〇
～
一
五
〇
名
、
小
太
鼓
六
名
、
大
太
鼓
三
名
、
月
の
輪
・
鉦
六
名
、

笛
二
二
名
、
サ
サ
ラ
、
月
の
輪
と
多
勢
を
数
え
、
豪
華
壮
観
で
あ
る
。

　

傘
鉾
は
上
部
に
岩
を
か
た
ど
っ
た
上
に
老
松
、
鶴
亀
、
蛇
籠
を
飾
り
、
古
く
は
一
〇
〇
㌔
㌘
く
ら
い
あ
っ
た
が
、
現
在
の
も
の
は
六
〇

㌔
㌘
ほ
ど
で
あ
る
。

　

毛
槍
、
カ
ラ
は
大
名
行
列
の
影
響
を
う
け
た
も
の
で
、
先
頭
を
切
っ
て
露
払
い
の
意
味
を
も
つ
。
カ
ラ
は
二
㍍
ほ
ど
の
竹
の
先
に
段
飾

と
麻
の
毛
を
長
く
た
ら
し
た
道
具
、
当
初
は
藩
主
か
ら
拝
領
の
シ
シ
の
白
毛
で
作
っ
た
も
の
が
二
本
あ
っ
た
と
い
う
。
衣
装
は
大
名
行
列 写真2-12　下鈴田浮立
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の
足
軽
姿
を
な
し
、
黒
法
被
に
角
帯
、
黒
脚
絆
、
黒
足
袋
に
草
履
、
黒
頭
巾
、
腰
に
は
短
刀
を
差
す
。

　

サ
サ
ラ
は
竹
の
一
方
を
三
六
本
に
細
か
く
割
っ
た
も
の
で
、「
シ
ャ
ッ
、
シ
ャ
ッ
」と
音
を
発
す
る
。
衣
装
は
白
の
筒
袖
、
白
股
引
、
手
甲
、

黒
や
青
の
よ
だ
れ
か
け
、草
履
履
き
。
三
色
の
色
襷
を
背
中
で
結
ん
で
垂
ら
し
、顔
に
は
鬼
面
を
つ
け
る
。
サ
サ
ラ
の「
シ
ャ
ッ
、シ
ャ
ッ
」

と
い
う
音
は
田
植
え
の
時
の
雨
の
音
と
蛙
の
泣
き
声
の
擬
声
を
表
し
た
も
の
と
い
う
。

　

掛
打
は
首
か
ら
紐
を
垂
ら
し
、
胸
の
と
こ
ろ
で
固
定
し
た
小
鼓
を
打
つ
。
大
人
は
掛
打
面
を
つ
け
、
頭
に
は
赤
熊
を
被
る
。
子
供
は
顔

に
化
粧
、
白
の
筒
袖
、
白
ズ
ボ
ン
、
白
足
袋
、
草
履
履
き
、
胸
に
は
黒
か
青
地
に
刺
繍
を
施
し
た
胸
当
て
を
つ
け
、
背
中
に
は
色
と
り
ど

り
の
襷
を
垂
れ
流
し
、
い
わ
ゆ
る
稚
児
姿
で
あ
る
。
バ
チ
を
上
方
に
上
げ
て
天
の
神
に
祈
り
、
ま
た
地
を
指
し
て
地
の
神
に
祈
る
所
作
は
、

五
穀
豊
穣
と
村
の
安
穏
を
祈
る
も
の
と
さ
れ
る
。
小
浮
立
の
時
の
掛
打
は
三
〇
～
四
〇
名
、
大
浮
立
で
は
一
二
〇
～
一
五
〇
名
に
も
及
ぶ
。

　

鉦
は
棒
を
通
し
て
二
人
で
担
う
大
鉦
で
あ
る
。
小
浮
立
で
は
三
個
、
大
浮
立
で
は
一
二
～
一
四
個
で
打
つ
。
衣
装
は
盆
踊
の
風
流
に
因

む
揃
い
の
浴
衣
、
角
帯
に
黄
色
の
帯
締
め
、
色
襷
を
背
中
に
流
す
。
頭
に
は
赤
の
折
紙
で
飾
っ
た
テ
ン
ク
ロ
と
い
う
蘭
笠
を
被
る
。
左
手

で
鉦
の
吊
り
綱
を
握
り
、
右
手
に
シ
ュ
ロ
で
作
っ
た
撞
木
で
、
天
を
仰
い
で
祈
り
地
を
伏
し
て
謝
し
、
腰
を
前
に
か
が
め
て
手
拍
子
・
足

拍
子
と
笛
に
合
わ
せ
て
打
つ
。

　

小
太
鼓
（
モ
ラ
シ
）
は
径
三
〇
㌢
㍍
、
長
さ
四
〇
㌢
㍍
の
欅
か
赤
タ
ブ
の
木
の
中
央
を
穿
ち
、
馬
の
皮
を
張
っ
た
太
鼓
で
、
相
撲
の
櫓

太
鼓
と
同
じ
で
あ
る
。
行
列
の
時
に
は
棒
の
両
脇
に
括
り
付
け
担
っ
て
打
ち
、
本
場
所
で
は
台
に
置
い
て
打
つ
。
衣
装
は
揃
い
の
派
手
な

浴
衣
に
白
足
袋
角
帯
、
背
中
に
は
鉦
と
同
じ
く
色
襷
を
垂
ら
す
。
手
に
は
手
甲
を
つ
け
四
〇
㌢
㍍
の
細
長
い
バ
チ
を
も
ち
、
手
拍
子
・
足

拍
子
そ
ろ
え
て
打
つ
。

　

大
太
鼓
に
は
一
尺
九
寸
く
ら
い
と
、
二
尺
二
寸
く
ら
い
大
小
の
二
種
類
が
あ
り
、
場
の
踊
り
の
と
き
に
は
台
に
置
き
、
道
行
き
の
と
き

に
は
二
人
で
担
い
一
人
が
打
つ
。
ま
た
打
ち
方
に
は
兵
庫
と
月
の
輪
の
二
種
類
が
あ
る
。
兵
庫
を
打
つ
者
は
派
手
な
浴
衣
に
角
帯
、
刺
繍

を
し
た
前
垂
れ
、
色
あ
で
や
か
な
襷
を
蝶
型
に
結
ん
で
垂
ら
す
。
頭
に
は
黒
の
ボ
ー
ト
頭
巾
を
被
り
白
足
袋
、
白
緒
の
藤
倉
草
履
、
黒
繻

子
の
手
甲
、
桐
製
の
太
い
バ
チ
を
持
つ
。
笛
に
合
わ
せ
て
両
足
を
ふ
ん
ば
り
、
腰
を
落
と
し
大
地
を
踏
ま
え
て
、
バ
チ
を
腰
に
し
て
片
方
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の
バ
チ
は
斜
め
前
向
け
て
天
に
向
か
っ
て
打
ち
、
ま
た
飛
び
上
が
っ
た
り
勇
壮
な
所
作
で
あ
る
。
月
の
輪
は
三
度
笠
の
前
方
に
三
ヵ
月
を

か
た
ど
っ
た
金
銀
の
色
紙
を
貼
り
、
周
囲
に
は
花
模
様
の
幕
を
張
る
。
衣
裳
は
花
模
様
の
浴
衣
を
着
、
前
下
に
は
刺
繍
を
ほ
ど
こ
し
た
前

垂
れ
、
色
あ
で
や
か
な
襷
を
背
中
に
流
し
、
手
甲
に
短
か
く
太
い
桐
製
の
バ
チ
を
持
つ
。

　

笛
は
女
竹
の
胴
を
薄
く
え
ぐ
っ
て
作
り
、
六
孔
と
七
孔
の
六
本
笛
と
七
本
笛
と
が
あ
る
。
衣
裳
は
派
手
な
浴
衣
に
角
帯
、
三
度
笠
の
廻

り
に
は
藤
紫
色
の
垂
れ
幕
を
つ
け
る
。

　

演
目
は
一
三
曲
が
伝
わ
る
が
、
流
れ
と
所
要
時
間
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　

一
、
庭
入
り　
　
　
　
　
　

オ
ー
マ
ツ　
　

三
分
二
五
秒

　

二
、
兵
庫　
　
　
　
　
　
　

本
場
披
露
曲　

四
分
五
〇
秒

　

三
、
ま
く
ら　
　
　
　
　
　

急
行
進
曲　
　

一
分
一
〇
秒

　

四
、
せ
り
ま
く
ら　
　
　
　

競
演
曲　
　
　
　
　

四
八
秒

　

五
、
か
た
び
ょ
う
し　
　
　

競
演
曲　
　
　

二
分
一
五
秒

　

六
、
お
か
ざ
き　
　
　
　
　

競
演
曲　
　
　

二
分
三
〇
秒

　

七
、
む
ら
わ
た
し　
　
　
　

帰
郷
曲　
　
　

三
分
三
〇
秒

　

八
、
ふ
う
が
ん
ど
ん　
　
　

遅
行
進
曲　
　

二
分
三
〇
秒

　

九
、
出
場（
し
ょ
ち
く
囃
）　

退
場
曲　
　
　

二
分
一
〇
秒

一
〇
、
道
囃（
し
ん
く
ず
し
）　

行
進
曲　
　
　

三
分
四
〇
秒

一
一
、
か
さ
ぼ
ろ　
　
　
　
　

遅
曲　
　
　
　

二
分
二
六
秒

一
二
、
矢
上
道
引　
　
　
　
　

行
進
曲　
　
　

二
分
二
六
秒

一
三
、
お
の
だ
け　
　
　
　
　

遅
曲　
　
　
　

二
分
二
六
秒　

　

浮
立
の
様
々
な
要
素
を
多
く
と
り
い
れ
た
総
合
浮
立
で
あ
る
。
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■
三
．
大
名
行
列
の
名
残
を
伝
え
る
太
田
和
浮
立

　

旧
大
村
藩
領
に
伝
わ
る
太
田
和
浮
立
は
、
参
勤
交
代
時
の
大
名
行
列
の
名
残
を
色
濃
く
留
め
て
い
る
。
現
在
の
西
海
市
太
田
和
地
区
に

伝
わ
る
浮
立
で
あ
る
。

　

そ
の
来
歴
に
つ
い
て
は
、
大
村
湾
内
海
の
戸
根
浮
立
が
当
地
方
に
伝
わ
っ
た
と
の
伝
承
が
あ
る
。
当
地
域
の
氏
神
で
あ
る
八
王
子
権
現

（
現
・
太
田
和
神
社
）の
明
和
三
年（
一
七
六
六
）改
築
の
と
き
に
奉
納
し
た
と
の
記
録
が
最
も
古
い
も
の
と
い
う（
17
）。

写真2-13　原口傳兵衛妻寄進鰐口� （太田和浮立保存会所蔵）

写真2-14　大田尾銘鰐口� （太田和浮立保存会所蔵）
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同
所
に
は
現
在
、
次
の
よ
う
な
銘
を
も
つ
鰐
口
が
二
基
残
っ
て
い
る
。

　
　
（
１
）九
州
肥
前
国
大
村
領
大
田
和
村　

原
口
傳
兵
衛
妻

　
　
（
２
）奉
寄
進�

明
和
八
卯
歳
八
月
十
五
日　

大
田
尾　

施
主
孫
右
衛
門　

并
志
中　

　

鰐
口（
２
）は
明
和
八
年（
一
七
七
一
）と
の
年
号
が
記
さ
れ
る
が
、
施
主
孫
右
衛
門
の
居
所
は「
大
田
尾
」と
あ
り
、
太
田
和
の
目
の
前

に
浮
か
ぶ
大
島
に
あ
る
地
名
で
あ
る
。

　

こ
の
銘
に
従
う
と
大
島
村
の
大
田
尾
に
住
む
孫
右
衛
門
と
い
う
篤
志
者
が
、
明
和
八
年
八
月
十
五
日
に
八
王
子
権
現
に
寄
進
し
た
も
の

と
解
釈
で
き
る
。

　

鰐
口（
１
）は
寄
進
者
名
が「
原
口
傳
兵
衛
妻
」と
あ
り
、
夫
の
原
口
傳
兵
衛
は
大
村
藩「
新
撰
士
系
録
」に
も
記
載
が
な
い
。
た
だ「
九

葉
実
録
」の
文
化
八
年（
一
八
一
一
）五
月
三
日
の
条
に
次
の
よ
う
な
人
物
が
記
さ
れ
る（
18
）。

　
　

�

三
日　

太
田
和
ノ
原
口
傳
太
夫
ニ
褒
米
二
苞
ヲ
賜
フ
、
初
メ
太
田
和
ノ
修
塘
ヲ
公
費
民
費
ニ
分
賦
ス
、
傳
太
夫
一
己
ノ
私
費
ヲ
以
テ

其
工
ヲ
竣
ヘ
、
且
ツ
平
常
村
民
ヲ
善
導
シ
、
且
ツ
衆
ニ
先
チ
租
税
ヲ
納
ム
、
因
テ
賞
ス　

　

こ
こ
に
太
田
和
の
原
口
傳
太
夫
と
い
う
人
物
が
登
場
し
、
私
財
を
投
じ
て
塘つ

つ
み

の
修
造
を
行
い
、
日
頃
か
ら
村
人
を
善
導
し
、
租
税
も
率

先
し
て
納
め
る
と
い
う
徳
の
あ
る
人
物
で
あ
っ
た
。
原
口
傳
兵
衛
は
こ
の

傳
太
夫
の
一
統
と
も
思
わ
れ
る
が
、
確
証
が
な
い
。

　

浮
立
の
構
成
に
つ
い
て
は
『
西
海
町
郷
土
史
』（
19
）
に
詳
し
く
、
同
町
史

に
も
と
づ
け
ば
次
の
よ
う
な
構
成
で
あ
る
。

　

浮
立
は
ま
ず
道
行
き
の
道
中
を
清
め
る
海
水
汲
み
か
ら
始
ま
る
。
そ
の

汐
振
り
役
に
続
く
行
列
は
、
先
祓
い
役
の
猿
田
彦
を
先
頭
に
薙
刀
・
挟
み

箱
、・
毛
槍
な
ど
の
道
具
を
持
つ
振
り
方
と
、
笛
・
太
鼓
・
鉦
の
囃
子
方

か
ら
な
り
、
そ
の
人
数
は
百
数
十
名
に
も
及
ぶ
。
後
方
に
は
地
元
住
民
が

写真2-15　太田和浮立
� 　（太田和浮立保存会提供）
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続
く
。

　

浮
立
の
始
め
は
囃
子
方
取
締
と
振
り
方
取
締
の
拍
子
木
に
よ
っ
て
隊
列
を
作
り
、
先
笛
二
名
と
太
鼓
一
名
に
よ
る
お
立
ち
が
行
わ
れ
る
。

更
に
拍
子
木
二
点
打
ち
で
お
立
ち
笛
が
始
ま
る
。
途
中
と
最
後
に
太
鼓
が
入
り
お
立
ち
が
終
わ
る
。

　

続
い
て
先
笛
一
名
に
よ
る
一
番
道
囃
子
に
合
わ
せ
て
挟
み
箱
の
振
り
方
が
始
ま
る
。
二
小
節
目
か
ら
笛
全
員
が
吹
き
始
め
る
と
、太
鼓
・

鉦
・
長
刀
が
一
斉
に
動
作
を
始
め
、
挟
み
箱
が
囃
子
言
葉
を
唄
い
始
め
る
。
納
め
は
各
部
の
取
締
の
指
示
に
よ
り
、
薙
刀
・
挟
み
箱
・
立

物
の
順
に
行
い
、囃
子
方
は
神
社
を
二
回
廻
り
神
前
に
整
列
し
、鬼
神
を
二
回
吹
き
拍
子
木
の
調
子
に
合
わ
せ
て
早
め
、二
回
吹
き
を
も
っ

て
納
め
る
。

　

道
行
き
の
演
技
の
な
か
で
も
薙
刀
の
演
技
が
一
際
目
に
付
く
。
大
人
二
名
一
組
、
子
供
二
名
一
組
で
そ
れ
ぞ
れ
演
じ
る
場
合
と
、
薙
刀

と
汐
振
り
に
よ
っ
て
演
じ
る
場
合
が
あ
る
。
道
囃
子
二
小
節
目
か
ら
道
行
き
が
始
ま
り
、
三
方
切
、
五
方
切
・
八
方
切
・
長
舟
の
演
技
と

神
前
拝
礼
の
儀
式
が
あ
る
。
そ
の
動
作
は
右
に
左
に
飛
び
交
い
、
あ
る
い
は
飛
び
上
が
る
。
そ
の
所
作
中
に
薙
刀
を
落
と
し
た
場
合
は
、

本
人
が
決
し
て
拾
っ
て
は
な
ら
な
い
。
薙
刀
役
を
取
り
仕
切
る
頭
取
が
拾
い
、
布
で
拭
い
て
薙
刀
役
に
戻
す
し
き
た
り
で
あ
る
。
落
と
し

た
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
る
穢
れ
を
布
で
拭
き
清
め
る
の
で
あ
る
。

　

道
中
で
唄
わ
れ
る
囃
子
言
葉
に
は
、
参
勤
交
代
の
様
子
が
随
所
に
歌
い
こ
ま
れ
興
味
ぶ
か
い
。
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
　

ド
ッ
コ
イ
コ
レ
ワ
サ
、
ア
エ
イ
エ
イ
、
ヨ
ー
イ
セ
、
ヤ
ト
マ
カ
セ
、
ド
ッ
コ
イ
コ
レ
ワ
サ
、
ア
エ
イ
エ
イ

　

㈠�

こ
れ
か
ら
お
江
戸
は
三
百
里
、
裸
足
に
道
中
が
な
る
も
の
か
、
な
る
ば
ぞ
、
こ
れ
ま
で
振
っ
て
き
た

　
　

ハ
ヨ
イ
、
サ
ト
コ
サ
、
ハ
ヨ
イ
、
サ
ト
コ
サ
、
ド
ッ
コ
イ
コ
レ
ワ
サ
、
ア
エ
イ
エ
イ
、
ヤ
ト
マ
カ
セ
、

　
　

ハ
ヨ
イ
サ
ー
ト
コ
サ
、
ハ
ヨ
イ
サ
ー
ト
コ
サ
、
ド
ッ
コ
イ
コ
レ
ワ
サ
、
ア
エ
イ
エ
イ

　

㈡
忠
臣
蔵
の
七
段
目　

お
か
る
は
二
階
に
の
べ
か
が
み　

縁
の
下
に
は
九
太
夫
が
肩
先
疲
れ
て
目
か
や
す　

　

㈢
禄
高
は
六
石　

鈴
田
信
右
ヱ
門　

在
所
は
在
所　

在
所
は
鈴
田
の
森
の
内

　

㈣
酒
屋
の
前
を
通
る
と
き
ゃ　

酒
は
飲
み
た
し
金
も
た
ず　

挟
箱
質
い
れ
て
飲
む
だ
ん
べ
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㈤
振
り
手
は
雲
助　

飲
ま
ね
ば
振
ら
れ
ん　

挟
箱
質
い
れ
て
飲
む
だ
ん
べ

　

㈥�

こ
こ
は
三
丁
の
あ
た
ご
山　

お
泊
ま
り
な
ら
ば　

と
ま
ら
ん
せ　

お
寝
間
に
お
と
ぎ
が
い
る
な
ら
ば　

一
七
な
り
八
な
り
と　

白
髪

の
生
え
た
バ
バ
な
り
と　

お
望
み
次
第
は
金
次
第

　

㈦
今
日
は
北
風　

寒
か
っ
た　

戻
っ
て
ど
ぶ
酒
飲
む
だ
ん
べ

　

㈧
品
川
越
え
て
大
井
川　

箱
根
八
里
は
馬
駕
篭
で
晩
の
泊
ま
り
は
ど
こ
だ
ん
べ　

大
津
か
草
津
か
石
部
と
せ

　

㈨
に
わ
か
作
り
の
事
な
ら
ば　

悪
い
処
は
ご
り
ょ
う
け
ん

　
　
盆
踊
り
︑
踏
歌

　

八
月
に
入
る
と
、
町
内
の
あ
ち
こ
ち
か
ら
盆
踊
り
の
曲
が
聞
こ
え
て
く
る
。
夏
の
風
物
詩
で
あ
る
。
ま
た
踏
歌
は
古
代
か
ら
朝
廷
に
お

い
て
、
土
を
踏
む
所
作
を
も
っ
て
踊
ら
れ
、
国
土
を
踏
み
固
め
そ
の
年
の
安
寧
を
祈
る
新
年
行
事
と
し
て
行
わ
れ
て
き
た
。
盆
踊
り
は
前

述
の
よ
う
に
町
内
の
親
睦
行
事
と
し
て
今
に
伝
わ
る
も
の
の
、
踏
歌
は
そ
の
言
葉
さ
え
聞
く
こ
と
は
な
い
。
た
だ
熊
本
県
の
阿
蘇
神
社
で

は
、
新
年
行
事
と
し
て
旧
暦
の
一
月
十
三
日
に
踏
歌
節
会
が
行
わ
れ
、
神
社
と
宮
司
宅
に
お
い
て
田
歌
を
歌
う
と
い
う
か
た
ち
で
今
日
に

伝
わ
っ
て
い
る
。

　

大
村
藩
の
政
治
・
庶
民
の
動
向
を
書
き
留
め
た
「
九
葉
実
録
」
に
は
、
表
2
︱
7
に
示
し
た
よ
う
に
頻
繁
に
盆
踊
り
、
踏
歌
が
記
さ
れ
る
。

こ
の
芸
能
が
い
つ
、
ど
こ
で
、
ど
ん
な
意
味
を
も
っ
て
踊
ら
れ
た
の
か
見
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

　

ま
ず
盆
踊
り
、
踏
歌
が
行
わ
れ
た
時
期
は
、
表
2
︱
7
で
も
分
か
る
よ
う
に
七
月
十
三
日
か
ら
十
五
日
に
集
中
し
て
い
る
。
現
在
の
盂
蘭

盆
の
行
事
は
八
月
十
三
日
か
ら
十
五
日
に
行
わ
れ
る
が
、
そ
れ
は
本
来
七
月
十
三
日
か
ら
十
五
日
で
あ
っ
た
の
が
、
明
治
六
年
か
ら
の
太

陽
暦
採
用
に
よ
っ
て
一
月
遅
れ
に
替
わ
っ
た
た
め
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
明
治
五
年
以
前
の
太
陰
暦
時
代
に
は
盆
行
事
は
七
月
で
あ
っ
た
。

　

そ
う
す
る
と
表
2
︱
7
に
見
え
る
盆
踊
り
も
踏
歌
も
、盆
の
行
事
と
し
て
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
事
実
、『
九
葉
実
録
』正
徳
元
年（
一

七
一
一
）七
月
朔
日
条（
20
）に
は
、
盆
踊
り
の
日
取
り
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
記
録
が
見
え
る
。

三
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表2-7　「九葉実録」に見える盆踊り・踏歌
年号 月 日 �西暦 記　　　　事

寛文8 7 14･15 1668 好例により連日踏舞を城中に行う、明日多羅山にも行う

宝永元 6 14･15 1704 先規に復して次の場所に盆踊を許す、本経寺・円融寺・長安寺・正法寺・
幸天社・春日社・八幡社・富松社・観音寺

宝永6 7 11 1709 中元踏歌を旧例により七頭行う
12 踏歌を旧例により郡九頭行う

正徳元 7
6

1711
盆踊を踏歌人に命じ、その者を大黒社に住まわせ恒例とする

13 藩主病により中元踏歌を止め、22･23日に予定するも、22日大風被害
大きく中止

正徳3 7 14 1713 大風により明日の中元踏歌止め、18日に本経寺・総廟前に行う、19日
に郡九頭踏歌　

正徳4 7 13 1714 中元踏歌を評定所の庭に行うを止め、門前にて行われせしむ

享保2

6 29

1717

中元踏歌を福田兵蔵宅に行うを止め、藩主叔母増子外に縦覧せしむ

7 11 正法寺中元踏歌を請うにより、私的に踏歌人に請うことを命ず
12 八幡社に踏歌、警卒を2人から者頭・馬廻・銃卒の7人に変更する

8 15 八幡社祭礼を行い市人に踏歌せしむ、また城中に踏歌
享保4 7 10 1719 中元踏歌の警戒を濡門・瓦門に者頭・長柄奉行・銃槍の12名とする
享保11 8 6 1726 中元踏歌を行う、幕府の喪により延引し今日に至る

享保17 6 29 1732 凶荒の為、池田・萱瀬・郡三村の民の願いにより本年の中元踏歌を止
める

享保18 9 25 1733 中元踏歌
延享2 11 6 1745 盆踊につき4項目を命じる　（記事引用）
延享3 6 30 1746 城中等の盆踊について定め
宝暦元 9 4 1751 7月中幕府の喪にかかり、萱瀬・沖田に中元踏歌を行わしむ
宝暦11 6 28 1761 前将軍薨ずるにより中元踏歌を止める

明和7 6 22 1770 盆踊りは今迄の通2踊りとし、踊る場所は裏町大神宮を加えて6 ヶ所と
する

文化元 7 12 1804 中元踏歌を水神社に、13日に花林軒に、15日には城中に行う
文化13 9 24 1816 盆踊人数は踊子3人、囃子方3人にて勤める事
文政2 7 1819 盆踊の警固は寺社役が勤める事、閊えある時は与力が勤める事

文政7 9 5 1824 中元踏歌、片町と黒丸、本町と福重の合同を替え、市人より本町片町
の合同を請う

文政9 7 19 1826 この月事故あるにより、中元に踏歌せず19日に行う

天保5 7 15 1834 中元踏歌、大薩摩黒丸踊り初めて福重に渡る、藩主病により大村彦右
衛門代観

天保7 7 15 1836 中元踏歌、藩主病により大村環代観

天保9 8 5 1838 城中事故により中元踏歌を大村環の家に行う、場所狭きにより士族総
代入観

天保11 10 20 1840 盆踊、文化11年の変更の儀を従前の仕来りに戻す事を決す

安政元 7 15 1854 好例により盆踊施行、演目は皆同村・緑のおたまき、萱瀬村・尼ヶ瀬
物語

安政3 7 15 1856 好例により盆踊執行、一番沖田の長刀踊、二番竹松村の大星由良之助
物語

文久元 9 13 1861 盆踊踊り子駕篭使用の事、及び華美堅く禁止の事
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�

當
月
盆
踊
之
儀
十
四
日
十
五
日
ニ
踊
候
而
者
先
祖
祭
リ
惣
而
供
養
事
ニ
懈
リ
可
有
之
与
被
思
召
上
、
去
ル
丑
年
ゟ
十
一
日
十
二
日
踊
候

様
ニ
被
仰
出
候
、
然
處
十
一
日
十
二
日
ニ
踊
候
而
者
下
々
隙
を
費
し
家
中
茂
不
勝
手
有
之
候
、
十
四
日
者
御
佛
参
ニ
相
障
候
故
、
向
後

十
五
日
十
六
日
ゟ
踊
候
様
被
仰
出
候
事�

　

盆
踊
り
は
七
月
十
四
・
十
五
日
で
は
盆
の
先
祖
供
養
に
怠
り
が
出
る
の
で
、
二
年
前
の
丑
年
よ
り
十
一
・
十
二
日
と
定
め
た
も
の
の
、

こ
の
日
取
り
で
は
隙
を
費
や
し
勝
手
が
良
く
な
い
、
十
四
日
で
は
仏
参
り
に
支
障
が
出
る
、
こ
う
い
っ
た
事
情
を
勘
案
し
て
今
後
は
十
五
・

十
六
日
に
行
う
こ
と
と
あ
る
。

　

盆
踊
り
の
日
取
り
に
は
幾
度
か
の
変
遷
が
あ
り
、
こ
こ
で
定
め
た
七
月
十
五
・
十
六
日
も
こ
れ
以
降
定
番
と
な
っ
た
訳
で
は
な
い
。
い

ず
れ
に
し
て
も
盂
蘭
盆
の
時
期
に
、
帰
っ
て
く
る
先
祖
の
霊
・
精
霊
を
迎
え
供
養
す
る
踊
り
と
し
て
舞
わ
れ
て
い
た
。

　
表
2
︱
7
に
は
盆
踊
り
、
あ
る
い
は
踏
歌
と
双
方
の
名
称
が
見
え
る
。
ど
う
違
う
の
で
あ
ろ
う
か
。
明
和
七
年（
一
七
七
〇
）六
月
二
十
二

日
の「
九
葉
実
録
」の
次
の
記
録
は
、
両
踊
り
が
ど
う
い
う
関
係
に
あ
る
の
か
を
よ
く
物
語
っ
て
い
る（
21
）。

　
　

六
月
二
十
二
日　

中
元
踏
歌
ノ
各
村
上
請
ス

　
　
　
　
　

口
上

　
　
　

盆
踊
之
儀
只
今
迄
之
通
二
踊
ニ
而
相
止
居
申
候
、（
中
略
）当
年
ゟ
大
神
宮
扠
又
先
例
寺
社
不
残
踊　
　

仕
候
様
御
伺
申
上
候

　
　
　
　
　
　
　
　

六
月
十
九
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

踊
惣
村
中

　

中
元
踏
歌
を
行
っ
て
い
る
村
か
ら
、盆
踊
り
は
二
踊
り
で
終
わ
っ
て
い
る
が
、今
後
は
従
来
の
場
所
に
加
え
て
城
下
の
大
神
宮
で
も
舞
っ

て
良
い
か
と
尋
ね
て
い
る
。

　

そ
の
標
題
に
は
「
中
元
踏
歌
」
と
記
し
な
が
ら
、
そ
れ
を
受
け
て
村
か
ら
の
口
上
に
は
「
盆
踊
」
と
記
し
て
い
る
。
中
元
は
一
月
十
五
日

の
上
限
と
十
月
十
五
日
の
下
限
の
間
に
位
置
し
、
七
月
十
五
日
を
意
味
し
半
年
生
存
の
無
事
を
祝
い
、
亡
き
霊
を
供
養
す
る
日
で
あ
る
。

ま
さ
に
盂
蘭
盆
会
の
日
で
あ
る
。
そ
の
日
に
行
う
中
元
踏
歌
は
盆
踊
り
と
同
一
と
考
え
て
よ
い
。「
九
葉
実
録
」
は
同
一
の
踊
り
を
盆
踊
り

と
も
中
元
踏
歌
と
も
い
っ
た
の
で
あ
る
。　
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大
村
藩
は
延
享
二
年
（
一
七
四
五
）
十
一
月
六
日
に
、
盆
踊
り
に
つ
い
て
次
の
四
項
目
を
命
じ
て
い
る
が
、
江
戸
中
期
の
盆
踊
り
の
実

態
が
よ
く
分
か
る
内
容
で
あ
る（
22
）。

　
　

一�
盆
踊
之
儀
依
舊
例
来
寅
年
ゟ
永
々
左
之
通
被
仰
付
候
、
尤
毎
年
踊
仕
立
候
而
者
村
方
不
勝
手
之
儀
も
可
有
之
候
付
、
壹
ヶ
年
ニ
両

村
ゟ
二
踊
仕
立
七
月
十
五
日
一
日
ニ
相
仕
廻
候
様
被
仰
付
候
間
、
年
々
村
割
相
極
可
被
申
付
事

　
　

一
踊
子
村
々
小
給
嫡
子
迄
者
不
相
成
候
、
二
男
ゟ
以
下
鉄
砲
之
者
足
軽
百
姓
之
子
共
十
五
歳
以
下
之
者
ニ
而
仕
組
可
申
事

　
　
　

但
黒
丸
・
沖
田
・
福
重
此
三
ヶ
所
踊
之
儀
者
先
例
之
踊
仕
組
候
ニ
於
て
ハ
十
五
才
以
上
ニ
而
茂
勝
手
次
第
之
事　

　
　

一
役
者
之
儀
他
領
ゟ
雇
候
儀
不
相
成
候
、
御
領
内
之
者
右
ニ
准
し
小
給
二
男
以
下
之
者
ニ
而
相
応
ニ
仕
立
可
申
事

　
　

一
踊
庭
数
先
年
之
通
左
ニ
記
之

　
　
　

會
所
足
揃　

御
城　

圓
融
寺　

長
安
寺　

本
経
寺　

寶
圓
寺　

八
幡　

春
日　

富
松　

幸
天

　
　

右
拾
庭
先
例
之
通
ニ
候
、
右
之
外
九
月
十
八
日
寶
圓
寺
祭
礼
之
節
、
御
輿
御
供
之
儀
前
々
之
通
御
申
付
可
有
之
候　
（
後
略
）

　

翌
年
の
寅
年
か
ら
実
施
と
前
置
き
し
て
、
次
の
四
項
目
を
村
々
に
布
達
し
て
い
る
。

一
、
村
か
ら
毎
年
盆
踊
り
を
出
す
の
は
無
理
で
あ
る
か
ら
、
七
月
十
五
日
の
一
日
に
限
っ
て
二
ヵ
村
か
ら
二
踊
り
ず
つ
出
す
こ
と
。

そ
の
村
割
を
決
め
て
お
く
こ
と
。

二
、
小
給
武
士
の
嫡
男
が
踊
り
子
に
な
っ
て
は
な
ら
ず
、
そ
の
二
男
以
下
、
そ
し
て
鉄
砲
組
・
足
軽
・
百
姓
の
子
供
等
十
五
歳
以
下

の
者
達
を
当
て
る
こ
と
。
但
し
黒
丸
・
沖
田
・
福
重
の
郡
三
踊
は
、
先
例
に
よ
り
十
五
歳
以
上
で
も
構
わ
な
い
。

三
、
盆
踊
の
舞
い
手
に
他
領
の
者
を
雇
い
入
れ
る
こ
と
は
禁
ず
る
。
領
内
の
者
に
限
り
小
給
二
男
以
下
の
者
に
よ
っ
て
仕
立
て
る
こ

と
。

四
、
盆
踊
の
場
所
は
御
城
の
会
所
、
城
内
の
外
に
四
寺
院
・
四
神
社
の
境
内
と
す
る
。
加
え
て
寶
圓
寺
の
九
月
十
八
日
の
祭
礼
時
に

は
御
輿
に
供
奉
し
て
盆
踊
を
舞
う
こ
と
。

　

し
た
が
っ
て
七
月
十
五
日
に
御
城
や
定
め
ら
れ
た
社
寺
の
一
〇
ヵ
所
で
行
う
の
が
基
本
で
あ
っ
た
。
そ
の
社
寺
は
宝
永
元
年
（
一
七
〇
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四
）
に
は
、
既
に
本
経
寺
・
円
融
寺
・
長
安
寺
・
幸
天
社
・
春
日
社
・
八
幡
社
・
富
松
社
、
こ
れ
に
加
え
て
観
音
寺
と
ほ
ほ
固
定
し
て
い

た（
表
2
︱
7
参
照
）。

　

た
だ
明
和
七
年
（
一
七
七
〇
）
に
は
裏
町
の
大
神
宮
を
加
え
て
六
ヵ
所
と
見
え
、
龍
神
堂
・
大
黒
天
・
稲
荷
社
・
観
音
寺
・
正
法
寺
が

踊
庭
と
な
っ
て
い
る
。
一
村
の
踊
り
数
は
二
踊
と
先
例
の
と
お
り
で
あ
る
。

　

享
保
四
年（
一
七
一
九
）と
文
政
二
年（
一
八
一
九
）の
記
事
に
よ
る
と
、
中
元
踏
歌（
盆
踊
り
）の
際
の
警
固
人
の
割
り
振
り
が
行
わ
れ

て
い
る
。
こ
れ
か
ら
す
る
と
盆
踊
り
に
は
相
当
の
人
出
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
現
に
「
九
葉
実
録
」
の
文
化
元
年
（
一
八
〇
四
）
七
月
十

二
日
条
に
は
、
藩
主
か
ら
中
元
踏
歌
を
広
い
場
所
で
行
う
よ
う
指
示
が
あ
り
、
翌
十
三
日
に
は
諸
公
女
衆
が
踏
歌
を
見
る
に
は
城
内
は
狭

い
と
し
て
、花
林
軒（
23
）で
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
う
い
っ
た
事
例
か
ら
も
盆
踊
り
に
は
人
混
み
が
生
じ
、警
固
が
必
要
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
と
と
も
に
盆
踊
り
は
本
来
、
精
霊
を
迎
え
る
宗
教
的
行
事
で
あ
っ
た
の
が
、
次
第
に
遊
興
的
な
方
向
に
変
化
し
た
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
前
掲
の
文
化
元
年
に
藩
主
か
ら
命
じ
ら
れ
た
広
い
踊
り
の
場
所
を
「
観
場
」
と
記
し
、
そ
の
「
踏
歌
ヲ
覧
ル
ニ
便
」
よ
い
所
と
し
て
花

林
軒
に
定
ま
っ
た
。
こ
こ
に
は
踏
歌
（
盆
踊
り
）
を
見
物
す
る
と
い
う
意
味
が
認
め
ら
れ
る
。
遊
興
的
要
素
も
加
わ
っ
て
多
く
の
人
が
観

覧
す
る
よ
う
に
な
り
、
警
固
の
必
要
も
生
じ
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

享
保
十
七
年
（
一
七
三
二
）
に
は
三
村
か
ら
の
願
い
出
が
あ
り
、
凶
荒
の
た
め
に
こ
の
年
は
中
元
踏
歌
を
と
り
止
め
て
い
る
。
こ
の
よ

う
に
災
害
、
凶
荒
、
事
故
、
服
喪
の
場
合
は
延
期
や
中
止
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。

　

盆
踊
り
の
形
態
を
記
す
記
録
は
見
当
た
ら
な
い
。
た
だ「
九
葉
実
録
」正
徳
元
年（
一
七
一
一
）七
月
六
日
条
に
は
、「
踏
歌
人
ニ
令
シ
大

黒
社
ニ
往
シ
メ
以
テ
永
式
ト
ナ
ス
」
と
あ
る
（
24
）。
こ
こ
に
見
え
る
大
黒
社
と
は
城
下
片
町
の
丘
に
あ
っ
た
快
行
院
境
内
の
神
社
で
あ
る
。

こ
こ
で
の
踏
歌
を
恒
例
に
し
て
い
る
。

　

踊
り
手
の
人
数
は
文
化
十
三
年（
一
八
一
六
）の
記
録
で
は
踊
子
三
人
、
囃
子
方
三
人
と
見
え
る
。
こ
の
人
数
は
文
化
十
一
年（
一
八
一

四
）
に
藩
内
諸
芸
能
を
簡
素
化
し
た
結
果
で
あ
っ
た
が
、
天
保
十
一
年
（
一
八
四
〇
）
に
は
元
の
姿
に
も
戻
す
こ
と
を
決
め
て
い
る
（
表
2
︱

7
参
照
）。
踊
子
・
囃
子
方
は
恐
ら
く
増
員
し
た
と
思
わ
れ
る
が
、
具
体
的
人
数
は
不
明
で
あ
る
。　
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安
政
元
年
と
同
三
年
の
盆
踊
り
の
演
目
が
分
か
る
。
福
重
村
皆
同
か
ら
は
「
緑
の
お
だ
ま
き
」、
萱
瀬
村
は
「
尼
ヶ
瀬
物
語
」、
竹
松
村

は
「
大
星
由
良
之
助
物
語
」
の
演
目
が
踊
ら
れ
て
い
る
。
大
星
由
良
之
助
は
「
仮
名
手
本
忠
臣
蔵
」
に
登
場
す
る
が
、
主
君
の
伯
耆
国
城
守

の
塩
冶
判
官
の
仇
討
ち
の
物
語
で
あ
る
。

　

お
盆
に
は
家
毎
に
精
霊
を
迎
え
盂
蘭
盆
供
養
を
務
め
、
本
経
寺
・
長
安
寺
・
幸
天
社
・
富
松
社
等
の
境
内
に
相
集
っ
て
の
盆
踊
り
は
、

当
時
の
人
々
に
と
っ
て
最
大
の
楽
し
み
で
あ
っ
た
。　

　

幸
い
に
旧
大
村
藩
領
の
松
島
に
伝
わ
る
盆
踊
り
歌
詞
が
、『
ほ
か
び
ら
お
盆
く
ど
き
集
』（
25
）
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
一
四
の
歌

詞
が
収
録
さ
れ
る
が
、
そ
の
う
ち
の
一
つ「
五
郎
兵
衛
踊
り
」の
歌
詞
を
紹
介
す
る
。

　
　
　
　
　
　

五
郎
兵
衛
踊
り

　
　

伊
勢
の
は
な
た
ご　

な
き
わ
が
ま
き
れ
て

　
　
　

今
年
し
ゃ
い
わ
り
ょ
ぞ　

覚
悟
め
し
ゃ
れ

　
　

鹿
の
島
に
は　

名
取
り
が
二
人　
　

　
　
　

姉
は
二
十
三　

妹
は
二
十

　
　

姉
に
ゃ
少
し
の　

望
み
は
な
い
が

　
　
　

妹
欲
し
さ
に　

誓
願
ま
で
こ
め
て

　
　

た
て
た
願
な
ら　

解
か
ね
ば
な
ら
ぬ

　
　
　

伊
勢
に
ゃ
七
度　

熊
野
に
ゃ
三
度

　
　

愛
宕
様
に
は　

月
詣
り
す
る

　
　
　

空
の
七
夕　

お
い
と
し
ゅ
ご
ず
る　

　
　

川
を
隔
て
て　

恋
を
め
す　

　
　
　

恋
を
め
そ
よ
り
ゃ　

薬
師
さ
ん
ば
め
し
ゃ
れ

写真2-16　西海市大瀬戸町松島外郷外平地区の盆踊り
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薬
師
木
仏
で　

も
の
言
わ
ぬ　
　
　

　

現
在
の
西
海
市
大
瀬
戸
町
松
島
の
南
側
、
池
島
に
面
し
た
外
平
地
区
に
古
く
か
ら
伝
わ
る
盆
踊
り
の
歌
詞
で
あ
る
。
八
月
十
三
日
の
お

盆
の
夜
、
外
平
の
古
老
た
ち
の
渋
い
歌
太
鼓
が
響
く
、
周
り
で
は
浴
衣
姿
の
老
若
男
女
が
、
お
経
の
よ
う
な
節
回
し
に
合
わ
せ
て
、
団
扇

を
手
に
念
仏
踊
に
似
た
手
足
の
所
作
で
踊
る
。

　

江
戸
時
代
、
外
平
地
区
の
青
年
男
女
は
、
捕
鯨
を
営
ん
だ
深
澤
家
に
酒
屋
男
、
女
中
と
し
て
奉
公
す
る
者
が
多
か
っ
た
。
伝
承
で
は
酒

屋
男
と
し
て
働
く
五
郎
兵
衛
が
念
願
の
伊
勢
詣
で
に
出
か
け
、
今
の
淀
川
付
近
ま
で
行
っ
た
と
こ
ろ
で
、
洪
水
の
た
め
に
七
日
七
夜
足
止

め
を
く
い
、
た
ま
た
ま
そ
こ
で
老
い
も
若
き
一
緒
に
な
っ
て
踊
る
の
を
見
た
。
そ
の
踊
り
を
見
よ
う
見
ま
ね
で
持
ち
帰
っ
た
の
が
由
来
と

い
わ
れ
る
。

　

外
海
地
区
の
盆
踊
り
が
各
地
区
と
も
似
か
よ
っ
て
い
る
中
で
、
こ
の
五
郎
兵
衛
踊
り
だ
け
が
全
く
趣
を
異
に
し
て
い
る（
26
）。

�

（
久
田
松
和
則
）

註（
1
）　

本
節
執
筆
に
当
た
り
、
郡
三
踊
に
つ
い
て
は
大
村
市
教
育
委
員
会
文
化
振
興
課
の
今
村　

明
、
太
田
和
浮
立
に
つ
い
て
は
同
浮
立
保
存
会
長
の
川
原

泰
行
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
貴
重
な
指
導
・
助
言
を
頂
戴
し
た
。
篤
く
御
礼
申
し
上
げ
る
。

（
2
）　

米
倉
利
昭「「
大
村
藩
三
踊
り
」考
―
戦
国
時
代
祝
事
芸
能
の
形
態
と
伝
承
」（
國
學
院
大
學
編『
國
學
院
雑
誌
』第
八
十
五
巻 

第
十
一
号　

國
學
院
大

學
綜
合
企
画
部　

一
九
八
四
）

（
3
）　

大
村
市
教
育
委
員
会
編　

大
村
市
文
化
財
調
査
報
告
書
第
六
集
『
大
村
の
寿
古
踊
』
国
選
択
無
形
民
俗
文
化
財 

（
大
村
市
教
育
委
員
会　

一
九
八
四
）

　

 

二
四
頁

（
4
）　

古
代
律
令
制
の
も
と
で
一
定
年
齢
に
達
し
た
人
民
に
、
一
定
面
積
の
口
分
田
を
分
け
与
え
る
法
。
六
年
毎
に
班
田
を
行
い
、
満
六
歳
に
達
し
た
人
民

に
は
、
良
民
の
男
に
二
段
、
女
に
そ
の
三
分
の
二
、
官
戸
・
官
奴
婢
に
は
こ
れ
と
同
額
、
家
人
・
私
奴
婢
に
は
男
女
お
の
お
の
良
民
の
三
分
一
を
与

え
、
死
亡
す
れ
ば
収
公
さ
れ
た
。

（
5
）　

大
村
市
教
育
委
員
会
編　

大
村
市
文
化
財
調
査
報
告
書
第
五
集
『
大
村
の
沖
田
踊
』
国
選
択
無
形
民
俗
文
化
財 

（
大
村
市
教
育
委
員
会　

一
九
八
三
） 
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一
四
頁

（
6
）　

大
村
市
教
育
委
員
会
編　

大
村
市
文
化
財
調
査
報
告
書
第
八
集『
黒
丸
踊
』国
選
択
無
形
民
俗
文
化
財 （
大
村
市
教
育
委
員
会　

一
九
八
六
）　 

二
四

頁

（
7
）　

前
掲
註（
6
）　

一
〇
頁

（
8
）　

大
村
市
史
編
纂
委
員
会
編『
新
編
大
村
市
史
』第
二
巻
中
世
編（
大
村
市　

二
〇
一
四
）　

三
一
八
頁

（
9
）　

久
保
常
晴『
日
本
私
年
号
の
研
究
』（
吉
川
弘
文
館　

一
九
六
七
）　 

三
四
四
～
五
六
頁

（
10
）　

大
村
史
談
会
編『
九
葉
実
録
』第
二
冊（
大
村
史
談
会　

一
九
九
五
）　

三
七
二
頁

（
11
）　

大
村
史
談
会
編『
九
葉
実
録
』第
五
冊（
大
村
史
談
会　

一
九
九
七
）　

三
一
〇
頁

（
12
）　

前
掲
註（
11
）　

三
一
五
頁

（
13
）　
「
市
内
民
俗
芸
能
一
覧
」（
大
村
市
教
育
委
員
会
編
『
国
選
択
無
形
民
俗
文
化
財　

長
崎
県
指
定
無
形
民
俗
文
化
財　

大
村
の
黒
丸
踊
』　

大
村
市
教
育

委
員
会　

二
〇
一
一　

四
五
頁
）

（
14
）　

河
野
忠
博『
大
村
の
民
話
と
伝
説
』（
大
村
史
談
会　

一
九
八
五
）　

三
〇
六
～
九
頁

（
15
）　

米
倉
利
昭
講
演
録（
昭
和
五
十
二
年（
一
九
七
七
）一
月
二
十
九
日
）「
大
村
地
方
の
郷
土
芸
能
に
つ
い
て
―
沿
革
と
保
存
対
策
―
」（
大
村
市
教
育
委
員

会
所
蔵
）　

（
16
）　

冨
崎
八
重
光「
稿
本
下
鈴
田
浮
立
」（
冨
崎
八
重
光　

一
九
七
三
）（
大
村
市
教
育
委
員
会
所
蔵
）

（
17
）　

西
海
町
教
育
委
員
会
編『
西
海
町
郷
土
誌
』 （
西
海
町　

二
〇
〇
五
）　

六
八
九
～
九
一
頁

（
18
）　

大
村
史
談
会
編『
九
葉
実
録
』第
三
冊 （
大
村
史
談
会　

一
九
九
六
）　

二
四
〇
頁

（
19
）　

前
掲
註（
17
）

（
20
）　

大
村
史
談
会
編『
九
葉
実
録
』第
一
冊 （
大
村
史
談
会　

一
九
九
四
）　

一
五
〇
頁

（
21
）　

前
掲
註（
10
）　

二
〇
二
頁

（
22
）　

前
掲
註（
10
）　

九
七
頁

（
23
）　

現
在
の
国
道
三
四
号
沿
い
の
通
称
・
桜
田
屋
敷
と
言
わ
れ
る
一
帯
。
江
戸
初
期
に
は
藩
校
五
教
館
の
前
身
と
な
る
集
義
館
、
そ
の
後
の
静
寿
園
が
設

け
ら
れ
た
。
五
代
藩
主
大
村
純
尹
が
元
禄
十
五
年
（
一
七
〇
二
）
に
築
山
や
泉
水
を
設
け
て
花
林
軒
と
称
し
遊
宴
の
地
と
し
た
。
大
村
公
園
内
の
観

光
案
内
所
一
帯
に
当
た
る
。

（
24
）　

前
掲
註（
20
）
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（
25
）　
（
西
海
市
大
瀬
戸
町
松
島
外
郷
）外
平
公
民
館
文
化
部
編『
ほ
か
び
ら
お
盆
く
ど
き
集
』（
外
平
公
民
館
文
化
部　

一
九
八
三
）

（
26
）　

前
掲
註（
25
）

　
　
絵
馬

　

絵
馬
の
は
じ
ま
り
は
か
つ
て
神
の
乗
り
物
と
し
て
馬
が
重
ん
じ
ら
れ
、
神
前
に
生
馬
を
神し

ん

馬め

と
し
て
奉
納
し
た
こ
と
に
源
を
発
す
る
。

後
に
馬
が
高
価
な
の
で
板
に
馬
を
描
い
て
献
じ
る
よ
う
に
な
り
、
現
在
の
よ
う
な
絵
馬
と
な
っ
た
。

　
『
大
村
郷
村
記
』（
1
）
に
よ
る
と
、
大
村
市
内
に
お
け
る
江
戸
期
の
寺
社
に
関
わ
る
神
馬
と
絵
馬
の
記
載
に
つ
い
て
、
ま
ず
神
馬
は
、
例

祭
に「
領
主
代
参
あ
り
、
行
列
に
神
馬
」と
あ
り
、
次
の
六
社
が
あ
る（
2
）。
竹
松
村
幸
天
六
社
大
明
神
、
在
宮
小
路（
彼
杵
郡
鎮
守
）。
池

田
分
多
羅
山
大
権
現　

在
池
田
山
（
大
村
家
鎮
護
宗
廟
）。
富
松
大
権
現　

在
三
城
麓
（
大
村
惣
鎮
守
）。
八
幡
宮　

在
武
部
丘
。
久
原
分

春
日
大
明
神　

在
草
場
丘（
大
村
家
祖
神
）。
三
天
社　

在
野
田
里
。

　
「
流
鏑
馬
」は
、
多
羅
山
大
権
現
。
幸
天
六
社
大
明
神
の
二
社
が
あ
る（
3
）。

　
「
従
領
主
奉
献
神
馬
」は
、
多
羅
山
大
権
現
の
一
社
が
あ
る（
4
）。

　

神
社
に「
神
馬
舎
」が
あ
る
の
は
、
多
羅
山
大
権
現「
長
六
拾
七
門
半
、
横
五
間
」（
5
）と
あ
る
一
社
が
あ
る
。

　

次
に
絵
馬
に
つ
い
て
、
時
代
に
よ
り
神
馬
の
奉
納
か
ら
絵
馬
の
奉
納
へ
の
普
及
が
活
発
に
な
っ
た
と
い
わ
れ
る
が
、
残
念
な
が
ら
江
戸

期
の
絵
馬
に
つ
い
て
の
記
載
は
な
く
不
明
で
あ
る
。

■
一
．
各
神
社
の
絵
馬

　

現
在
、
大
村
市
内
の
神
社
本
殿
等
に
絵
馬
の
あ
る
所
は
一
六
ヵ
所
、
絵
馬
の
合
計
は
一
〇
四
点
が
あ
る（
6
）。

　

次
に
、
各
神
社
の
絵
馬
に
つ
い
て
。
草
場
町
の
松
尾
神
社
は
、
絵
馬
の
数
一
六
点
、
そ
の
図
柄
は
武
者
四
点
、
武
者
戦
四
点
、
船
の
図

第
三
節
　
奉
納
物

一
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四
点
、
神
馬
二
点
、
牛
若
丸
弁
慶
一
点
、
そ
の
ほ
か
一
点
が
あ
り
、
絵
馬
の
型
は
全
て
が
横
長
の
四
角
型
、
絵
馬
の
大
き
さ
は
大
型
一
点
、

中
型
七
点
、
小
型
八
点
が
あ
る
。
絵
馬
の
全
て
が
杉
材
造
り
で
あ
り
、
絵
馬
を
奉
る
名
称
銘
は
奉
献
二
点
、
奉
献
願
成
就
、
奉
掛
御
宝
前
、

願
成
就
は
各
一
点
が
あ
る
。
奉
納
の
時
期
銘
は
明
治
期
三
点
、
昭
和
期
一
点
が
あ
り
、
奉
納
者
は
団
体
名
四
点
、
連
名
二
点
が
あ
る
。

　

今
富
町
の
高
野
大
権
現
は
、
絵
馬
の
数
三
点
、
図
柄
は
龍
形
船
の
図
一
点
、
武
者
一
点
、
そ
の
ほ
か
一
点
、
型
は
横
長
の
四
角
型
三
点
、

大
き
さ
は
大
型
一
点
、
中
型
二
点
、
材
は
全
て
が
杉
材
造
り
で
、
名
称
銘
は
奉
納
二
点
、
時
期
は
江
戸
期
一
点
、
明
治
期
一
点
、
大
正
期

一
点
、
奉
納
者
名
は
個
人
一
点
、
団
体
一
点
が
あ
る
。

　

昊
天
宮
は
、
絵
馬
の
数
一
二
点
、
図
柄
は
武
者
五
点
、
神
馬
の
図
三
点
、
武
者
戦
、
加
藤
清
正
、
富
士
山
、
宝
船
は
各
一
点
が
あ
る
。

型
は
横
長
の
四
角
型
七
点
、
家
型
二
点
、
平
庵
型
二
点
、
縦
四
角
型
一
点
が
あ
る
。
大
き
さ
は
多
い
の
が
大
型
七
点
、
中
型
四
点
、
小
型

一
点
が
あ
り
、
材
は
杉
材
一
〇
点
、
檜
材
一
点
、
既
製
額
一
点
、
名
称
銘
は
奉
納
、
奉
献
、
奉
献
御
宝
前
は
各
三
点
、
奉
掛
願
成
就
一
点

が
あ
る
。
時
期
は
多
い
の
が
江
戸
期
六
点
、
明
治
期
、
平
成
期
は
各
一
点
、
昭
和
期
は
二
点
が
あ
る
。
奉
納
者
名
は
個
人
六
点
、
連
名
一

点
が
あ
る
。

　

竹
松
本
町
の
今
津
神
社
は
、
絵
馬
の
数
六
点
、
図
柄
は
黒
山
様
二
点
、
猪
の
図
一
点
、
そ
の
ほ
か
三
点
が
あ
る
。
型
は
横
長
の
四
角
型

五
点
、
縦
四
角
型
一
点
、
大
き
さ
は
中
型
五
点
、
小
型
一
点
が
あ
る
。
材
は
既
製
額
五
点
、
表
装
額
は
一
点
、
名
称
銘
は
奉
納
五
点
、
奉

納
時
期
は
昭
和
期
四
点
、
平
成
期
一
点
、
奉
納
者
は
個
人
五
点
、
団
体
一
点
が
あ
る
。

　

原
町
の
熊
野
神
社
は
、
絵
馬
の
数
二
点
、
図
柄
は
神
馬
一
点
、
武
者
戦
一
点
、
型
は
家
型
二
点
、
大
き
さ
は
特
大
型
一
点
、
中
型
一
点
、

材
は
杉
材
二
点
、
名
称
銘
は
奉
寄
進
一
点
、
時
期
は
江
戸
期
一
点
、
明
治
期
一
点
、
奉
納
者
は
連
名
一
点
、
団
体
一
点
が
あ
る
。
こ
の
絵

馬
二
点
は
、
現
在
、
原
町
公
民
館
に
保
管
さ
れ
て
い
る
。

　

宮
代
町
の
矢
房
神
社
は
、
絵
馬
の
数
一
点
、
図
柄
は
武
者
戦
、
型
は
横
長
四
角
型
、
大
き
さ
は
大
型
、
材
は
杉
材
、
名
称
銘
は
奉
納
、

時
期
は
明
治
期（
二
十
四
年
）。
絵
馬
の
奉
納
者
は「
菅
無
田
若
者
中
」が
あ
る
。

　

上
諏
訪
町
の
清
正
公
堂
は
、
絵
馬
の
数
四
点
、
図
柄
は
小
松
原
法
難
一
点
、
そ
の
ほ
か
三
点
、
型
は
横
長
四
角
型
四
点
、
大
き
さ
は
中
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型
四
点
、
材
は
杉
材
四
点
、
名
称
銘
は
奉
納
四
点
、
時
期
は
昭
和
期
一
点
が
あ
る
。

　

富
松
神
社
は
、
絵
馬
の
数
一
二
点
、
図
柄
は
神
馬
六
点
、
武
者
三
点
、
船
の
図
、
狩
り
、
伊
勢
参
宮
は
各
一
点
が
あ
る
。
型
は
家
型
が

多
く
一
〇
点
、
横
長
四
角
型
二
点
、
大
き
さ
は
特
大
型
五
点
、
大
型
五
点
、
中
型
二
点
が
あ
る
。
材
は
全
て
杉
材
一
二
点
、
そ
の
う
ち
額

縁
に
金
具
飾
り
付
は
二
点
、
名
称
銘
は
奉
納
五
点
、
奉
掛
御
廣
前
二
点
、
奉
納
祈
願
成
就
、
奉
献
願
成
就
、
奉
掛
願
成
就
、
奉
献
御
廣
前

は
各
一
点
が
あ
る
。
絵
馬
の
時
期
は
江
戸
期
九
点
、
明
治
期
三
点
、
奉
納
者
は
個
人
二
点
、
連
名
八
点
、
団
体
一
点
が
あ
る
。

　

大
村
市
立
史
料
館
は
、
富
松
神
社
と
久
原
熊
野
神
社
の
絵
馬
で
あ
る
が
、
絵
馬
の
数
一
一
点
、
図
柄
は
神
馬
四
点
、
風
景
二
点
、
富
士

山
、
大
坂
天
満
神
社
、
錦
帯
橋
、
乗
合
馬
車
、
老
松
と
鷹
が
各
一
点
あ
る
。
大
き
さ
は
特
大
型
一
点
、
大
型
四
点
、
中
型
五
点
、
小
型
一

点
、
材
は
杉
材
一
〇
点
、
檜
材
一
点
、
名
称
銘
は
奉
献
四
点
、
奉
納
三
点
、
奉
掛
御
宝
前
二
点
、
奉
納
、
奉
献
願
成
就
、
奉
掛
願
成
就
、

願
成
就
は
各
一
点
が
あ
る
。
時
期
は
江
戸
期
が
多
く
七
点
、
大
正
期
は
二
点
、
昭
和
期
一
点
、
奉
納
者
は
連
名
五
点
、
団
体
三
点
が
あ
る
。

　

杭
出
津
一
丁
目
の
水
神
社
は
、
絵
馬
の
数
一
四
点
、
図
柄
は
武
者
六
点
、
船
の
図
二
点
、
男
と
魚
二
点
、
枇
杷
、
神
馬
、
老
夫
婦
、
角

力
取
は
各
一
点
が
あ
る
。
型
は
横
長
四
角
型
一
二
点
、
家
型
二
点
、
大
き
さ
は
中
型
六
点
、
多
く
が
小
型
八
点
が
あ
る
。
材
は
全
て
が
杉

材
一
四
点
、
名
称
銘
は
奉
献
二
点
、
奉
納
御
宝
前
、
奉
納
、
願
成
就
は
各
一
点
が
あ
る
。
時
期
は
江
戸
期
四
点
、
奉
納
者
は
個
人
四
点
が

あ
る
。
こ
こ
の
天
井
絵
は
大
龍
の
図
を
中
央
に
、
主
に
草
花
の
三
二
図
が
取
り
囲
ん
で
い
る
。

　

東
本
町
の
八
幡
神
社
は
、
絵
馬
の
数
九
点
、
図
柄
は
神
馬
三
点
、
武
者
二
点
、
船
の
図
、
犬
追
物
、
草
花
、
城
は
各
一
点
が
あ
る
。
型

は
家
型
五
点
、
横
長
四
角
型
四
点
、
大
き
さ
は
特
大
型
三
点
、
大
型
二
点
、
中
型
三
点
、
小
型
一
点
が
あ
る
。
材
は
全
て
杉
材
九
点
、
名

称
銘
は
奉
献
二
点
、
奉
掛
御
宝
前
二
点
、
奉
掛
、
奉
掛
御
廣
前
は
各
一
点
が
あ
る
。
時
期
は
古
く
江
戸
期
五
点
、
明
治
期
一
点
、
絵
馬
の

奉
納
者
は
個
人
二
点
、
連
名
二
点
、
団
体
一
点
が
あ
る
。

　

玖
島
二
丁
目
の
春
日
神
社
は
、
絵
馬
の
数
三
点
、
図
柄
は
神
馬
、
武
者
、
草
花
は
各
一
点
、
型
は
横
長
四
角
型
二
点
、
家
型
一
点
、
大

き
さ
は
特
大
型
一
点
、
中
型
二
点
、
材
は
杉
材
三
点
、
名
称
銘
は
奉
納
二
点
、
奉
献
一
点
が
あ
る
。
時
期
は
江
戸
期
一
点
、
明
治
期
一
点
、

奉
納
者
は
個
人
二
点
、
団
体（
御
棔
隊
）一
点
が
あ
る
。
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片
町
の
稲
荷
神
社
は
、
絵
馬
の
数
七
点
、
図
柄
は
狐
二
点
、
鹿
、
兎
、
梅
松
、
猫
と
牡
丹
、
そ
の
ほ
か
の
各
一
点
が
あ
る
。
型
は
横
長

四
角
型
五
点
、
家
型
二
点
、
大
き
さ
は
大
型
二
点
、
中
型
五
点
が
あ
る
。
材
は
杉
材
四
点
、
ラ
ワ
ン
材
一
点
、
表
装
額
一
点
、
名
称
銘
は

奉
献
四
点
、
奉
懸
二
点
、
奉
納
一
点
、
時
期
は
江
戸
期
二
点
、
明
治
期
二
点
、
昭
和
期
一
点
が
あ
る
。
奉
納
者
は
個
人
五
点
、
団
体
一
点

が
あ
る
。

　

久
原
二
丁
目
の
熊
野
神
社
は
、
絵
馬
の
数
一
点
、
図
柄
は
武
者
一
点
、
型
は
横
長
四
角
型
一
点
、
大
き
さ
は
中
型
一
点
が
あ
る
。
材
は

杉
材
一
点
、
名
称
銘
は
奉
納
願
成
就
一
点
、
時
期
は
明
治
期
一
点
、
奉
納
者
は
個
人
一
点
が
あ
る
。

　

木
場
一
丁
目
の
野
田
神
社
は
、
絵
馬
の
数
一
点
、
図
柄
は
旭
日
と
老
松
、
型
は
横
長
四
角
型
、
大
き
さ
は
大
型
、
材
は
不
詳
、
時
期
は

平
成
期
で
あ
る
。

　

大
里
町
の
大
神
宮
神
社
は
、
絵
馬
の
数
二
点
、
図
柄
は
神
馬
一
点
、
武
者
一
点
、
型
は
横
長
四
角
型
二
点
、
大
き
さ
は
大
型
一
点
、
中

型
一
点
が
あ
る
。
材
は
杉
材
一
点
、
不
詳
一
点
、
名
称
銘
は
奉
掛
御
宝
前
一
点
、
奉
納
一
点
、
時
期
は
江
戸
期
一
点
、
平
成
期
一
点
、
奉

納
者
は
個
人
一
点
、
連
名
一
点
が
あ
る
。

■
二
．
大
村
市
内
の
絵
馬
の
特
色

　

大
村
市
内
に
は
絵
馬
の
あ
る
神
社
等
一
六
ヵ
所
、
絵
馬
の
数
一
〇
四
点
が
あ
り
、
そ
の
特
色
を
あ
げ
る
と
、

　

図
柄
は
、
最
多
が
武
者
二
四
点
。
次
に
神
馬
二
二
点
、
船
の
図（
龍
形
船
、
宝
船
含
む
）一
〇
点
、
武
者
戦
七
点
が
あ
る
。

　

型
は
、
最
多
が
横
長
四
角
型
六
九
点
を
占
め
、
次
に
家
型
三
一
点
、
縦
長
四
角
型
は
僅
か
に
二
点
、
平
庵
型
も
二
点
が
あ
る
。

　

大
き
さ
は
、
絵
馬
額
の
高
さ
を
基
準
に
し
て
、
特
大
型
、
大
型
、
中
型
、
小
型
の
四
分
類
に
す
る
と
、
特
大
型
（
一
〇
〇
㌢
㍍
以
上
）

は
一
一
点
、
そ
の
う
ち
富
松
神
社
五
点
、
東
本
町
八
幡
神
社
三
点
、
原
町
熊
野
神
社
、
春
日
神
社
、
市
立
史
料
館
所
蔵
久
原
熊
野
神
社
は

各
一
点
が
あ
る
。
大
型
（
七
〇
か
ら
一
〇
〇
㌢
㍍
）
は
二
六
点
、
そ
の
う
ち
昊
天
宮
七
点
、
富
松
神
社
五
点
、
市
立
史
料
館
五
点
が
あ
る
。

中
型（
三
六
か
ら
七
〇
㌢
㍍
）は
四
八
点
も
あ
り
、
松
尾
神
社
七
点
、
水
神
社
六
点
、
市
立
史
料
館
五
点
が
多
い
。
小
型（
三
五
㌢
㍍
以
内
）

は
一
九
点
あ
り
、
そ
の
う
ち
松
尾
神
社
八
点
、
水
神
社
八
点
が
多
い
。
そ
の
ほ
か
に
、
近
年
流
行
の
ミ
ニ
絵
馬
の
絵
馬
掛
所
が
あ
る
の
は
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富
松
神
社
、
昊
天
宮
、
大
村
神
社
等
が
あ
げ
ら
れ
る
。

　

絵
馬
の
特
大
型
一
〇
点
を
と
り
あ
げ
る
と
、
東
本
町
八
幡
神
社
の
犬
追
物
一
七
七
×
二
五
〇
㌢
㍍
。
市
立
史
料
館
所
蔵
久
原
熊
野
神
社

の
老
松
鷹
一
二
一
×
一
五
八
㌢
㍍
。
東
本
町
八
幡
神
社
の
武
者
一
一
六
×
九
四
・
五
㌢
㍍
。
原
町
熊
野
神
社
の
神
馬
一
一
五
×
一
六
七
㌢

㍍
。
春
日
神
社
の
武
者
一
一
一
×
一
六
七
㌢
㍍
。
富
松
神
社
の
狩
り
一
一
〇
×
一
八
一
㌢
㍍
。
富
松
神
社
の
神
馬
一
一
〇
×
一
七
〇
㌢
㍍
。

東
本
町
八
幡
神
社
の
武
者
一
一
〇
×
一
三
八
㌢
㍍
。
富
松
神
社
の
参
宮
一
〇
五
×
一
八
七
㌢
㍍
。
富
松
神
社
の
武
者
一
〇
五
×
一
三
六
㌢

㍍
。

　

絵
馬
の
材
は
、
絵
馬
額
の
殆
ど
が
杉
材
造
り
で
あ
り
九
一
点
を
占
め
る
。
檜
・
杉
造
り
は
二
点
、
ラ
ワ
ン
材
造
り
は
一
点
、
そ
の
ほ
か

に
、
表
装
額
二
点
、
既
製
額
は
七
点
が
あ
げ
ら
れ
る
。

　

名
称
銘
は
種
々
あ
り
、
多
い
順
に
あ
げ
る
と
奉
献
は
二
七
点
で
最
多
。
次
に
奉
献
は
一
八
点
、
そ
の
次
に
奉
掛
御
宝
前
は
一
〇
点
が
あ

る
。
次
に
奉
献
願
成
就
、
奉
掛
願
成
就
は
四
点
、
奉
掛
御
廣
前
、
願
成
就
は
各
三
点
が
あ
る
。
奉
献
願
成
就
、
奉
納
祈
願
成
就
、
奉
掛
は

各
二
点
、
奉
献
御
宝
前
、
奉
寄
進
奉
掛
は
各
一
点
が
あ
る
。

　

時
期
は
、
江
戸
期
が
最
多
の
三
七
点
、
特
に
富
松
神
社
九
点
、
市
立
史
料
館
七
点
、
昊
天
宮
六
点
、
東
本
町
八
幡
神
社
五
点
が
あ
る
。

明
治
期
は
一
五
点
、
大
正
期
は
三
点
、
昭
和
期
一
〇
点
、
平
成
期
は
三
点
が
あ
る
。

　

古
い
絵
馬
一
〇
点
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
寛
政
五
年
（
一
七
九
三
）
片
町
稲
荷
神
社
絵
馬
狐
一
対
、
享
和
二
年
（
一
八
〇
二
）
高
野
大

権
現
絵
馬
武
者
、龍
形
船
、天
保
二
年（
一
八
三
一
）昊
天
宮
絵
馬
神
馬
、天
保
二
年（
一
八
三
一
）市
立
史
料
館
絵
馬
神
馬
、天
保
三
年（
一

八
三
二
）
水
神
社
絵
馬
小
舟
、
天
保
四
年
（
一
八
三
三
）
市
立
史
料
館
絵
馬
神
馬
、
天
保
六
年
（
一
八
三
五
）
水
神
社
絵
馬
千
石
船
、
天
保

九
年（
一
八
三
八
）富
松
神
社
絵
馬
武
者
、
天
保
九
年（
一
八
三
八
）水
神
社
絵
馬
男
と
魚
が
あ
る
。

　

奉
納
者
は
、
個
人
は
三
二
点
、
そ
の
う
ち
昊
天
宮
六
点
、
今
津
神
社
五
点
、
片
町
稲
荷
神
社
五
点
、
水
神
社
四
点
が
あ
げ
ら
れ
る
。
連

名
は
三
三
点
、
こ
の
う
ち
多
数
は
富
松
神
社
八
点
、
市
立
史
料
館
五
点
が
多
い
。
団
体
は
一
四
点
、
そ
の
う
ち
特
に
松
尾
神
社
は
四
点
が

あ
る
。
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絵
師
、
画
家
等
は
江
戸
期
は
二
二
点
、
明
治
期
は
二
五
点
、
昭
和
期
は
六
点
、
平
成
期
は
三
点
が
あ
る
。
江
戸
期
の
著
名
な
絵
師
に
は

山
崎
雲
仙
、
早
瀬
春
山
、
山
崎
勝
眠
、
そ
の
ほ
か
探
英
な
ど
が
お
り
、
こ
れ
ら
の
絵
師
は
大
村
藩
士
で
狩
野
派
系
で
あ
る
。
江
戸
期
の
主

な
絵
師
に
よ
る
絵
馬
は
富
松
神
社
九
点
、
次
に
市
立
史
料
館
五
点
、
昊
天
宮
三
点
、
東
本
町
八
幡
神
社
二
点
、
春
日
神
社
一
点
が
あ
げ
ら

れ
る
。
明
治
期
の
絵
師
に
よ
る
絵
馬
は
鏑
木
雲
洞
一
点
が
あ
る
。
明
治
期
か
ら
昭
和
期
に
か
け
て
の
画
家
に
よ
る
絵
馬
は
市
立
史
料
館
所

蔵
久
原
熊
野
神
社
ほ
か
の
荒
木
十
畝
の
二
点
が
あ
る
。

　

神
社
の
絵
馬
は
、
江
戸
期
の
著
名
な
絵
師
に
よ
る
貴
重
な
絵
馬
が
多
く
、
大
村
市
の
貴
重
な
民
俗
文
化
財
と
し
て
、
永
く
保
存
さ
れ
る

こ
と
を
願
っ
て
い
る
。

�

（
野
本
政
宏
）

写真2-17　草場町の松尾神社　武者戦いの図

写真2-18　今富町の高野大権現　龍形船の図

写真2-19　原町の熊野神社　武者戦いの図
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写真2-20　富松神社　笙を吹く武者の図

写真2-21　富松神社　神馬の図
� （大村市立史料館所蔵）

写真2-22　富松神社　神馬の図
� （大村市立史料館所蔵）

写真2-23　富松神社　乗合馬車の図
� （大村市立史料館所蔵）

写真2-24　杭出津1丁目の水神社　千石船の図

写真2-25　水神社　天井絵雲龍の図
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写真2-26　東本町の八幡神社　犬追物の図

写真2-27　片町の稲荷神社　キツネの図

写真2-28　久原2丁目の熊野神社　老松と鷹の図
� （大村市立史料館所蔵）
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図2-3　絵馬所蔵位置図
【註】国土地理院発行「諫早」「大村」5万分の1地形図から作成

松尾神社松尾神社

高野大権現高野大権現

熊野神社熊野神社

矢房神社矢房神社

清正公堂清正公堂

富松神社富松神社

水神社水神社
八幡神社八幡神社
春日神社春日神社
稲荷神社稲荷神社

野田神社野田神社
熊野神社熊野神社

大神宮神社大神宮神社

市立史料館市立史料館

今津神社今津神社

昊天宮昊天宮
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表2-8　各神社等の絵馬
No 神社名等 所在地 絵馬の数 絵馬の図柄別点数 時代別点数
1 松尾神社 草場町 16 武者4　武者戦4　船の図4　神馬2　牛若

丸弁慶1　そのほか1 明治3　昭和1

2 高野大権現 今富町 3 龍形船1　武者1　陸軍演習1 江戸1　明治1
大正1

3 昊天宮 宮小路2丁目 12 武者5　神馬3　武者戦1　加藤清正1　富
士山1　宝船1

江戸6　明治1
昭和2　平成1

4 今津神社 竹松本町 6 黒山様2　猪1　そのほか3 昭和4　平成1
5 熊野神社 原町 2 神馬1　武者戦1 江戸1　明治1
6 矢房神社 宮代町 1 武者戦1 明治1
7 清正公堂 上諏訪町 4 小松原法難1　そのほか3 昭和1
8 富松神社 三城町 12 神馬6　武者3　船の図1　狩り1　参宮1 江戸9　明治3

9 市立史料館 東本町 11 神馬4　風景2　富士山1　大坂天満神社1　
錦帯橋1　乗合馬車1　老松と鷹1

江戸7　大正2
昭和1

10 水神社 杭出津1丁目 14 武者6　船の図2　男と魚2　神馬1　老夫
婦1　角力取1　枇杷1 江戸4

11 八幡神社 東本町 9 神馬3　武者2　船の図1　犬追物1　草花1　
城1 江戸5　明治1

12 春日神社 玖島2丁目 3 神馬1　武者1　草花1 江戸1　明治1

13 稲荷神社 片町 7 狐2　鹿1　兎1　梅松1　猫と牡丹1　その
ほか1

江戸2　明治2
昭和1

14 熊野神社 久原2丁目 1 武者1 明治1　
15 野田神社 木場1丁目 1 旭日と老松1 平成1
16 大神宮神社 大里町 2 神馬1　武者1 江戸1　平成1
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大
村
市
の
算
額
と
遊
歴
算
家

　

九
九
は
万
葉
集
に
も
表
れ
る
が
古
代
の
土
器
の
破
片

に
描
か
れ
た
九
九
が
茨
城
県
で
発
掘
さ
れ
て
い
る
（
写
真

２
︱
29
）。

　
写
真
２
︱
30
は
天
禄
元
年
（
九
七
〇
）
源
為
憲
が
藤
原
為

光
の
子
で
あ
る
当
時
七
歳
の
松
雄
君
（
後
の
藤
原
誠
信
）

の
た
め
に
編
纂
し
た
「
口く

ち

遊ず
さ
み

」
と
い
う
教
科
書
に
載
せ
た

も
の
で
あ
る
。

　

和
算
の
源
流
は
天
智
天
皇
の
時
代
に
さ
か
の
ぼ
り
、

学
校
を
建
て
、
算
生
二
〇
名
を
置
き
、
ま
た
、
天
文
台

を
設
け
る
な
ど
さ
れ
た
。
そ
れ
以
前
に
も
大
陸
か
ら
易

博
士
が
渡
来
し
数
学
は
早
く
に
始
ま
っ
て
い
た
よ
う
で

あ
る
。
大
宝
令
で「
算
経
十
書
」（
7
）の
六
種
と
あ
と
三
種

を
加
え
た
九
種
を
教
科
書
に
定
め
、「
算
経
十
書
」
は
中

国
か
ら
持
ち
帰
っ
た
算
数
の
書
籍
で
あ
り
、
そ
の
中
の

「
九
章
算
術
」と
い
う
書
籍
が
最
も
有
名
で
あ
る
。

　
「
開
平
・
開
立
」の
計
算
や「
一
、
二
次
の
方
程
式
」「
直

角
三
角
形
と
測
量
」な
ど
を
解
説
し
て
い
る
。

　

さ
て
、
和
算
と
は
、
江
戸
時
代
か
ら
明
治
時
代
ま
で

続
い
た
日
本
独
自
の
数
学
を
西
洋
か
ら
入
っ
て
き
た
洋

二

写真2-29　�島名熊の山遺跡出土「掛け算九
九が刻まれた土器」

（つくば市教育委員会所蔵、公益財団法人茨城県教
育財団写真提供）

写真2-30　日本の書物に初めて現れた掛け算九九
（和算関係資料「口遊」（岡本写978）　東北大学附属図書館
所蔵）
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算
と
比
較
し
て
い
う
こ
と
が
多
い
。

　

吉
田
光
由（
慶
長
三
年（
一
五
九
八
）～
寛
文
十
二
年（
一
六
七
二
））は
、
寛
永
四
年（
一
六
二
七
）に
教
師
用
数
学
書
の
よ
う
な
絵
入
り

で
実
用
的
な
「
塵
劫
記
」
と
い
う
書
籍
を
発
行
し
た
。
数
学
の
力
も
余
り
な
い
よ
う
な
人
た
ち
が
こ
の
書
籍
を
使
い
数
学
を
教
え
て
い
た

た
め
、
後
に
書
籍
の
後
ろ
の
方
に
解
答
を
付
け
な
い
問
題
を
載
せ
、
こ
の
問
題
が
解
け
た
者
は
数
学
を
教
え
て
も
よ
い
と
い
う
い
わ
ば
数

学
の
教
員
免
許
書
の
よ
う
な
も
の
を
出
版
し
た
。

　

こ
れ
が
い
わ
ゆ
る
遺
題
本
と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
で
、
読
者
が
こ
の
書
籍
の
問
題
を
解
い
て
、
同
じ
よ
う
に
そ
の
書
籍
の
著
者
が
解
答

を
付
け
な
い
別
の
問
題
を
書
籍
の
後
ろ
に
書
い
て
出
版
す
る
者
が
現
れ
た
。
こ
れ
が
一
七
〇
年
以
上
も
続
い
た
。
い
わ
ゆ
る
遺
題
継
承

（
8
）で
和
算
の
特
徴
の
一
つ
で
あ
る
。

　

二
つ
目
が
算
額
と
い
わ
れ
る
、
神
社
仏
閣
に
奉
納
し
た
数
学
問
題
の
絵
馬
で
あ
る
。
算
額
は
全
国
に
約
一
〇
〇
〇
面
ほ
ど
現
存
し
、
現

在
で
も
新
た
に
発
見
さ
れ
て
い
る
。
更
に
現
代
に
お
い
て
も
各
地
で
復
元
又
は
新
た
な
問
題
を
描
い
て
奉
納
さ
れ
て
い
る
。

　

長
崎
市
で
も
つ
い
最
近
平
成
二
十
年
（
二
〇
〇
八
）、
大
浦
諏
訪
神
社
で
発
見
さ
れ
、
平
成
二
十
一
年
（
二
〇
〇
九
）
大
村
で
実
施
し
た

第
五
回
全
国
和
算
研
究
会
で
紹
介
し
た
。
筆
者
も
後
で
紹
介
す
る
大
村
の
富
松
神
社
と
久
留
米
市
の
高
良
大
社
に
復
元
奉
納
を
し
、
ま
た

佐
賀
県
神
埼
市
の
冠
者
神
社
に
は
自
作
の
問
題
を
奉
納
し
た
（
9
）。
な
お
文
献
に
残
る
算
額
は
、
全
国
で
三
〇
〇
〇
面
ほ
ど
あ
る
と
さ
れ

て
い
る
。

　

ま
た
三
つ
目
は
江
戸
時
代
に
は
各
地
の
算
額
を
見
て
回
り
、
そ
の
地
で
数
学
に
興
味
を
示
す
人
々
を
頼
り
な
が
ら
数
学
を
広
め
る
た
め

数
学
を
教
え
て
ま
わ
る
人
た
ち
が
現
れ
た
。
遊ゆ

う

歴れ
き

算さ
ん

家か

と
呼
ば
れ
る
。
な
か
に
は
遊
歴
の
日
記
に
各
地
の
算
額
を
記
し
て
残
し
た
者
が
お

り
、
後
述
す
る
。
以
上
が
和
算
の
三
大
特
徴
と
い
わ
れ
て
い
る
。

　

で
は
長
崎
県
や
大
村
に
お
け
る
和
算
の
歴
史
は
ど
う
か
と
問
う
と
、
ほ
と
ん
ど
分
か
っ
て
い
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
。

　

本
項
で
取
り
上
げ
る
算
額
資
料
は
、
長
崎
歴
史
文
化
博
物
館
収
蔵
の
渡
辺
市
郎
忠
真
の
「
算
法
三
十
七
問
起
源
」
な
ど
を
も
と
に
し
た

も
の
で
あ
り
、
遊
歴
算
家
の
旅
日
記
は
新
潟
県
・
福
島
県
に
残
さ
れ
た
資
料
を
も
と
に
叙
述
し
た
。
和
算
発
展
の
歴
史
を
明
ら
か
に
す
る
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に
は
、
ど
う
し
て
も
算
額
及
び
遊
歴
算
家
を
調
べ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

■
一
．
鈴
田
牢
と
宣
教
師
カ
ル
ロ
・
ス
ピ
ノ
ラ

　

大
村
市
内
の
算
額
に
触
れ
る
前
に
書
い
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
所
と
人
物
が
あ
る
。

　

そ
れ
は
鈴
田
牢
と
カ
ル
ロ
・
ス
ピ
ノ
ラ
で
あ
る
。

　

東
北
大
学
元
教
授
平
山　

諦
著『
和
算
の
誕
生
』に
鈴
田
牢
と
カ
ル
ロ
・
ス
ピ
ノ
ラ
は
取
り
上
げ
ら

れ
て
お
り
、
ス
ピ
ノ
ラ
は
和
算
誕
生
に
深
く
か
か
わ
っ
て
い
た
人
物
と
書
か
れ
て
い
る
。

　

ス
ピ
ノ
ラ
＝Carlo�Spinola�

（
一
五
六
四
～
一
六
二
二
）
は
イ
タ
リ
ア
の
名
家
の
出
身
で
、
一
五

九
九
年
リ
ス
ボ
ン
を
出
港
し
、
ゴ
ア
、
マ
ラ
ッ
カ
、
マ
カ
オ
を
経
由
し
て
一
六
〇
二
年
七
月
長
崎
に

上
陸
し
、
日
本
語
を
学
ぶ
た
め
有
馬（
南
島
原
市
）に
送
ら
れ
た
。

　

慶
長
九
年（
一
六
〇
四
）再
び
長
崎
に
帰
り
、
元
和
四
年（
一
六
一
八
）十
二
月
に
捕
ら
え
ら
れ
て
、

鈴
田
牢
に
入
れ
ら
れ
、
元
和
八
年（
一
六
二
二
）長
崎
で
火
刑
に
処
せ
ら
れ
て
殉
教
し
た
。

　

ス
ピ
ノ
ラ
は
慶
長
九
年
（
一

六
〇
四
）
か
ら
七
年
間
、
京
都

の
ア
カ
デ
ミ
ア
で
毛
利
重
能
・

吉
田
光
由
な
ど
日
本
の
数
学
を

作
っ
た
人
々
に
数
学
を
教
え
た

と
い
わ
れ
る
。
有
馬
の
セ
ミ
ナ

リ
オ（
神
学
校
）で
日
本
語
を
学

ん
だ
ス
ピ
ノ
ラ
は
、
慶
長
九
年

（
一
六
〇
四
）有
家（
南
島
原
市
）

写真2-31　�鈴田牢とスピノラについて紹
介された平山　諦『和算の誕
生』（恒星社厚生閣　1993年発
行）の表紙

写真2-33　鈴田牢跡の説明文 写真2-32　鈴田牢跡
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か
ら
京
都
に
移
っ
た
。
京
都
で
は
南
蛮
寺
で
知
識
人
に
科
学

知
識
、
技
術
を
伝
授
し
た
。
慶
長
十
六
年
（
一
六
一
一
）
長

崎
へ
移
り
、
イ
エ
ズ
ス
会
の
会
計
係
を
務
め
た
。
そ
の
間
に
は
マ
カ
オ
の
イ
エ
ズ
ス
会
士
と
図
り
、
長
崎
―
マ
カ
オ
間
で
月
食
を
観
察
し

長
崎
の
経
度
の
測
定
を
行
っ
た
。
同
十
八
年
（
一
六
一
三
）
の
禁
教
令
発
布
時
に
は
「
十
字
架
の
ジ
ュ
ゼ
ッ
ペ
」
と
変
名
し
長
崎
に
潜
伏
、

そ
の
ま
ま
布
教
活
動
を
続
け
た
。

　

彼
が
本
国
イ
タ
リ
ア
に
送
っ
た
手
紙
（
10
）
に
よ
る
と
、
元
和
四
年
長
崎
で
捕
ら
え
ら
れ
大
村
の
鈴
田
牢
に
投
獄
さ
れ
た
。
牢
は
竹
の
鳥

籠
の
よ
う
に
太
い
角
材
で
作
ら
れ
そ
の
吹
き
さ
ら
し
の
牢
内
で
四
年
間
一
度
も
入
浴
、
散
髪
す
る
こ
と
な
く
、
熱
病
に
苦
し
み
な
が
ら
過

ご
し
た
と
あ
る
。

　

日
本
で
最
も
古
い
元
和
八
年（
一
六
二
二
）と
記
さ
れ
た
数
学
書
で
あ
る『
割
算
書
』（
11
）
の
序
に
は「
夫そ

れ

割
算
と
云
う
は
壽し

ゆ

天て

屋や

邊へ

連れ
ん

と

1 ．牢入口
2 ．二重格子玄関
3 ．座敷横目すなわち監視人の

住居
4 ．監視人の住居
5 ．監視人の台所
6 ．囚人の台所
7 ．錠のついた二重扉
8 ．食事を差し入れるための錠

のついたくぐり戸と小窓
9 ．角柱で作られた鳥かごのよ

うな牢内
10. 茨で囲まれた二重柵
11. 便所
12. 便所の溜まり
13. 番屋
14. 巡警路
15. 外側の柵

図2-4　鈴田牢の解説
【註】1パルモ＝0.209メートル
（宮﨑賢太郎『カルロ・スピノラ伝』〈キリシタン文化研究シリーズ28〉　キリシタ
ン文化研究会　1985から）

写真2-34　�毛利重能『割算書』（元和8年・1622版）の
序文

（原本は東北大学附属図書館蔵、日本珠算連盟編・山田孝雄
ほか解説『割算書』　日本珠算連盟　1956から）
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云
う
所
に
智ち

恵え

万
徳と

く

を
そ
な
は
れ
る
名
木
」と
あ
り
、
ア
ダ
ム
と
イ
ブ
の
り
ん
ご
を
二
つ
に
割
っ
た
の
が
割
り
算
の
初
め
で
あ
る
と
い
う
。

■
二
．
算
額

　

算
額
と
は
前
述
の
よ
う
に
神
社
仏
閣
に
奉
納
さ
れ
た
数
学
の
絵
馬
で
あ
る
。
こ
れ
は
印
刷
術
が
ま
だ
発
達
し
て
い
な
か
っ
た
当
時
、
和

算
の
成
果
の
発
表
方
法
と
し
て
大
衆
が
集
ま
る
場
所
、
す
な
わ
ち
神
社
仏
閣
に
問
題
と
答
・
術
を
書
き
、
図
形
は
色
彩
豊
か
に
し
て
絵
馬

と
し
て
奉
納
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
奉
納
目
的
は
色
々
で
あ
る
が
、
本
田
益
夫
著
『
筑
前
高
見
神
社
算
額
と
和
算
史
概
説
』
か
ら
箇
条

書
き
に
す
る
と

　
　

①
問
題
解
答
の
周
知
。

　
　

②�

数
学
の
難
問
を
解
決
し
た
こ
と
を
誇
示
し
て
、
自
分
た
ち
の
流
派
を
世
に
知
ら
し
め
る
。

　
　

③
問
題
解
法
の
祈
願
。

　
　

④�

神
社
仏
閣
の
竣
工
、
師
・
家
族
の
慶
事
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
。

　

最
近
の
調
査
で
は
、
現
存
算
額
は
深
川
英
俊
著
の
『
日
本
の
数
学
と
算
額
』（
12
）
に
よ
る
と
、
全
国
各
地
に
現
存
算
額
は
九
七
五
面
（
う

ち
九
一
面
復
元
）、
文
献
算
額
は
一
七
四
一
面（
う
ち
九
五
面
紛
失
）と
な
っ
て
い
る
。

　

最
古
の
現
存
算
額
は
栃
木
県
佐
野
市
星
宮
神
社
の
天
和
三
年
（
一
六
八
三
）
の
も
の
で
、
文
献
に
記
さ
れ
た
算
額
は
福
島
県
白
河
市
境

明
神
の
明
暦
三
年（
一
六
五
七
）の
も
の
で
あ
る
。

　

九
州
の
現
存
算
額
は
福
岡
県
七
面（
う
ち
一
面
は
北
九
州
市（
一
面
は
筆
者
が
久
留
米
市
に
奉
納
）の
算
額
で
、
い
ず
れ
も
文
献
か
ら
復

元
さ
れ
た
も
の
）・
長
崎
県
四
面
・
大
分
県
一
面
、
佐
賀
県
一
面
の
計
一
三
面
で
あ
る
。
文
献
上
で
の
算
額
は
福
岡
県
一
八
面
・
長
崎
県

一
六
面
・
熊
本
県
一
面
・
大
分
県
二
面
・
宮
崎
県
一
面
の
計
三
八
面
で
あ
る
。

　

長
崎
県
の
現
存
算
額
は
、
長
崎
市
の
諏
訪
神
社
と
大
浦
諏
訪
神
社
・
富
松
神
社
に
四
面
あ
り
、
そ
れ
ら
を
紹
介
す
る
。
な
お
、
そ
の
う

ち
二
面
は
諏
訪
神
社
で
、
明
治
二
十
年
（
一
八
八
七
）
に
奉
納
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
二
面
は
平
成
四
年
（
一
九
九
二
）
に
修
復
復
元

さ
れ
、
現
在
諏
訪
神
社
内
の「
諏
訪
神
社
の
拝
仏
殿
」に
絵
馬
と
し
て
展
示
さ
れ
て
い
る
。
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一
．
諏
訪
神
社
の
算
額
⑴
明
治

二
十
年
三
月
山
口
政
太
郎
奉

納（
写
真
２
︱
35
）

　

�　

問
題
は
二
題
描
か
れ
て
い
る
。

右
の
鳥
瞰
図
は
出
題
で
は
な
い
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
二
題
は

条
件
不
足
で
数
学
的
に
成
り
立

た
な
い
。

二
．�

諏
訪
神
社
の
算
額
⑵
明
治

二
十
年
高
野
先
生
門
人
二
〇

名
が
奉
納（
写
真
２
︱
36
）

　

�　

高
野
先
生
門
人
二
〇
名
が
一

人
一
題
ず
つ
解
答
を
書
い
て
い

る
。
難
し
い
問
題
で
は
な
く
、

か
つ
て
は
関
東
・
関
西
か
ら
の

修
学
旅
行
生
の
グ
ル
ー
プ
研
究

に
問
題
を
解
か
せ
、
提
出
さ
せ

る
修
学
旅
行
が
実
施
さ
れ
て
い

た
。

三��

．
大
浦
諏
訪
神
社
の
算
額
（
写
真

写真2-35　�諏訪神社の算額⑴�明治20年3月山口政太郎奉納（長崎市上西山町）

写真2-36　諏訪神社の算額⑵�明治20年高野先生門人20名が奉納（長崎市上西山町）
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２
︱
37
）

　
�　

平
成
二
十
年
（
二
〇
〇
八
）
大
浦
諏
訪
神
社
で
発
見
さ
れ
た
も
の
で
、

渡
辺
市
郎
忠
真
撰
著
『
算
法
三
十
七
問
起
源
』
の
中
に
掲
載
さ
れ
て
い

る
。
渡
辺
市
郎
は
長
崎
で
は
当
時
有
名
な
和
算
家
で
あ
っ
た
。
円
の

直
径
を
求
め
る
問
題
と
大
浦
諏
訪
神
社
の
境
内
か
ら
英
彦
山
・
愛
宕

山
・
放
火
山
ま
で
の
距
離
、
山
の
高
さ
な
ど
を
求
め
る
測
量
問
題
で

あ
る
。
文
字
な
ど
も
読
め
る
ほ
ど
状
態
が
良
い
。

　

�　

現
在
も
算
額
は
全
国
各
地
で
発
見
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
、
算
額
集

が
発
行
さ
れ
て
い
る（
13
）。

　

�　

現
存
算
額
は
小
寺　

裕
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で

「
和
算
の
館
」と
し
て
、
紹
介
し
て
い
る
。

■
三
．
文
献
に
残
る
大
村
市
内
の
算
額

　

文
献
に
残
る
大
村
市
内
の
算
額
は
、「
算
法
三
十
七
問
起
源
」
よ
る
と
、

後
に
示
す
よ
う
に
各
神
社
一
面
、
二
題
ず
つ
八
幡
神
社
・
春
日
神
社
・

富
松
神
社
の
三
神
社
に
計
六
題
で
あ
る
。

　

こ
の
写
本
は
渡
辺
の
門
人
が
書
い
た
も
の
で
、
大
村
市
内
の
算
額
は

安
政
六
年
（
一
八
五
九
）
に
ど
れ
も
神
田
宇
平
源
重
文
（
14
）
が
奉
納
し
た

こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

　

ど
の
問
題
も
大
変
高
度
で
、
現
代
の
数
学
を
も
っ
て
し
て
も
難
し
い
。

そ
の
中
で
も
富
松
神
社
の
算
額
は
、
実
際
は
遊
歴
算
家
で
有
名
な
法
寺

写真2-37　大浦諏訪神社の算額　安政6年阪部勝三郎重政奉納（長崎市相生町）
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道
善
が
著
し
た
と
さ
れ
る
。

　

嘉
永
五
年（
一
八
五
二
）に
刊
行
さ
れ
た
長
崎
の
加
悦
俊
興
著「
算
法
圓

理
括
嚢
」（
図
２
︱
5
）
に
あ
る
問
題
に
酷
似
し
て
お
り
、
大
変
興
味
ぶ
か
い

（
15
）。

■ 

四
．
文
献
に
所
載
さ
れ
た
八
幡
神
社
・

春
日
神
社
・
富
松
神
社
の
算
額

　

次
に
文
献
に
残
る
大
村
市
の
算
額
三

面
を
紹
介
す
る
。

一
．
八
幡
神
社

　

八
幡
神
社
（
東
本
町
）
二
題
の
第
一

題
目
は
、
図
２
︱
6
の
よ
う
に
扇
形
に
二

写真2-38　八幡神社

図2-5　長崎・加悦傅一郎俊興「算法圓理
括嚢」（嘉永5年・1852）（早稲田大
学図書館所蔵）

所
掲
于
大
村
八
幡
宮
一
事
　
二
問

今
有
如
圖
扇
内
交
等
弧
乃
弧
背
與
扇
背
端

相
切
處
至
鋭
也

而
容
等
圓
數
個
其
個
數
者
起
於
三
個

至
數
萬
個
假
書
五
個
扇
長

若
干
欲
使
扇
背
與
弧
背
相
等
問
隨
容
個
數

特
其
等
圓
徑
術
如
何

答
曰
如
左

術
曰
置
等
圓
個
數
内
減
一
個
餘
名
正
以
除
一
個
加
極

半
之
自
之
加
一
個
開
平
方
加
一
個
以
除
扇
長
得
等
圓

徑
合
問

今
有
銀
球
内
穿
去
球
作
器
形
乃
器
口
徑

者
猶
穿
去

球徑
内
容
金
球
如
圖
其
器
形
鋭
端
穿
一
小

竅
繋
絲
釣
垂
之
則
循
器
斜
傾
金
球
亦
轉

動
器
中
而
自
有
所
鎮
也
　
器
口
徑
若
干

外
矢
若
干
金
球
徑
若
干
又
云
以
銀
一
積

重
除
金
一
積
重
得
數
若
干
問
得
傾
度
術

如
何
　
　
答
曰
如
左

術
曰
以
口
徑
除
外
矢
倍
之
名
正
自
之
加
二
個
乘
正
名

極
置
金
球
徑
倍
之
以
口
徑
除
之
再
自
之
乘
又
云
數
加

正
及
極
内
減
四
個
餘
倍
之
以
正
極
相
乘
三
個
差
除
之

擬
正
切
以
一
個
擬
半
徑
撿
八
線
表
求
弧
度
為
傾
度
合

問　
　
　
　
　
　
長
崎	

神
田
宇
平
源
重
文

安
政
六
年
巳
未
四
月

金
銀

 

釣
絲

図2-6　八幡神社の算額　安政6年神田宇平源重文奉納
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本
の
直
線
に
内
接
す
る
等
し
い
円
を
五
個
入
れ
た
と
き
に
等
し
い
円

の
直
径
の
求
め
方
、
二
問
目
は
銀
球
の
内
側
を
茶
碗
の
よ
う
に
削
り
、

金
球
を
図
の
よ
う
に
入
れ
た
状
態
で
、
吊
る
し
た
と
き
の
傾
き
角
度

の
求
め
方
。

二
．
春
日
神
社

　

春
日
神
社
（
玖
島
二
丁
目
）
二
問
の
第
一
問
は
、
図
２
︱
７
の
よ
う
に

球
内
に
三
個
の
ラ
グ
ビ
ー
ボ
ー
ル
状
の
金
、
銀
、
鉄
を
更
に
六
角
形

に
切
っ
て
、
動
か
な
い
よ
う
に
盤
上
に
載
せ
る
と
き
の
立
円
心
高
差

の
求
め
方
。
第
二
問
は
円
内
に
花
弁
状
の
図
形
を
八
個
入
れ
、
花
弁

の
総
面
積
が
分
か
っ
て
い
る
と
き
花
弁
の
総
周
囲
の
長
さ
の
求
め
方
。

三
．
富
松
神
社

　

富
松
神
社
（
三
城
町
）
の
問
題
の
第
一
問
は
、
写
真
２
︱
40
の
よ
う
に

大
中
小
三
円
が
接
す
る
隙
間
に
六
個
の
円
が
内
接
し
て
い
る
。
大
中

小
の
円
の
直
径
が
分
か
っ
て
い
る
と

き
、
内
接
す
る
円
の
直
径
の
求
め
方
。

第
二
問
は
図
の
よ
う
に
大
小
輪
が
あ

る
。
そ
れ
に
接
し
た
小
輪
に
黒
点
が
あ

る
。
小
輪
は
大
輪
の
周
り
を
動
く
と
と

も
に
右
回
り
で
小
輪
を
曳
く
と
き
、
小

輪
が
始
点
に
戻
っ
て
き
た
と
き
、
小
輪

所
掲
于
大
村
春
日
社
一
事
　
二
問

今
有
球
内
容金
銀
鐡
等

六
角
長
立
圓
長
立
圓
六

角
削
之
其

角
背
如
立
圓
半
周

名
謂
六
角
長
立
圓
三
個
面
面
相
切
長

徑
者
各
平
行

充
球
内

無
動

如
圖
載
于
盤
上
則
随
立
圓
重

輕
有
所
鎮
止
也
　
短
徑
若
干
金
銀
鐡

一
積
重
術
中
略

之
曰
率
各
若
干
問
得
立
圓
心

髙
差
術
如
何

　
　
答
曰
如
左

術
曰
各
率
冪
三
件
相
併
内
減

二
率
相
乘
變盡
三
件
開
平
方

以
除
短
徑
因
二
率
如
求
金

銀
立
圓

心
髙
差
者
用
金
銀

兩
率
也
皆
傚
之

差
因
七

分
五
釐
得
髙
差
合
問今

有
如
圖
圓
内
撓
等
圭
數
個
圭
下
斜

協
圓
周

垂
針
猶
圓
半
徑
個
數
者
起
於

一
個
至
數
万
個
假
書
八
個

容
之
作

花
形
　
蕚
總
積
若
干
問
隨
蕚
夛
寡
得

葩
周
術
如
何

　
　
答
曰
如
左

術
曰
以
圓
周
率
除
個
數
自
之
加
一
個
名
定
以
除
一
個

名
率
置
蕚
總
積
乘
定
及
圓
周
率
一
十
二
段
開
平
方
為
原

數
乘
率
三
除
為
一
差
乘
率
一
乘
五
除
為
二
差
乘
率
三

乘
七
除
為
三
差
乘
率
五
乘
九
除
為
四
差
如
此
求
逐
差

以
疂
減
于
原
數
餘
得
總
蕚
周
合
問神

田
宇
平
源
重
文

安
政
六
年
巳
未
四
月

金
銀

鉄

金

鉄

蕚 蕚

蕚

蕚

蕚蕚

蕚

蕚

図2-7　春日神社の算額　安政6年神田宇平源重文奉納

写真2-39　富松神社
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は
止
ま
る
と
す
る
。
図
は
仮
に
四
回
転
の
図
で
大
輪
・
小
輪
の
直
径
が

分
か
っ
て
い
る
。
こ
の
と
き
の
黒
点
の
軌
線
の
求
め
方
。

■
五
．
遊ゆ

う

歴れ
き

算さ
ん

家か

　

実
用
数
学
以
上
の
高
度
な
和
算
を
学
び
た
い
者
の
た
め
に
、
全
国
各
地

に
塾
が
で
き
た
。
江
戸
の
長
谷
川
道
場
で
は
数
学
の
教
科
書
を
出
版
し
、

通
信
教
育
の
よ
う
な
こ
と
も
行
わ
れ
た
。

　

し
か
し
塾
・
道
場
が
遠
く
て
通
え
な
い
場
合
も
多
く
、
そ
の
た
め
に
全

国
を
巡
っ
て
数
学
を
教
え
、
併
せ
て
神
社
仏
閣
に
奉
納
さ
れ
た
算
額
を
見

て
は
、
そ
れ
を
日
記
に
残
す
者
も
現
れ
た
。
彼
ら
を
遊
歴
算
家
と
呼
ん
で

い
る
。

　

遊
歴
算
家
は
多
数
現
れ
た
が
日
記
ま
で
残
し
た
者
は
少
な
い
。
次
に
大

村
に
つ
い
て
書
い
た
二
人
を
紹
介
す
る
。

　

一
人
は
越
後
水
原
（
新
潟
県
阿
賀
野
市
）
出
身
の
山
口
和
（
坎
山
）（
？
～

嘉
永
三
年（
一
八
五
〇
））で「
道
中
日
記
」（
16
）を
著
し
、
も
う
一
人
は
陸
奥

三
春
（
福
島
県
田
村
郡
三
春
町
）
出
身
の
佐
久
間
庸
軒
（
文
政
二
年
（
一
八

一
九
）～
明
治
二
十
九
年（
一
八
九
六
））の『
佐
久
間
庸
軒
の
旅
日
記
』（
17
）

で
あ
る
。「
道
中
日
記
」
は
、
長
崎
に
滞
在
し
て
長
崎
の
こ
と
を
詳
し
く
記

し
た
日
記
で
も
あ
る
。

　

こ
の
二
冊
の
日
記
か
ら
大
村
に
関
係
す
る
部
分
を
抜
粋
す
る
。

写真2-40　富松神社の算額　平成20年筆者が復元奉納
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一
．『
和
算
家
山
口
和
の﹁
道
中
日
記
﹂』（
18
）

　
　
　

文
政
五
年（�

一
八
二
二
）

　
　
　

�
四
月
二
十
九
日
。
伊
万
里
を
出
立
し
て
東
川
副
村
（
19
）、
百
姓
の
喜
兵
衛

方
に
泊
ま
る
（
た
だ
し
筑
前
の
境
か
ら
長
崎
ま
で
の
一
円
は
松
浦
郡
で
あ

る
。
松
浦
郡
か
ら
三
里
ほ
ど
南
東
の
方
向
に
嬉
野
と
い
う
所
が
あ
る
。
茶

が
取
れ
る
。
こ
の
所
か
ら
少
し
同
じ
方
向
に
行
く
と
、
大
村
領
で
あ
る
）。

　
　
　

�

五
月
一
日
。
其
木
村
（
現
東
彼
杵
町
）
に
出
る
。
そ
こ
か
ら
舟
で
時
津
に

到
着
す
る
。
其
木
か
ら
大
村
の
城
下
ま
で
五
里
で
あ
る
と
い
う
。

　
　
　

�

其
木
か
ら
時
津
ま
で
海
上
七
里
（
約
二
七
・
四
八
九
㌔
㍍
）。
全
て
の
距

離
は
数
一
〇
里
余
り
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
舟
賃
は
二
〇
〇
文
出
す
。

一
三
〇
文
ほ
ど
が
規
定
の
額
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
が
、
人
数
が
少
な
い

た
め
、
こ
の
よ
う
な
割
高
に
な
っ
た
。
舟
で
大
村
を
南
に
、
平
戸
を
北
に

見
な
が
ら
西
の
方
に
渡
る
。
時
津
か
ら
二
里
東
に
島
が
二
つ
あ
る
。
そ
の

た
め
二
島
と
い
う
。
大
村
か
ら
渡
し
場
が
あ
る
。
そ
の
所
に
三
島
と
い
う
の
が
あ
る
。
一
日
の
四
ツ
過
ぎ
頃
、
其
木
を
出
て
七
ツ

半
頃
に
時
津
に
到
着
す
る（
20
）。
こ
こ
か
ら
長
崎
ま
で
三
里
で
あ
る
。

　
　
　

�

一
日
夜
。
浦
上
村
、
今
見
春
索
老
方
に
泊
ま
る
（
大
村
領
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
半
里
ほ
ど
西
に
大
村
の
関
所
が
あ
る
。
そ
こ
か
ら

長
崎
の
支
配
で
あ
る
。
同
所
ま
で
一
里
半
ほ
ど
で
あ
る
。）�

　
　
　

二
日
。
長
崎
に
出
る
。
川
崎
町（
21
）の
紙
屋
次
兵
衛
方
に
泊
ま
る
。
島
原
の
問
屋
で
あ
る
。

　
　
　

三
日
。
長
崎
を
所
々
見
物
す
る
。

写真2-41　山口和（坎山）「道中日記」
 （新潟県阿賀野市教育委員会所蔵）
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二
．『
佐
久
間
庸
軒
の
旅
日
記
』（
22
）

　
　
　

安
政
五
年
戊
午（
一
八
五
八
）

　
　
　

彼
杵　
　

海
辺
也
椿
菜
花
咲　

肥
前
屋
勇
吉
泊
り
旅
篭
二
二
〇
文
昼
付

　
　
　

十
二
月
十
一
日
天
気
に
て
三
月
下
旬
ノ
様
ニ
御
座
候

　
　
　

�

此
処
ヨ
リ
長
江
迄
海
上
七
里
の
間
二
〇
〇
文
に
て
被
乗
候
処　

今
日
ニ
限
り
乗
合
無
御
座
候
て
三
〇
文
に
て
三
里
の
間
松
原
宿
迄

乗
申
候　

此
七
里
乗
合
有
之
節
ハ
乗
て
吉　

此
海
少
の
処
よ
り
入
海
に
成
と
云

　
　
　

長
江（
23
）ヨ
リ
半
里　

時
津
是
よ
り
三
里　

長
崎
と
行
依
テ
朝
乗
出
せ
バ
其
日
長
崎
迄
着
す

　
　
　

松三

原里　
　

右
方
入
海
也
茶
の
木
多
有
紙
を
す
く
也　

山
の
頂
迄
畑
に
て
見
事
也

　
　
　

�

十
二
月
十
一
日
に
菜
花
又
畑
に
麦
蒔
最
中
也　

大
道
至
宜
敷
也
双
松
有
墓
所
人
家
軒
の
下シ

タ

に
有
う
つ
め
候
藁わ

ら

或
板
に
て
屋
根
を
葦あ

し

て
置　

石
塔
宜
シ
水
鉢
有
燈
篭
な
ど
数
々
有　

間
小
川
二
尺
五
寸
位
の
石
長
三
尺
位
の
を
一
尺
位
宛
す
き
ら
か
し
双な

ら

べ
置
也
飛
石

也

　
　
　

�

大二

村里　

彼
杵
郡
大
村
丹
後
守
二
万
七
千
九
百
七
十
石
平
城
右
方
海
辺
也　

江
戸
迄
三
百
五
十
里　

此
処
ヨ
リ
舟
ニ
乗
て
も
吉　

大

村
ヨ
リ
矢
上
へ
行
ハ
一
里
近
し
と
云

　
　
　

�

十
二
月
十
三
日
よ
り
二
十
五
日
迄
長
崎
に
逗
留
い
た
し
渡
辺
市
郎（
24
）と
申
者
に
算
術
傳
授
い
た
し
居
申
候
。

　
　

庸
軒
佐
久
間
纘
の
遊
歴
人
名
簿
に
は
長
崎
は
次
の
三
名
が
記
さ
れ
て
い
る
。

　
　

一
．
肥
前
長
崎
勝
山
町　

渡
邊
市
郎
忠
真

　
　

二
．
長
崎
桜
町　

木
谷
与
一
右
衛
門
忠
代

　
　

三
．
長
崎
出
来
下
大
工
町　

加
悦
傳
一
郎
俊
興

　

大
村
の
和
算
は
資
料
が
乏
し
い
が
、
本
項
執
筆
の
間
に
大
村
市
立
史
料
館
に
二
冊
の
和
算
書「
新
編
算
学
稽
古
大
全
」（
25
）、「
大
全
塵
劫
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記
」（
26
）が
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

　

藩
学
五
教
館
で
使
用
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
が
、
今
後
の
研
究
を
期
待
し
た
い
。

　

九
州
大
学
附
属
図
書
館
の
桑
木
文
庫
は
、
多
く
の
和
算
書
を
収
集
し
て
い
る
。

　

長
崎
歴
史
文
化
博
物
館
、
島
原
市
の
さ
か
き
ば
ら
郷
土
史
料
館
で
も
和
算
書
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

�

（
米
光　

丁
）

註（
１
）　

藤
野　

保
編『
大
村
郷
村
記
』第
一
、二
巻（
国
書
刊
行
会　

一
九
八
二
）

（
２
）　

①
竹
松
村
・
幸
天
六
社
大
明
神
は「
郷
村
記
」竹
松
村（
前
掲
註（
１
）第
二
巻
）、②
池
田
分
多
羅
山
大
権
現
、③
富
松
大
権
現
、④
八
幡
宮
は「
郷
村
記
」

池
田
之
部
神
社（
前
掲
註（
１
）第
一
巻
）、
⑤
久
原
分
春
日
社
、
⑥
三
天
社
は「
郷
村
記
」大
村
久
原
之
部
神
社（
前
掲
註（
１
）第
一
巻
）参
照

（
３
）～（
５
）　

前
掲
註（
２
）　
（
３
）①
、
②
、（
４
）、（
５
）①

 （
６
）　

筆
者
が
平
成
十
八
年
十
二
月
大
村
史
談
会
例
会
で
発
表
し
た
要
旨
に
基
づ
く
。

（
7
）　

一
〇
種
の
数
学
書
が『
算
経
十
書
』と
呼
ば
れ
た
。
唐
の
王
孝
通
が
著
し
た『
緝
古
算
経
』を
除
い
て
、
他
は
い
ず
れ
も
唐
以
前
の
古
算
書
で
あ
る
。

（
8
）　

遺
題
継
承
に
つ
い
て
は
、
佐
藤
健
一
監
修『
和
算
の
事
典
』（
朝
倉
書
店　

二
〇
〇
九
）に
著
者
が
詳
述
。

（
9
）　

米
光　

丁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ「
和
算
へ
の
旅
」（http://hyonem

itsu.w
eb.fc2.com

/

）平
成
二
十
八
年
三
月
閲
覧
。

（
10
）　

宮
﨑
賢
太
郎『
カ
ル
ロ
・
ス
ピ
ノ
ラ
伝
』〈
キ
リ
シ
タ
ン
文
化
研
究
シ
リ
ー
ズ
28
〉（
キ
リ
シ
タ
ン
文
化
研
究
会　

一
九
八
五
）

（
11
）　

こ
の
本
の
タ
イ
ト
ル
は
最
初
な
か
っ
た
の
で
後
に
付
け
ら
れ
た
。

（
12
）　

同
所
収「
全
国
算
額
一
覧
」の
中
国
・
四
国
・
九
州
は
筆
者
が
担
当
。

（
13
）　 

米
光　

丁
編『
新
九
州
の
算
額
』（
米
光　

丁　

二
〇
〇
九
）、米
光　

丁
編『
九
州
・
四
国
算
額
探
訪
必
携
』（
米
光　

丁　

一
九
九
〇
）、米
光　

丁
編『
長

崎
県
の
算
額
集
』（
米
光　

丁　

一
九
九
四
）な
ど
全
国
和
算
研
究
大
会
等
で
紹
介
し
て
い
る
。

（
14
）　

神
田
宇
平
源
重
文
に
つ
い
て
は
全
く
分
か
っ
て
い
な
い
。

（
15
）　

米
光　

丁
「
法
道
寺
善
の
『
観
新
考
算
変
法
』
と
九
圓
變
換
矩
合
術
集
に
つ
い
て
」（
日
本
数
学
史
学
会
編
『
数
学
史
研
究
』
通
巻
一
六
三
号　

日
本
数

学
史
学
会　

研
成
社　

一
九
九
九
）
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（
16
）　

原
史
料
は
山
口
坎
山（
倉
、
八
和
）「
道
中
日
記
」（
新
潟
県
阿
賀
野
市
教
育
委
員
会
所
蔵
）。
翻
刻
校
訂
本
は
佐
藤
健
一
ほ
か『
和
算
家
山
口
和
の「
道

中
日
記
」』（
研
成
社　

一
九
九
三
）。

（
17
）　

船
引
町
佐
久
間
庸
軒
和
算
保
存
会
編
集
委
員
会
編『
佐
久
間
庸
軒
の
旅
日
記
』船
引
町
文
化
財
集（
船
引
町
教
育
委
員
会　

一
九
九
五
）

（
18
）　

前
掲
註（
16
）

（
19
）　

前
掲
註（
16
）の
翻
刻
校
訂
本
に
よ
る
と「
東
川
副
村
」だ
が
、
原
史
料
で
は「
副
」の
字
が
判
然
と
し
な
い
。

（
20
）　

四
ツ
は
午
前
で
は
十
時
頃
に
な
り
、
七
ツ
は
午
後
で
四
時
頃
に
な
る
。
一
里
は
三
・
九
二
七
㌔
㍍
。

（
21
）　

前
掲
註（
16
）の
翻
刻
校
訂
本
に
よ
る
と「
川
崎
村
」だ
か
、
原
史
料
で
は「
崎
」の
字
が
判
然
と
し
な
い
。

（
22
）　

前
掲
註（
17
）

（
23
）　

前
掲
註（
17
）に
よ
る
と「
長
江
」だ
が
、
判
然
と
し
な
い
。

（
24
）　

こ
こ
に
取
り
上
げ
た
「
算
法
三
十
七
問
起
源
」
の
撰
著
者
で
あ
る
。
渡
辺
一
郎
と
渡
辺
市
郎
は
同
一
人
物
で
あ
り
文
献
で
は
ど
ち
ら
も
書
か
れ
て
い

る
が
、
本
項
で
は
市
に
統
一
す
る
。

（
25
）　

松
岡
能
一「
新
編
算
学
稽
古
大
全
」（
一
八
二
二
）

（
26
）　

山
本
賀
前「
大
全
塵
劫
記
」（
一
八
三
二
）

参
考
文
献

　
　
　

藤
野　

保
編『
大
村
郷
村
記
』第
一
、二
巻（
国
書
刊
行
会　

一
九
八
二
）

　
　
　

久
田
松
和
則「
大
村
藩
に
お
け
る
絵
師
の
系
譜
」（
大
村
市
立
史
料
館　

一
九
七
七
）

　
　
　

久
田
松
和
則「
絵
馬
展
出
品
目
録
」（
大
村
市
立
史
料
館　

一
九
七
七
）

　
　
　

渡
辺
市
郎
忠
真
撰
著「
算
法
三
十
七
問
起
源
」（
年
代
不
詳
）（
現
在
、
長
崎
歴
史
文
化
博
物
館
収
蔵
）

　
　
　

長
崎
・
加
悦
傳
一
郎
俊
興「
算
法
圓
理
括
嚢
」（
嘉
永
五
年
・
一
八
五
二
）（
早
稲
田
大
学
図
書
館
所
蔵
）

　
　
　

本
田
益
夫『
筑
前
・
高
見
神
社
算
額
と
和
算
史
概
説
』（
浜
田
重
工
業　

一
九
八
六
）

　
　
　

平
山　

諦『
和
算
の
誕
生
』（
恒
星
社
厚
生
閣　

一
九
九
三
）

　
　
　

デ
ィ
エ
ゴ
・
パ
チ
ェ
コ
著
・
佐
久
間
正
訳『
鈴
田
の
囚
人
』（
長
崎
文
献
社　

一
九
六
七
）

　
　
　

文
部
省
編『
日
本
教
育
史
資
料
』一
・
二
巻（
臨
川
書
店　

一
九
七
〇
復
刻
）

　
　
　

加
藤
秀
俊
ほ
か
編
、
牧
野　

昇
ほ
か
監
修『
人
づ
く
り
風
土
記
42　

ふ
る
さ
と
の
人
と
知
恵　

長
崎
』「
全
国
の
伝
承
江
戸
時
代
」（
農
山
漁
村
文
化
協
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会　

一
九
八
九
）

　
　
　

箭
内
健
次
ほ
か『
長
崎
県
の
歴
史
』〈
新
日
本
郷
土
史
大
系
〉（
文
画
堂　

一
九
六
〇
）

　
　
　

日
本
珠
算
連
盟
編
、
山
田
孝
雄
・
古
田
良
一
・
平
山
諦
・
海
老
沢
有
道
解
説『
割
算
書
』（
日
本
珠
算
連
盟　

一
九
五
六
）

　
　
　

毛
利
勘
兵
衛
重
能「
割
算
」（
元
和
八
年
版
）（
東
北
大
学
附
属
図
書
館 

所
蔵
）

　
　
　

佐
藤
健
一
監
修『
和
算
の
事
典
』（
朝
倉
書
店　

二
〇
〇
九
）

　
　
　

川
瀬
正
臣
、
城
田
桂
子『
九
九
か
ら
学
ぶ
歴
史
と
文
化　
『
口
遊　

全
』複
刻
版
』（
鎌
倉
リ
ク
リ
エ
イ
ト
大
学　

一
九
九
四
）

　
　
　

大
村
市
教
育
委
員
会
編『
大
村
市
の
文
化
財
』（
大
村
市
教
育
委
員
会　

一
九
九
〇
）

　
　
　

深
川
英
俊『
日
本
の
数
学
と
算
額
』（
森
北
出
版　

一
九
九
八
）

　
　
　

米
光　

丁
編『
新
九
州
の
算
額
』（
米
光　

丁　

二
〇
〇
九
）

　
　
　

米
光　

丁「
文
献
に
残
さ
れ
た
大
村
市
の
算
額
と
遊
歴
算
家
の
残
し
た
道
中
日
記
に
つ
い
て
」（
大
村
史
談
会
編『
大
村
史
談
』第
五
十
三
号　

大
村
史

談
会　

二
〇
〇
二
）

　
　
　

米
光　

丁「
長
崎
の
和
算
と
主
な
和
算
家
た
ち
」（
長
崎
史
談
会
編『
長
崎
談
叢
』第
八
十
三
輯　

長
崎
史
談
会　

一
九
九
五
）

　
　
　

水
戸
市
立
博
物
館
、
玉
川
里
子
編『
特
別
展　

日
本
の
算
数
』―
和
算
に
見
る
江
戸
の
文
化
―︻
図
録
︼（
水
戸
市
立
博
物
館　

一
九
九
九
）

　
　
石
造
鳥
居

　

旧
肥
前
国
の
佐
賀
県
に
お
い
て
は
、
県
指
定
文
化
財
の
石
造
肥
前
鳥
居
と
し
て
、
室
園
神
社
（
唐
津
市
）、
牛
尾
神
社
（
小
城
市
）、
櫛

田
宮
（
神
埼
市
）、
本
庄
神
社
（
佐
賀
市
）
の
四
基
が
あ
げ
ら
れ
る
が
、
同
旧
肥
国
の
長
崎
県
、
又
は
大
村
に
お
け
る
指
定
の
有
無
は
ど
の

よ
う
か
と
思
い
つ
つ
、
今
度
は
、
大
村
市
内
の
石
造
鳥
居
の
所
在
地
や
特
色
、
そ
の
現
状
に
つ
い
て
述
べ
た
い
。

　

ま
ず
、
大
村
市
内
の
寺
社
の
歴
史
を
ふ
り
か
え
る
と
、
天
正
二
年
（
一
五
七
四
）
に
キ
リ
シ
タ
ン
に
よ
る
寺
社
の
焼
打
ち
事
件
が
あ
り
、

大
部
分
の
寺
社
が
失
わ
れ
た
た
め
に
、
天
正
二
年
以
前
の
石
造
鳥
居
は
、
恐
ら
く
存
在
し
な
い
。

第
四
節
　
境
内
石
造
物

一
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焼
打
ち
後
の
神
社
の
再
建
に
つ
い
て
は
、
慶
長
期
に
昊
天
宮
、
富
松
神
社
が
、
寛
永
期
に
は
東
本
町
の
八
幡
神
社
、
上
諏
訪
町
の
山
田

神
社
、
草
場
町
の
松
尾
神
社
、
諏
訪
二
丁
目
の
諏
訪
神
社
、
古
松
権
現
（
大
里
町
の
大
神
宮
神
社
）
が
再
建
さ
れ
た
。
正
保
期
に
日
泊
町

の
宮
崎
神
社
、
寛
文
期
に
は
今
富
町
の
大太

神
宮
神
社
が
再
建
さ
れ
た
が
、
こ
れ
ら
の
再
建
当
時
の
古
い
石
造
鳥
居
が
現
在
、
存
在
す
る
だ

ろ
う
か
。

　

こ
れ
か
ら
、
江
戸
期
や
明
治
期
、
現
在
の
大
村
市
内
の
石
造
鳥
居（
1
）に
つ
い
て
、
そ
の
特
色
の
説
明
を
進
め
た
い
。

　

江
戸
期
の
石
造
鳥
居
は
、『
大
村
郷
村
記
』
に
は
、「
石
鳥
居
」
と
表
記
し
て
い
る
。
石
造
鳥
居
を
村
別
に
、
寺
社
数
、
鳥
居
数
を
多
い
順

に
あ
げ
る
と
、
池
田
分
一
八
ヵ
所
の
一
九
基
、
福
重
村
一
五
ヵ
所
の
一
七
基
、
竹
松
村
一
一
ヵ
所
の
一
二
基
、
久
原
分
一
一
ヵ
所
の
一
二

基
、
萱
瀬
村
一
〇
ヵ
所
の
一
〇
基
、
松
原
村
九
ヵ
所
の
九
基
、
三
浦
村
四
ヵ
所
の
四
基
、
鈴
田
村
三
ヵ
所
の
三
基
、
武
留
路
（
江
串
村
の

う
ち
）
一
ヵ
所
の
一
基
、
合
計
九
ヵ
村
八
二
ヵ
所
の
八
七
基
が
記
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
う
ち
、
石
造
鳥
居
が
最
多
の
寺
社
は
三
基
の
多
羅

山
大
権
現
（
御
霊
宮
大
明
神
含
む
）、
次
に
二
基
の
冷
泉
寺
・
大
神
宮
、
聖
宝
寺
（
稲
荷
大
明
神
含
む
）、
本
小
路
頭
高
丘
・
愛
宕
大
権
現

が
あ
る
。
ま
た
、
八
二
寺
社
の
古
名
称
を
あ
げ
る
と
、
○
○
権
現
、
大
権
現
は
三
〇
ヵ
所
、
○
○
大
明
神
は
一
九
ヵ
所
、
○
○
宮
は
一
三
ヵ

所
、
○
○
天
は
四
ヵ
所
、
○
○
観
世
音
、
観
音
は
四
ヵ
所
、
○
○
天
王
は
三
ヵ
所
、
そ
の
ほ
か
に
、
○
○
蔵
、
○
明
王
、
○
○
菩
薩
、
○

○
寺
、
○
○
公
等
が
あ
げ
ら
れ
る
。

　

寺
社
は
、
明
治
期
に
国
の
政
策
に
よ
っ
て
、
大
き
く
変
化
し
た
。
慶
応
四
年
（
一
八
六
八
）
維
新
政
府
は
祭
政
一
致
の
方
針
に
も
と
づ

き
神
仏
習
合
を
廃
止
し
、
廃
仏
毀
釈
と
な
る
。
明
治
四
年
（
一
八
七
一
）
正
月
三
日
寺
社
領
の
没
収
、
明
治
初
年
社
格
を
整
備
し
た
際
に
、

村
社
以
下
の
雑
社
整
理
と
な
っ
た
。

　

寺
社
の
名
称
の
変
化
は
、神
社
名
を
つ
け
て
表
記
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、現
在
も
大
村
市
内
に
は
江
戸
時
代
の
ま
ま
の
表
記
も
残
っ

て
い
る
。

�　
「
第
一
一
大
区
神
社
明
細
調
帳
明
治
八
年
八
月
」（
長
崎
歴
史
文
化
博
物
館
収
蔵
）
に
は
、
大
村
市
内
の
鳥
居
の
あ
る
二
三
神
社
の
絵
図

が
あ
る
。
そ
の
鳥
居
の
全
て
が
石
造
鳥
居
と
推
定
さ
れ
る
。
松
原
村
は
八
幡
宮（
字
宿
）、
福
重
村
は
松
尾
神
社（
字
草
場
・
旧
松
尾
権
現
）、
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大
神
宮
（
字
重
井
田
）、
大
神
宮
（
字
冷
泉
寺
）、
竹
松
村
は
昊
天
宮
（
字
宮
小
路
・
旧
幸
天
大
明
神
）、
八
幡
宮
（
字
八
幡
）、
萱
瀬
村
は
氷

川
神
社
（
字
権
田
・
新
建
立
）、
琴
平
神
社
（
字
朝
追
岳
・
旧
金
比
羅
大
権
現
）、
大
村
は
熊
野
神
社
（
字
池
田
山
・
旧
多
羅
山
大
権
現
）、

常
磐
神
社
（
字
池
田
山
・
旧
御
霊
宮
大
明
神
）、
秋
葉
神
社
（
字
池
田
山
・
旧
秋
葉
大
権
現
）、
加
藤
神
社
（
字
岳
ノ
木
場
・
旧
清
正
公
）、

富
松
神
社（
字
三
城
麓
・
旧
富
松
大
権
現
）、
市
杵
島
神
社（
字
箕
島
・
旧
弁
財
天
）、
天
満
宮（
字
森
園
）、
琴
平
神
社（
字
大
円
寺
旧
大
杉

大
明
神
）、
八
幡
宮（
字
武
部
）、
皇
大
神
宮
神
社（
字
本
町
・
旧
大
神
宮
）、
稲
荷
神
社（
字
片
町
・
旧
稲
荷
大
明
神
）、
春
日
神
社（
字
草
場
・

旧
春
日
大
明
神
）、
野
田
神
社（
字
野
田
・
旧
三
天
社
）、
鈴
田
村
は
大
神
宮
神
社（
字
古
松
・
旧
古
松
大
明
神
）、
三
浦
村
は
宮
崎
神
社（
字

日
泊
・
旧
宮
崎
大
明
神
）、
そ
の
後
に
移
転
し
た
神
社
は
、
常
磐
神
社
は
大
村
神
社
と
な
り
、
箕
島
の
市
杵
島
神
社
と
森
園
の
天
満
宮
は

富
松
神
社
へ
移
転
さ
れ
て
い
る
。

■
一
．
大
村
市
内
の
石
造
鳥
居
の
特
色

　

現
在
の
石
造
鳥
居
の
数
は
、
江
戸
期
の
数
に
比
べ
て
大
変
に
少
な
い
。
そ
の
理
由
は
先
に
述
べ
た
神
仏
の
分
離
や
、
神
社
の
合
祀
、
一

村
一
社
、
ま
た
、
風
水
害
に
よ
る
鳥
居
の
倒
壊
が
あ
る
。
現
在
、
大
村
市
内
の
石
造
鳥
居
の
あ
る
寺
社
は
四
五
寺
社
。
そ
れ
に
比
べ
て
江

戸
期
は
八
二
寺
社
で
あ
っ
た
。
現
在
の
石
造
鳥
居
の
数
は
六
一
基
に
対
し
て
、
江
戸
期
は
八
八
基
が
あ
っ
た
。

　

石
造
鳥
居
が
複
数
あ
る
神
社
は
、
四
基
の
大
村
神
社
、
富
松
神
社
（
市
杵
島
神
社
含
む
）
の
二
ヵ
所
が
あ
る
。
三
基
は
池
田
二
丁
目
の

熊
野
神
社
の
一
ヵ
所
、
二
基
は
重
井
田
町
の
太
神
宮
、
今
富
大
神
宮
、
昊
天
宮
（
祖
霊
社
含
む
）、
原
町
の
琴
平
神
社
、
東
本
町
の
八
幡

神
社
、
春
日
神
社
、
野
田
神
社
の
七
ヵ
所
が
あ
る
。

　

石
造
鳥
居
が
複
数
あ
る
神
社
で
一
の
鳥
居
か
ら
社
殿
ま
で
遠
距
離
に
あ
る
神
社
は
、
重
井
田
太
神
宮
が
一
の
鳥
居
（
裏
見
滝
入
口
）
か

ら
社
殿
ま
で
約
一
五
〇
〇
㍍
で
あ
る
。
原
町
琴
平
神
社
の
一
の
鳥
居
は
、
社
殿
ま
で
約
七
五
〇
㍍
で
あ
る
。
池
田
熊
野
神
社
は
一
の
鳥
居

は
字
鳥
居
本（
鳥
居
前
バ
ス
停
）に
あ
り
、
社
殿
ま
で
約
六
〇
〇
㍍
、『
大
村
郷
村
記
』（
2
）に
は「
従
多
羅
山
一
の
鳥
居
上
宮
道
法
五
町
十
八

間
」と
あ
る
。
大
村
神
社
は
、
一
の
鳥
居（
大
村
公
園
入
口
）か
ら
社
殿
ま
で
約
五
〇
〇
㍍
で
あ
る
。

　

石
造
鳥
居
の
種
類
は
、
次
の
三
種
類
が
あ
る
。
台
輪
鳥
居
は
別
に
稲
荷
鳥
居
と
も
い
う
。
明
神
鳥
居
の
形
に
、
柱
の
上
部
に
台
輪
形
を
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彫
り
付
け
た
も
の
を
い
う
。
こ
の
台
輪
鳥
居
は
大
村
市
内
の
石
造
鳥
居
六
一
基
の
う
ち
五
七
基
を
占
め
る
。

　

明
神
鳥
居
は
、
日
本
を
代
表
す
る
古
い
形
の
鳥
居
で
あ
る
。
柱
は
根
を
や
や
外
に
張
り
、
安
定
感
が
強
く
、
笠か

さ

木ぎ

、
島し

ま

木ぎ

の
両
端
が
上

に
反
り
、
額が

く

束づ
か

、
楔く

さ
び

の
あ
る
も
の
を
い
う
。
こ
の
明
神
鳥
居
は
大
村
市
内
の
石
造
鳥
居
六
一
基
の
う
ち
、
僅
か
に
竹
松
本
町
の
今
津
神
社

二
の
鳥
居
、
荒
瀬
町
の
久
森
大
権
現
、
原
町
琴
平
神
社
二
の
鳥
居
の
三
基
が
あ
る
。
た
だ
し
、
今
津
神
社
の
二
の
鳥
居
は
今
津
地
区
か
ら

移
転
の
際
に
、
元
々
台
輪
鳥
居
か
ら
再
建
時
に
形
が
変
化
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

肥
前
鳥
居
は
、
明
神
鳥
居
の
一
種
で
あ
り
、
笠
木
が
反そ

り

増ま
し

の
所
あ
た
り
か
ら
、
笠
木
と
島
木
の
段
が
な
く
な
り
一
体
化
し
た
も
の
。
肥

前
鳥
居
は
肥
前
地
方
の
特
色
の
一
つ
で
あ
り
、
特
に
佐
賀
県
に
多
い
。
大
村
市
内
の
石
造
鳥
居
六
一
基
の
う
ち
、
肥
前
鳥
居
は
松
原
八
幡

神
社
の
一
基
の
み
で
あ
る
。

　

石
造
鳥
居
の
大
き
さ
を
、
ま
ず
鳥
居
の
高
さ
に
つ
い
て
六
一
基
の
鳥
居
を
四
段
階
に
分
け
る
と
、
四
以
上
六
未
満
㍍
（
以
下
○
～
△
と

略
す
）の
鳥
居
は
一
二
基
、
三
～
四
㍍
の
鳥
居
は
最
多
の
三
二
基
、
二
～
三
㍍
の
鳥
居
は
一
六
基
、
一
～
二
㍍
の
鳥
居
は
一
基
が
あ
る
。

　

鳥
居
の
高
さ
の
ベ
ス
ト
一
〇
は
次
の
と
お
り
。
五
九
〇
㌢
㍍
の
大
村
神
社
四
の
鳥
居
、
五
一
五
㌢
㍍
の
大
村
護
国
神
社
一
の
鳥
居
、
五

〇
五
㌢
㍍
の
西
本
町
の
皇
大
神
宮
神
社
の
一
の
鳥
居
、
四
三
〇
㌢
㍍
の
大
村
神
社
一
の
鳥
居
、
四
三
〇
㌢
㍍
の
池
田
熊
野
神
社
二
の
鳥
居

（
江
戸
期
）、
四
二
五
㌢
㍍
の
東
本
町
八
幡
神
社
一
の
鳥
居
（
江
戸
期
）、
四
二
四
㌢
㍍
の
富
松
神
社
一
の
鳥
居
（
江
戸
期
）、
四
二
〇
㌢
㍍

の
大
村
神
社
二
の
鳥
居
、
四
一
〇
㌢
㍍
の
春
日
神
社
一
の
鳥
居（
江
戸
期
）、
四
一
〇
㌢
㍍
の
昊
天
宮
鳥
居（
江
戸
期
）が
あ
る
。

　

鳥
居
の
低
い
ベ
ス
ト
五
は
次
の
と
お
り
。
一
九
五
㌢
㍍
の
木
場
一
丁
目
の
八
幡
宮
鳥
居
（
江
戸
期
、
野
田
神
社
内
）、
二
三
〇
㌢
㍍
の

鬼
橋
町
の
三
社
大
権
現
鳥
居
（
江
戸
期
）、
二
三
五
㌢
㍍
の
久
原
一
丁
目
の
熊
野
神
社
鳥
居
（
江
戸
期
）、
二
五
〇
㌢
㍍
の
日
泊
町
の
天
満

宮
鳥
居（
江
戸
期
）、
二
六
〇
㌢
㍍
の
松
尾
神
社
、
二
六
五
㌢
㍍
の
日
泊
宮
崎
神
社
鳥
居（
江
戸
期
）が
あ
る
。

　

鳥
居
の
二
柱
間
の
幅
は
、
神
輿
や
人
々
が
通
る
幅
が
必
要
と
思
わ
れ
る
。
二
柱
間
の
幅
を
四
段
階
に
分
け
る
と
、
三
㍍
以
上
の
幅
は
三

基
、
二
～
三
㍍
は
二
二
基
、
一
～
二
㍍
は
三
五
基
で
最
多
、
一
㍍
未
満
は
一
基（
野
田
神
社
内
八
幡
宮
鳥
居
）が
あ
る
。

　

二
柱
間
の
幅
広
い
ベ
ス
ト
一
〇
は
次
の
と
お
り
。
三
三
五
㌢
㍍
の
大
村
神
社
四
の
鳥
居
、
三
二
二
㌢
㍍
の
皇
大
神
宮
神
社
一
の
鳥
居
、
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三
一
〇
㌢
㍍
の
大
村
護
国
神
社
一
の
鳥
居
、
二
六
三
㌢
㍍
の
富
松
神
社
一
の
鳥
居
、
二
五
七
㌢

㍍
の
久
森
大
権
現
鳥
居
及
び
東
本
町
八
幡
神
社
一
の
鳥
居
、
二
五
五
㌢
㍍
の
上
諏
訪
町
の
清
正

公
堂
鳥
居
（
江
戸
期
）、
二
五
三
㌢
㍍
の
春
日
神
社
一
の
鳥
居
、
二
五
〇
㌢
㍍
の
春
日
神
社
二
の

鳥
居
、
二
四
五
㌢
㍍
の
大
村
神
社
一
の
鳥
居
が
あ
る
。

　

石
造
鳥
居
は
、
笠
木
、
島
木
、
貫ぬ

き

、
柱
の
組
石
か
ら
な
る
。
笠
木
は
鳥
居
の
上
に
渡
す
横
石
、

島
木
は
笠
木
の
下
に
あ
り
、
横
架
材
が
一
体
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
貫
は
柱
を
横
に
貫
く
材
。

た
だ
し
貫
に
は
柱
を
突
き
抜
け
た
も
の
と
、
貫
の
部
分
を
柱
に
途
中
ま
で
差
し
込
ん
だ
も
の
が

あ
る
。
柱
は
直
立
し
て
上
に
荷
重
を
支
え
る
材
で
あ
る（
図
2
︱
8
）。

　

組
石
数
の
多
い
順
に
あ
げ
る
と
次
の
と
お
り
、
笠
木
三
点
、
貫
三
点
、
一
柱
二
点
組
形
は
三

一
基
の
最
多
（
江
戸
期
）。
一
柱
二
点
と
は
、
二
個
の
短
い
石
材
を
積
み
上
げ
て
一
本
の
柱
と
し

て
い
る
も
の
を
い
う
。
笠
木
二
点
、
貫
一
点
、
一
柱
一
点
組
形
は
九
基
（
明
治
以
降
）。
笠
木
三

点
、
貫
一
点
、
一
柱
二
点
組
形
は
六
基
（
貫
を
新
補
修
）。
笠
木
一
点
、
貫
一
点
、
一
柱
一
点
組

形
は
五
基
（
明
治
以
降
）、
笠
木
三
点
、
貫
三
点
、
一
柱
一
点
組
形
は
三
基
、
笠
木
三
点
、
貫
三
点
、
一
柱
三
点
組
形
は
一
基
（
肥
前
鳥
居
、

江
戸
期
）が
あ
る
。

　

江
戸
期
の
石
造
鳥
居
の
組
石
を
新
規
補
修
し
た
も
の
に
、
重
井
田
太
神
宮
一
の
鳥
居
は
貫
を
花
崗
岩
で
補
修
。
福
重
町
の
祇
園
牛
頭
神

社
鳥
居
は
貫
を
花
崗
岩
で
補
修
。
中
岳
町
南
川
内
の
山
神
宮
鳥
居
等
は
貫
を
補
修
。
今
津
神
社
二
の
鳥
居
は
二
柱
の
下
柱
を
コ
ン
ク
リ
ー

ト
造
り
。
東
本
町
八
幡
神
社
一
の
鳥
居
は
笠
木
、
貫
が
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
り
の
部
分
が
あ
り
、
久
原
一
丁
目
寺
島
の
市
杵
島
神
社
二
の
鳥

居
、
三
の
鳥
居
は
笠
木
、
貫
を
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
り
で
あ
る
。

　

笠
木
の
反
増
は
、
笠
木
反
、
ま
た
鳥
居
反
と
も
い
う
。
笠
木
が
軒
反
り
で
、
両
端
が
反
り
上
る
こ
と
、
市
内
の
石
造
鳥
居
六
一
基
の
全

て
に
、
笠
木
の
反
増
が
み
ら
れ
る
。
特
に
、
野
田
神
社
内
八
幡
宮
の
小
さ
い
鳥
居
の
反
増
が
め
だ
っ
て
美
し
い
形
で
あ
る
。

図2-8　鳥居の部分名称
 （青木和夫ほか編『日本史大辞典』5　平凡社　1993から）

柱
（はしら）
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柱
の
転
び
は
、
安
定
の
た
め
に
根
を
外
へ
八
字
形
に
踏
ん
張
っ
た
形
を
い
う
。
市
内
の
石
造
鳥
居
六
一
基
に
み
ら
れ
る
。
転
び
の
角
度

を
写
真
か
ら
判
定
す
る
と
、
二
度
か
ら
三
度
が
大
部
分
を
占
め
て
い
る
。

　

楔
は
、
石
造
鳥
居
の
柱
と
貫
の
間
に
固
定
の
た
め
に
打
ち
込
ん
だ
も
の
を
い
う
。
そ
れ
に
よ
り
、
鳥
居
の
姿
に
安
定
感
が
出
る
。

　

大
村
市
内
の
石
造
鳥
居
に
は
楔
は
あ
ま
り
な
く
、
楔
の
な
い
鳥
居
は
六
一
基
中
、
五
二
基
を
占
め
る
。

　

楔
の
あ
る
九
基
は
、
重
井
田
太
神
宮
一
の
鳥
居
、
小
路
口
町
の
太
神
宮
鳥
居
、
久
森
大
権
現
鳥
居
、
原
町
琴
平
神
社
二
の
鳥
居
、
池
田

幸
天
神
社
鳥
居
、
諏
訪
神
社
鳥
居
、
皇
大
神
宮
神
社
鳥
居
、
大
村
護
国
神
社
一
の
鳥
居
、
大
村
神
社
一
の
鳥
居
で
あ
る
。

　

た
だ
し
、
重
井
田
太
神
宮
一
の
鳥
居
は
江
戸
期
の
鳥
居
だ
が
、
平
成
元
年
（
一
九
八
九
）
頃
、
台
風
に
よ
り
倒
れ
て
補
修
の
た
め
に
新

し
く
楔
を
打
ち
込
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
ほ
か
の
八
基
は
明
治
期
か
ら
平
成
期
に
か
け
て
建
立
さ
れ
た
。

　

江
戸
期
の
石
造
鳥
居
の
う
ち
に
は
、
柱
と
貫
の
間
が
あ
ま
く
な
り
、
強
化
の
た
め
に
鉄
釘
や
コ
ン
ク
リ
ー
ト
を
つ
め
て
補
修
し
た
も
の

が
あ
る
。

　

亀か
め

腹ば
ら

は
、
饅
頭
と
も
い
う
。
亀
腹
の
大
き
さ
に
つ
い
て
み
る
と
、
倒
壊
し
た
鳥
居
の
亀
腹
の
例
に
は
、
寿
古
町
の
竈
権
現
の
二
点
、
弥

勒
寺
町
の
熊
野
大
権
現
の
二
点
が
あ
げ
ら
れ
、
そ
の
亀
腹
の
穴
の
径
は
四
二
～
四
三
㌢
㍍
、
穴
の
深
さ
は
僅
か
に
一
㌢
㍍
、
亀
腹
の
径
は

六
一
～
六
二
㌢
㍍
で
あ
る
。

　

鳥
居
の
柱
を
亀
腹
に
組
み
込
ん
だ
も
の
を
組
立
と
呼
ぶ
。
組
立
の
石
造
鳥
居
は
六
一
基
中
四
七
基
を
占
め
る
。
そ
の
四
七
基
中
に
は
、

柱
と
亀
腹
の
安
定
の
た
め
に
コ
ン
ク
リ
ー
ト
を
つ
め
た
も
の
が
一
六
基
を
数
え
た
。

　

鳥
居
の
柱
と
亀
腹
が
直
結
し
て
一
体
化
し
た
も
の
が
六
一
基
中
一
〇
基
を
数
え
る
。
こ
の
形
は
、
恐
ら
く
大
村
市
内
で
は
最
古
級
の
石

造
鳥
居
で
あ
る
。
こ
の
形
が
鳥
居
と
し
て
は
安
定
し
て
い
る
。
そ
の
一
〇
基
は
次
の
と
お
り
。
松
原
八
幡
神
社
一
の
鳥
居
、
昊
天
宮
の
鳥

居
、
池
田
熊
野
神
社
二
の
鳥
居
、
清
正
公
堂
の
鳥
居
、
富
松
神
社
一
の
鳥
居
、
東
本
町
八
幡
神
社
一
の
鳥
居
、
春
日
神
社
一
の
鳥
居
、
野

田
神
社
鳥
居
、
寺
島
市
杵
島
神
社
三
の
鳥
居
、
大
里
大
神
宮
神
社
一
の
鳥
居
。

　

亀
腹
が
地
中
に
埋
没
し
て
、
組
立
の
鳥
居
が
直
結
形
の
鳥
居
か
判
定
し
か
ね
る
も
の
に
、
鬼
橋
三
社
大
権
現
鳥
居
、
山
田
神
社
鳥
居
、
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大
村
神
社
一
の
鳥
居
、
二
の
鳥
居
の
四
基
が
あ
る
。

　

額
束
は
、島
木
と
貫
の
間
に
設
け
て
い
る
。
額
束
は
石
額
と
束
柱
を
一
体
化
し
た
も
の
で
、束
柱
は
短
柱
の
こ
と
。
貫
の
中
央
部
に
あ
っ

て
、
笠
木
と
島
木
の
中
央
部
を
支
え
て
い
る
柱
で
あ
る
。

　

石
額
の
大
き
さ
を
五
段
階
に
分
け
る
と
次
の
と
お
り
。
石
額
の
高
さ
八
〇
㌢
㍍
以
上
は
五
基
、
七
〇
以
上
八
〇
未
満
㌢
㍍
（
以
下
○
～

△
と
略
す
）は
一
五
基
、
六
〇
～
七
〇
㌢
㍍
は
二
三
基
の
最
多
、
五
〇
～
六
〇
㌢
㍍
は
一
二
基
、
四
〇
～
五
〇
㌢
㍍
は
五
基
が
あ
る
。

　

石
額
の
高
い
ベ
ス
ト
一
〇
は
、
皇
大
神
宮
神
社
一
の
鳥
居
石
額
の
一
一
〇
㌢
㍍
、
大
村
神
社
四
の
鳥
居
石
額
の
一
〇
〇
㌢
㍍
、
池
田
二

丁
目
の
幸
天
神
社
鳥
居
石
額
の
九
〇
㌢
㍍
、
大
村
護
国
神
社
一
の
鳥
居
石
額
の
八
二
㌢
㍍
、
東
本
町
八
幡
神
社
一
の
鳥
居
額
の
八
〇
㌢
㍍
、

春
日
神
社
一
の
鳥
居
石
額
の
七
六
㌢
㍍
、
昊
天
宮
鳥
居
石
額
、
久
森
大
権
現
鳥
居
石
額
、
山
田
神
社
鳥
居
石
額
及
び
、
東
本
町
八
幡
神
社

二
の
鳥
居
石
額
の
七
五
㌢
㍍
が
あ
る
。

　

石
額
の
低
い
ベ
ス
ト
五
は
次
の
と
お
り
。
野
田
神
社
内
八
幡
宮
鳥
居
石
額
の
四
三
㌢
㍍
、
西
部
町
宮
崎
大
明
神
鳥
居
石
額
の
四
五
㌢
㍍
、

東
野
岳
町
の
大太

神
宮
鳥
居
石
額
及
び
重
井
田
太
神
宮
一
の
鳥
居
石
額
の
四
七
㌢
㍍
、
小
路
口
太
神
宮
鳥
居
石
額
の
四
八
㌢
㍍
。

　

石
額
に
欠
損
部
分
が
あ
る
も
の
は
一
九
基
が
あ
る
。
ま
た
、
石
額
の
欠
損
部
分
を
コ
ン
ク
リ
ー
ト
で
補
修
し
た
の
が
三
基
あ
る
。
次
に

石
額
を
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
り
の
額
と
し
た
も
の
に
、寺
島
市
杵
島
神
社
二
の
鳥
居
、三
の
鳥
居
が
あ
る（
た
だ
し
中
央
部
に
金
属
製
プ
レ
ー

ト
の
社
号
が
あ
る
）、
東
本
町
八
幡
神
社
一
の
鳥
居
の
三
基
が
あ
る
。

　

石
造
鳥
居
の
石
材
は
、
地
元
の
石
材
と
移
入
さ
れ
た
石
材
が
あ
る
。

　

地
元
の
石
材
は
、
江
戸
期
の
古
い
石
造
鳥
居
は
全
て
が
玄
武
岩
、
ま
た
は
安
山
岩
造
り
が
あ
り
全
五
二
基
を
数
え
る
。
肉
眼
観
察
に
よ

る
限
り
地
元
石
材
の
可
能
性
が
あ
る
鳥
居
の
例
に
は
、
富
松
神
社
の
四
基
（
市
杵
島
神
社
含
む
）
の
う
ち
、
玄
武
岩
造
り
は
一
の
鳥
居
、

三
の
鳥
居
、
四
の
鳥
居
、
安
山
岩
造
り
は
二
の
鳥
居
が
あ
る（
3
）。

　

移
入
の
石
材
は
、
明
治
以
降
に
建
立
さ
れ
た
新
し
い
鳥
居
で
は
、
花
崗
岩
造
り
が
九
基
あ
る
。
昊
天
宮
内
の
祖
霊
社
鳥
居
、
小
路
口
太

神
宮
鳥
居
、
久
森
大
権
現
鳥
居
、
原
町
琴
平
神
社
二
の
鳥
居
、
諏
訪
神
社
鳥
居
、
皇
大
神
宮
神
社
一
の
鳥
居
、
大
村
護
国
神
社
一
の
鳥
居
、
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大
村
神
社
一
の
鳥
居
、
四
の
鳥
居
が
あ
げ
ら
れ
る
。

　

柱
の
銘
は
、
特
に
江
戸
期
建
立
の
古
い
石
造
鳥
居
で
は
長
い
年
月
の
風
水
害
等
の
風
化
に
よ
り
、
銘
の
判
読
が
困
難
で
あ
り
、
次
に
示

す
銘
の
中
に
は
見
間
違
い
も
あ
る
か
と
も
思
わ
れ
る
。
柱
の
銘
の
位
置
は
柱
の
上
部
に
あ
る
も
の
、
下
部
に
あ
る
も
の
が
あ
る
。
石
造
鳥

居
六
一
基
の
う
ち
、
柱
に
銘
の
あ
る
も
の
は
四
四
基
が
あ
る
。

　

次
に
銘
の
い
ろ
い
ろ
に
つ
い
て
あ
げ
る
と
、
神
に
奉
る
意
の
銘
が
あ
る
も
の
二
〇
基
、
そ
の
う
ち「
奉
寄
進
」は
九
基（
江
戸
期
）が
あ
る
。

「
奉
納
」は
四
基（
明
治
期
以
降
）、「
奉
献
」は
六
基（
江
戸
期
一
基
、
ほ
か
は
明
治
以
降
の
鳥
居
）、「
奉
建
立
」は
一
基（
大
正
期
）、「
敬
立
」

は
一
基（
大
正
期
）が
あ
る
。

　

鳥
居
の
建
立
年
号
の
あ
る
も
の
は
四
四
基
が
あ
る
。
江
戸
期
銘
は
二
八
基
、
明
治
期
銘
は
六
基
、
大
正
期
銘
は
二
基
、
昭
和
期
銘
は
四

基
、
平
成
期
銘
は
四
基
が
あ
る
。
風
化
に
よ
り
、
年
月
日
銘
の
判
読
が
困
難
で
あ
る
が
、
一
応
表
に
し
た（
表
2
︱
9
）。

　

鳥
居
の
年
号
銘
に
は
、
い
ろ
い
ろ
の
表
記
が
あ
る
。「
年
」は
三
〇
基
、「
歳
」は
五
基（
江
戸
期
の
鳥
居
）、「
天
」は
三
基（
江
戸
期
）、「
秊
」

は
一
基（
明
治
期
の
鳥
居
）が
あ
る
。

　

建
立
を
祝
っ
て
月
日
の
下
に
表
記
さ
れ
た
銘
は
二
五
基
が
あ
る
。「
吉
日
」は
一
一
基
、「
吉
辰
」は
六
基
、「
吉
祥
日
」は
五
基
、「
吉
良
辰
」

は
二
基
、「
如
意
日
」は
二
基
、「
穀
旦
」は
一
基
が
あ
る
。

　
「
武
運
長
久
」の
願
い
の
銘
は
三
基
が
あ
り
、
池
田
二
丁
目
の
秋
葉
神
社
鳥
居
、
富
松
神
社
一
の
鳥
居
、
春
日
神
社
一
の
鳥
居
が
あ
る
。

　

願
主
の
銘
の
あ
る
も
の
は
二
八
基
、
そ
の
う
ち
、「
氏
子
中
」は
八
基
、
藩
士
・
藩
士
中
は
八
基
、
町
内
会
は
二
基
、「
村
中
」は
二
基
、「
純

長
奥
方
」一
基（
山
田
神
社
鳥
居
）、「
大
村
家
」は
一
基（
大
村
護
国
神
社
）が
あ
る
。

　

鳥
居
の
意
で「
華
表
」の
銘
は
二
基
。
今
富
大
神
宮
神
社
一
の
鳥
居
、
昊
天
宮
鳥
居
が
あ
る
。

　

石
工
の
銘
は
、
僅
か
に
五
基
が
あ
る
。
西
部
宮
崎
大
明
神
鳥
居（
江
戸
期
）の
森
平
太
郎
、
大
村
神
社
四
の
鳥
居（
大
正
期
）の
筒
井
定
平
、

原
町
琴
平
神
社
二
の
鳥
居（
平
成
期
）の
小
中
尾
石
材
、
小
路
口
太
神
宮
鳥
居（
平
成
期
）の
小
中
尾
石
材
が
あ
る
。

　

そ
の
ほ
か
に
、
鯨
組
主
に
よ
る
奉
寄
進
の
石
造
鳥
居
と
伝
え
ら
れ
る
も
の
に
、『
大
村
郷
村
記
』
に
よ
る
と
富
松
神
社
一
の
鳥
居
は
「
願
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主
浅
井
角
左
衛
門
尉
勝
幸
」、
春
日
神
社
一
の
鳥
居
は「
願
主
浅
井
角
左
衛
門
」が
あ
る
。

　

鳥
居
の
注
連
縄
か
ざ
り
は
市
内
の
石
造
鳥
居
六
一
基
の
う
ち
に
、
か
ざ
り
が
見
ら
れ
る
も
の
は
四
九
基
が
あ
る
。

　

石
造
鳥
居
の
上
に
投
げ
ら
れ
た
石
の
風
習
は
全
国
的
な
も
の
だ
が
、
大
村
市
内
の
石
造
鳥
居
に
も
か
な
り
み
ら
れ
る
。

　

最
近
の
鳥
居
の
変
化
と
し
て
、
昊
天
宮
の
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
り
の
二
の
鳥
居
が
平
成
二
十
四
年
（
二
〇
一
二
）
に
神
門
に
建
て
替
え
ら

れ
た
。

　

こ
れ
ま
で
、
大
村
市
内
に
建
立
さ
れ
て
い
る
石
造
鳥
居
の
特
色
や
あ
ら
ま
し
に
つ
い
て
述
べ
た
が
、
こ
れ
か
ら
は
、
倒
壊
し
た
り
、
ま

た
取
り
外
し
た
石
造
鳥
居
の
石
額
と
組
石
に
つ
い
て
少
し
述
べ
た
い
。

　

こ
れ
ら
の
石
額
と
組
石
は
、
神
仏
の
分
離
、
神
社
の
合
祀
、
旧
号
か
ら
新
号
へ
の
変
化
、
風
水
害
等
に
よ
り
倒
壊
や
取
り
外
さ
れ
た
と

考
え
ら
れ
る
が
、
地
震
に
よ
る
石
造
鳥
居
の
倒
壊
に
つ
い
て
の
記
述
や
伝
承
は
み
う
け
ら
れ
な
い
。

　

倒
壊
し
た
鳥
居
、
取
り
外
さ
れ
た
鳥
居
の
石
額
や
組
石
の
あ
る
所
は
、
三
一
ヵ
所
（
表
2
︱
10
）。
そ
の
う
ち
、
石
額
は
欠
け
た
も
の
を
含

め
て
三
六
点
を
数
え
る
。

　

寺
社
の
中
で
、
倒
壊
し
た
り
、
取
り
外
し
た
石
額
が
複
数
存
在
す
る
所
は
、
昊
天
宮
四
点
、
富
松
神
社
三
点
、
乾
馬
場
町
の
天
満
宮
三

点
、
松
原
二
丁
目
の
大
神
宮
二
点
、
竈
権
現
二
点
、
玖
島
一
丁
目
の
龍
神
社
二
点
、
岩
松
町
の
岩
松
神
社
二
点
が
あ
る
。

　

最
多
の
倒
壊
、
ま
た
取
り
外
さ
れ
た
例
と
し
て
、
昊
天
宮
の
石
額
銘
が
あ
る
。「
幸
天
大
明
神
」二
点
及
び「
森
権
現
宮
」「
毘
沙
門
天
」の

四
点
が
あ
る
。

　

倒
壊
、
ま
た
取
り
外
さ
れ
た
組
石
の
笠
木
・
貫
・
柱
・
亀
腹
等
が
あ
る
所
は
二
〇
ヵ
所
が
あ
る
。

　

倒
壊
、
ま
た
は
取
り
外
さ
れ
た
柱
に
銘
の
あ
る
所
は
七
ヵ
所
が
あ
る
。
松
原
三
丁
目
の
延
命
寺
跡
熊
野
大
権
現
の
柱
銘
は
「
享
保
九
甲

辰
年（
一
七
二
四
）正
月
吉
日
」。
福
重
町
の
妙
宣
寺
の
森
の
柱
銘
は「
願
主
弥
勒
寺
村
太
郎
左
衛
門
同
村
石
工
紋
九
郎
」。
沖
田
町
の
祇
園

宮
の
柱
銘
は「
奉
寄
進
華
表
奉
再
建
天
保
三
壬
辰
年（
一
八
三
二
）九
月
吉
辰
」。
昊
天
宮
の
柱
銘
は「
享
保
廿
一
丙
辰
年（
一
七
三
六
）正
月
」。

今
富
町
の
帯
取
集
会
所
の
柱
銘
は「
文
化
六
己
巳（
一
八
〇
九
）正
月
吉
日
」。
山
田
神
社
の
柱
銘
は「
奉
寄
・
・
・
」が
あ
る
。
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倒
壊
し
た
り
、
取
り
外
さ
れ
た
石
額
が
欠
損
の
た
め
に
名
称
が
不
詳
な
も
の
は
二
点
。
妙
宣
寺
の
森
の
石
額
は
「
○
見
宮
」
と
あ
り
、

妙
見
宮
か
。
秋
葉
神
社
の
石
額
は「
○
天
狗
」と
あ
り
、
八
天
狗
か
と
思
わ
れ
る
。

　

石
額
や
組
石
の
中
で
、
貴
重
な
石
額
と
し
て
社
殿
内
に
保
管
さ
れ
て
い
る
も
の
は
四
三
点
中
六
ヵ
所
七
点
が
あ
る
。

　

拝
殿
・
神
殿
に
あ
る
石
額
の
例
は
二
ヵ
所
二
点
、
氷
川
神
社
の
「
赤
山
大
明
神
」
銘
の
一
点
。
日
泊
宮
崎
神
社
の
「
宮
崎
大
明
神
」
銘
一

点
が
あ
る
。

　

次
に
祠
の
中
に
あ
る
石
額
の
例
は
四
ヵ
所
五
点
が
あ
る
。
昊
天
宮
の「
幸
天
大
明
神
」二
点
。
松
原
二
丁
目
の
鹿
島
神
社
の「
○
島
神
社
」

一
点
。
陰
平
町
の
地
主
大
明
神
の「
地
主
大
明
神
」銘
の
一
点
。
今
村
町
の
稲
荷
神
社
の「
稲
荷
神
社
」一
点
が
あ
る
。

　

倒
壊
等
の
石
額
、
組
石
は
全
て
、
こ
れ
か
ら
も
神
社
の
貴
重
な
遺
産
と
し
て
、
永
久
保
存
を
切
に
願
う
。

写真2-42　��松原本町の松原八幡神社一の鳥居（江
戸期）

写真2-43　重井田町の太神宮一の鳥居（江戸期）

写真2-44　今富町の大神宮二の鳥居（江戸期）
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写真2-45　鬼橋町の三社大権現鳥居（江戸期）

写真2-46　原町の琴平神社一の鳥居（江戸期）

写真2-47　乾馬場町の天満宮鳥居（江戸期）

写真2-48　東本町の皇大神宮神社一の鳥居
　　　　　�（昭和期）
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図2-9　石造鳥居位置図
【註】図2-9、10は国土地理院発行「諫早」「大村」の5万分の1地形図から作成

三社大権現三社大権現
大神宮大神宮

太神宮太神宮
十一面観世音十一面観世音

山神宮山神宮

松原八幡神社松原八幡神社

松尾神社松尾神社

牛頭祇園神社牛頭祇園神社

大神宮神社大神宮神社

八幡神社八幡神社

今津神社今津神社

八坂神社八坂神社

諏訪神社諏訪神社

幸天神社幸天神社

山田神社山田神社

市杵島神社市杵島神社
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図2-10　大村市内　倒壊石造鳥居の石額・組石位置図

妙宣寺妙宣寺
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今富大神宮神社付近今富大神宮神社付近

昊天宮昊天宮

鹿島神社鹿島神社

大神宮大神宮

矢房大権現矢房大権現

米山大明神米山大明神 山神宮山神宮
氷川神社氷川神社

帯取集会所帯取集会所
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幸天神社幸天神社

諏訪神社諏訪神社
山田神社山田神社

天満宮天満宮
富松神社富松神社

大村護国神社大村護国神社
愛宕神社愛宕神社

龍神社龍神社

地主大明神地主大明神
岩松神社岩松神社

稲荷神社稲荷神社

宮崎神社宮崎神社

大神宮神社大神宮神社
大神宮跡大神宮跡
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表2-9　大村市内　石造鳥居所在一覧

番号 石造鳥居神社 所在地 鳥居の
種類

組石の数 大きさ 反増 転び 楔
亀腹
高　cm

石額（額束）

石材 柱　の　銘 その他（郷村記）笠木
点

貫
点

一柱
点

端高
cm

柱間
幅
cm

有無 有無 有無 名　称 高cm 幅cm

1 三社大権現 武留路町 台輪鳥居 3 1（新） 2 317 195 有 有 無 組立13 三社大権現 70 31

玄武岩
又は安
山岩。以
降玄・安

享保三戊戌十月日　奉寄進村中　
藤田七右衛門　松尾半大夫等（37
名の銘）

1718年

2 松原八幡神社（1） 松原本町 肥前鳥居 3 3 3 310 180 有 有 無 直結8 八幡宮 60 34 玄・安 寛文九己酉年　奉寄進 1669年

3 松尾神社 草場町 台輪鳥居 3 3 1 260 140 有 有 無 組立25 松尾神社 60 28 玄・安 文政八年乙酉十二月如意日　奉
寄進 1825年

4 大神宮 東野岳町 台輪鳥居 3 3 2 280 150 有 有 無 組立20 大神宮 47 28 玄・安

5-1 重井田太神宮（1） 野岳町境 台輪鳥居 2 1（新） 1 310 208 有 有 有 組立20 大神宮 47 35 玄・安 奉寄進　文政十三年庚寅二月吉
辰　野岳氏子中 1830年

5-2 重井田太神宮（2） 重井田町 台輪鳥居 3 3 2 310 186 有 有 無 組立20 大神宮 62 31.5 玄・安 享保十六辛亥年十二月廿一日　
奉寄進立　重井田中

1731年公民館が拝殿・
巨岩の上に小祠

6 祇園牛頭神社 福重町 台輪鳥居 3 1（新） 2 290 196 有 有 無 組立20 祇園牛頭天王 51 30 玄・安 天明六丙午歲八月如意日 1786年（祇園寺跡）

7-1 大
太

神宮（1） 今富町帯取 台輪鳥居 1 1 1 310 198 有 有 無 組立13 大神宮 63 34.5 玄・安
天明四甲辰天十月吉良辰　大正
十一年十一月再建立氏子中　奉
建立華表　山口佐渡七清明

1784年

7-2 大
太

神宮（2） 今富町帯取 台輪鳥居 3 3 2 330 195 有 有 無 組立12 大神宮 60 30 玄・安 元文四己未年建立 1739年
8 不動尊 今富町帯取 台輪鳥居 3 1（新） 2 308 180 有 有 無 組立13 不動尊 59 30 玄・安 不動寺跡
9 高野大権現 今富町 台輪鳥居 3 3 2 295 178 有 有 無 組立12 高野大権現 60 33.5 玄・安 宝暦六丙子歲二月二十七日 1756年
10 本蔵大権現 野田町本蔵 台輪鳥居 3 3 2 280 180 有 有 無 組立12 本倉大権現 65 33 玄・安
11 八幡神社 黒丸町八幡 台輪鳥居 3 3（新） 2 329 218 有 有 無 組立14 八幡宮 55 31.5 玄・安
12 熊野神社 今富町段 台輪鳥居 3 3 2 305 190 有 有 無 組立26 熊野神社 60 33 玄・安 明和五戊子歲正月十二日 1768年

13-1 昊天宮（1） 宮小路2丁目 台輪鳥居 3 3 2 410 240 有 有 無 直結5 昊天神社 75 45 玄・安 奉寄進華表　旧郡村中　延宝二
年甲寅二月吉日

1674年（旧幸天六社大
明神）

13-2 祖霊社（昊天宮内） 宮小路2丁目 台輪鳥居 2 1 1 310 175 有 有 無 組立25 祖霊社 60 38 花崗岩
奉納　昭和六十二年十二月十二
日吉辰　小中尾重己奉納　竹松
地区元遺族会長開啓太郎等

小社

14 三社大権現 鬼橋町葛城 台輪鳥居 3 3（新） 2 230 150 有 有 無 埋没 ○○大権現 27（欠） 25 玄・安 天明七丁未年 1787年　○は欠所
15 二ノ宮神社 鬼橋町九郎丸 台輪鳥居 3 3 2 305 180 有 有 無 組立20 二宮権現 60 32 玄・安

16 今津神社（2） 竹松本町 明神鳥居 3 3 2 318 180 有 有 無 組立7 今津神社 62 33 玄・安 明治十三年庚辰六月吉日　今津
川棚白石氏子建立

2柱 の 下 部　 コ ン ク
リート造

17 太神宮 小路口町 台輪鳥居 2 1 1 300 197 有 有 有 組立14 大神宮 48 35 花崗岩 建立　平成六年三月吉日　石工
小中尾石材

18 八坂神社 桜馬場2丁目 台輪鳥居 3 3 2 305 195 有 有 無 組立19 八坂神社 64 34 玄・安

19 久森大権現 荒瀬町 明神鳥居 1 1 1 395 257 有 有 有 組立10 久森大権現 75 52 花崗岩 奉納　平成六年十一月吉日　森
雪馬古稀祝建立

20-1 琴平神社（1） 原町 台輪鳥居 3 1（新） 2 285 170 有 有 無 組立10 琴平神社 52 31 玄・安 延享四丁卯十二月吉日　氏子中 1747年

20-2 琴平神社（2） 原町琴平岳 明神鳥居 1 1 1 315 197 有 有 有 組立20 琴平神社 70 40 花崗岩
奉納　田中工務店代表取締役田
中学　施工小中尾石材　平成
十二年九月二十六日

21 十一面観世音 中岳町久良原 台輪鳥居 3 3 2 300 205 有 有 無 組立10 十一面観世音 58 36 玄・安 于時寛政六寅歳九月　久良原氏
子中 1794年

22 山神宮 中岳町南川内 台輪鳥居 3 1（新） 2 300 250 有 有 無 組立16 山神宮 60 31 玄・安
【註】鳥居が複数ある場合、一の鳥居、二の鳥居…を（1）、（2）…と表記し、石造以外は掲げていない。
　　 また、銘中の人名は適宜（　）で人数を表記したものもある。
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表2-9　大村市内　石造鳥居所在一覧

番号 石造鳥居神社 所在地 鳥居の
種類

組石の数 大きさ 反増 転び 楔
亀腹
高　cm

石額（額束）

石材 柱　の　銘 その他（郷村記）笠木
点

貫
点

一柱
点

端高
cm

柱間
幅
cm

有無 有無 有無 名　称 高cm 幅cm

1 三社大権現 武留路町 台輪鳥居 3 1（新） 2 317 195 有 有 無 組立13 三社大権現 70 31

玄武岩
又は安
山岩。以
降玄・安

享保三戊戌十月日　奉寄進村中　
藤田七右衛門　松尾半大夫等（37
名の銘）

1718年

2 松原八幡神社（1） 松原本町 肥前鳥居 3 3 3 310 180 有 有 無 直結8 八幡宮 60 34 玄・安 寛文九己酉年　奉寄進 1669年

3 松尾神社 草場町 台輪鳥居 3 3 1 260 140 有 有 無 組立25 松尾神社 60 28 玄・安 文政八年乙酉十二月如意日　奉
寄進 1825年

4 大神宮 東野岳町 台輪鳥居 3 3 2 280 150 有 有 無 組立20 大神宮 47 28 玄・安

5-1 重井田太神宮（1） 野岳町境 台輪鳥居 2 1（新） 1 310 208 有 有 有 組立20 大神宮 47 35 玄・安 奉寄進　文政十三年庚寅二月吉
辰　野岳氏子中 1830年

5-2 重井田太神宮（2） 重井田町 台輪鳥居 3 3 2 310 186 有 有 無 組立20 大神宮 62 31.5 玄・安 享保十六辛亥年十二月廿一日　
奉寄進立　重井田中

1731年公民館が拝殿・
巨岩の上に小祠

6 祇園牛頭神社 福重町 台輪鳥居 3 1（新） 2 290 196 有 有 無 組立20 祇園牛頭天王 51 30 玄・安 天明六丙午歲八月如意日 1786年（祇園寺跡）

7-1 大
太

神宮（1） 今富町帯取 台輪鳥居 1 1 1 310 198 有 有 無 組立13 大神宮 63 34.5 玄・安
天明四甲辰天十月吉良辰　大正
十一年十一月再建立氏子中　奉
建立華表　山口佐渡七清明

1784年

7-2 大
太

神宮（2） 今富町帯取 台輪鳥居 3 3 2 330 195 有 有 無 組立12 大神宮 60 30 玄・安 元文四己未年建立 1739年
8 不動尊 今富町帯取 台輪鳥居 3 1（新） 2 308 180 有 有 無 組立13 不動尊 59 30 玄・安 不動寺跡
9 高野大権現 今富町 台輪鳥居 3 3 2 295 178 有 有 無 組立12 高野大権現 60 33.5 玄・安 宝暦六丙子歲二月二十七日 1756年
10 本蔵大権現 野田町本蔵 台輪鳥居 3 3 2 280 180 有 有 無 組立12 本倉大権現 65 33 玄・安
11 八幡神社 黒丸町八幡 台輪鳥居 3 3（新） 2 329 218 有 有 無 組立14 八幡宮 55 31.5 玄・安
12 熊野神社 今富町段 台輪鳥居 3 3 2 305 190 有 有 無 組立26 熊野神社 60 33 玄・安 明和五戊子歲正月十二日 1768年

13-1 昊天宮（1） 宮小路2丁目 台輪鳥居 3 3 2 410 240 有 有 無 直結5 昊天神社 75 45 玄・安 奉寄進華表　旧郡村中　延宝二
年甲寅二月吉日

1674年（旧幸天六社大
明神）

13-2 祖霊社（昊天宮内） 宮小路2丁目 台輪鳥居 2 1 1 310 175 有 有 無 組立25 祖霊社 60 38 花崗岩
奉納　昭和六十二年十二月十二
日吉辰　小中尾重己奉納　竹松
地区元遺族会長開啓太郎等

小社

14 三社大権現 鬼橋町葛城 台輪鳥居 3 3（新） 2 230 150 有 有 無 埋没 ○○大権現 27（欠） 25 玄・安 天明七丁未年 1787年　○は欠所
15 二ノ宮神社 鬼橋町九郎丸 台輪鳥居 3 3 2 305 180 有 有 無 組立20 二宮権現 60 32 玄・安

16 今津神社（2） 竹松本町 明神鳥居 3 3 2 318 180 有 有 無 組立7 今津神社 62 33 玄・安 明治十三年庚辰六月吉日　今津
川棚白石氏子建立

2柱 の 下 部　 コ ン ク
リート造

17 太神宮 小路口町 台輪鳥居 2 1 1 300 197 有 有 有 組立14 大神宮 48 35 花崗岩 建立　平成六年三月吉日　石工
小中尾石材

18 八坂神社 桜馬場2丁目 台輪鳥居 3 3 2 305 195 有 有 無 組立19 八坂神社 64 34 玄・安

19 久森大権現 荒瀬町 明神鳥居 1 1 1 395 257 有 有 有 組立10 久森大権現 75 52 花崗岩 奉納　平成六年十一月吉日　森
雪馬古稀祝建立

20-1 琴平神社（1） 原町 台輪鳥居 3 1（新） 2 285 170 有 有 無 組立10 琴平神社 52 31 玄・安 延享四丁卯十二月吉日　氏子中 1747年

20-2 琴平神社（2） 原町琴平岳 明神鳥居 1 1 1 315 197 有 有 有 組立20 琴平神社 70 40 花崗岩
奉納　田中工務店代表取締役田
中学　施工小中尾石材　平成
十二年九月二十六日

21 十一面観世音 中岳町久良原 台輪鳥居 3 3 2 300 205 有 有 無 組立10 十一面観世音 58 36 玄・安 于時寛政六寅歳九月　久良原氏
子中 1794年

22 山神宮 中岳町南川内 台輪鳥居 3 1（新） 2 300 250 有 有 無 組立16 山神宮 60 31 玄・安
【註】鳥居が複数ある場合、一の鳥居、二の鳥居…を（1）、（2）…と表記し、石造以外は掲げていない。
　　 また、銘中の人名は適宜（　）で人数を表記したものもある。
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番号 石造鳥居神社 所在地 鳥居の
種類

組石の数 大きさ 反増 転び 楔
亀腹
高　cm

石額（額束）

石材 柱　の　銘 その他（郷村記）笠木
点

貫
点

一柱
点

端高
cm

柱間
幅
cm

有無 有無 有無 名　称 高cm 幅cm

23 秋葉神社 池田2丁目 台輪鳥居 2 3 2 325 180 有 有 無 組立18 秋葉神社 58 31.5 玄・安

大村上総介　藤原純昌、武運長
久也支配足軽　総足軽（8名）　
多羅山法印寛澄　享和元辛酉天
四月吉良辰

1801年

24-1 熊野神社（1） 池田2丁目 台輪鳥居 3 3（新） 2 350 195 有 有 無 組立14 熊野神社 70 37 玄・安 （大村筑後守純尹建立）
24-2 熊野神社（2） 池田2丁目 台輪鳥居 3 3 2 430 242 有 有 無 直結10 熊野神社 70 43 玄・安 （大村筑後守純尹建立）

24-3 熊野神社（3） 池田2丁目 台輪鳥居 3 3 2 290 180 有 有 無 組立25 熊野神社 56 36.5 玄・安 （大村弾正少弼純保建
立宝暦八年其後再建）

25 幸天神社 池田2丁目 台輪鳥居 2 1 2 385 218 有 有 有 組立15 幸天神社 90 54 玄・安 奉納　昭和五十六年八月吉日池
田町一丁目二丁目

26 清正公堂 上諏訪町 台輪鳥居 3 3 2 335 255 有 有 無 直結3 清正公 65 41 玄・安 奉寄進　文政十三年庚寅正月廿
四日 1830年

27 諏訪神社 諏訪2丁目 台輪鳥居 2 1 1 400 281 有 有 有 組立20 諏訪神社 65 40 花崗岩
奉献　平成十九年十月吉日建立
　諏訪神社奉賛会各町内会公民
館商店会等

28 山田神社 上諏訪町 台輪鳥居 3 3 1 290 195 有 有 無 埋没 山田神社 75 39.5 玄・安 宝永二乙酉九月吉日　施主大村
因幡守純長奥方 1705年

29 天満宮 乾馬場町 台輪鳥居 3 3（新） 2 300 180 有 有 無 組立19 天満宮 57 30 玄・安 宝暦七丁丑天十二月吉日　氏子
中 1757年（長久寺跡）

30 琴平神社 水計町 台輪鳥居 3 3 2 305 220 有 有 無 組立25 琴平神社 70 41 玄・安 明治十七年申十月十日　松崎栄
太郎　上水計祭組中 （大円寺跡）

31-1 富松神社（1） 三城町 台輪鳥居 3 3（新） 2 424 263 有 有 無 直結15 富松神社 70 37.5 玄武岩 奉寄進　為御武運長久　（寛文
元年辛丑六月 吉祥日）

1661年　柱の上部細
く下部太い（願主浅井
角右衛門尉勝幸）

31-2 富松神社（2） 三城町 台輪鳥居 3 3 2 335 214 有 有 無 組立10 富松神社 70 42 安山岩
31-3 富松神社（3） 三城町 台輪鳥居 3 1（新） 2 300 180 有 有 無 組立15 富松神社 56 35 玄武岩 延享元年申子八月吉祥日 1744年

31-4 市杵島神社（富松
神社内） 三城町 台輪鳥居 2 3 1 298 175 有 有 無 組立14 市杵島神社 69 37 玄武岩 明治二十年十一月吉辰　松尾喜

吉建之

32-1 八幡神社（1） 東本町 台輪鳥居 3（新2） 3（新2） 2 425 257 有 有 無 直結16 八幡神社 80 42 玄・安 柱の上部細く下部太い
（大村伊勢守純庸建立）

32-2 八幡神社（2） 東本町 台輪鳥居 3 3 2 320 204 有 有 無 組立16 八幡神社 75 36 玄・安

奉献　明治三十九年六月建之　
社掌三根信廣総代紀内要兵衛等

（3名）　日露戦役記念　佐世保
市森田福次郎

33 皇大神宮神社（1） 西本町 台輪鳥居 2 1 1 505 322 有 有 有 組立17 皇大神宮神社 110 60 花崗岩 昭和五十八年十月十一日再建
34 稲荷神社 片町 台輪鳥居 3 3 1 350 185 有 有 無 組立10 稲荷神社 64 34.5 玄・安
35 大村護国神社（1） 玖島2丁目 台輪鳥居 1 1 1 515 310 有 有 有 組立8 大村招魂神社 82 60 花崗岩 明治四十三年三月　大村家建設 2柱に支柱石

36-1 春日神社（1） 玖島2丁目 台輪鳥居 3 3 2 410 253 有 有 無 直結14 春日神社 76 45 玄・安 寛文元歲辛丑一月吉祥日　奉寄
進　為御武運長久

1661年　柱の上部細
く下部太い（浅井角左
衛門寛文九年寄付）

36-2 春日神社（2） 玖島2丁目 台輪鳥居 2 1 1 325 250 有 有 無 組立12 春日神社 68 39 玄・安 昭和五年十月再建
37 熊野神社 久原2丁目 台輪鳥居 3 3 2 325 190 有 有 無 組立25 熊野神社 60 40 玄・安 天九月吉祥日
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番号 石造鳥居神社 所在地 鳥居の
種類

組石の数 大きさ 反増 転び 楔
亀腹
高　cm

石額（額束）

石材 柱　の　銘 その他（郷村記）笠木
点

貫
点

一柱
点

端高
cm

柱間
幅
cm

有無 有無 有無 名　称 高cm 幅cm

23 秋葉神社 池田2丁目 台輪鳥居 2 3 2 325 180 有 有 無 組立18 秋葉神社 58 31.5 玄・安

大村上総介　藤原純昌、武運長
久也支配足軽　総足軽（8名）　
多羅山法印寛澄　享和元辛酉天
四月吉良辰

1801年

24-1 熊野神社（1） 池田2丁目 台輪鳥居 3 3（新） 2 350 195 有 有 無 組立14 熊野神社 70 37 玄・安 （大村筑後守純尹建立）
24-2 熊野神社（2） 池田2丁目 台輪鳥居 3 3 2 430 242 有 有 無 直結10 熊野神社 70 43 玄・安 （大村筑後守純尹建立）

24-3 熊野神社（3） 池田2丁目 台輪鳥居 3 3 2 290 180 有 有 無 組立25 熊野神社 56 36.5 玄・安 （大村弾正少弼純保建
立宝暦八年其後再建）

25 幸天神社 池田2丁目 台輪鳥居 2 1 2 385 218 有 有 有 組立15 幸天神社 90 54 玄・安 奉納　昭和五十六年八月吉日池
田町一丁目二丁目

26 清正公堂 上諏訪町 台輪鳥居 3 3 2 335 255 有 有 無 直結3 清正公 65 41 玄・安 奉寄進　文政十三年庚寅正月廿
四日 1830年

27 諏訪神社 諏訪2丁目 台輪鳥居 2 1 1 400 281 有 有 有 組立20 諏訪神社 65 40 花崗岩
奉献　平成十九年十月吉日建立
　諏訪神社奉賛会各町内会公民
館商店会等

28 山田神社 上諏訪町 台輪鳥居 3 3 1 290 195 有 有 無 埋没 山田神社 75 39.5 玄・安 宝永二乙酉九月吉日　施主大村
因幡守純長奥方 1705年

29 天満宮 乾馬場町 台輪鳥居 3 3（新） 2 300 180 有 有 無 組立19 天満宮 57 30 玄・安 宝暦七丁丑天十二月吉日　氏子
中 1757年（長久寺跡）

30 琴平神社 水計町 台輪鳥居 3 3 2 305 220 有 有 無 組立25 琴平神社 70 41 玄・安 明治十七年申十月十日　松崎栄
太郎　上水計祭組中 （大円寺跡）

31-1 富松神社（1） 三城町 台輪鳥居 3 3（新） 2 424 263 有 有 無 直結15 富松神社 70 37.5 玄武岩 奉寄進　為御武運長久　（寛文
元年辛丑六月 吉祥日）

1661年　柱の上部細
く下部太い（願主浅井
角右衛門尉勝幸）

31-2 富松神社（2） 三城町 台輪鳥居 3 3 2 335 214 有 有 無 組立10 富松神社 70 42 安山岩
31-3 富松神社（3） 三城町 台輪鳥居 3 1（新） 2 300 180 有 有 無 組立15 富松神社 56 35 玄武岩 延享元年申子八月吉祥日 1744年

31-4 市杵島神社（富松
神社内） 三城町 台輪鳥居 2 3 1 298 175 有 有 無 組立14 市杵島神社 69 37 玄武岩 明治二十年十一月吉辰　松尾喜

吉建之

32-1 八幡神社（1） 東本町 台輪鳥居 3（新2） 3（新2） 2 425 257 有 有 無 直結16 八幡神社 80 42 玄・安 柱の上部細く下部太い
（大村伊勢守純庸建立）

32-2 八幡神社（2） 東本町 台輪鳥居 3 3 2 320 204 有 有 無 組立16 八幡神社 75 36 玄・安

奉献　明治三十九年六月建之　
社掌三根信廣総代紀内要兵衛等

（3名）　日露戦役記念　佐世保
市森田福次郎

33 皇大神宮神社（1） 西本町 台輪鳥居 2 1 1 505 322 有 有 有 組立17 皇大神宮神社 110 60 花崗岩 昭和五十八年十月十一日再建
34 稲荷神社 片町 台輪鳥居 3 3 1 350 185 有 有 無 組立10 稲荷神社 64 34.5 玄・安
35 大村護国神社（1） 玖島2丁目 台輪鳥居 1 1 1 515 310 有 有 有 組立8 大村招魂神社 82 60 花崗岩 明治四十三年三月　大村家建設 2柱に支柱石

36-1 春日神社（1） 玖島2丁目 台輪鳥居 3 3 2 410 253 有 有 無 直結14 春日神社 76 45 玄・安 寛文元歲辛丑一月吉祥日　奉寄
進　為御武運長久

1661年　柱の上部細
く下部太い（浅井角左
衛門寛文九年寄付）

36-2 春日神社（2） 玖島2丁目 台輪鳥居 2 1 1 325 250 有 有 無 組立12 春日神社 68 39 玄・安 昭和五年十月再建
37 熊野神社 久原2丁目 台輪鳥居 3 3 2 325 190 有 有 無 組立25 熊野神社 60 40 玄・安 天九月吉祥日
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番号 石造鳥居神社 所在地 鳥居の
種類

組石の数 大きさ 反増 転び 楔
亀腹
高　cm

石額（額束）

石材 柱　の　銘 その他（郷村記）笠木
点

貫
点

一柱
点

端高
cm

柱間
幅
cm

有無 有無 有無 名　称 高cm 幅cm

38-1 野田神社 木場1丁目 台輪鳥居 3 3 2 350 217 有 有 無 直結11 野田神社 70 41 玄・安

貞享元申子九月穀旦　北条主計
藤原純氏　大村左衛門藤原長通
　大村彦右衛門藤原長茂　大村
内匠藤原長直

1684年（諸士中寄付）

38-2 八幡宮（野田神社
内） 木場1丁目 台輪鳥居 2 1（新） 1 195 95 有 有 無 組立19 八幡宮 43 24.5 玄・安 天明八戊甲八月吉日　針尾半左

衛門建立 1788年　石祠

39-1 大村神社（1） 玖島1丁目 台輪鳥居 2 1 1 430 245 有 有 有 埋没 大村神社 70 43 花崗岩
39-2 大村神社（2） 玖島1丁目 台輪鳥居 3 3 2 420 241 有 有 無 埋没 ○村神社 65 45 玄・安 ○は欠所

39-3 大村神社（4） 玖島1丁目 台輪鳥居 2 1 1 590 335 有 有 無 組立40 大村神社 100 70 花崗岩
奉献　現住長崎市旧大村藩士澤
山精八郎　長崎石工筒井定平　
大正六年四月敬立

39-4 大村神社（5） 玖島1丁目 台輪鳥居 3 1（新） 1（新） 400 207 有 有 無 組立9 大村神社 70 45 玄・安 奉献明治十七秊五月吉辰　熊野
武純

40-1 市杵島神社（2） 久原1丁目寺
島 台輪鳥居 1（新） 1（新） 1 270 207 有 有 無 組立12 市杵島神社 60 38 玄・安 天保二年辛卯年正月吉辰建立　

奉献　氏子中
1831年　石額コンク
リート造

40-2 市杵島神社（3） 久原1丁目寺
島 台輪鳥居 1（新） 1（新） 2 292 190 有 有 無 直結11 市杵島神社 65 40 玄・安 石額コンクリート造

41 熊野神社 久原1丁目 台輪鳥居 3 1 2 235 163 有 有 無 組立6 熊野神社 54 30.5 玄・安 奉献　本川杏僊為正　天保二辛
卯年九月吉祥日建立 1831年

42 大神宮神社（1） 大里町古松下 台輪鳥居 3 3 2 345 198 有 有 無 直結9 大神宮 66 38 玄・安 延宝 年 月吉日 1673年～ 1681年

43 宮崎大明神 西部町 台輪鳥居 3 3 2 275 184 有 有 無 組立11 ○崎大明神 45 31 玄・安 嘉永五壬子年七月再建　氏子中
　石工森平太郎 1852年　○は欠所

44 天満宮 日泊町釘ノ頭 台輪鳥居 3 3 2 250 170 有 有 無 組立5 天満宮 55 31 玄・安 文化元年申子八月吉辰　福田九
兵衛盛長 1804年

45 宮崎神社 日泊町 台輪鳥居 3 3 2 265 164 有 有 無 組立7 宮崎神社 52 36 玄・安
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番号 石造鳥居神社 所在地 鳥居の
種類

組石の数 大きさ 反増 転び 楔
亀腹
高　cm

石額（額束）

石材 柱　の　銘 その他（郷村記）笠木
点

貫
点

一柱
点

端高
cm

柱間
幅
cm

有無 有無 有無 名　称 高cm 幅cm

38-1 野田神社 木場1丁目 台輪鳥居 3 3 2 350 217 有 有 無 直結11 野田神社 70 41 玄・安

貞享元申子九月穀旦　北条主計
藤原純氏　大村左衛門藤原長通
　大村彦右衛門藤原長茂　大村
内匠藤原長直

1684年（諸士中寄付）

38-2 八幡宮（野田神社
内） 木場1丁目 台輪鳥居 2 1（新） 1 195 95 有 有 無 組立19 八幡宮 43 24.5 玄・安 天明八戊甲八月吉日　針尾半左

衛門建立 1788年　石祠

39-1 大村神社（1） 玖島1丁目 台輪鳥居 2 1 1 430 245 有 有 有 埋没 大村神社 70 43 花崗岩
39-2 大村神社（2） 玖島1丁目 台輪鳥居 3 3 2 420 241 有 有 無 埋没 ○村神社 65 45 玄・安 ○は欠所

39-3 大村神社（4） 玖島1丁目 台輪鳥居 2 1 1 590 335 有 有 無 組立40 大村神社 100 70 花崗岩
奉献　現住長崎市旧大村藩士澤
山精八郎　長崎石工筒井定平　
大正六年四月敬立

39-4 大村神社（5） 玖島1丁目 台輪鳥居 3 1（新） 1（新） 400 207 有 有 無 組立9 大村神社 70 45 玄・安 奉献明治十七秊五月吉辰　熊野
武純

40-1 市杵島神社（2） 久原1丁目寺
島 台輪鳥居 1（新） 1（新） 1 270 207 有 有 無 組立12 市杵島神社 60 38 玄・安 天保二年辛卯年正月吉辰建立　

奉献　氏子中
1831年　石額コンク
リート造

40-2 市杵島神社（3） 久原1丁目寺
島 台輪鳥居 1（新） 1（新） 2 292 190 有 有 無 直結11 市杵島神社 65 40 玄・安 石額コンクリート造

41 熊野神社 久原1丁目 台輪鳥居 3 1 2 235 163 有 有 無 組立6 熊野神社 54 30.5 玄・安 奉献　本川杏僊為正　天保二辛
卯年九月吉祥日建立 1831年

42 大神宮神社（1） 大里町古松下 台輪鳥居 3 3 2 345 198 有 有 無 直結9 大神宮 66 38 玄・安 延宝 年 月吉日 1673年～ 1681年

43 宮崎大明神 西部町 台輪鳥居 3 3 2 275 184 有 有 無 組立11 ○崎大明神 45 31 玄・安 嘉永五壬子年七月再建　氏子中
　石工森平太郎 1852年　○は欠所

44 天満宮 日泊町釘ノ頭 台輪鳥居 3 3 2 250 170 有 有 無 組立5 天満宮 55 31 玄・安 文化元年申子八月吉辰　福田九
兵衛盛長 1804年

45 宮崎神社 日泊町 台輪鳥居 3 3 2 265 164 有 有 無 組立7 宮崎神社 52 36 玄・安
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19 諏訪神社 諏訪2丁目 ○訪大明○30×
31

欠けて実測不
可・○は欠所

20 山田神社 上諏訪町 柱2点（1点は台
輪付）

奉寄（奉寄者名は
10名余）

21-1 天満宮 乾馬場町 天満宮 48×31 長久寺跡

21-2 天満宮 乾馬場町 ○満宮 21×29 欠けて実測不
可・○は欠所

21-3 天満宮 乾馬場町 ○満宮 30×35 欠けて実測不
可・○は欠所

22-1 富松神社 三城町 富松神社 72×43 笠木2点・貫3点・
柱2点

22-2 富松神社 三城町 正一位稲荷大明神 
43×28

笠木2点・台輪1
点・亀腹2点

22-3 富松神社 三城町 市杵島神社 67×
37

23 大 村 護 国 神
社 玖島2丁目 柱1点（台輪付）

24 愛宕神社 玖島2丁目岩舟 柱4点（1点は台
輪付）

（稲田喜一郎正
孝寄付）

25-1 龍神社 玖 島1丁 目 竜 神
島 龍神社 62.5×34

25-2 龍神社 玖 島1丁 目 竜 神
島

○ ○ ○ ○28×
33.5

欠けて実測不
可・○は欠所

26-1 岩松神社 岩松町 岩松神社 60×36

26-2 岩松神社 岩松町 岩松大権現 46×
37

欠けて実測不
可

27 地主大明神 陰平町 地主大明神 57×
38.5

柱2点（1点は台
輪付）

石額は石祠の
中

28 大神宮神社 大里町 ○神宮 39×33
欠けて実測不
可・ ○ は 欠 所　
花崗岩

29 大神宮跡 中里町伊勢山 大神宮 59×30 笠木2点・柱2点
（1点は台輪付）

30 宮崎神社 日泊町三浦 宮崎大明神 49×
30

石額は神殿の
中

31 稲荷神社 今村迫ノ山 稲荷神社 61×38
石額は祠の中

（延宝七己未年
村中寄進）
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表2-10　大村市内　倒壊石造鳥居の石額・組石一覧

番号 神社名等 所在地
額束

石額銘・高・幅　
cm

組石
笠木（島木）貫・
柱・亀腹

柱の銘 その他　　
（大村郷村記）

1 鹿島神社 松原2丁目鹿島 ○島神社 40×26 ○ は 欠 所・ 石
額は祠の中

2-1 大神宮 松原2丁目 ○神宮 40×33.5 笠木2点・柱1点
（台輪付） ○は欠所

2-2 大神宮 松原2丁目 ○神宮 39×34 ○は欠所

3 熊野大権現 松 原3丁 目 延 命
寺跡

熊 野 大 権 現　63
×33

笠木3点・貫1点・
柱1・部分3点

享保九甲辰年正
月吉日

1724年
延命寺跡

4 妙宣寺（の森） 福重町 ○見宮 39×33 笠木3点・貫3点・
柱4点・亀腹2点

願主弥勒寺村太
郎左衛門　同村
石工紋九郎　

2点は台輪付欠
けて実測不可・
○は欠所

5-1 竈権現 寿古町 竈権現 69×38 亀腹2点

5-2 竈権現 寿古町 竈 権 現 60.5×
30.3

6 熊野大権現 弥勒寺町（公民館） 熊 野 大 権 現　66
×34 亀腹2点 弥勒寺跡

7 祇園宮 沖田町金谷 祇薗宮 60×30 笠木8点・貫3点・
柱6点・亀腹2点

奉寄進華表奉再
建　天保三壬辰
年九月吉辰　

1832年
（1点は台輪付）

8-1 六社大権現 立福寺町 六社大権現 64×
36

組石の一式を積
み上げている 龍福寺跡

8-2 六社大権現 立福寺町 六社大権現 57×
28.5

9 今 富 大
太

神 宮
神社付近 今富町帯取 笠木1点・柱1点

10 帯取集会所 今富町 十二社権現 42×
26 柱1点 文化六己巳正月

吉日 1809年

11-1 昊天宮 宮小路2丁目 幸天大明神 80×
45

柱3点（旧二の鳥
居組石）

享保廿一丙辰年
正月

1736年
石額は祠の中

11-2 昊天宮 宮小路2丁目 幸天大明神 77×
45 石額は祠の中

11-3 昊天宮 宮小路2丁目 森権現宮 69×34

11-4 昊天宮 宮小路2丁目 毘 沙 門 天 55×
27.5

12 矢房大権現 大川田町 矢房大権現 60×
36

13 愛宕大権現 荒瀬町岩下 笠木2点・柱3点
（1点は台輪付）

14 米山大明神 宮代町 亀腹2点

15 氷川神社 田下町尾ノ上 赤山大明神 57×
29

石額は拝殿の
中・旧上6町鎮
守の石額

16 山神宮 中岳城ノ辻 山神宮 62.5×32

17 秋葉神社 池田2丁目 ○天狗 45×33 欠けて実測不
可・○は欠所

18 幸天神社 池田2丁目 柱2点（1点は台
輪付） 奉建立石花一部
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狛
犬

　

大
村
の
地
は
旧
肥
前
の
国
で
あ
り
、
同
国
の
一
の
宮
と
印い

ん

鑰に
や
く

神
社
は
、
現
在
、
佐
賀
市
大
和
町
に
所
在
す
る
。
一
の
宮
は
、
現
在
、
淀

姫
神
社
、
又
は
河
上
神
社
と
称
さ
れ
て
お
り
、
境
内
に
は
大
き
な
石
造
狛
犬
が
三
対
も
鎮
座
し
て
お
り
、
そ
れ
は
見
事
で
あ
り
、
壮
観
で

あ
る
。
ま
た
、
肥
前
国
府
の
印
と
鑰
を
置
い
た
と
い
わ
れ
て
い
る
印
鑰
神
社
に
鎮
座
す
る
石
造
狗
犬
一
対
も
見
事
で
あ
る
。

　

佐
賀
県
下
の
狗
犬
に
は
、
木
造
、
銅
製
、
陶
製
、
石
造
等
が
あ
る
が
、
最
多
の
狛
犬
は
石
造
肥
前
狛
犬
で
あ
り
、
特
に
佐
賀
県
の
旧
長

崎
街
道
に
面
し
た
神
社
、
祠
等
に
多
く
み
ら
れ
る
。

　

そ
の
石
造
肥
前
狛
犬
は
、
全
体
的
に
小
型
で
あ
り
、
細
部
を
省
略
し
単
純
化
さ
れ
、
前
肢
を
立
て
、
後
肢
を
前
に
伸
ば
し
た
姿
で
あ
る
。

狛
犬
の
四
肢
と
胴
部
の
間
は
刳
り
抜
か
ず
に
材
石
を
残
し
て
い
る
。
肥
前
狛
犬
は
素
朴
で
あ
り
、
ユ
ニ
ー
ク
な
姿
で
あ
る
。

　

旧
肥
前
国
の
佐
賀
県
下
の
狛
犬
と
大
村
の
狛
犬
に
は
、
そ
の
関
連
と
か
、
特
色
が
み
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
か
ら
大
村
市
内
の
狛

犬
に
つ
い
て
現
状
を
種
々
の
点
か
ら
述
べ
た
い
。

　

江
戸
期
の
狛
犬
に
つ
い
て
は『
大
村
郷
村
記
』に
僅
か
に
二
ヵ
所
の
記
述
が
み
ら
れ
る
。

　

ま
ず
、
池
田
山
多
羅
山
大
権
現
（
大
村
家
鎮
護
宗
廟
）
に
は
「
上
宮
入
口
左
右
に
石
の
狛
犬
有
り
」
と
あ
り
、
次
に
、
宮
小
路
幸
天
六
社

大
明
神（
領
主
祭
之
）に
は「
狛
犬
貳
疋
」と
あ
る
だ
け
で
あ
る
。

■
一
．
大
村
市
内
に
お
け
る
現
存
狛
犬

　

後
述
す
る
そ
の
ほ
か
の
狛
犬
を
除
く
狛
犬
（
4
）
の
所
在
地
は
一
〇
町
の
計
一
〇
ヵ
所
、
狛
犬
の
数
は
一
〇
対
と
一
体
の
合
計
二
一
体
が

あ
る（
表
2
︱
11
）。

　

こ
れ
を
町
別
所
在
数
に
つ
い
て
み
る
と
、
松
原
本
町
一
ヵ
所
狛
犬
一
対
、
宮
小
路
二
丁
目
一
ヵ
所
狛
犬
一
体
、
今
富
町
一
ヵ
所
狛
犬
二

対
、
原
町
一
ヵ
所
狛
犬
一
対
、
池
田
二
丁
目
一
ヵ
所
狛
犬
一
対
、
上
諏
訪
町
一
ヵ
所
狛
犬
一
対
、
諏
訪
二
丁
目
一
ヵ
所
狛
犬
一
対
、
三
城

町
一
ヵ
所
狛
犬
一
対
、
岩
松
町
一
ヵ
所
狛
犬
一
対
、
大
里
町
一
ヵ
所
狛
犬
一
対
が
あ
る
。

　

材
質
別
に
は
、
石
造
、
銅
製
、
陶
製
が
あ
る
。
ま
ず
石
造
狛
犬
は
、
昊
天
宮
に
一
体
、
原
町
の
熊
野
神
社
に
一
対
、
池
田
二
丁
目
の
熊

二
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野
神
社
に
一
対
、
上
諏
訪
町
の
清
正
公
堂
に
一
対
、
諏
訪
二
丁
目
の
諏
訪
神
社
に
一
対
、
三
城
町
の
富
松
神
社
に
一
対
、
岩
松
町
の
岩
松

神
社
に
一
対
、
大
里
町
の
大
神
宮
神
社
に
一
対
、
計
八
ヵ
所
に
七
対
と
一
体
の
計
一
五
体
が
あ
る
。
そ
の
う
ち
、
神
社
の
狛
犬
は
七
ヵ
所

の
六
対
と
一
体
、
寺
堂
の
狛
犬
は
一
ヵ
所
の
一
対
が
あ
る
。
銅
製
狛
犬
は
、
松
原
八
幡
神
社
の
一
対
が
あ
り
、
陶
製
狛
犬
は
、
今
富
町
の

高
野
大
権
現
の
二
対
が
あ
る
。

■
二
．
狛
犬
の
配
置
場
所

　

拝
殿
の
前
（
屋
外
）
に
あ
る
も
の
は
、
原
町
熊
野
神
社
石
造
狛
犬
一
対
、
池
田
熊
野
神
社
石
造
狛
犬
一
対
、
諏
訪
神
社
石
造
狛
犬
一
対
、

大
里
大
神
宮
神
社
石
造
狛
犬
一
対
、
松
原
八
幡
社
銅
製
狛
犬
一
対
の
計
五
ヵ
所
五
対
が
あ
る
。

　

拝
殿
の
中
に
あ
る
も
の
は
、
高
野
大
権
現
陶
製
狛
犬
一
対
が
あ
る
。

　

神
殿
前（
屋
外
）に
あ
る
も
の
は
、
清
正
公
堂
石
造
狛
犬
一
対
、
岩
松
神
社
石
造
狛
犬
一
対
の
計
二
ヵ
所
二
対
が
あ
る
。

　

神
殿（
石
祠
）の
中
に
あ
る
も
の
は
、
高
野
大
権
現
陶
製
狛
犬
一
対
の
一
ヵ
所
が
あ
る
。

　

神
門
の
中
に
あ
る
も
の
は
、
富
松
神
社
石
造
狛
犬
一
対
の
一
ヵ
所
が
あ
る
。

　

諸
石
神
の
前
に
あ
る
も
の
は
、
昊
天
宮
石
造
狛
犬
一
体
の
一
ヵ
所
が
あ
る
。

　

狛
犬
一
対
の
阿
形
と
吽
形
の
配
置
は
、
社
殿
に
向
か
っ
て
右
に
阿
形
、
左
に
吽
形
の
配
置
が
殆
ど
を
占
め
七
ヵ
所
の
八
対
が
あ
る
。
高

野
大
権
現
狛
犬
は
二
対
と
も
に
こ
の
配
置
で
あ
る
。
社
殿
に
向
か
っ
て
右
が
吽
形
、
左
が
阿
形
の
配
置
は
、
僅
か
に
富
松
神
社
と
岩
松
神

社
の
二
ヵ
所
二
対
の
み
が
あ
る
。

■
三
．
狛
犬
の
大
き
さ

　

狛
犬
の
総
高
は
、
狛
犬
像
と
台
座
、
基
壇
を
合
わ
せ
た
も
の
を
高
い
順
に
あ
げ
る
と
、
松
原
八
幡
神
社
狛
犬
の
総
高
二
三
四
㌢
㍍
、
池

田
熊
野
神
社
狛
犬
の
総
高
二
〇
一
㌢
㍍
、
富
松
神
社
狛
犬
の
総
高
一
七
一
㌢
㍍
、
大
里
大
神
宮
神
社
狛
犬
の
総
高
一
六
四
㌢
㍍
、
諏
訪
神

社
狛
犬
の
総
高
一
三
八
㌢
㍍
、
清
正
公
堂
狛
犬
の
総
高
一
二
七
㌢
㍍
、
昊
天
宮
狛
犬
の
総
高
一
一
三
㌢
㍍
。
た
だ
し
、
昊
天
宮
狛
犬
の
基

壇
は
旧
鳥
居
の
柱
部
分
を
再
利
用
し
た
も
の
で
、
高
野
大
権
現
狛
犬
の
二
対
は
台
座
、
基
壇
は
な
く
、
原
町
熊
野
神
社
と
岩
松
神
社
の
狛
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犬
に
は
基
壇
が
な
い
。

　

狛
犬
の
像
高
は
、
い
ず
れ
も
像
の
安
定
の
た
め
に
も
、
一
石
か
ら
狛
犬
像
と
長
方
形
の
台
座
を
彫
り
、
一
体
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ

の
た
め
に
像
高
の
測
定
は
困
難
だ
が
一
応
、
像
高
と
台
座
を
区
別
し
て
高
い
順
に
と
り
あ
げ
た
い
。
池
田
熊
野
神
社
狛
犬
の
像
高
九
六
㌢

㍍
台
座
高
六
㌢
㍍
、
松
原
八
幡
神
社
狛
犬
の
像
高
八
九
㌢
㍍
台
座
高
一
五
㌢
㍍
、
富
松
神
社
狛
犬
の
像
高
七
二
㌢
㍍
台
座
高
四
㌢
㍍
、
大

里
大
神
宮
神
社
狛
犬
の
像
高
四
五
㌢
㍍
台
座
高
五
㌢
㍍
、
高
野
大
権
現
拝
殿
狛
犬
の
像
高
三
八
㌢
㍍
台
座
な
し
。
原
町
熊
野
神
社
狛
犬
の

像
高
三
四
㌢
㍍
台
座
高
三
㌢
㍍
、
清
正
公
堂
狛
犬
の
像
高
三
四
㌢
㍍
台
座
高
二
㌢
㍍
、
諏
訪
神
社
狛
犬
の
像
高
三
三
㌢
㍍
台
座
高
三
㌢
㍍
、

昊
天
宮
狛
犬
の
像
高
二
五
㌢
㍍
台
座
高
三
〇
㌢
㍍
、
高
野
大
権
現
神
殿
狛
犬
の
像
高
二
四
㌢
㍍
台
座
な
し
。
岩
松
神
社
狛
犬
の
像
高
二
二

㌢
㍍
台
座
高
三
㌢
㍍
が
あ
る
。
た
だ
し
昊
天
宮
狛
犬
の
台
座
は
長
方
形
で
な
く
岩
の
形
に
彫
り
込
ん
で
あ
る
。

　

狛
犬
像
に
は
立
っ
た
形
と
坐
っ
た
形
が
あ
り
、
そ
の
形
を
問
わ
ず
鼻
先
か
ら
尻
（
尾
）
ま
で
の
長
さ
を
長
い
順
に
あ
げ
る
と
、
池
田
熊

野
神
社
狛
犬
の
八
〇
㌢
㍍
、
富
松
神
社
狛
犬
の
七
五
㌢
㍍
、
松
原
八
幡
神
社
狛
犬
の
六
〇
㌢
㍍
。
大
里
大
神
宮
神
社
狛
犬
の
四
五
㌢
㍍
。

原
町
熊
野
神
社
狛
犬
の
三
九
㌢
㍍
、
高
野
大
権
現
拝
殿
狛
犬
の
三
八
㌢
㍍
、
清
正
公
堂
狛
犬
の
三
四
㌢
㍍
、
昊
天
宮
狛
犬
の
三
三
㌢
㍍
、

諏
訪
神
社
狛
犬
の
三
一
㌢
㍍
、
高
野
大
権
現
神
殿
狛
犬
の
二
四
㌢
㍍
、
岩
松
神
社
狛
犬
の
一
九
㌢
㍍
が
あ
る
。

　

一
石
に
像
と
台
座
を
と
も
に
彫
っ
た
も
の
の
下
に
更
に
切
石
を
一
、
二
段
設
け
た
も
の
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
う
ち
、
上
段
の
台
座
二
は

高
く
、
銘
が
あ
る
も
の
が
あ
る
。
次
に
あ
げ
る
と
、
池
田
熊
野
神
社
狛
犬
の
台
座
二
は
三
六
㌢
㍍
、
富
松
神
社
狛
犬
の
台
座
二
は
二
六
㌢

㍍
、
松
原
八
幡
神
社
狛
犬
の
石
台
座
は
二
〇
㌢
㍍
、
大
里
大
神
宮
神
社
狛
犬
の
台
座
二
は
一
四
㌢
㍍
、
清
正
公
堂
狛
犬
で
は
台
座
二
は
一

一
㌢
㍍
、
諏
訪
神
社
狛
犬
の
台
座
二
の
八
㌢
㍍
、
台
座
三
の
高
一
四
㌢
㍍
が
あ
る
。

　

基
壇
は
、
狛
犬
像
、
台
座
の
下
に
あ
り
、
そ
れ
に
は
石
造
り
や
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
り
等
が
あ
る
。

　

基
壇
が
石
造
り
の
例
は
、
松
原
八
幡
神
社
狛
犬
の
基
壇
は
花
崗
岩
造
り
の
一
一
〇
㌢
㍍
、
池
田
熊
野
神
社
狛
犬
の
基
壇
は
二
段
造
り
の

七
一
㌢
㍍
、
富
松
神
社
狛
犬
の
基
壇
は
花
崗
岩
造
り
の
六
九
㌢
㍍
が
あ
る
。

　

基
壇
が
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
り
は
大
里
大
神
宮
神
社
狛
犬
の
基
壇
一
〇
〇
㌢
㍍
、
諏
訪
神
社
狛
犬
の
基
壇
は
八
〇
㌢
㍍
が
あ
る
。
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■
四
．
像
の
材
質

　

石
造
狛
犬
が
殆
ど
を
占
め
、
材
質
別
に
あ
げ
る
と
、
肉
眼
観
察
に
よ
る
限
り
地
元
石
材
と
思
わ
れ
る
狛
犬
は
四
例
、
そ
の
う
ち
、
玄
武

岩
造
り
は
、
昊
天
宮
狛
犬
一
体
、
原
町
熊
野
神
社
狛
犬
一
対
、
池
田
熊
野
神
社
狛
犬
一
対
の
三
例
と
安
山
岩
造
り
の
岩
松
神
社
狛
犬
一
対

の
一
例
が
あ
る（
5
）。

　

花
崗
岩
造
り
の
狛
犬
の
例
は
、
清
正
公
堂
狛
犬
一
対
、
諏
訪
神
社
狛
犬
一
対
、
大
里
大
神
宮
神
社
狛
犬
一
対
が
あ
る
。

　

天
草
石
造
り
の
狛
犬
で
は
、
富
松
神
社
狛
犬
一
対
が
あ
る
。

　

銅
製
の
狛
犬
は
、
松
原
八
幡
神
社
狛
犬
一
対
が
あ
る
。

　

陶
製
の
狛
犬
は
、
高
野
大
権
現
狛
犬
二
対
、
そ
の
う
ち
、
神
殿
の
狛
犬
一
対
は
釉
が
か
か
り
、
拝
殿
の
狛
犬
一
対
は
素
焼
状
で
あ
る
。

■
五
．
台
座
の
銘

　

台
座
に
銘
の
あ
る
も
の
は
六
ヵ
所
。
松
原
八
幡
神
社
狛
犬
、
池
田
熊
野
神
社
狛
犬
、
清
正
公
堂
狛
犬
、
諏
訪
神
社
狛
犬
、
富
松
神
社
狛

犬
、
大
里
大
神
宮
神
社
狛
犬
が
あ
る
。

　

神
仏
に
奉
げ
る
銘
が
あ
る
も
の
は
六
ヵ
所
。「
奉
献
」の
銘
は
清
正
公
堂
狛
犬
、
諏
訪
神
社
狛
犬
の
二
ヵ
所
。「
奉
献
」と「
奉
納
」の
銘
は

松
原
八
幡
神
社
狛
犬
の
一
ヵ
所
。「
奉
寄
進
」の
銘
は
池
田
熊
野
神
社
狛
犬
の
一
ヵ
所
。「
奉
納
」と「
寄
進
者
」の
銘
は
富
松
神
社
狛
犬
、
大

里
大
神
宮
神
社
狛
犬
の
二
ヵ
所
が
あ
る
。

　

年
月
銘
の
あ
る
狛
犬
は
五
ヵ
所
。
池
田
熊
野
神
社
狛
犬
は
「
文
政
九
年
（
一
八
二
六
）
丙
戌
三
月
吉
日
」
銘
、
富
松
神
社
狛
犬
は
「
昭
和

二
十
九
年
八
月
」
銘
、
諏
訪
神
社
狛
犬
は
「
平
成
八
年
三
月
二
十
八
日
」
銘
、
松
原
八
幡
神
社
狛
犬
は
「
平
成
八
年
七
月
吉
日
」
銘
、
大
里

大
神
宮
神
社
狛
犬
は「
平
成
十
年
一
月
吉
日
」銘
が
あ
る
。

　

吉
日
の
銘
が
あ
る
狛
犬
は
松
原
八
幡
神
社
、
池
田
熊
野
神
社
、
大
里
大
神
宮
神
社
の
三
ヵ
所
が
あ
る
。

　

奉
納
者
の
銘
が
あ
る
も
の
は
六
ヵ
所
。
松
原
八
幡
神
社
狛
犬
に
は「
田
崎
東
次
郎
」銘
、池
田
熊
野
神
社
狛
犬
に
は「
多
羅
山
十
世
寛
澄
」

「
高
谷
正
蔵
藤
原
重
正
」
銘
、『
大
村
郷
村
記
』
に
寛
澄
は
「
多
羅
山
千
手
院
宝
円
寺
第
十
世
権
大
僧
都
法
印
寛
澄
、
岩
船
之
産
俗
姓
松
田
氏
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寛
政
五
年（
一
七
九
三
）住
職
」と
あ
る
。「
新
撰
士
系
録
」に
高
谷
重
正
は「
高
谷
家
は
代
々
浦
上
住
、
文
化
十
二
年（
一
八
一
五
）純
昌
公

召
賜
五
人
扶
持
列
城
下
給
人
格
後
勤
茶
屋
番
」
と
あ
る
。
清
正
公
堂
石
造
狛
犬
に
「
福
重
村
草
野
義
松
、
竹
松
村
猪
股
富
次
郎
、
福
重
村

三
石
義
一
」「
福
重
村
鹿
島
金
作
、
竹
松
村
福
田
久
作
、
久
田
松
タ
マ
、
西
大
村
福
田
正
雄
」銘
、
諏
訪
神
社
狛
犬
に「
西
川
美
盛
、
玲
子
」銘
、

富
松
神
社
狛
犬
に「
大
村
市
田
野
純
三
」「
田
野
喜
三
」銘
、
大
里
大
神
宮
神
社
狛
犬
に「
永
野
福
見
」銘
が
あ
る
。

　

石
工
、
左
官
の
銘
の
あ
る
も
の
二
ヵ
所
。
池
田
熊
野
神
社
狛
犬
に「
石
工
塩
田
馬
場
下
村
筒
井
惣
左
衛
門
、
浦
上
村
山
里
郷
石
田
卯う

蔵
」

銘
、
塩
田
筒
井
家
は
代
々
石
工
と
し
て
著
名
で
あ
る
。
富
松
神
社
狛
犬
に「
石
工
天
草
大
場
源
正
、
左
官
大
村
和
田
勇
一
」銘
が
あ
る
。

■
六
．
製
作
年
代

　

狛
犬
の
製
作
年
代
を
あ
げ
る
と
、
江
戸
時
代
の
狛
犬
は
四
ヵ
所
。
昊
天
宮
石
造
狛
犬
一
体
、
原
町
熊
野
神
社
狛
犬
一
対
、
池
田
熊
野
神

社
狛
犬
一
対
、
岩
松
神
社
狛
犬
一
対
が
あ
る
。

　

江
戸
期
の
狛
犬
が
あ
る
神
社
の
あ
ら
ま
し
は
、
昊
天
宮
は
旧
称
幸
天
六
社
大
明
神
で
、
彼
杵
郡
鎮
守
。
旧
長
崎
街
道
に
面
し
、
天
正
二

年（
一
五
七
四
）キ
リ
シ
タ
ン
の
焼
打
ち
に
あ
い
旧
地
の
南
、
江
戸
期
の
一
説
と
し
て
旧
御
旅
所
に
再
興
さ
れ
た
と
伝
わ
る
。

　

原
町
熊
野
神
社
は
旧
称
熊
野
三
社
大
権
現
。
萱
瀬
惣
鎮
守
で
天
正
二
年
キ
リ
シ
タ
ン
の
焼
打
ち
に
あ
い
、
そ
の
地
に
再
建
、
貞
享
年
間

（
一
六
八
四
～
八
八
）に
現
在
地
に
移
転
さ
れ
た
。
明
治
期
に
な
り
、
新
し
い
氷
川
神
社
に
合
祀
さ
れ
た（
6
）。

　

池
田
熊
野
神
社
は
旧
称
多
羅
山
大
権
現
、
大
村
家
鎮
護
宗
廟
、
太
良
山
金
泉
寺
が
天
正
二
年
に
キ
リ
シ
タ
ン
焼
打
ち
に
あ
い
、
萬
治
三

年（
一
六
六
〇
）に
池
田
山
に
再
興
さ
れ
た
、
明
治
に
な
り
熊
野
神
社
と
称
す
。

　

岩
松
神
社
は
旧
称
岩
松
権
現
で
鈴
田
村
鎮
守
。
旧
長
崎
街
道
に
面
し
、
天
和
年
間（
一
六
八
一
～
八
四
）以
前
か
ら
こ
の
社
あ
り
と
い
う
。

　

昭
和
期
の
狛
犬
は
二
ヵ
所
。
清
正
公
堂
狛
犬
一
対
、
富
松
神
社
狛
犬
一
対
が
あ
る
。

　

平
成
期
の
狛
犬
は
三
ヵ
所
、
松
原
八
幡
神
社
狛
犬
一
対
、
諏
訪
神
社
狛
犬
一
対
、
大
里
大
神
宮
神
社
狛
犬
一
対
が
あ
る
。

　

明
治
以
降
と
推
定
さ
れ
る
狛
犬
は
一
ヵ
所
、
高
野
大
権
現
狛
犬
二
対
は
銘
や
伝
承
も
な
く
不
詳
で
あ
る
。
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■
七
．
特
色
の
あ
る
形
︑
文
様
の
狛
犬

　

狛
犬
の
形
か
ら
み
て
、
肥
前
狛
犬
と
称
さ
れ
る
も
の
は
二
ヵ
所
。
原
町
熊
野
神
社
狛
犬
、
岩
松
神
社
狛
犬
が
あ
る
。

　

前
肢
を
あ
げ
た
形
の
狛
犬
は
一
ヵ
所
。
池
田
熊
野
神
社
狛
犬
が
あ
る
。

　

頭
上
に
一
角
の
あ
る
狛
犬
は
一
ヵ
所
。
松
原
八
幡
神
社
狛
犬
、
神
社
に
向
か
っ
て
左
の
吽
形
が
あ
る
。

　

毬
と
児
狛
犬
の
あ
る
狛
犬
は
三
ヵ
所
。
諏
訪
神
社
狛
犬
、
富
松
神
社
狛
犬
、
大
里
大
神
宮
神
社
狛
犬
が
あ
る
。

　

阿
形
の
口
中
に
玉
石
の
あ
る
狛
犬
は
一
ヵ
所
。
清
正
公
堂
狛
犬
が
あ
る
。

　

牡
丹
文
の
あ
る
狛
犬
は
三
ヵ
所
。
昊
天
宮
狛
犬
、
池
田
熊
野
神
社
狛
犬
、
富
松
神
社
狛
犬
が
あ
る
。

■
八
．
狛
犬
の
欠
損
︑
注
連
縄
か
ざ
り
︑
そ
の
ほ
か
の
狛
犬

　

欠
損
の
あ
る
狛
犬
は
二
ヵ
所
。
池
田
熊
野
神
社
狛
犬
は
向
か
っ
て
右
の
阿
形
の
顔
部
分
に
欠
け
が
あ
る
。
高
野
大
権
現
狛
犬
二
対
の
う

ち
、
拝
殿
の
阿
形
の
後
肢
欠
一
ヵ
所
、
吽
形
の
前
肢
欠
一
ヵ
所
、
後
肢
欠
一
ヵ
所
、
神
殿
の
阿
形
の
前
肢
欠
一
ヵ
所
、
尻
尾
欠
、
吽
形
の

前
肢
欠
一
ヵ
所
が
あ
る
。

　

狛
犬
の
注
連
縄
か
ざ
り
は
、
狛
犬
の
所
在
地
一
〇
ヵ
所
の
う
ち
四
ヵ
所
に
み
ら
れ
、
昊
天
宮
狛
犬
、
諏
訪
神
社
狛
犬
、
富
松
神
社
狛
犬
、

鈴
田
大
神
宮
狛
犬
が
あ
る
。

　

さ
ら
に
そ
の
ほ
か
の
狛
犬
と
し
て
、
昊
天
宮
忠
魂
碑
（
昭
和
三
年
一
一
月
吉
辰
銘
）
の
寄
付
者
石
塔
総
高
二
〇
六
㌢
㍍
の
頂
上
部
に
一

体
あ
る
石
造
狛
犬
（
像
高
二
二
㌢
㍍　

阿
形
）
は
尻
尾
が
欠
け
て
い
る
。
昊
天
宮
境
内
に
あ
る
古
御
殿
と
称
す
る
瓦
葺
屋
根
祠
が
あ
り
、

そ
の
屋
根
上
に
瓦
製
狛
犬
一
対
、
向
か
っ
て
右
に
吽
形
（
高
さ
一
〇
㌢
㍍
）、
向
か
っ
て
左
に
阿
形
（
高
さ
一
九
㌢
㍍
）
が
あ
る
。
本
経
寺

本
堂
唐
破
風
瓦
葺
屋
根
上
に
瓦
製
狛
犬
一
対
が
あ
り
向
か
っ
て
右
に
阿
形
、
向
か
っ
て
左
に
吽
形
が
あ
る
。
こ
の
本
経
寺
瓦
製
狛
犬
一
対

の
配
置
に
よ
く
似
た
例
が
、
長
崎
市
野
母
崎
町
脇
岬
観
音
寺
本
堂
の
屋
根
上
に
み
ら
れ
る
。

　

大
村
市
内
の
狛
犬
の
所
在
地
は
一
〇
ヵ
所
、
石
造
狛
犬
は
八
ヵ
所
の
七
対
一
体
、
銅
製
狛
犬
は
一
ヵ
所
の
一
対
、
陶
製
狛
犬
は
一
ヵ
所

の
二
対
が
あ
り
、
江
戸
期
の
狛
犬
は
四
ヵ
所
の
三
対
一
体
が
あ
る
。
そ
の
う
ち
、
佐
賀
県
各
地
に
見
ら
れ
る
肥
前
狛
犬
は
大
村
市
内
に
原
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町
熊
野
神
社
と
岩
松
神
社
の
二
ヵ
所
二
対
が
あ
り
、
こ
れ
は
旧
肥
前
国
特
有
の
狛
犬
と
し
て
貴
重
な
存
在
と
思
わ
れ
る
。

　

昭
和
か
ら
平
成
期
に
か
け
て
狛
犬
の
奉
納
の
例
が
多
く
、
今
後
も
寺
社
へ
の
狛
犬
奉
納
が
期
待
さ
れ
る
。

　

狛
犬
の
存
在
か
ら
、
狛
犬
の
形
や
銘
等
、
時
代
の
変
遷
や
文
化
、
経
済
、
歴
史
や
民
俗
面
に
つ
い
て
も
当
時
を
か
え
り
み
る
た
め
に
は

大
き
な
存
在
で
あ
り
狛
犬
は
後
世
に
継
承
し
た
い
。

�

（
野
本
政
宏
）
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写真2-50　高野大権現陶製狛犬

写真2-49　松原八幡神社銅製狛犬

写真2-51　原町の熊野神社石造狛犬
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写真2-53　富松神社石造狛犬

写真2-54　大里町の大神宮神社石造狛犬

写真2-52　諏訪神社石造狛犬
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図2-11　大村市内狛犬所在地図
【註】国土地理院発行「諫早」「大村」5万分の1地形図から作成

松原八幡神社松原八幡神社

昊天宮昊天宮

熊野神社熊野神社

熊野神社熊野神社

清正公堂清正公堂

富松神社富松神社

岩松神社岩松神社

大神宮神社大神宮神社

諏訪神社諏訪神社

高野大権現高野大権現
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図2-12　「新撰士系録」巻六十五複写　高谷重正系譜� （大村市立史料館所蔵）
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図2-13　池田熊野神社狛犬銘拓本
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表2-11　大村市内の狛犬一覧
番号 名　　称 所　在　地 数 法　　量　cm 材質 銘 時代 出典『大村郷村記』等
１ 松原八幡神社

銅製狛犬
大村市松原本町 １対 向右.阿形.総高229.像高84.長60.台座高15+石20.基壇

花崗岩造
向左.吽形.総高234.像高89.長50.台座高15＋石20.基壇
花嵐岩造

銅 奉献奉納　田崎東次郎建立
平成八年七月吉日

平成期 吽の頭上に一角あり　当社はキリシタン焼打後寛永12年
（1635）武部丘に再興　その後松原の旧社地に再建

２ 昊天宮 大村市宮小路２丁目 １体 阿形 総高113.像高25.長33.台座高30.基壇旧鳥居柱石 玄武岩 江戸期 阿形狛犬は旧鳥居石柱（高63cm）の上にあり
石造狛犬 旧彼杵郡鎮守　当社キリシタン焼打ち後の再興

３ 高野大権現 大村市今富町 １対 向右.阿形 像高38.長38 陶 明治期 拝殿内あり　阿形の後肢欠1　吽形の前肢欠1　後肢欠1
陶製狛犬 （拝殿）向左.吽形 像高38.長38 以降 当社は正保年中建立　先年権現垂趾ありし所と伝えあり

１対 向右.阿形 像高24.長24 陶 明治期 神殿（石祠）内あり　阿形の前肢欠1尻尾欠
（神殿）向左.吽形 像高24.長24 以降 吽形の前肢欠1

４ 熊野神社 大村市原町 １対 向右.阿形 像高32.長31.台座高石3 玄武岩 江戸期 当社はキリシタン焼打後寛永13年（1636）再建　その後貞
享年間現在地に移転　明治に入り氷川神社に合祀石造肥前狛犬 向左.吽形 像高34.長39.台座高石3

５ 池田熊野神社
石造狛犬

大村市池田２丁目
旧多羅山大権現跡

１対 向右.阿形 総高201.像高90.長75台座高石6+36.基壇2
段石造
向左.吽形.総高201.像高96.長80.台座高石6＋36.基壇2
段石作

玄武岩 阿形「奉寄進文政九年丙戌三月吉
日　多羅山十世寛澄」　吽形「髙谷
正蔵藤原重正　石工塩田馬場下村
筒井惣左衛門　浦上村山里郷石田
卯蔵」

江戸期 阿形顔部欠あり　牡丹花の彫り
太良山金泉寺はキリシタン焼打後池田山に万治3年（1660）
再興　明治期熊野神社となる

６ 清正公堂
石造狛犬

大村市上諏訪町 １対 向右阿形 総高127.像高33.長33.台座高石2+11.基壇石造
向左吽形 総高127.像高34.長33.台座高石2+11.基壇石造

花崗岩 阿形「奉献　福重村草野義松　竹
松村猪股富次郎　福重村三石義
一」　吽形「奉献　福重村鹿島金作
　竹松村福田久作　久田松タマ　
西大村福田正雄」

昭和期 狛犬は神殿前にあり
当院は文化12年（1815）建立「本経寺別院」

７ 諏訪神社
石造狛犬

大村市諏訪２丁目 １対 向右阿形 総高135.像高30.長31.台座高石3+8+14.基壇
コンクリート造

花崗岩 奉献　金婚式記念　平成八年三月
二十八日西川美盛　玲子

平成期 阿形前肢下毬あり　吽形前下肢に児狛犬彫あり
当社はキリシタン焼討打ち後の再興

向左吽形 総高138.像高33.長30.台座高石3+8+14.基壇
コンクリート造

８ 富松神社
石造狛犬

大村市三城町 １対 向右吽形 総高169.像高70.長64.台座高石4+26.基壇2
段花崗岩造

天草石 吽形「奉納　昭和二十九年八月　
寄進者大村市田野純三」　阿形「奉
納　昭和二十九年八月　寄進者大
村市田野純三　石工天草大場源正
　左官大村和田勇一」

昭和期 狛犬は神門に在り吽形前肢下毬あり　阿形下児狛犬あり
当社はキリシタン焼打ち後の再興

向左阿形 総高171.像高72.長75.台座高石4+26.基壇2
段花崗岩造

9 岩松神社 大村市岩松町 １対 向右吽形 像高22.長19.台座高3 安山岩 江戸期 当社は岩松権現草創時代不知.天和以前より此社あり
石造肥前狛犬 向左阿形 像高22.長18.台座高3

10 大神宮神社
石造狛犬

大村市大里町 １対 向右阿形 総高164.像高45.長45.台座高石5+14.基壇コ
ンクリート造

花崗岩 奉納　平成十年一月吉日　寄進者
永野福見

平成期 阿形前肢下毬あり　吽形前肢下児狛犬あり　当社はキリシ
タン焼打後寛永13年（1636）再建　明治に入り古松権現と
大神宮が合祀向左吽形 総高164.像高45.長45.台座高石5+14.基壇コ

ンクリート造

そのほかの狛犬
1 昊天宮 大村市宮小路２丁目 １体 阿形.総高206.像高22長34 昭和期 尻尾欠　狛犬は忠魂碑寄附者名石塔上

忠魂碑石造狛犬 （昭和三年十一月吉辰）
2 昊天宮 大村市宮小路２丁目 １対 向右吽形 高10長21 瓦 昭和期 瓦葺の屋根上

古御殿屋根瓦製狛犬 向左阿形 高19長22
3 本経寺 大村市古町１丁目 １対 向右阿形 瓦 昭和期 瓦葺の屋根上にあり　昭和52年本堂屋根瓦総葺替

屋根瓦製狛犬 向左吽形 新狛犬となる
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表2-11　大村市内の狛犬一覧
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